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平成29年 12月 19日付け厚生労働省発生食1219第１号及び平成30年２月６日付け厚

生労働省発生食 0206 第５号をもって諮問された、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）

第 11 条第１項の規定に基づくアセフェートに係る食品中の農薬の残留基準の設定につ

いて、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。
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アセフェート 

 
今般の残留基準の検討については、食品中の農薬等のポジティブリスト制度導入時に新

たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直しについて、食品安全委員会において

食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、

以下の報告を取りまとめるものである。 
 

１．概要 
（１）品目名：アセフェート［ Acephate (ISO) ］ 

 
（２）用 途：殺虫剤 

有機リン系殺虫剤である。アセチルコリンエステラーゼの阻害により、殺虫作用を

示すと考えられている。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

 O,S-Dimethyl acetylphosphoramidothioate (IUPAC) 

 

Phosphoramidothioic acid, N-acetyl-, O,S-dimethyl ester（CAS：No. 30560-19-1） 

 
（４）構造式及び物性 
 

CH3O
P

CH3S

O

NH COCH3

 
 
   分 子 式  C4H10NO3PS  

   分 子 量  183.16 
   水溶解度  >1.0 × 103 g/L (20℃) 
     727 ± 5 g/L (20℃) 

分配係数  log10Pow ＝ -0.90 (20℃) 
          ＝ -0.859 (25℃) 
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２．適用の範囲及び使用方法 

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。 

 

（１）国内での使用方法 

① 50.0%アセフェート水和剤 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｱｾﾌｪｰﾄを 

含む農薬の 

総使用回数 

未成熟 

とうもろこし 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1000倍 
100～300  

L/10 a 

収穫7日前 

まで 
2回以内 

散布 

2回以内 

だいず 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ﾏﾒｼ

ﾝｸｲｶﾞ 
収穫60日前 

まで 

3回以内 3回以内 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
16倍 

1.6  

L/10 a 

無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ

による散布 

いんげんまめ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、

ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒｿﾞｳ

ﾑｼ 

1000倍 
100～300 

L/10 a 

収穫 14 日前 

まで 

散布 

あずき 

ｱｽﾞｷﾉﾒｲｶﾞ、

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、

ﾖﾄｳﾑｼ 

ばれいしょ 

ﾃﾝﾄｳﾑｼﾀﾞﾏｼ

幼虫、ﾖﾄｳﾑｼ 

収穫 30 日前 

まで 
2 回以内 

3 回以内(植

付時の処理

は1回以内､

植付後は 2

回以内) 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
300 倍 25 L/10 a 

1000～

1500 倍 

100～300 

L/10 a 

ｼﾞｬｶﾞｲﾓｶﾞ 

やまのいも 
ﾔﾏﾉｲﾓｺｶﾞ、ｱ

ﾌﾞﾗﾑｼ類 
1000倍 

収穫45日前 

まで 
1回 1回 

てんさい 

 

ﾖﾄｳﾑｼ、ﾃﾝｻｲﾓ

ｸﾞﾘﾊﾅﾊﾞｴ 

1000～ 

1500倍 

収穫45日前 

まで 
3回以内 

4回以内(育

苗期の灌注

は1回以内､

散布は3回

以内) 

ﾄﾋﾞﾊﾑｼ類 1000倍 

ﾖﾄｳﾑｼ 
16倍 

1.6  

L/10 a 

無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ

による散布 

300倍 25 L/10 a 散布 

ﾄﾋﾞﾊﾑｼ類 
60～ 

100倍 

2.5～3  

L/㎡ 
育苗期 

1回 

灌注 

はくさい 

ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ、ﾖﾄ

ｳﾑｼ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 
1500倍 

100～300 

L/10 a 

収穫30日前 

まで 
散布 1回 

ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1500～

2000倍 
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① 50.0%アセフェート水和剤（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｱｾﾌｪｰﾄを 

含む農薬の 

総使用回数 

キャベツ 

ﾖﾄｳﾑｼ、ﾊｽﾓﾝﾖ

ﾄｳ、ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜ

ﾊﾞ 

1000～

1500倍 

100～300 

L/10 a 

収穫30日前 

まで 

1回 

散布 

2回以内(定

植時までの

処理は1回以

内､定植後の

散布は1回以

内) 

ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1000～

2000倍 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 1000倍 

非結球あぶら

な科葉菜類(ケ

ール､からし

な､みずな､ル

ッコラ､たかな

を除く) 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1500倍 
収穫21日前 

まで 
1回 

カリフラワー ﾖﾄｳﾑｼ 

1000倍 

収穫14日前 

まで 
3回以内 3回以内 

ごぼう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
収穫45日前 

まで 
1回 

2回以内(株

元散布は1回

以内､散布は

1回以内) 

レタス 

非結球レタス 

ﾖﾄｳﾑｼ 
1000～ 

1500倍 
収穫30日前 

まで 
3回以内 3回以内 ｱｻﾞﾐｳﾏ類、ｱ

ﾌﾞﾗﾑｼ類、ｵｵﾀ

ﾊﾞｺｶﾞ 

1000倍 

もりあざみ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1500倍 
収穫45日前 

まで 
1回 1回 

たまねぎ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 

1000～ 

1500倍 
収穫21日前 

まで 
5回以内 5回以内 300倍 25 L/10 a 

16倍 
1.6  

L/10 a 

無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ

による散布 

にんにく 
ﾈｷﾞｺｶﾞ、ｱﾌﾞﾗ

ﾑｼ類 

1000倍 
100～300 

L/10 a 

収穫7日前 

まで 
2回以内 

散布 

2回以内 

オクラ 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾐ

ﾄﾞﾘﾖｺﾊﾞｲ 

収穫開始7日

前まで 
1回 1回 

しょうが 

ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ 

収穫45日前 

まで 
2回以内 2回以内 

葉しょうが 
収穫21日前 

まで 
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① 50.0%アセフェート水和剤（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｱｾﾌｪｰﾄを 

含む農薬の 

総使用回数 

えだまめ 
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｱﾌﾞ

ﾗﾑｼ類 
1000倍 

100～300 

L/10 a 

収穫21日前 

まで 
3回以内 

散布 

3回以内 

ぶどう注) 

ﾊﾏｷﾑｼ類 1500倍 

200～700 

L/10 a 

収穫60日前 

まで 
1回 1回 ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳ

ﾏ、ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺ

ﾊﾞｲ 

1500～ 

2000倍 

かき 

ｶｷｸﾀﾞｱｻﾞﾐｳ

ﾏ、ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞ

ﾐｳﾏ、ｶｷﾉﾍﾀﾑｼ

ｶﾞ、ﾌｼﾞｺﾅｶｲ

ｶﾞﾗﾑｼ 

1500倍 
収穫45日前 

まで 

2回以内 2回以内 

いちじく ｱｻﾞﾐｳﾏ類 2000倍 

1回 1回 茶 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳ

ﾏ、ﾁｬﾉﾐﾄﾞﾘﾋﾒ

ﾖｺﾊﾞｲ 

1000～ 

2000倍 200～400 

L/10 a 

摘採45日前 

まで 

ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ 
1000～ 

1500倍 

さんしょう 

(果実) 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳ

ﾏ 
1500倍 

200～700 

L/10 a 

収穫14日前 

まで 

薬用にんじん ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
100～300 

L/10 a 

収穫180日前

まで 
5回以内 5回以内 

注)：ぶどうについて登録内容の変更申請予定 

 

② 50.0%アセフェート水溶剤 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｱｾﾌｪｰﾄを 

含む農薬の 

総使用回数 

だいず 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾊｽ

ﾓﾝﾖﾄｳ 

1000倍 
100～300 

L/10 a 

収穫60日前 

まで 

3回以内 

散布 

3回以内 あずき 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾉﾒ

ｲｶﾞ類 収穫14日前 

まで 
いんげんまめ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ばれいしょ 

ﾖﾄｳﾑｼ、ｵｵﾆｼﾞ

ｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ 

収穫30日前 

まで 
2回以内 

3回以内

(植付時の

処理は1回

以内､植付

後は2回以

内) 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1000～ 

2000倍 

300倍 25 L/10 a 
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② 50.0%アセフェート水溶剤（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｱｾﾌｪｰﾄを 

含む農薬の 

総使用回数 

やまのいも 
ｼﾞｬｶﾞｲﾓﾋｹﾞﾅ

ｶﾞｱﾌﾞﾗﾑｼ 
1000倍 

100～300 

L/10 a 

収穫45日前 

まで 

1回 

散布 

1回 

てんさい 

ﾖﾄｳﾑｼ 

1000～ 

1500倍 

100～300 

L/10 a 

3回以内 
4回以内

(育苗期の

灌注は1回

以内､散布

は3回以

内) 

300倍 25 L/10 a 

ﾃﾝｻｲﾓｸﾞﾘﾊﾅ

ﾊﾞｴ 1000倍 
100～300 

L/10 a 

ﾃﾝｻｲﾄﾋﾞﾊﾑｼ 60～ 

100倍 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟ

ｯﾄ 1冊当

り1 L(3 

L/㎡) 

育苗期 

1回 

灌注 

はくさい 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｱｵﾑ

ｼ、ｺﾅｶﾞ、ﾖﾄｳ

ﾑｼ、ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1500倍 

100～300 

L/10 a 

収穫30日前 

まで 

散布 

1回 

キャベツ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ｱｵﾑ

ｼ、ｺﾅｶﾞ、ﾖﾄｳ

ﾑｼ、ｱﾌﾞﾗﾑｼ

類、ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜ

ﾊﾞ 

1000～ 

1500倍 

2回以内

(定植時ま

での処理は

1回以内､

定植後の散

布は1回以

内) 

チンゲンサイ、

みずな 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1500倍 

収穫21日前 

まで 
1回 

カリフラワー ﾖﾄｳﾑｼ 

1000倍 

収穫14日前 

まで 
3回以内 3回以内 

ごぼう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
収穫45日前 

まで 
1回 

2回以内

(株元散布

は1回以

内､散布は

1回以内) 

レタス、 

非結球レタス 

ﾖﾄｳﾑｼ、ﾊｽﾓﾝﾖ

ﾄｳ 

1000～ 

1500倍 収穫30日前 

まで 
3回以内 3回以内 

ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 1000倍 

たまねぎ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 
1000～ 

1500倍 

収穫21日前 

まで 
5回以内 5回以内 

にんにく 
ﾈｷﾞｺｶﾞ、ｱﾌﾞﾗ

ﾑｼ類 
1000倍 

収穫7日前 

まで 
2回以内 2回以内 
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② 50.0%アセフェート水溶剤（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｱｾﾌｪｰﾄを 

含む農薬の 

総使用回数 

ほうれんそう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1000倍 
100～300 

L/10 a 

収穫30日前 

まで 

1回 

散布 

1回 オクラ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾌﾀ

ﾃﾝﾐﾄﾞﾘﾋﾒﾖｺ

ﾊﾞｲ 

収穫開始7日

前まで 

ぶどう注) 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳ

ﾏ、ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺ

ﾊﾞｲ 

1500～ 

2000倍 

200～700 

L/10 a 

収穫60日前 

まで 

かき 

ｶｷｸﾀﾞｱｻﾞﾐｳ

ﾏ、ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞ

ﾐｳﾏ、ｶｷﾉﾍﾀﾑｼ

ｶﾞ 

1500倍 収穫45日前 

まで 

2回以内 2回以内 

いちじく ｱｻﾞﾐｳﾏ類 2000倍 

1回 1回 
茶 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳ

ﾏ、ﾁｬﾉﾐﾄﾞﾘﾋﾒ

ﾖｺﾊﾞｲ 

1000～ 

2000倍 200～400 

L/10 a 

摘採45日前 

まで 

ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ 
1000～ 

1500倍 

注)：ぶどうについて登録内容の変更申請予定 

 

  ③ 5.0%アセフェート粒剤 

作物名 適用 使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｱｾﾌｪｰﾄを 

含む農薬の 

総使用回数 

キャベツ 

ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、

ﾖﾄｳﾑｼ、ｱﾌﾞﾗﾑ

ｼ類 

3～6 kg/10 a 

(1～2 g/株) 
定植時 

1回 

植穴処理 

2回以内

(定植時ま

での処理は

1回以内､

定植後の散

布は1回以

内) 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
6 kg/10 a 

(2 g/株) 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 6 g/㎡ 育苗期 散布 

きゅうり、なす

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ｱ

ｻﾞﾐｳﾏ類、ｵﾝｼ

ﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ 
3～6 kg/10 a 

(1～2 g/株) 

定植時 

作条散布又

は植穴処理 

1回 
トマト 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ｵﾝ

ｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ 

ピーマン ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2 g/株 株元散布 

はくさい 

ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、

ﾖﾄｳﾑｼ、ｱﾌﾞﾗﾑ

ｼ類 

3～6 kg/10 a 

(1～2 g/株) 
植穴処理 
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  ③ 5.0%アセフェート粒剤（つづき） 

作物名 適用 使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｱｾﾌｪｰﾄを 

含む農薬の 

総使用回数 

ブロッコリー ﾖﾄｳﾑｼ 
6 kg/10 a 

( 2 g/株) 
定植時 

1回 

株元散布 

1回 だいこん 
ｱｵﾑｼ、ｺﾅｶﾞ、

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
3～4 kg/10 a は種前 作条散布 

かぶ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

4 kg/10 a 
収穫21日前 

まで 

株元散布 

ごぼう 3～6 kg/10 a 
収穫75日前 

まで 

2回以内

(株元散布

は1回以

内､散布は

1回以内) 

れんこん 4 kg/10 a 
収穫14日前 

まで 
2回以内 

散布 

2回以内 無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ

による散布 

ばれいしょ 
3～6 kg/10 a 

(1～2 g/株) 
植付時 

1回 

作条散布 

3回以内

(植付時の

処理は1回

以内､植付

後は2回以

内) 

みずな 6 kg/10 a 定植時 

作条散布後

土壌混和 
1回 こまつな 

3～6 kg/10 a 
は種前 

チンゲンサイ 定植時 

えだまめ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 3～6 kg/10 a 
収穫21日前 

まで 
3回以内 

生育期株元

散布 
3回以内 

なばな ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 6 kg/10 a 

定植時 

1回 

植溝土壌混

和 
1回 

は種時 
播溝土壌混

和 

 

  ④ 2.5%アセフェート・0.25%クロチアニジン粒剤 

作物名 適用 使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｱｾﾌｪｰﾄを 

含む農薬の 

総使用回数 

トマト 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1 g/株 

定植時 1回 
植穴処理土

壌混和 
1回 なす 

2 g/株 
きゅうり ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 
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３．作物残留試験 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

・アセフェート 

・O,S-ジメチルホスホルアミドチオエート（代謝物Ⅱ、以下、メタミドホスという） 

CH 3O

CH 3S
P NH 2

O

 
メタミドホス 

 

② 分析法の概要 

試料から酢酸エチル又はアセトンで抽出し、多孔性ケイソウ土カラム、シリカゲ

ルカラム又はグラファイトカーボンカラムを用いて精製した後、炎光光度型検出器

（リン用干渉フィルター）付きガスクロマトグラフ（GC-FPD(P)）、アルカリ熱イオ

ン化検出器付きガスクロマトグラフ（GC-FTD）又は高感度窒素・リン検出器付きガ

スクロマトグラフ（GC-NPD）で定量する。 

または、試料から酢酸エチルで抽出し、固相粉末（PSA、C18及びグラファイトカ

ーボン）混合物を用いてバッチ精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量

分析計（LC-MS/MS）で定量する。 

 

定量限界：アセフェート 0.01～0.1 mg/kg 

メタミドホス 0.005～0.05 mg/kg 

 
（２）作物残留試験結果 

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙 1を参照。 
 
４．畜産物における推定残留濃度 

本剤については、飼料として給与した作物を通じ家畜の筋肉等への移行が想定される

ことから、飼料の最大給与割合等から算出した飼料中の残留農薬濃度と動物飼養試験の

結果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留濃度を算出した。 

 

（１）分析の概要 

  ① 分析対象物質 

・アセフェート 

・メタミドホス 
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  ② 分析法の概要 

試料から酢酸エチルで抽出し、シリカゲルカラム又は GPC を用いて精製した後、

GC-FPD(P)、GC-NPD 又はガスクロマトグラフ・質量分析計（GC-MS）で定量する。 

 

定量限界：アセフェート 0.005～0.02 mg/kg 

メタミドホス 0.001～0.01 mg/kg 

 
（２）家畜残留試験(動物飼養試験) 

① 乳牛を用いた残留試験-1 

乳牛（ホルスタイン種、3頭/群）に対して、アセフェート/メタミドホスを 3/0.6 

ppm、10/2 ppm 及び 30/6 ppm 含む飼料に相当するように、アセフェートとメタミド

ホスの 5：1 の混合物を 30 日間にわたりゼラチンカプセルを用いて 1 日 1 回投与し

た。投与開始後 21 日目、投与終了後 1及び 6日目に各群の 1頭の乳牛から組織を採

取し、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓に含まれるアセフェート及びメタミドホスの濃度

を GC-FPD(P)、GC-NPD 又は GC-MS で測定した。結果は表 1-1 を参照。 

 
表 1-1.乳牛の組織中の残留濃度(mg/kg)注) 

 
3/0.6 ppm 投与群 10/2 ppm 投与群 30/6 ppm 投与群 

ｱｾﾌｪｰﾄ ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ ｱｾﾌｪｰﾄ ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ ｱｾﾌｪｰﾄ ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ 

筋肉 0.03 <0.01 0.08 <0.01 0.28 0.04 

脂肪 0.03 <0.01 0.03 <0.01 0.13 0.02 

肝臓 <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 0.08 <0.01 

腎臓 0.03 <0.01 0.21 0.01 0.57 0.05 

定量限界：アセフェート 0.02 mg/kg 

     メタミドホス 0.01 mg/kg 

注)投与開始後 21 日目、投与終了後 1 及び 6日目の分析値のうち、最も高い値を示す（n=1）。 

 

② 乳牛を用いた残留試験-2 

乳牛（4頭/群）に対して、アセフェート/メタミドホスを 15/3 ppm、30/6 ppm 及

び 60/12 ppm 含む飼料に相当するように、アセフェートとメタミドホスの 5：1の混

合物を 28 日間にわたりゼラチンカプセルを用いて 1 日 2 回投与した。乳について、

投与開始後 0、1、4、8、12、16、20、24、28 日目及び投与終了後 1、2、3日目に搾

乳したものについてアセフェート及びメタミドホスの濃度を GC-FPD(P)、GC-NPD 又

は GC-MS で測定した。結果は表 1-2 を参照。 
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表 1-2.乳牛の乳中の残留濃度(mg/kg) 

 
15/3 ppm 投与群 30/6 ppm 投与群 60/12 ppm 投与群 

ｱｾﾌｪｰﾄ ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ ｱｾﾌｪｰﾄ ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ ｱｾﾌｪｰﾄ ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ 

乳 0.15 0.01 0.33 0.02 0.84 0.06 

定量限界：アセフェート 0.02 mg/kg 

     メタミドホス 0.01 mg/kg 

    
上記の結果に関連して、JMPRでは肉牛及び乳牛におけるMDB注1）をアセフェートについ

てそれぞれ2.2 ppm及び1.1 ppm、メタミドホスについてそれぞれ0.083 ppm及び0.042 ppm

と評価している。また、肉牛及び乳牛のSTMR dietary burden注2）は、MDBと同値と評価

している。 

 

注1）最大飼料由来負荷（Maximum Dietary Burden：MDB）: 飼料として用いられる全ての飼料品

目に農薬が残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露

されうる最大濃度。飼料中濃度として表示される。 

注2）平均的飼料由来負荷（STMR dietary burden又はmean dietary burden）：飼料として用いら

れる全ての飼料品目に農薬が平均的に残留していると仮定した場合に（作物残留試験から得ら

れた残留濃度の中央値を試算に用いる）、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されうる最大濃

度。飼料中濃度として表示される。 

 

  ③ 鶏を用いた残留試験 

鶏（雌25羽、雄4羽/群）に対して、飼料中濃度として3、10、30 ppmのアセフェ

ートを含む飼料を92日間にわたり摂食させ、筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び卵に含ま

れるアセフェート及びメタミドホスの濃度をGC-FPD(P)、GC-NPD又はGC-MSで測定し

た。卵については、投与開始後7、14、92日目及び投与終了後3、7、14、28日目に

採取した。結果は表1-3を参照。 

 
表 1-3.鶏の組織中の最大残留濃度(mg/kg) 

 
3 ppm 投与群 10 ppm 投与群 30 ppm 投与群 

ｱｾﾌｪｰﾄ ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ ｱｾﾌｪｰﾄ ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ ｱｾﾌｪｰﾄ ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ 

筋肉 - -  0.01   0.008  0.12   0.046 

脂肪 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

肝臓 <0.02 <0.002 <0.02 <0.002 <0.02  <0.002 

腎臓  <0.005 <0.005 <0.005 <0.005  <0.005  <0.005 

卵 <0.01 <0.001 0.09  0.006  0.19   0.016 

定量限界：アセフェート 0.005 mg/kg（腎臓）、0.01 mg/kg（筋肉、卵）、0.02 mg/kg（脂肪、肝臓） 

     メタミドホス 0.001 mg/kg（筋肉、卵）、0.002 mg/kg（肝臓）、0.005 mg/kg（腎臓）、0.02 

mg/kg（脂肪） 

-：分析せず 
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上記の結果に関連して、JMPRでは採卵鶏のMDBをアセフェートが0.0067 ppm、メタミ

ドホスが0.0022 ppmと評価している。 
    
（３）推定残留濃度 

牛及び鶏について、MDB 又は STMR dietary burden と家畜残留試験結果から、畜産

物中のアセフェート及びメタミドホスの推定最大残留濃度を算出した。結果は表 2-1

及び 2-2 を参照。 

 

表 2-1．畜産物中の推定残留濃度：牛（mg/kg） 

 筋肉 脂肪 肝臓 腎臓 乳 

肉牛 
ｱｾﾌｪｰﾄ   0.022   0.022 <0.02   0.022 

 
ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

乳牛 
ｱｾﾌｪｰﾄ 

    
0.011 

ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ   0.00014 

 

表 2-2．畜産物中の推定最大残留濃度：鶏（mg/kg） 

 筋肉 脂肪 肝臓 腎臓 卵 

鶏 
ｱｾﾌｪｰﾄ <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

 
５．ADI 及び ARfD の評価 

 食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 1 項第 1 号及び第２項の規定に

基づき、食品安全委員会あて意見を求めたアセフェート及びメタミドホスに係る食品健

康影響評価において、以下のとおり評価されている。 
 

（１）ADI 

  ① アセフェート 

無毒性量：0.24 mg/kg 体重/day 

（動物種）  雄ラット 

（投与方法） 混餌 

（試験の種類）慢性毒性／発がん性併合試験 

（期間）   2 年間 

安全係数：100 

ADI：0.0024 mg/kg 体重/day 

 

発がん性試験において、ラットの雌雄で鼻腔の腫瘍発生が認められ、マウス雌で肝

腫瘍の発生頻度の増加が認められたが、これらの腫瘍の発生機序は遺伝毒性によるも

のとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。 
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（参考） 
細菌を用いた復帰突然変異試験、マウスリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試

験、チャイニーズハムスター肺線維芽細胞（CHL）を用いた染色体異常試験及びチ

ャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）を用いた SCE 注 1）試験で陽性の結果が得られ

た。一部の復帰突然変異試験における陽性は、非常に高用量で認められ、別に行わ

れた復帰突然変異試験では陰性であり、再現性は得られなかった。また、染色体異

常については、高用量まで実施された小核試験注 2)で陰性であった。さらに、その

他の in vivo の試験では全て陰性であったことから、アセフェートは生体において

特段問題となる遺伝毒性はないものと考えられた。 

    注 1）姉妹染色分体交換 

    注 2）マウスを用いた小核試験（in vivo 試験） 

 

  ② メタミドホス 
無毒性量：0.056 mg/kg 体重/day 

（動物種）  雌イヌ 

（投与方法） 混餌 

（試験の種類）慢性毒性試験 

（期間）   1 年間 

安全係数：100 

ADI：0.00056 mg/kg 体重/day 

 
（２）ARfD 

  ① アセフェート 
    無毒性量：1.0 mg/kg 体重 

     （動物種）  ヒト 

     （投与方法） カプセル経口 

     （試験の種類）経口投与試験 

安全係数：10 

ARfD：0.1 mg/kg 体重 
 
  ② メタミドホス 
    無毒性量：0.3 mg/kg 体重 

     （動物種）  ラット 

     （投与方法） 強制経口 

     （試験の種類）急性神経毒性試験 

安全係数：100 

ARfD：0.003 mg/kg 体重 
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６．諸外国における状況 

JMPRによる毒性評価が行われ、2005年にADI及びARfDが設定されている。国際基準はア

ーティチョーク、小豆類等に設定されている。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国において小

豆類、芽キャベツ等に、カナダにおいて小豆類、芽キャベツ等に、EUにおいて大豆に、豪

州においてバナナ、キャベツ等に、ニュージーランドにおいてアボカド、キャベツ等に基

準値が設定されている。 

 

７．基準値案 

（１）残留の規制対象 

アセフェートとする。 

ただし、アセフェートの使用によって残留するメタミドホスについては、メタミド

ホスに係る規格基準を適用することとする。 

 

なお、食品安全委員会は食品健康影響評価において、農産物及び畜産物中の暴露評

価対象物質をアセフェート及びメタミドホスとしている。 

 

（２）基準値案 

別紙 2のとおりである。 

 

（３）暴露評価 
  ① 長期暴露評価 

1 日当たり摂取する農薬等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。詳細

な暴露評価は別紙 3参照。 

 

 EDI／ADI（%）注） 

国民全体（1歳以上） 46.4 

幼小児（1～6歳） 78.9 

妊婦 35.4 

高齢者（65 歳以上）  55.4 

注）各食品の平均摂取量は、平成 17 年～19年度食品摂取頻度・ 

摂取量調査の特別集計業務報告書による。 

EDI 試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量 

ただし、暴露評価に用いた作物残留試験成績の残留濃度は、

アセフェートの残留濃度＋メタミドホスの残留濃度×（アセフ

ェートの ADI 値/メタミドホスの ADI 値）で補正した値を使用し

た。 
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② 短期暴露評価 

各食品の短期推定摂取量（ESTI）を算出したところ、国民全体（1歳以上）及び幼

小児（1～6 歳）のそれぞれにおける摂取量は急性参照用量（ARfD）を超えていない注）。

詳細な暴露評価は別紙 4-1 及び 4-2 参照。 

 

注）基準値案、作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用い、平成 17

～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査及び平成22年度の厚生労働科学研究の結果に基づきESTI

を算出した。基準値案、HR 又は STMR は、アセフェートの残留濃度＋メタミドホスの残留濃度

×（アセフェートの ARfD 値/メタミドホスの ARfD 値）で補正した値を使用した。 

 

（４）本剤については、平成 17 年 11 月 29 日付け厚生労働省告示第 499 号により、食品

一般の成分規格 7 に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、

残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。 

 

- 17-



（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

1000倍散布 圃場A:0.05/0.032

200 L/10 a 圃場B:0.02/0.014

圃場A:*0.024/*0.019(*2回,7日)(#)
注2)

圃場B:*0.108*/0.054(*2回,7日)(#)

2 g/株 圃場A:*0.150/*0.048(*2回,14日)(#)

株元施用 圃場B:*0.204/*0.092(*2回,14日)(#)

2 g/株 26 圃場A:0.152/0.095(#)

株元施用 48 圃場B:0.018/0.020(#)

圃場A:*0.08/*0.054(*2回,14日)(#)

圃場B:*0.02/*0.016(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.02/*0.018(*2回,7日)(#)

圃場B:*0.10/*0.078(*2回,7日)(#)

圃場A:*0.10/**0.014(*2回,7日，**2回,14
日)(#)

圃場B:*0.04/*0.024(*2回,7日)(#)

1000倍散布 67 圃場A:<0.005/<0.005

100 L/10 a 51 圃場B:<0.005/<0.005

16倍無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ散布 28,44, 56 圃場A:*<0.01/*<0.005(*3回,56日)

1.6 L/10 a 28,42, 56 圃場B:*<0.01/*<0.005(*3回,56日)

圃場A:*<0.01/*<0.005(*3回,56日)

圃場B:*0.02/*0.011(*3回,63日)

1000倍散布 圃場A:0.26/*0.736(*3回,21日)

150,200 L/10 a 圃場B:0.16/0.528

圃場A:*0.1/*0.28(*3回,21日)

圃場B:0.5/0.82

3 kg/10 a 101 圃場A:<0.005/<0.002(#)

播種時処理 98 圃場B:<0.005/<0.002(#)

6 kg/10 a 101 圃場A:<0.005/<0.002(#)

播種時処理 98 圃場B:<0.005/<0.002(#)

3 kg/10 a 70 圃場A:<0.005/<0.002(#)

播種時処理 78 圃場B:<0.005/<0.002(#)

6 kg/10 a 70 圃場A:<0.005/<0.002(#)

播種時処理 78 圃場B:<0.005/<0.002(#)

1000倍散布

100 L/10 a

圃場A:0.04/0.032

圃場B:*0.352/*0.174(*3回,21日)

圃場C:*0.052/*0.025(*3回,21日)

圃場A:*0.4/*0.22(*3回,21日)

圃場B:0.4/0.18

圃場A:*0.13/*0.080(*3回,21日）

圃場B:*0.18/*0.096(*3回,21日)

2000倍散布 圃場A:*0.04/*0.032(*6回,21日)(#)

150 L/10 a 圃場B:*0.362/*0.071(*5回,7日)(#)

2000倍散布 圃場A:*0.067/*0.022(*5回,7日)(#)

150 L/10 a 圃場B:*0.06/*0.028(*5回,7日)(#)

1000倍散布 圃場A:*<0.01/*<0.005(*2回,28日)

150,175 L/10 a 圃場B:*0.12/*0.016(*2回,28日)

1000倍散布 7,14 圃場A:*0.366/*0.014(*5回,14日)(#)

150 L/10 a 7,15 圃場B:*0.200/*0.022(*5回,15日)(#)

1000倍散布

100 L/10 a

1000倍散布 10,17, 32

100 L/10 a 7,15, 31

1000倍散布

90～200 L/10 a

300倍散布 圃場A:*<0.01/*<0.005(*2回,28日)

25,24.9 L/10 a 圃場B:*0.20/*0.018(*2回,28日)

圃場A:*0.16/*0.062(*5回,3日)(#)

圃場B:*0.20/*0.080(*5回,3日)(#)

6 kg/10 a
トップドレッシング

2 14,21,28

アセフェートの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

14,21

2 5.0%粒剤 2

2 50.0%水和剤 3

2 50.0%水和剤 2 7,14,21

2

5.0%粒剤

6 kg/10 a
+1000倍散布 200 L/10 a

2

2

5.0%粒剤
+50%水和剤 6 kg/10 a

+1000倍散布 200 L/10 a

1+1 3,7,14

50.0%水溶剤2
1000倍散布
200 L/10 a

2 7,14,21

5.0%粒剤 2 21,14

さやいんげん
（さや）

1 50.0%水和剤 3 14,21,28

2 5.0%粒剤

いんげんまめ
（乾燥子実）

2 5.0%粒剤

あずき
（生子実）

1

1

1

2 50.0%水和剤 3

2 50.0%水和剤

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 7,14,21

2

3

未成熟
とうもろこし

（生食用子実）

未成熟
とうもろこし

（生食用子実）

とうもろこし
（乾燥子実）

3 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

3 14,21,28

5.0%粒剤
+95.0%水溶剤

2

2 95.0%水溶剤 5,6 7,14,21

2 95.0%水溶剤 5 7,14,21

1

50.0%水溶剤2
1000倍散布
200 L/10 a

3 7 ,14,21

2

圃場C:*0.007/-(*3回,43日)(#)

3

1000倍散布
150～200,200 L/10 a

5

2 g/株植付時作条散布
+2000倍散布150 L/10 a

圃場A:*0.048/*0.020(*5回,7日)(#)

圃場B:*0.10/*0.046(*5回,7日)(#)
1 +4 7,14,21

圃場A:*<0.01/*<0.005(*3回,14日)(#)

2 50.0%水和剤 2 7,14,21, 28

2 50.0%水和剤 5

50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 7 ,21,28,42

3,6 19 ,43

2 50.0%水和剤 2 7,14,21, 28

50.0%水和剤

3,5 7,15, 30

3,5

圃場A:*<0.005/-(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.020/-(*3回,32日)(#)

50.0%水溶剤2 3,7,14

あずき
（乾燥子実）

50.0%水溶剤2
1000倍散布

180,300 L/10 a
3 42 ,56,63

だいず
（乾燥子実）

ばれいしょ
（塊茎）
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

アセフェートの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:*<0.01/*<0.005(*5回,3日)(#)

圃場B:*0.14/*0.056(*5回,3日)(#)

圃場A:*0.46/*0.062(*5回,7日)(#)

圃場B:*0.10/*0.049(*5回,7日)(#)

8.5  kg/10 a

植付時作条散布

6 kg/10 a

植付時作条散布

1 g/株 99 圃場A:<0.005/-

植付時散布 112 圃場B:<0.005/-

2 g/株 99 圃場A:<0.005/-

植付時散布 112 圃場B:<0.005/-

1000倍散布 圃場A:0.169/0.022(#)

250,150 L/10 a 圃場B:0.156/0.021(#)

60,70,90 圃場A:*0.06/*0.018(*2回,70日)(#)

59,69,89 圃場B:*0.19/*0.026(*2回,59日)(#)

圃場A:*<0.04/*<0.02(*1回,42日)

圃場B:*0.18/*0.02(*1回,42日)

圃場A:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)(#)

圃場B:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)(#)

圃場A:<0.005/<0.005

圃場B:<0.005/<0.005

圃場A:<0.005/<0.005(#)

圃場B:<0.005/<0.005(#)

圃場A:<0.005/<0.005(#)

圃場B:<0.005/<0.005(#)

圃場A:<0.005/<0.005

圃場B:*0.011/<0.005(*4回,60日)

圃場A:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)

圃場B:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)

50 圃場A:*0.012/-(*3回,50日)

51,40 圃場B:*<0.005/-(*3回,51日)

13 kg/10 a散布 3,4 83,49 圃場A:*0.021/-(*4回,49日)(#)

15 kg/10 a散布 2,3 137,107 圃場B:*<0.005/-(*3回,107日)(#)

1 50.0%水溶剤
1500倍散布
150 L/10 a

4 45 圃場A:<0.01/<0.005(#)

圃場A:0.02/0.005

圃場B:<0.01/<0.005

圃場A:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)

圃場B:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)

圃場A:*0.224/*0.030(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.639/*0.076(*3回,7日)(#)

圃場A:*0.06/**0.030(*2回,14日，**2
回,28日)(#)

圃場B:*0.04/*0.006(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.014/*<0.005(*1回,14日)(#)

圃場B:*<0.005/*<0.005(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.010/*0.006(*2回,14日)(#)

圃場B:*<0.005/*<0.005(*2回,14日)(#)

3,4 20,31,40 圃場A:*0.005/-(*4回,20日)(#)

2,3
21,32,42
20,30,41

圃場B:*0.006/-(*3回,20日)(#)

63 圃場A:<0.01/0.005

60 圃場B:<0.01/0.007

圃場A:*0.21/*0.080(*2回,7日)(#)

圃場B:*0.22/*0.024(*2回,7日)(#)

圃場A:*0.11/*0.014(*2回,14日)(#)

圃場B:*0.10/*0.013(*2回,14日)(#)

42,56,70

2 50.0%水和剤 1+3 45

21,30, 45

50.0%水溶剤

圃場B:<0.005/<0.005

2

てんさい
（根部）

2 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

3,5

2 5.0%粒剤

2
1000倍散布

200,300 L/10 a
1,3

2

50.0%水和剤2
1000倍散布
150 L/10 a

7,14,21

5.0%粒剤
+50.0%水和剤

4 kg/10 a 作条処理
+1500倍散布200 L/10 a

1+1 14,21,282

1+3 35,42,49

28 ,42,5650.0%水和剤2

やまのいも
（塊茎）

100倍灌注処理1 L/冊
+2000倍散布100 L/10 a

5.0%粒剤2

2 g/株植付時作条散布
+300倍散布25 L/10 a

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

1+4 7,14,21
圃場A:*0.05/*0.008(*5回,21日)(#)

圃場B:*0.07/*0.032(*5回,21日)(#)

1

圃場A:<0.005/<0.005(#)105

97

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

4 kg/10 a 作条処理
+1000倍散布150 L/10 a

2 1+1 14,21

5.0%粒剤2 1

21,28, 42

2 95.0%水溶剤 1+3

2 1,2 14,21

2 50.0%水和剤
2000倍散布
150 L/10 a

1,2 14,21

3

1

7,14,21

50.0%水溶剤

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

6 kg/10 a植付時作条散布
+300倍散布25 L/10 a

1 +4 3,7,14

50倍灌注処理2.5 L/㎡
+300倍散布25 L/10 a

1+3

452 50.0%水和剤

50倍灌注処理2.5 L/㎡
+16倍無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ散布1.6

L/10 a
50.0%水和剤 1+3

50倍5 L/ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ6冊
+1000倍散布100 L/10 a

50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

4

2 50.0%水和剤 3

2

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

2
6 kg/10 a植付時土壌混和
+1000倍散布200 L/10 a

1 +4 7,14

45,60,752

452

50倍5 L/ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ6冊
+1000倍散布100 L/10 a

1 +4

50.0%水和剤
1000倍散布

200,300 L/10 a
2

だいこん
（根部）

50倍灌注処理2.5 L/㎡
+1000倍散布150 L/10 a

451+32 50.0%水溶剤

50倍灌注処理2.5 L/㎡
+300倍散布25 L/10 a

2

50.0%水和剤

1000倍散布
150 L/10 a

50.0%水溶剤2 2

1500倍散布
150 L/10 a

2 50.0%水和剤
2000倍散布

60～100 L/10 a

2 5.0%粒剤 5 kg/10 a蒔溝処理

ばれいしょ
（塊茎）
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

アセフェートの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:*3.42/*0.415(*3回,７日)(#)

圃場B:*60.7/*3.00(*3回,７日)(#)

圃場A:*4.02*/0.553(*2回,14日)(#)

圃場B:*5.66/*0.586(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.10/*0.02(*2回,14日)(#)

圃場B:*0.122/**0.04(*2回,14日，**1
回,14日)(#)

圃場A:*0.026/*<0.01(*1回,14日)(#)

圃場A:*0.196/*0.18(*1回,14日)(#)

3,4 20,31,40 圃場A:*0.048/-*(4回,20日)(#)

2,3
21,32,42
20,30,41

圃場B:*0.163/-(*3回,20日)(#)

63 圃場A:<0.01/0.005

60 圃場B:<0.01/0.006

圃場A:*1.95/*0.416(*2回,7日)(#)

圃場B:*29.3/*2.07(*2回,7日)(#)

圃場A:*2.80/*0.442(*2回,14日)(#)

圃場B:*2.22/*0.188(*2回,14日)(#)

7 圃場A:3.85/0.364(#)

9 圃場B:16.54/3.94(#)

14 圃場A:0.24/0.020(#)

19 圃場B:0.78/0.080(#)

圃場A:*0.25*/0.076(*1回,7日)(#)

圃場B:*0.04/*0.076(*1回,7日)(#)

圃場A:<0.01/<0.005

圃場B:0.12/0.092

1 7,14,21 圃場A:*0.90/*0.244(*1回,7日)(#)

3 3,7,14 圃場B:*0.70/*0.239(*3回,3日)(#)

圃場A:*0.26/*0.09(*1回,14日)(#)

圃場B:*0.18/*0.11(*1回,7日)(#)

圃場A:*0.56/*0.180(*2回,7日)(#)

圃場B:*0.18/*0.119(*2回,7日)(#)

圃場A:*4.73/**0.814(*1回,7日，**1回,21
日)(#)

圃場B:*8.92/*2.14(*1回,7日)(#)

1 7,14,21 圃場A:*5.82/*0.950(*1回,7日)(#)

3 3,7,14 圃場B:*22.7/*2.08(*3回,3日)(#)

圃場A:*8.5/**1.6(*1回,7日，**1回,14
日)(#)

圃場B:*7.4/*1.4(*1回,7日)(#)

圃場A:*12.4/*1.68(*2回,7日)(#)

圃場B:*28.0/*3.75(*2回,7日)(#)

圃場A:<0.01/0.018

圃場B:0.12/0.173

圃場A:*<0.005/*0.010(*2回,21日)(#)

圃場B:*0.010/*0.016(*2回,21日)(#)

圃場A:*0.134/*0.056(*3回,21日)(#)

圃場B:*0.006/*0.010(*3回,21日)(#)

圃場A:*<0.005/-(*2回,30日)(#)

圃場B:*0.163/-(*2回,30日)(#)

圃場A:*0.328/*0.246(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.540/*0.931(*3回,30日)(#)

圃場A:*<0.005/*0.010(*2回,30日)(#)

圃場B：*0.076/*0.048(*2回,30日)(#)

圃場A:*<0.005/*0.010(*2回,30日)(#)

圃場B：*0.192/*0.135(*2回,30日)(#)

圃場A:*0.34/*0.692(*2回,28日)(#)

圃場B:*0.06/*0.235(*2回,28日)(#)

45,52,59 圃場A:*0.05/*0.063(*1回,45日)

55,62,66 圃場B:*<0.01/*<0.005(*1回,55日)

55,62,69 圃場C:*<0.01/*<0.005(*1回,55日)

47,54,61 圃場D:*<0.01/*<0.005(*1回,47日)

2 50.0%水和剤
2000倍散布

70,150 L/10 a
2,3

2 g/株植穴処理
+6 kg/10 a散布

6 kg/10 a散布

5.0%粒剤2

14,21,28

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理
1

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理
+生育期株元散布

1+1

2
5.0%粒剤

+50.0%水溶剤
4 kg/10 a 作条処理

+1000倍散布150 L/10 a
1+1 14,21

5.0%粒剤2 4 kg/10 a播種前作条処理

50.0%水和剤

15, 30

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a株元処理 3 14,21 ,30

2 50.0%水和剤
1500倍散布
150 L/10 a

1000倍散布
150 L/10 a

3 7,14,21

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
150 L/10 a

2

21,30

50.0%水和剤
1000倍散布
150 L/10 a

3

2 50.0%水和剤
1500倍散布
150 L/10 a

1

2 50.0%水和剤
2000倍散布

60～100 L/10 a

2 5.0%粒剤 5 kg/10 a蒔溝処理

1,2

だいこん
（葉部）

7,14,21

2
5.0%粒剤

+50.0%水和剤
4 kg/10 a 作条処理

+1500倍散布200 L/10 a
1+1 14,21,28

2

7,14,21

7,14,21

かぶ
（葉部）

1500倍散布
300,197.7 L/10 a

2 1 7,14,21

5.0%粒剤 4 kg/10 a株元散布 1 14, 21,282

2 50.0%水溶剤
1500倍散布

250,300 L/10 a
1 7,14,21

2 7,14,21

2 50.0%水溶剤
1500倍散布
150 L/10 a

2

7,14,212

2

2 7,14,21

2 50.0%水和剤

かぶ
（茎葉）

2 5.0%粒剤 4 kg/10 a葉面散布

2 50.0%水溶剤
1500倍散布
150 L/10 a

だいこん
（つまみ菜）

1

14,21

2 50.0%水和剤
2000倍散布
150 L/10 a

1,2 14,21

5.0%粒剤 4 kg/10 a株元散布 1 14, 21,28

だいこん
（間引き菜）

2 5.0%粒剤 4 kg/10 a播種前作条処理 1

1500倍散布
250,300 L/10 a

50.0%水溶剤 1

2 5.0%粒剤 4 kg/10 a葉面散布
かぶ

（根部）

2 50.0%水和剤
1500倍散布

300,197.7 L/10 a
1 7,14,21

はくさい
（茎葉）

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理
1

1+1

2
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

アセフェートの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

64,90 圃場A:*<0.003/*<0.005(*1回,64日)(#)

102,119 圃場B:*<0.003/*<0.005(*1回,102日)(#)

64,90 圃場A:*<0.003/*<0.005(*1回,64日)(#)

102,119 圃場B:*<0.003/*<0.005(*1回,102日)(#)

28,40 圃場A:*0.170/-(*2回,40日)(#)

21,31.41
21,31,42

圃場B:*0.550/-(*2回,21日)(#)

圃場A:*7.90/*1.34(*3回,3日)(#)

圃場B:*3.79/**0.452(*3回,7日，**3回,3
日)(#)

圃場A:*0.48/*0.204(*3回,14日)(#)

圃場B:*1.82/**0.351(*3回,14日，**3
回,21日)(#)

圃場A:*0.18/*0.104(*2回,14日)(#)

圃場B:*0.04/*0.057(*2回,14日)(#)

圃場A:*1.29/**0.378(*3回,21日，**3
回,14日)(#)

圃場B:*5.82/*1.04(*3回,14日)(#)

圃場A:*0.41/**0.692(*2回,14日，**2
回,28日)(#)

圃場B:*0.22/**0.235(*2回,14日，**2
回,29日)(#)

6,13,19 圃場A:*0.101/*0.016(*3回,19日)(#)

7,14,21 圃場B:*0.139/*0.057(*3回,21日)(#)

7,14 圃場A:*0.213/-(*3回,14日)(#)

6,13 圃場B:*0.042/-(*3回,13日)(#)

圃場A:*<0.005/-(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.079/-(*3回,29日)(#)

68 圃場A:<0.01/<0.005

84 圃場B:<0.01/<0.005

圃場A:*0.05/*0.016(*2回,28日)

圃場B:*0.03/*0.016(*2回,28日)

圃場A:*0.282/*0.116(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.398/*0.144(*3回,30日)(#)

圃場A:*0.189/*0.076(*2回,30日)(#)

圃場B:*0.046/*0.026(*2回,30日)(#)

圃場A:*0.270/*0.096(*2回,30日)(#)

圃場B:*0.082/*0.036(*2回,30日)(#)

57 圃場A:0.008/<0.002(#)

85 圃場B:<0.005/<0.002(#)

57 圃場A:0.018/<0.008(#)

85 圃場B:<0.005/<0.002(#)

圃場A:*0.249/-(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.595/-(*3回,40日)(#)

圃場A:*1.12/*0.152(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.16/**0.070(*3回,3日，**3回,7
日)(#)

圃場A:*0.19/*0.074(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.12/*0.064(*3回,30日)(#)

圃場A:*1.78/*0.383(*3回,30日)(#)

圃場B:*1.16/*0.360(*3回,30日)(#)

圃場A:*0.45/**0.149(*3回,14日，**3
回,21日)(#)

圃場B:*2.68/**0.338(*3回,7日，**3回,21
日)(#)

3,6

3,4

2
5.0%粒剤

+50.0%水溶剤

2 g/株植穴土壌混和及び葉
面散布

+1000倍散布200 L/10 a

2

2 50.0%水和剤
1000倍

200,150 L/10 a
3,6

2 50.0%水和剤
1000倍

100～200,150 L/10 a
14, 30

50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 3,7,142

1 g/株散布

2 g/株散布

2 5.0%粒剤 1

2 5.0%粒剤 2 g/株散布 2,3

2

6 kg/10 a散布 2 21,30

2 5.0%粒剤

1 g/株散布

2 g/株散布

5.0%粒剤2

1

1

2 g/株植穴処理
+6 kg/10 a散布

1+1 21,30

20,30,40

6 kg/10 a散布 14,21,3035.0%粒剤2

5.0%粒剤

2
1000倍散布
200 L/10 a

50.0%水溶剤 3 3,7,14

6 kg/10 a植穴処理及び葉
面散布

+1000倍散布200 L/10 a

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

2+1 14,21,302

5.0%粒剤
6 kg/10 a植穴処理及び葉

面散布
2 14,21,313

2 g/株散布5.0%粒剤

2 g/株
植穴処理

1

5.0%粒剤
+50.0%水和剤

2 g/株植穴処理
+1000倍散布300 L/10 a

1+1 14,21 ,28

14,21,28

2 +1 7,14,21

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

2 g/株植穴土壌混和及び葉
面散布

+1000倍散布
200,250 L/10 a

2 +1 14,21, 302

5.0%粒剤
2 g/株植穴土壌混和及び葉

面散布
3 14,21, 302

2

1000倍
180,150 L/10 a

32 50.0%水和剤

5.0%粒剤
2 g/株定植時植穴処理及び

株元散布
2

はくさい
（茎葉）

キャベツ
（葉球）

2
5.0%粒剤

+50.0%水溶剤

2 g/株植穴処理
+1500倍散布

196,204 L/10 a
1 +1 14,21,30
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

アセフェートの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:<0.01/0.056

圃場B:<0.01/0.010

圃場C:0.46/0.20

圃場D:0.08/0.08

37,40,43 圃場A:*<0.01/*<0.005(*1回,37日)(#)

41,44,47 圃場B:*<0.01/*<0.005(*1回,41日)(#)

35,42,49 圃場A:*<0.01/*0.007(*1回,35日)(#)

15,22,29 圃場B:*6.49/*5.54(*1回,15日)(#)

7,13, 21 圃場A:0.56/0.388(#)

7,14, 21 圃場B:<0.01/0.008(#)

圃場A:0.10/0.122(#)

圃場B:0.08/0.120(#)

35,42,49 圃場A:*<0.1/*<0.05(*1回,35日)(#)

21,28,35 圃場B:*<0.1/*<0.05(*1回,21日)(#)

圃場A:0.54/0.207

圃場B:<0.01/0.026

圃場C:0.10/0.096

圃場D:0.01/0.024

31,38,45 圃場A:*<0.01/*<0.005(*1回,31日)(#)

26,33,40 圃場B:*<0.01/*0.007(*1回,26日)(#)

圃場A:0.19/0.154(#)

圃場B:0.47/0.140(#)

圃場A:0.008/0.006

圃場B:0.724/0.228

圃場A:0.32/0.062

圃場B:0.18/0.098

圃場A:*0.742/*0.166(*3回,7日)(#)

圃場B:*6.29/*1.49(*3回,7日)(#)

圃場A:*0.044/*0.026(*3回,14日)(#)

圃場B:*0.092/*0.020(*3回,14日)(#)

80,87,94 圃場A:*<0.01/*<0.005(*1回,80日)

62,69,76 圃場B:*<0.01/*<0.005(*1回,62日)

13,21,30 圃場A:*0.094/*0.025(*3回,13日)(#)

14,21,30 圃場B:*0.930/*0.386(*3回,14日)(#)

圃場A:*1.01/*0.301(*3回,7日)(#)

圃場B:*1.22/**0.192(*3回,7日，**3回,14
日)(#)

圃場A:*1.26/*0.504(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.72/**0.290(*3回,7日，**3回,14
日)(#)

圃場C:*0.52/*0.224(*3回,14日)(#)

圃場D:*3.32/*0.595(*3回,14日)(#)

圃場A:*1.42/*1.82(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.94/*0.202(*3回,7日)(#)

圃場C:*1.26/**0.310(*3回,7日，**3回,14
日)(#)

圃場D:*0.39/**0.258(*3回,7日，**3回,21
日)(#)

147,154,161 圃場A:*<0.01/*<0.005(*1回,147日)

79,86,93 圃場B:*<0.01/*0.006(*1回,79日)

47,55,61
圃場A:*<0.01/**0.005(*1回,47日，**1
回,61日)

58,65,72 圃場B:*<0.01/*0.010(*1回,58日)

圃場A:<0.005/<0.005(#)

圃場B:<0.005/<0.005(#)

29, 44,59 圃場A:*0.02/*<0.005(*2回,44日)

30, 45,60 圃場B:<0.01/<0.005

29, 44,59 圃場A:*0.02/*<0.005(*2回,44日)

30, 45,60 圃場B:<0.01/<0.005

圃場A:<0.01/<0.005

圃場B:<0.01/<0.005

圃場A:<0.01/<0.005(#)

圃場B:<0.01/<0.005(#)

なばな
（茎葉）

6 kg/10 a
定植時植溝土壌混和

ブロッコリー
（花蕾）

4
5.0%粒剤

+50.0%水溶剤

2 g/株植穴土壌混和及び生
育期株元散布

+1000倍散布200 L/10 a
2 +1 7,14,21

2 50.0%水溶剤
1000倍散布

139～200,200 L/10 a
3 7,14,21

14,21,28

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時株元散布
1

7,14, 21

6 kg/10 a播溝処理5.0%粒剤 12

4 50.0%水和剤
1500倍

167～188,179～180,200,200
L/10 a

1 7,14, 21

2 50.0%水和剤
1500倍散布

300,200 L/10 a
2

みずな
（茎葉）

チンゲンサイ
（葉部）

みずな
（葉部）

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a定植時土壌混和 1

チンゲンサイ
（茎葉）

4 50.0%水和剤 1 7,14, 21
1500倍散布

150,200,150,200 L/10 a

2 5.0%粒剤
6 kg/10 a

定植時作条土壌混和
1

7,14, 21

5.0%粒剤

5.0%粒剤

2

2

1

1

2

こまつな
（茎葉）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

1,2

2 g/株
定植時株元散布

3

2 50.0%水和剤
1000倍散布
250 L/10 a

3

ごぼう
（根部）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布

150,200 L/10 a
1

5.0%粒剤 6 kg/10 a定植時土壌混和 1

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

1,2

4 5.0%粒剤
2 g/株植穴土壌混和及び生

育期株元散布
3

5.0%粒剤

1000倍散布
200 L/10 a

3

6 kg/10 a散布
+1000倍散布250 L/10 a

1+1 45,60,90

60, 75,90

30, 45,60

2

2 5.0%粒剤

5.0%粒剤
+50.0%水和剤

6 kg/10 a株元散布
+1000倍散布300 L/10 a

1+1

2

2

2

カリフラワー
（花蕾）

2 50.0%水和剤

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

6 kg/10 a
定植時株元処理

5.0%粒剤
+50.0%水和剤

6 kg/10 a株元散布
+1000倍散布300 L/10 a

1+1

14,21,28

50.0%水和剤
1000倍散布
250 L/10 a

3 7,14,212

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 7, 14,21

7,14,21

6 kg/10 a株元散布 2
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

アセフェートの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:0.042/0.008

圃場B:<0.005/<0.005

圃場A:*0.40/*0.132(*3回,21日)(#)

圃場B:*0.69/*0.434(*3回,21日)(#)

圃場A:*0.18/*0.058(*3回,28日)

圃場B:*0.02/*0.008(*3回,28日)

圃場A:*0.06/*0.014(*3回,28日)

圃場B:*0.01/*0.018(*3回,28日)

圃場A:*0.16/*0.020(*3回,28日)

圃場B:*0.76/*0.060(*3回,28日)

圃場A:*0.02/*0.006(*3回,28日)

圃場B:*0.03/*0.026(*3回,28日)

圃場A:<0.01/<0.005

圃場B:<0.01/<0.005

21,28,42 圃場A:*0.02/*<0.005(*5回,21日)(#)

21,27,42 圃場B:*0.04/*0.011(*5回,27日)(#)

30 圃場A:*0.067/-(*5回,30日)

29 圃場B:*0.031/-(*5回,29日)

圃場A:0.056/0.008

圃場B:0.167/0.017

圃場A:0.03/0.010

圃場B:0.12/0.090

圃場A:0.08/*0.024(*5回,28日)

圃場B:*0.10/*0.021(*5回,28日)

圃場C:0.08/0.028

圃場D:0.04/0.007

圃場A:0.02/<0.005

圃場B:*0.05/*0.016(*5回,42日)

圃場A:0.04/0.006

圃場B:0.03/*0.007(*5回,28日)

218 圃場A:<0.005/<0.001(#)

122 圃場B:0.006/0.004(#)

6 kg/10 a散布 218 圃場A:<0.005/<0.001(#)

5 kg/10 a散布 122 圃場B:0.005/0.004(#)

圃場A:0.05/<0.02

圃場B:0.04/<0.02

圃場A:0.06/0.008(#)

圃場B:0.03/<0.005(#)

圃場A:*1.02/**0.104(*3回,1日，**3回,7
日)(#)

圃場B:*0.850/**0.122(*3回,3日，**3回,7
日)(#)

圃場A:*0.414/*0.184(*2回,14日)(#)

圃場B:*0.729/*0.470(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.214/**0.126(*2回,14日，**2
回,21日)(#)

圃場B:*0.411/*0.208(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.116/**0.042(*3回,3日，**3回,7
日)(#)

圃場B:*0.37/*0.044(*3回,3日)(#)

81 圃場A:<0.005/<0.005

74 圃場B:<0.005/<0.005

圃場A:*0.154/**0.026(*2回,1日，**2回,7
日)(#)

圃場B:*0.760/*0.096(*2回,3日)(#)

10,20,30 圃場A:*0.498/-(*3回,10日)(#)

1,11,21
1,10,20

圃場B:*0.458/-(*3回,1日)(#)

圃場A:*0.89/*0.268(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.40/*0.122(*3回,7日)(#)

圃場A:*0.17/**0.051(*3回,1日，**3回,14
日)(#)

圃場B:*0.80/*0.218(*3回,7日)(#)

6 kg/10 a散布 1,2 1,3,7

2 5.0%粒剤

2

2

50.0%水和剤
1500倍散布

300,400～450 L/10 a
1,2 14,21,28

2

6 kg/10 a散布2 5.0%粒剤 2,3

50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 1,3,7

にんにく
（鱗茎）

5.0%粒剤 2 g/株散布 3 1,3,7

2 50.0%水和剤
1000倍散布
150 L/10 a

2,3 1,3,7

2 50.0%水和剤
1500倍散布
300 L/10 a

1,2 14,21,28

2 g/株植穴処理 1

5 14, 21,30

14, 21,28

50.0%水溶剤
1000倍散布
250 L/10 a

5 14, 21,28

2 50.0%水和剤
1000倍散布
250 L/10 a

2 7,14,21

2 50.0%水溶剤

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 7,14,22

たまねぎ
（鱗茎）

2 50.0%水和剤
1000倍散布
150 L/10 a

5

3 kg/10 a散布

2 5.0%粒剤 1

1000倍散布
250 L/10 a

5

4

2 50.0%水和剤
300倍散布
25 L/10 a

5

2 95.0%水溶剤
2000倍散布

150,150～200 L/10 a
5

3

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 1,7,14,21

21,28,42

2 50.0%水和剤
16倍無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ散布

1.6 L/10 a

50.0%水和剤
1000倍散布

200,80～100 L/10 a
3 14,21, 28

2 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

2
1000倍散布
200 L/10 a

3 7,14,21

2 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

5,7

14, 21,30

レタス
（茎葉）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布

300,150 L/10 a
3 7,14,21, 28

サラダ菜
（茎葉）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布

200,300 L/10 a
3 7,14,21, 28

リーフレタス
（茎葉）

1 45,60,75
もりあざみ

（根）

14,21, 30

2 50.0%水和剤
1000倍散布

120～300,200 L/10 a
3 14,21, 28

50.0%水溶剤

2 50.0%水和剤
1500倍散布
100 L/10 a

2

トマト
（果実）
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

アセフェートの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:*0.06/*0.033(*3回,1日)(#)

圃場B:*0.12/*0.190(*3回,7日)(#)

圃場A:*0.08/*0.070(*3回,14日)(#)

圃場B:*0.03/**0.008(*3回,1日，**3回,14
日)(#)

65 圃場A:<0.01/<0.005

73 圃場B:<0.01/<0.005

圃場A:*0.10/*0.064(*1回,42日)(#)

圃場B:*0.76/*0.450(*1回,42日)(#)

圃場A:*0.257/**0.168(*3回,7日，**3
回,14日)(#)

圃場B:*0.564/*0.288(*3回,1日)(#)

圃場A:*0.49/*0.586(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.07/**0.104(*3回,7日，**3回,14
日)(#)

圃場A:*0.01/*0.006(*3回,35日)(#)

圃場B:*<0.01/*<0.005(*3回,35日)(#)

圃場A:*1.42/*0.348(*3回,3日)(#)

圃場B:*2.16/*0.540(*3回,3日)(#)

圃場A:*2.18/**0.224(*3回,3日，**3回,7
日)(#)

圃場B:*2.32/*0.365(*3回,3日)(#)

圃場A:*0.810/*0.154(*2回,3日)(#)

圃場B:*1.36/*0.224(*2回,1日)(#)

圃場A:*1.97/*0.295(*2回,1日)(#)

圃場B:*2.14/*0.368(*2回,1日)(#)

1,3,7
1,3,7,14

圃場A:*0.064/*0.019(*3回,1日)(#)

1,3,7 圃場B:*0.348/*0.466(*3回,1日)(#)

71,78,85 圃場A:*<0.01/*<0.005(*1回,71日)

42,49,56 圃場B:*0.01/*0.005(*1回,42日)

83,115 圃場A:*<0.005/-(*1回,83日)

34,56 圃場B:*0.007/-(*1回,34日)

83,115 圃場A:*<0.005/-(*1回,83日)

34,56 圃場B:*0.011/-(*1回,34日)

圃場A:*3.56/**0.360(*3回,3日，**3回,1
日)(#)

圃場B:*2.78/*0.393(*3回,1日)(#)

圃場A:*1.16/*0.236(*3回,1日)(#)

圃場B:*0.94/*0.156(*3回,1日)(#)

圃場A:*0.61/*0.048(*3回,1日)(#)

圃場B:*0.05/*0.011(*3回,1日)(#)

圃場A:*0.30/*0.082(*3回,3日)(#)

圃場B:*0.669/*0.672(*3回,7日)(#)

圃場A:*0.08/*0.039(*3回,1日)(#)

圃場B:*0.27/*0.442(*3回,1日)(#)

45 圃場A:<0.005/<0.005

60 圃場B:0.021/<0.005

47 圃場A:<0.01/<0.005

55 圃場B:<0.01/<0.005

1,3,7
1,3,7,14

圃場A:*2.42/*0.142(*2回,7日)(#)

1,3,7 圃場B:*1.64/*0.115(*2回,7日)(#)

1,10,21
1,10,20

圃場A:*0.166/-(*2回,10日)(#)

12,23
1,12,30

圃場B:*0.328/-(*3回,12日)(#)

圃場A:*0.12/*0.03(*1回,28日)

圃場B:*0.28/*0.05(*1回,28日)

1,7,14

2 5.0%粒剤 2 g/株生育期株元散布 3 1,3,7,14,28 ,35

ピーマン
（果実）

42,49,56

2 5.0%粒剤 2 g/株株元散布 3

2 5.0%粒剤
2 g/株定植時植穴処理及び

生育期株元処理2回
3

1

1,3,7

2 5.0%粒剤
2 g/株

生育期株元散布
3 1,7,14,21

1 g/株散布

2 50.0%水和剤
2000倍散布
150 L/10 a

2

2

1,3,7

1500倍散布
150 L/10 a

2 1,3,72 50.0%水和剤

2 50.0%水和剤
1000倍散布

150～200,400 L/10 a
3 3,7,14

2 50.0%水和剤
1000倍散布

300～400,100 L/10 a
3 3,7,14

5.0%粒剤 1

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理
1

2 5.0%粒剤
2 g/株

株元散布
3

2

1,3,7,14

2 5.0%粒剤 2 g/株定植時植穴処理 1

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a株元散布 2,3

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理

50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 1,3,7,14

2
5.0%粒剤

+50.0%水和剤

2 g/株
生育期株元散布
+1000倍散布

200,250 L/10 a

1 +2 1,3,7

1,3,7

2 5.0%粒剤
2 g/株

植穴処理
1

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a散布 1,2

2 5.0%粒剤 2 g/株散布 3

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理
1

2 5.0%粒剤 2 g/株株元散布 3

2 5.0%粒剤 2 g/株散布 2,3

きゅうり
（果実）

1,3,7

ほうれんそう
（茎葉）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布

150,100～150 L/10 a
1 14,21, 28

トマト
（果実）

なす
（果実）

2 5.0%粒剤
2 g/株

生育期株元散布
3 1,3,7

2 g/株散布
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

アセフェートの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:0.653/0.104

圃場B:0.491/0.066

圃場A:1.64/0.20

圃場B:0.26/0.05

圃場A:<0.005/<0.005

圃場B:<0.005/<0.005

圃場A:<0.01/<0.004(#)

圃場B:<0.01/<0.004(#)

圃場A:<0.01/<0.005

圃場B:<0.01/<0.005

20,27 圃場A:*0.143/*0.080(*3回,20日)

14, 21 圃場B:*0.040/*0.016(*2回,21日)

圃場A:*0.02/*0.014(*3回,21日)(#)

圃場B:*0.12/*0.077(*3回,21日)(#)

圃場A:<0.01/<0.005

圃場B:0.04/0.019

圃場A:<0.01/*0.011(*3回,21日)(#)

圃場B:*<0.01/*<0.005(*3回,14日)(#)

圃場A:0.672/0.080(#)

圃場B:<0.005/<0.001(#)

30,45, 59 圃場A:*0.31/*0.044(*1回,59日)

30,44, 59 圃場B:*0.11/*0.021(*1回,59日)

1 50.0%水和剤
1500倍散布
400 L/10 a

2 30,45, 59 圃場A:*0.54/*0.074(*2回,59日)(#)

圃場A:0.442/0.088(#)

圃場B:1.06/0.153(#)

54,68 圃場A:*0.500/*0.104(*2回,54日)(#)

60,80,90 圃場B:0.372/0.045(#)

54,68 圃場A:*0.241/*0.052(*2回,54日)(#)

60,80,90 圃場B:0.472/0.064(#)

21,28
21

39, 60,80
圃場A:*1.05/*0.26(*1回,28日)(#)

21,28
21

39, 60,80
圃場B:*1.73/*0.27(*1回,28日)(#)

圃場A:*1.48/*0.194(*2回,42日)(#)

圃場B:*1.54/**0.22(*2回,21日，**2回,42
日)(#)

1 50.0%水和剤
1000倍散布
500 L/10 a

3 29, 44 圃場A:*0.282/*0.148(*3回,44日)(#)

46,60,90 圃場A:*0.376/*0.197(*3回,46日)(#)

60,88 圃場B:*<0.005/*<0.005(*3回,60日)(#)

1 50.0%水和剤
1000倍散布
500 L/10 a

1,2,3 30, 45 圃場A:0.48/0.269(#)

1 50.0%水和剤
1000倍散布
500 L/10 a

1,2
154,182

154
圃場A:*<0.005/*<0.005(*2回,154日)(#)

1 50.0%水和剤
1000倍散布

500～600,800～900 L/10 a
1,2,3

72
72
132

圃場A:*0.014/*0.014(*2回,72日)(#)

28, 42,59 圃場A:*0.03/*0.017(*2回,42日)

28, 42,58 圃場B:*0.11/*0.087(*2回,42日)

圃場A:0.063/0.057

圃場B:0.122/0.100

63,115,155
圃場A:*0.06/**<0.003(*3回,63日，**3
回,115日)(#)

63,141,181
圃場A:*0.07/**<0.003(*3回,63日，**3
回,141日)(#)

圃場A:*0.60/*0.290(*2回,42日)(#)

圃場B:*0.62/*0.336(*2回,42日)(#)

28, 43,57 圃場C:*0.34/*0.260(*2回,43日)(#)

2 50.0%水和剤
1500倍散布
300 L/10 a

1,2,3

2 50.0%水和剤
1500倍散布
500 L/10 a

3

1500倍散布
300 L/10 a

2,3

2 50.0%水和剤
1000倍散布

250,200 L/10 a

2 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

2 21,30,45,60
葉しょうが
（可食部）

60

2 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

2,3

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a株元処理 3 21,28,42

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 14,21,28
えだまめ
（さや）

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a散布 3

1,2

しょうが
（塊茎）

1,3, 7,14

45,60,90

3 30

2 50.0%水和剤
1000倍散布
250 L/10 a

1

2 50.0%水和剤
1000倍散布

178～200,250 L/10 a
2

14,21,28

2 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

れんこん
（塊茎）

1500倍散布
450 L/10 a

22

2 50.0%水和剤

1500倍散布
300,250 L/10 a

2 50.0%水溶剤
1500倍散布

300,350 L/10 a
2

2000倍散布
300,250 L/10 a

50.0%水和剤 2

1500倍散布
300,302 L/10 a

1

2

2 50.0%水和剤

30,45, 60

2 50.0%水和剤
1000倍散布
500 L/10 a

3

2

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

1 3 ,7,14

オクラ
（果実）

21,28,42

ぶどう
（果実）

3 50.0%水溶剤
1000倍散布
300 L/10 a

2
28, 42,56

かき
（果実）

45,60

2 50.0%水和剤
1500倍散布
300 L/10 a

50.0%水和剤
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

アセフェートの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

21,30, 45 圃場A:0.031/0.042(#)

21,30, 45 圃場B:0.142/0.096(#)

30, 44,60 圃場A:*0.01/*0.012(*1回,44日)

30, 45,60 圃場B:0.01/0.024

圃場A:0.01/0.016

圃場B:0.02/0.024

圃場C:<0.01/0.005

45,60,74 圃場A:<0.05/0.006

45,60,75 圃場B:<0.05/0.009

21
14,21,28

圃場A:*7.28/*1.14(*1回,21日)(#)

22
14,22,28

圃場B:*3.94/*0.78(*1回,22日)(#)

圃場A:*0.98/*0.12(*1回,28日)(#)

圃場B:*0.3/*0.04(*1回,28日)(#)

圃場A:*45.4/*6.89(*2回,14日)(#)

圃場B:*11.7/*2.30(*2回,14日)(#)

45,60,74 圃場A:<0.05/0.008

45,60,75 圃場B:<0.05/0.008

21
14,21,28

圃場A:*6.71/*1.01(*1回,21日)(#)

22
14,22,28

圃場B:*3.84/*0.76(*1回,22日)(#)

圃場A:*0.7/*0.11(*1回,28日)(#)

圃場B:*0.2/*0.05(*1回,28日)(#)

圃場A:*32.6/*5.93(*2回,14日)(#)

圃場B:*7.55/*1.58(*2回,14日)(#)

14,21,30,46,60 圃場A:0.22/0.02

14,21,30 圃場B:0.14/0.02

圃場A:<0.005/<0.005

圃場B:<0.005/<0.005

2 50.0%水和剤
1000倍散布

400,300 L/10 a
1,2

2 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

1,2
14,21,28
21,28

50.0%水和剤
2000倍散布
300 L/10 a

12

14,21,30

茶
（浸出液）

注3)-：分析せず。

注2）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を
斜体で示した。

  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間
が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数に
ついて（　）内に記載した。

さんしょう
（果実）

2 50.0%水和剤
1500倍散布
300 L/10 a

1

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆ
る最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

14,21,28
21,28

薬用にんじん
（根茎）

2 50.0%水和剤
1500倍散布
150 L/10 a

5 188

2 50.0%水和剤
1000倍散布
400 L/10 a

1

2 50.0%水和剤
1000倍散布

400,300 L/10 a
1,2

2 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

1,2

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

2

50.0%水和剤
1000倍散布
400 L/10 a

12

2 50.0%水和剤
1000倍散布
300 L/10 a

3

3 50.0%水溶剤 21,30, 45
2000倍散布
300 L/10 a

1

いちじく
（果実）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

2 14,21,30

茶
（荒茶）
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農薬名 アセフェート
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz
米（玄米をいう。） * 1 ※1

とうもろこし 0.3 0.5 ○ 0.02～0.108($)(#)(n=4)
(未成熟とうもろこし）

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A大豆 0.3 0.5 ○ 0.3

小豆類 1 3.0 ○ 0.1～0.5($)(n=4)(いんげんまめ)

そら豆 2

らっかせい 0.2

その他の豆類 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aばれいしょ 0.5 1.0 ○ <0.01,0.2

やまいも（長いもをいう。） 0.5 0.5 ○ <0.04,0.18

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aてんさい 0.1 0.1 ○ <0.005～0.02($)(n=4)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.05 1.0 ○ <0.01,<0.01

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.05 10 ○ <0.01,<0.01

かぶ類の根 0.5 1.0 ○ <0.01,0.12($)

かぶ類の葉 0.5 10 ○ <0.01,0.12($)

西洋わさび 5.0

クレソン 5.0

はくさい 0.2 5.0 ○ <0.01～0.05($)(n=4)

キャベツ 0.2 5.0 ○ 2 0.03,0.05※2

芽キャベツ 5.0

ケール 5.0

こまつな 1 5.0 ○ <0.01～0.46($)(n=4)

きょうな 1 5.0 ○ （チンゲンサイ参照）

チンゲンサイ 1 5.0 ○ <0.01～0.54($)(n=4)

カリフラワー 2 5.0 ○ 0.008～0.724($)(n=4)

ブロッコリー 0.05 5.0 ○ <0.01,<0.01

その他のあぶらな科野菜 1 5.0 ○ （チンゲンサイ参照）

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aごぼう 0.1 0.1 ○ <0.01～0.02($)(n=4)

アーティチョーク 0.3 0.3 0.3
チコリ 6
エンダイブ 6
しゅんぎく 6

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 1 5.0 ○ 0.01～0.18(n=4)(サラダ菜）,
0.02～0.76($)(n=4)(リーフレタス)

その他のきく科野菜 0.05 0.2 ○ 0.2 <0.01,<0.01(もりあざみ)※2

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aたまねぎ 0.3 0.5 ○ 0.03～0.167($)(n=8)

ねぎ（リーキを含む。） 0.1

にんにく 0.2 2.0 ○ 0.04,0.05

にら 0.5

わけぎ 0.1

その他のゆり科野菜 0.5

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aパセリ 0.5

セロリ 10

みつば 0.02

その他のせり科野菜 0.5

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aトマト 0.03 5.0 ○ 1 <0.005～<0.01(n=4)※2

ピーマン 0.05 5.0 ○ <0.01,0.01(#)

なす 0.05 5.0 ○ <0.01,0.01

その他のなす科野菜 5.0

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 0.1 5.0 ○ <0.005～0.021($)(n=4)

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 1
しろうり 1

すいか 0.5

メロン類果実 1
まくわうり 1

外国
基準値
ppm

参考基準値
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農薬名 アセフェート
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz

外国
基準値
ppm

参考基準値

その他のうり科野菜 0.5

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aほうれんそう 0.7 6 ○ 0.12,0.28($)

たけのこ 3.0

オクラ 3 5.0 ○ 0.26～1.64($)(n=4)

しょうが 0.05 0.1 ○ 0.2 <0.01,<0.01(葉しょうが)※2

未成熟えんどう 0.1

未成熟いんげん 5 3.0 5

えだまめ 0.5 0.5 ○ 0.02～0.143($)(#)(n=4)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aマッシュルーム 1
しいたけ 1
その他のきのこ類 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の野菜 0.05 3.0 ○ 5 <0.01,<0.01(#)(れんこん)※2

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aみかん 5.0

なつみかんの果実全体 5.0

レモン 5.0

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 5.0

グレープフルーツ 5.0

ライム 5.0

その他のかんきつ類果実 5.0

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aクランベリー 0.5 0.5 0.5
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aぶどう 5.0 ○※3

かき 0.3 2.0 ○ 0.03～0.122($)(n=4)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aバナナ 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の果実 0.05 1.0 ○ 0.2 <0.01～0.02($)(n=5)(いちじく)

※2

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A綿実 2.0

その他のオイルシード * 0.2 ※1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他のナッツ類 0.1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A茶 0.2 10 ○ <0.05,<0.05(荒茶)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aサンショウの果実 1

その他のスパイス 0.7 ○ 0.2 0.14,0.22($)(サンショウの果実)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他のハーブ 5
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の筋肉 0.05 0.05 0.05
豚の筋肉 0.05 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の脂肪 0.05 0.1 推：0.022

豚の脂肪 0.05 0.1 【牛の脂肪参照】

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05 0.1 【牛の脂肪参照】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の肝臓 0.05 0.05 0.05
豚の肝臓 0.05 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の腎臓 0.05 0.05 0.05
豚の腎臓 0.05 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の食用部分 0.05 0.05 0.05
豚の食用部分 0.05 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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農薬名 アセフェート
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz

外国
基準値
ppm

参考基準値

乳 0.02 0.02 ※1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の筋肉 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの筋肉 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の脂肪 0.1 0.1 0.1
その他の家きんの脂肪 0.1 0.1 0.1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の肝臓 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの肝臓 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の腎臓 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの腎臓 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の食用部分 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの食用部分 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の卵 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aとうがらし（乾燥させたもの） 50 50

乾燥させたその他のスパイス（サンショウの果
実を除く。）

0.2

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

※3ぶどうについて登録内容の変更申請予定

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値（暫定基準）については、網をつけて示した。

※1米（玄米）、その他のオイルシード及び乳について、国際基準が設定されているが、国際基準の設定根拠となった作物残留試験の中央
値（STMR）を用いて推計した暴露量が、食品安全委員会が設定したADIを超えることから、基準値を設定せず、一律基準とする。

申請（国内における登録、承認等の申請、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基準値案につい
ては、太枠線で囲んで示した。

(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。

($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。

「作物残留試験」欄に「推」の記載のあるものは、推定残留濃度であることを示している。

※2キャベツ、その他のきく科野菜、トマト、しょうが、その他の野菜及びその他の果実について、国際基準が設定されているが、国際基準の
設定根拠となった作物残留試験の中央値（STMR）を用いて推計した暴露量が、食品安全委員会が設定したADIを超えることから、国内の作
物残留試験成績より基準値を設定する。
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食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

国民全体
(1歳以上)

EDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

幼小児
(1～6歳)

EDI

妊婦
TMDI

妊婦
EDI

高齢者
(65歳以上)

TMDI

高齢者
(65歳以上)

EDI
とうもろこし 0.7 0.176 3.3 0.8 3.8 1.0 4.2 1.1 3.0 0.8zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.73 0.0729 28.5 2.8 14.9 1.5 22.8 2.3 33.7 3.4
小豆類 10 2.788 24.0 6.7 8.0 2.2 8.0 2.2 39.0 10.9zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.7 0.154 26.9 5.9 23.8 5.2 29.3 6.5 24.6 5.4
やまいも（長いもをいう。） 0.7 0.196 2.2 0.6 0.6 0.2 1.2 0.3 3.1 0.9zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
てんさい 0.2 0.031 6.5 1.0 5.5 0.9 8.2 1.3 6.6 1.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.2 0.036 6.6 1.2 2.3 0.4 4.1 0.7 9.1 1.6
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.2 0.034 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1
かぶ類の根 2 0.273 5.6 0.8 1.6 0.2 0.2 0.0 10.0 1.4
かぶ類の葉 2 0.474 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 1.2 0.3
はくさい 0.7 0.104 12.4 1.8 3.6 0.5 11.6 1.7 15.1 2.2
キャベツ 0.5 0.099 12.1 2.4 5.8 1.1 9.5 1.9 11.9 2.4
こまつな 3 0.511 15.0 2.6 5.4 0.9 19.2 3.3 19.2 3.3
きょうな 3 0.543 6.6 1.2 1.2 0.2 4.2 0.8 8.1 1.5
チンゲンサイ 3 0.543 5.4 1.0 2.1 0.4 5.4 1.0 5.7 1.0
カリフラワー 3 0.73 1.5 0.4 0.6 0.1 0.3 0.1 1.5 0.4
ブロッコリー 0.2 0.031 1.0 0.2 0.7 0.1 1.1 0.2 1.1 0.2
その他のあぶらな科野菜 3 0.543 10.2 1.8 1.8 0.3 2.4 0.4 14.4 2.6zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ごぼう 0.2 0.036 0.8 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.9 0.2
アーティチョーク 1.16 0.2086 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 2 0.266 19.2 2.6 8.8 1.2 22.8 3.0 18.4 2.4
その他のきく科野菜 0.2 0.031 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 0.7 0.192 21.8 6.0 15.8 4.3 24.7 6.8 19.5 5.3
にんにく 0.5 0.131 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
トマト 0.1 0.029 3.2 0.9 1.9 0.6 3.2 0.9 3.7 1.1
ピーマン 0.2 0.034 1.0 0.2 0.4 0.1 1.5 0.3 1.0 0.2
なす 0.2 0.031 2.4 0.4 0.4 0.1 2.0 0.3 3.4 0.5zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
きゅうり（ガーキンを含む。） 0.2 0.033 4.1 0.7 1.9 0.3 2.8 0.5 5.1 0.8zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ほうれんそう 1 0.35 12.8 4.5 5.9 2.1 14.2 5.0 17.4 6.1
オクラ 5 1.172 7.0 1.6 5.5 1.3 7.0 1.6 8.5 2.0
しょうが 0.2 0.031 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1
未成熟いんげん 9.29 1.5486 22.3 3.7 10.2 1.7 0.9 0.2 29.7 5.0
えだまめ 1 0.28 1.7 0.5 1.0 0.3 0.6 0.2 2.7 0.8zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 0.3 0.044 4.0 0.6 1.9 0.3 3.0 0.4 4.2 0.6zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
クランベリー 0.5 0.18 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
かき 1 0.361 9.9 3.6 1.7 0.6 3.9 1.4 18.2 6.6zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の果実 0.3 0.081 0.4 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.5 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
茶 0.3 0.082 2.0 0.5 0.3 0.1 1.1 0.3 2.8 0.8zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 1 0.266 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

陸棲哺乳類の肉類 0.09 5.2 3.7 3.9 2.8 5.8 4.2 3.7 2.7

陸棲哺乳類の食用部分（肉類除く） 0.09 0.0649 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの肉類 0.1 0 2.1 0.0 1.5 0.0 2.3 0.0 1.6 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの卵類 0.05 0 2.1 0.0 1.7 0.0 2.4 0.0 1.9 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
とうがらし（乾燥させたもの） 50 ● 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 291.8 61.4 145.8 31.3 233.6 49.7 352.7 74.7
ADI比（％） 220.7 46.4 368.1 78.9 166.3 35.4 262.0 55.4

（別紙３）

アセフェート推定摂取量 （単位：µg／人／day)
暴露評価に用

いた数値
（ppm)

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)

「陸棲哺乳類の肉類」については、TMDI計算では、牛・豚・その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪の摂取量にその範囲の基準値案で最も高い値を乗じた。ま
た、EDI計算では、畜産物中の平均的な残留農薬濃度を用い、摂取量の筋肉及び脂肪の比率をそれぞれ80％、20％として試算した。

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
EDI:推定１日摂取量（Estimated Daily Intake)

筋肉　0.0649
脂肪　0.0649

●：個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うにあたり基準値（案）の数値を用いた。
大豆、アーティチョーク、未成熟いんげん、クランベリー、陸棲哺乳類の肉類、陸棲哺乳類の食用部分（肉類除く）、家禽の肉類及び家禽の卵類については、JMPRの評
価に用いられた残留試験データ等を用いてEDI試算をした。とうがらし（乾燥させたもの）については、JMPRの評価に用いられた残留試験データの確認ができなかったた
め、基準値を用いてEDI試算をした。試算にあたり、メタミドホスの国際基準値又はSTMRが得られているものについては、以下の計算式で補正した値を使用した。
基準値案＝アセフェートの国際基準値＋メタミドホスの国際基準値×（アセフェートのADI値/メタミドホスのADI値）
暴露評価に用いた数値＝アセフェートのSTMR値＋メタミドホスのSTMR値×（アセフェートのADI値/メタミドホスのADI値）

基準値案及び暴露評価に用いた数値は、アセフェートの残留濃度＋メタミドホスの残留濃度×（アセフェートのADI値/メタミドホスのADI値）で補正した残留濃度より算
出した。
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（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重/day)

ESTI/ARfD
(%)

とうもろこし スイートコーン 5 ○ 1.908 21.5 20
大豆 大豆 3.630 ○ 0.073 0.1 0

小豆類 いんげん 40 ○ 21.277 34.5 30
ばれいしょ ばれいしょ 2 2 18.8 20
やまいも（長いもをいう。） やまいも 2 2 16.2 20

だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 0.7 0.7 8.1 8

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 だいこんの葉 0.7 0.7 5.8 6

かぶ類の根 かぶの根 10 10 73.4 70

かぶ類の葉 かぶの葉 10 10 26.6 30
はくさい はくさい 5 ○ 2.150 27.9 30
キャベツ キャベツ 2 2 19.1 20
こまつな こまつな 15 ○ 7.127 30.2 30

きょうな きょうな 15 ○ 7.440 24.8 20

チンゲンサイ チンゲンサイ 15 ○ 7.440 55.2 60

カリフラワー カリフラワー 15 ○ 8.324 61.7 60
ブロッコリー ブロッコリー 0.5 0.5 3.0 3

たかな 15 ○ 7.440 58.4 60

菜花 15 ○ 7.440 20.5 20

ごぼう ごぼう 0.5 ○ 0.187 0.9 1
レタス類 5 ○ 2.710 15.3 20

たまねぎ たまねぎ 5 ○ 3.120 25.6 30
にんにく にんにく 2 2 1.3 1
トマト トマト 0.5 ○ 0.177 1.9 2
ピーマン ピーマン 0.7 0.7 1.8 2
なす なす 0.5 0.5 3.2 3
きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 0.5 ○ 0.188 1.2 1
ほうれんそう ほうれんそう 5 5 24.2 20
オクラ オクラ 15 ○ 8.307 12.3 10
しょうが しょうが 0.5 0.5 0.5 1
未成熟いんげん 未成熟いんげん 38.33 ○ 20.9 40.6 40
えだまめ えだまめ 5 ○ 2.810 7.1 7

ずいき 1 1 10.1 10

もやし 1 1 2.3 2

れんこん 1 1 6.2 6

そら豆（生） 1 1 2.9 3
かき かき 10 ○ 3.455 49.4 50
その他の果実 いちじく 2 ○ 0.820 6.3 6

茶 緑茶類 1 ○ 0.300 0.2 0
ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

本表における基準値案及び評価に用いた数値は、アセフェートの残留濃度＋メタミドホスの残留濃度×（アセフェートのARfD値/メタミドホスのARfD値）で補正した
残留濃度より算出した。ただし、国際基準を参照する大豆、未成熟いんげんについては、アセフェートの基準値等＋メタミドホスの基準値等×（アセフェートのARfD
値/メタミドホスのARfD値）（基準値等とは、基準値、HR又はSTMRを指す）を用いて評価した。

アセフェートの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

その他のあぶらな科野菜

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）

その他の野菜

評価に用い
た数値
(ppm)
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（別紙4-2）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

とうもろこし スイートコーン 5 ○ 1.908 45.9 50
大豆 大豆 3.630 ○ 0.073 0.1 0
ばれいしょ ばれいしょ 2 2 45.4 50
やまいも（長いもをいう。） やまいも 2 2 27.2 30
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 0.7 0.7 15.3 20
はくさい はくさい 5 ○ 2.150 33.7 30
キャベツ キャベツ 2 2 31.3 30
こまつな こまつな 15 ○ 7.127 63.3 60
ブロッコリー ブロッコリー 0.5 0.5 7.2 7
ごぼう ごぼう 0.5 ○ 0.187 1.2 1

レタス類 5 ○ 2.710 26.6 30
たまねぎ たまねぎ 5 ○ 3.12 54.7 50
にんにく にんにく 2 2 1.5 2
トマト トマト 0.5 ○ 0.177 4.8 5
ピーマン ピーマン 0.7 0.7 4.6 5
なす なす 0.5 0.5 7.8 8
きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 0.5 ○ 0.188 2.7 3
ほうれんそう ほうれんそう 5 5 56.1 60
オクラ オクラ 15 ○ 8.307 35.9 40
しょうが しょうが 0.5 0.5 0.7 1
未成熟いんげん 未成熟いんげん 38.33 ○ 20.9 84.1 80
えだまめ えだまめ 5 ○ 2.810 7.9 8

もやし 1 1 4.2 4
れんこん 1 1 10.3 10

かき かき 10 ○ 3.455 72.2 70
茶 緑茶類 1 ○ 0.300 0.3 0
ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：最高残留濃度（HR）を用いて短期摂取量を推計した。

本表における基準値案及び評価に用いた数値は、アセフェートの残留濃度＋メタミドホスの残留濃度×（アセフェートのARfD値/メタミドホスのARfD値）で補
正した残留濃度より算出した。ただし、国際基準を参照する大豆、未成熟いんげんについては、アセフェートの基準値等＋メタミドホスの基準値等×（アセ
フェートのARfD値/メタミドホスのARfD値）（基準値等とは、基準値、HR又はSTMRを指す）を用いて評価した。

アセフェートの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）

その他の野菜

評価に用いた
数値
(ppm)
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答申（案） 

アセフェート

残留基準値

食品名

ppm

zzz #N/Aとうもろこし 0.3
#N/A#N/A大豆 0.3

小豆類注1） 1
#N/A#N/Aばれいしょ 0.5

やまいも（長いもをいう。） 0.5
#N/A#N/Aてんさい 0.1
#N/A#N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.05

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.05
かぶ類の根 0.5
かぶ類の葉 0.5
はくさい 0.2
キャベツ 0.2
こまつな 1
きょうな 1
チンゲンサイ 1
カリフラワー 2
ブロッコリー 0.05

その他のあぶらな科野菜注2） 1
#N/A#N/Aごぼう 0.1

アーティチョーク 0.3
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 1

その他のきく科野菜注3） 0.05
#N/A#N/Aたまねぎ 0.3

にんにく 0.2
#N/A#N/Aトマト 0.03

ピーマン 0.05
なす 0.05

#N/A#N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 0.1
#N/A#N/Aほうれんそう 0.7

オクラ 3
しょうが 0.05
未成熟いんげん 5
えだまめ 0.5

#N/A#N/Aその他の野菜注4） 0.05
#N/A#N/Aクランベリー 0.5

かき 0.3
#N/A#N/Aその他の果実注5） 0.05
#N/A#N/A茶 0.2zzz
#N/A

zzz
#N/Aその他のスパイス注6） 0.7zzz
#N/A

zzz
#N/A牛の筋肉 0.05

豚の筋肉 0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物注7）の筋肉 0.05
#N/A#N/A

注1）いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、
バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレン
ズを含む。

注2）「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科
野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、か
ぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はく
さい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょ
うな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及び
ハーブ以外のものをいう。

注3）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のう
ち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコ
リ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外
のものをいう。

注4）「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、て
んさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆ
り科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほ
うれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えん
どう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイ
ス及びハーブ以外のものをいう。

注5）「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類
果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、び
わ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、
ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パ
パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マン
ゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス
以外のものをいう。

注6）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋
わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリ
カ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆず
の果皮及びごまの種子以外のものをいう。

注7）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸
棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のも
のをいう。
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残留基準値

食品名

ppm

牛の脂肪 0.05
豚の脂肪 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05zzz

#N/A
zzz

#N/A牛の肝臓 0.05
豚の肝臓 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.05

#N/A#N/A牛の腎臓 0.05
豚の腎臓 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.05

#N/A#N/A牛の食用部分注8） 0.05

豚の食用部分 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.05zzz

#N/A
zzz

#N/A鶏の筋肉 0.01

その他の家きん注9）の筋肉 0.01
#N/A#N/A鶏の脂肪 0.1

その他の家きんの脂肪 0.1
#N/A#N/A鶏の肝臓 0.01

その他の家きんの肝臓 0.01
#N/A#N/A鶏の腎臓 0.01

その他の家きんの腎臓 0.01
#N/A#N/A鶏の食用部分 0.01

その他の家きんの食用部分 0.01
zzz #N/Azzz #N/A鶏の卵 0.01
その他の家きんの卵 0.01
zzz #N/Azzz #N/Aとうがらし（乾燥させたもの） 50

#N/A #N/A

注8）「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、
筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

注9）「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外
のものをいう。
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平成 30 年３月 12 日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会報告について

平成 30 年２月６日付け厚生労働省発生食 0206 第５号をもって諮問された、食品衛生

法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項の規定に基づくシアゾファミドに係る食品

中の農薬の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りま

とめたので、これを報告する。
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シアゾファミド 
 
今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依

頼が農林水産省からなされたこと及び関連企業から「国外で使用される農薬等に係る残留基

準の設定及び改正に関する指針について」に基づく残留基準の新規の設定要請がなされたこ

とに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物

用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。 
 

１．概要 

（１）品目名：シアゾファミド[ Cyazofamid (ISO) ]  

 
（２）用 途：殺菌剤 

シアノイミダゾール系化合物の殺菌剤である。ミトコンドリア内膜電子伝達系複合体

Ⅲの Qi サイトを阻害することにより殺菌作用を示すと考えられている。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

4-Chloro-2-cyano-N,N-dimethyl-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide （IUPAC） 

 

1H-Imidazole-1-sulfonamide, 4-chloro-2-cyano-N,N-dimethyl- 

5-(4-methylphenyl)- （CAS：No. 120116-88-3） 

   

 

（４）構造式及び物性 

 

 

 

 

 

 
 

 
                           

分 子 式  C13H13ClN4O2S 

分 子 量  324.79 
水溶解度  1.21 × 10-4 g/L (20℃, pH 5) 
      1.07 × 10-4 g/L (20℃, pH 7) 
      1.09 × 10-4 g/L (20℃, pH 9) 
分配係数  log10Pow ＝ 3.2  
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２．適用の範囲及び使用方法 

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。 

作物名となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基づく

適用拡大申請がなされたものを示している。 

また、たまねぎ及びにんにくについてインポートトレランス申請がなされている。 

 

（１）国内での使用方法 
① 9.4%シアゾファミドフロアブル 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞを 

含む農薬の 

総使用回数 

ぶどう べと病 
1000～

2000 倍 

200～700 L/10 a 

収穫 14

日前まで 

3 回以内 

散布 

3 回以内 

日本なし 疫病 

2000 倍 

収穫 3日

前まで 

かんきつ 
褐色腐敗

病 収穫前日

まで 
いちじく 疫病 

小麦 
褐色雪腐

病 

1000 倍 100 L/10 a 

根雪前 
250 倍 25 L/10 a 

8 倍 0.8 L/10 a 

無人ﾍﾘｺ

ﾌﾟﾀｰに

よる散

布 

あずき 茎疫病 

原液 種子重量の 2% は種前 1 回 
種子 

塗沫 

4 回以内 

（種子への処

理は 1回以

内、散布は 3

回以内） 

1000 倍 100～300 L/10 a 
収穫 7日

前まで 
3 回以内 散布 

だいず 

茎疫病 

原液 種子重量の 1～2% は種前 1 回 
種子 

塗沫 

1000～

2000 倍 
100～300 L/10 a 

収穫 7日

前まで 
3 回以内 散布 

べと病 

えだまめ 
茎疫病 

原液 種子重量の 2% は種前 1 回 
種子 

塗沫 

1000～

2000 倍 
100～300 L/10 a 

収穫 3日

前まで 
3 回以内 散布 

べと病 
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① 9.4%シアゾファミドフロアブル（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞを 

含む農薬の 

総使用回数 

ばれいしょ 疫病 

1000～

2000 倍 
100～300 L/10 a 

収穫 7日

前まで 
4 回以内 

散布 

4 回以内 

375 倍 25 L/10 a 

600 倍 40 L/10 a 

32 倍 3.2 L/10 a 

無人ﾍﾘｺ

ﾌﾟﾀｰに

よる散

布 

きゅうり 

メロン 
べと病 

1000～

2000 倍 
150～300 L/10 a 

収穫前日

まで 

4 回以内 

散布 

4 回以内 

すいか 
褐色腐敗

病 

とうがん 疫病 2000 倍 2 回以内 2 回以内 

ズッキーニ べと病 1000 倍 100～300 L/10 a 4 回以内 4 回以内 

かぼちゃ 
べと病 

疫病 
2000 倍 

150～300 L/10 a 

3 回以内 3 回以内 

トマト 

ミニトマト 
疫病 

1000～ 

2000 倍 

4 回以内 4 回以内 

ピーマン 

とうがらし類 

2000 倍 

なす 
褐色腐敗

病 

ねぎ 

べと病 
収穫 3日

前まで 
わけぎ 

100～300 L/10 a 

3 回以内 3 回以内 

葉たまねぎ 

4 回以内 4 回以内 

たまねぎ 
べと病 

白色疫病 

収穫 7日

前まで 
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① 9.4%シアゾファミドフロアブル（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞを 

含む農薬の 

総使用回数 

はくさい 

ﾋﾟｼｳﾑ腐

敗病 

べと病 2000 倍 

100～300 L/10 a 
収穫 3日

前まで 
4 回以内 散布 

6 回以内 

（育苗期の灌

注は 1回以

内、本圃での

株元灌注は 1

回以内、散布

は 4 回以内）

根こぶ病 

250 mL/株 
収穫 14

日前まで 
1 回 

株元灌

注 

500 倍 

ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ 1

箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ

1 冊（30×60 cm、

使用土壌約2.5～7 

L）当たり 2 L 

定植前日

～ 

当日 

1 回 灌注 

キャベツ 

2000 倍 

250 mL/株 
収穫 14

日前まで 
1 回 

株元灌

注 

べと病 

100～300 L/10 a 

収穫 3日

前まで 
4 回以内 

散布 

非結球あぶら

な科葉菜類 

白さび病 2000 倍 
収穫 3日

前まで 
3 回以内 

3 回以内 なばな類 

（なばなを除

く） 

なばな 

4 回以内 

（灌注は 1回

以内、散布は

3回以内） 

根こぶ病 500 倍 

ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ 1

箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ

1 冊（30×60 cm、

使用土壌約2.5～7 

L）当たり 2 L 

定植前日 

～ 

当日 

1 回 灌注 

ブロッコリー 

べと病 2000 倍 100～300 L/10 a 
収穫 3日

前まで 
3 回以内 散布 

カリフラワー 

根こぶ病 

500 倍 

ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ 1

箱又はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ

1 冊（30×60 cm、

使用土壌約2.5～7 

L）当たり 2 L 

定植前日 

～ 

当日 

1 回 灌注 
6 回以内 

（育苗期の灌

注は 1回以

内、本圃での

株元灌注は 1

回以内、散布

は 4 回以内）
2000 倍 

250 mL/株 
収穫 14

日前まで 
1 回 

株元灌

注 

べと病 100～300 L/10 a 
収穫 3日

前まで 
4 回以内 散布 
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① 9.4%シアゾファミドフロアブル（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞを 

含む農薬の 

総使用回数 

みょうが 

（花穂） 

根茎腐敗

病 

500 倍 3 L/㎡ 

生育期 

ただし、

収穫 3日

前まで 

3 回以内 
土壌灌

注 

4 回以内 

（種根茎浸漬

は 1 回以内、

土壌灌注は 3

回以内） 

200 倍 ― 植付前 1 回 

30 分間

種根茎

浸漬 

みょうが 

（茎葉） 
500 倍 3 L/㎡ 

みょうが

（花穂）の

収穫 3日

前まで 

ただし、花

穂を収穫

しない場

合にあっ

ては開花

期終了ま

で 3 回以内 
土壌灌

注 

しょうが 

500 倍 1～3 L/㎡ 
生育期 

ただし、収

穫 30日前

まで 

3 回以内 
500～ 

1000 倍 

2～3 L/㎡ 

葉しょうが 

3 L/㎡ 

生育期 

ただし、

収穫 3日

前まで 

こんにゃく 根腐病 
500～

1000 倍 

収穫 14

日前まで 

畑わさび 

白さび病 

2000 倍 

150～300 L/10 a 

収穫 7日

前まで 
2 回以内 

散布 

2 回以内 

わさび 畑育苗期 

エンサイ 

100～300 L/10 a 
収穫 3日

前まで 
3 回以内 

3 回以内 

かぶ 

べと病 

白さび病 

4 回以内 

（は種時の灌

注は 1回以

内、散布は 3

回以内） 
根こぶ病 2 L/㎡ は種時 1 回 灌注 
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① 9.4%シアゾファミドフロアブル（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞを 

含む農薬の 

総使用回数 

だいこん 
ﾜｯｶ症 

白さび病 

2000 倍 

100～300 L/10 a 

収穫 3日

前まで 
3 回以内 

散布 

3 回以内 
はつかだいこ

ん 

ﾜｯｶ症 

白さび病 

べと病 

みつば 

べと病 

収穫 3日

前まで 

ただし、

伏せ込み

栽培は伏

せ込み前

まで 

2 回以内 2 回以内 

レタス 

非結球レタス 

収穫 3日

前まで 

3 回以内 3 回以内 

ほうれんそう 

おかひじき 150～300 L/10 a 2 回以内 2 回以内 

らっきょう 白色疫病 

100～300 L/10 a 

4 回以内 4 回以内 

バジル 

べと病 2 回以内 2 回以内 

ホップ 200～700 L/10 a 
収穫 14

日前まで 

いちご 疫病 
500～

1000 倍 

50 mL/株 育苗期 

2 回以内 
株元灌

注 

4 回以内 

（育苗期は 2

回以内、定植

後は 2回以

内） 
100 mL/株 

生育期 

ただし、収

穫 30日前

まで 

稲  

（箱育苗） 

苗立枯病 

（ﾋﾟｼｳﾑ

菌） 

1000 倍 

育苗箱（30×60×3 

cm､使用土壌約 5 

L）当たり 0.5 L 

は種時 

1 回 
土壌灌

注 
1 回 発芽後～

緑化期 
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② 34.5%シアゾファミドフロアブル 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞを

含む農薬の

総使用回数 

ばれいしょ 疫病 

4000 倍 
100～300 

L/10 a 

収穫 7日

前まで 

4 回以内 

散布 

4 回以内 1000～

2000 倍 
25 L/10 a 

たまねぎ べと病 8000 倍 

100～300 

L/10 a だいず 

べと病 
4000～

8000 倍 

3 回以内 

4 回以内 

（種子への

処理は1回以

内、散布は 3

回以内） 
茎疫病 4000 倍 

 

③ 3.2%シアゾファミド・40.0%TPNフロアブル 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞを

含む農薬の

総使用回数 

きゅうり 

べと病 

うどんこ病 

褐斑病 

炭疽病 

黒星病 

1000 倍 
150～300 

L/10 a 

収穫前日

まで 

4 回以内 散布 4 回以内 

メロン 

べと病 

つる枯病 

うどんこ病 収穫 3日

前まで 

すいか 

褐色腐敗病 

炭疽病 

つる枯病 
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③ 3.2%シアゾファミド・40.0%TPNフロアブル（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞを

含む農薬の

総使用回数 

たまねぎ 
べと病 

灰色かび病 

1000 倍 

100～300 

L/10 a 

収穫 7日

前まで 

4 回以内 

散布 

 

4 回以内 

はくさい 

べと病 

白さび病 

黒斑病 

白斑病 

2 回以内 

6 回以内 

（育苗期の

灌注は1回以

内、本圃での

株元灌注は 1

回以内、散布

は 4 回以内） 

トマト 

疫病 

葉かび病 

輪紋病 

150～300 

L/10 a 

収穫前日

まで 
4 回以内 4 回以内 

もも 黒星病 

1000 倍 
200～700 

L/10 a 

収穫前日 

まで 
2 回以内 2 回以内 

ネクタリン 黒星病 

すもも 灰星病 
収穫 14

日前まで 

ぶどう 

べと病 

晩腐病 

黒とう病 

2000 倍 
200～700 

L/10 a 

収穫 60

日前まで 
3 回以内 3 回以内 

なす 
褐色腐敗病 

黒枯病 

1000 倍 
100～300 

L/10 a 

収穫前日

まで 

4 回以内 

4 回以内 ピーマン 
疫病 

斑点病 

3 回以内 ねぎ 
べと病 

黒斑病 収穫 14

日前まで 
レタス 

べと病 

すそ枯病 
3 回以内 
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（２）海外での使用方法 

① 34.5%シアゾファミドフロアブル（米国） 

作物名 適用 
1 回当たりの 

使用量 

ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞの 

総使用量（年間） 
使用時期 

本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

にんじん 

Pythium ultimum 

による病害 

しみ腐病 

根腐病 

438 mL/ha 

（175 g ai/ha） 

874 g ai/ha 

まで 

収穫 14日

前まで 
5 回以内 散布 

鱗茎菜類 

べと病 

（Peronospora 

destructor） 

201～219 mL/ha 

（80.4～87.7 g 

ai/ha） 

471 g ai/ha 

まで 

収穫当日 

まで 
6 回以内 散布 

     ai:active ingredient（有効成分） 

 

② 9.4%シアゾファミドフロアブル（台湾） 

作物名 適用 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

パパイヤ 疫病 2000 倍 
収穫 12 日前

まで 
6 回以内 散布 

 

３．作物残留試験 

（１）分析の概要 

 【国内】 

① 分析対象物質 

・シアゾファミド 

・4-クロロ-5-ｐ-トリルイミダゾール-2-カルボニトリル（以下、代謝物Bという） 

 

 

 

 

 

代謝物B 

 

② 分析法の概要 

ⅰ）シアゾファミド 

     試料からアセトニトリルで抽出し、グラファイトカーボン・PSA積層カラムを用

いて精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計（LC-MS/MS）で定量

する。 

     または、試料からアセトニトリルで抽出し、n-ヘキサンに転溶する。フロリジル
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カラム、グラファイトカーボン・NH2積層カラム及びシリカゲルカラムを用いて精

製した後、紫外分光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフ（HPLC-UV）で定量

する。 

 

 ⅱ）シアゾファミド及び代謝物B 

試料からアセトン又はアセトニトリル・水（4：1）混液で抽出し、C18カラム、HLB

カラム、又は C18カラム及びグラファイトカーボン・PSA 積層カラムを用いて精製し

た後、液体クロマトグラフ・質量分析計（LC-MS）又は LC-MS/MS で定量する。なお、

代謝物 B の分析値は、換算係数 1.49 を用いてシアゾファミド濃度に換算した値と

して示した。 

 

定量限界：シアゾファミド 0.005～0.5 mg/kg 

      代謝物B     0.01～0.05 mg/kg（シアゾファミド換算濃度） 

 

 【海外】 

① 分析対象物質 

・シアゾファミド 

・代謝物B 

 

② 分析法の概要 

試料からアセトニトリル・水・酢酸（49：49：2）混液で抽出し、LC-MS/MS を用い

て定量する。なお、代謝物 B の分析値は、換算係数 1.49 を用いてシアゾファミド濃

度に換算した値として示した。 

 

定量限界：0.01 mg/kg 

 

（２）作物残留試験結果 

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1-1、海外で実施された

作物残留試験の結果の概要については別紙1-2及び1-3を参照。 

 

４．ADI 及び ARfD の評価 

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、食品

安全委員会あて意見を求めたシアゾファミドに係る食品健康影響評価において、以下のと

おり評価されている。 

 

（１）ADI 

無毒性量：17.1 mg/kg 体重/day（発がん性は認められなかった。） 

（動物種）   雄ラット   
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（投与方法）  混餌 

（試験の種類）慢性毒性/発がん性併合試験 

（期間）     2 年間 

安全係数：100 

ADI：0.17 mg/kg 体重/day 

 

（２）ARfD  設定の必要なし 

 

シアゾファミドの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は、認められな

かったため、急性参照用量（ARfD）は設定する必要がないと判断した。 

 

５．諸外国における状況 

JMPRにおける毒性評価が行われ、2015年にシアゾファミドについてのADIが設定され、

ARfD は設定不要と評価されている。また、代謝物 Bについて ARfD が設定されている。国

際基準はレタス、ホップ等に設定されている。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国においてた

まねぎ、にんじん等に、カナダにおいてぶどう、トマト等に、EU においてぶどう、ホッ

プ等に、豪州においてブロッコリーに基準値が設定されている。 

 

６．基準値案 

（１）残留の規制対象 

シアゾファミドとする。 

一部の作物残留試験において、代謝物 Bの分析が行われているが、代謝物 Bはシアゾ

ファミドと比較して十分に低い残留濃度であることから、残留の規制対象には代謝物 B

を含めず、シアゾファミドのみとする。 

 

   なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物中の暴露評価対象物質

をシアゾファミド（親化合物のみ）としている。 

 

（２）基準値案 

別紙 2のとおりである。 

 

（３）暴露評価 

1 日当たり摂取する農薬等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。詳細な暴

露評価は別紙 3参照。 
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 TMDI／ADI(%)注） 

国民全体（1歳以上） 17.7 
幼小児（1～6歳） 28.4 
妊婦 17.4 
高齢者（65 歳以上）  21.0 

注）各食品の平均摂取量は、平成 17 年～19年度の食品摂取頻度・摂取

量調査の特別集計業務報告書による。 

TMDI 試算法：基準値案×各食品の平均摂取量 
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（別紙1-1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

1000倍　育苗箱灌注 112 圃場A：<0.01/－
注2)

0.5 L/箱 118 圃場B：<0.01/－

1000倍 散布 239 圃場A：<0.01/<0.01

100 L/10 a 187 圃場B：<0.01/<0.01

250倍 散布 267 圃場A：<0.01/<0.01

25 L/10 a 255 圃場B：<0.01/<0.01

8倍 無人ヘリ散布 244 圃場A：<0.01/<0.01

0.8,0.86～0.90 L/10 a 117 圃場B：<0.01/<0.01

1000倍 散布 6,14,21 圃場A：*0.06/*<0.01(*3回,6日)

200,250 L/10 a 7,14,21 圃場B：*0.04/<0.01(*3回,14日)

原液 播種時種子塗沫 140,147,154 圃場A：*<0.01/*<0.01(*1回,140日)

種子重量2% 116,123,130 圃場B：*<0.01/*<0.01(*1回,116日)

原液 播種時種子乾粉衣 種子重量2% 圃場A：0.02/<0.01

+1000倍 散布 150,200 L/10 a 圃場B：0.02/<0.01

1000倍 散布 圃場A：<0.01/<0.01

200 L/10 a 圃場B：<0.01/<0.01

250倍 散布 圃場A：*<0.01/*<0.01(*4回,7日)(#)
注3）

25 L/10 a 圃場B：*<0.01/*<0.01(*4回,7日)(#)

32倍 無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる散布 圃場A：<0.01/<0.01

3.2,3.0～3.2 L/10 a 圃場B：<0.01/<0.01

1000倍 株元灌注 圃場A：0.03/－(3回,14日)(#)

3 L/㎡ 圃場B：0.02/－(3回,14日)(#)

500倍　土壌灌注 圃場A：*0.09/0.01(*3回,30日)

3 L/㎡ 圃場B：<0.01/<0.01

2000倍 散布 圃場A：<0.01/<0.01

150～200,200 L/10 a 圃場B：<0.01/<0.01

2000倍 散布 圃場A：5.07/0.05

150～200,200 L/10 a 圃場B：3.54/0.04

2000倍 散布 圃場A：0.006/－

100 L/10 a 圃場B：0.012/－

2000倍 散布 圃場A：0.04/－

150 L/10 a 圃場B：0.09/－

2000倍 散布 圃場A：3.4/－

100 L/10 a 圃場B：6.6/－

2000倍 散布 圃場A：17.6/－(3回,7日)

150 L/10 a 圃場B：3.9/－

2000倍 散布 圃場A：0.08/<0.01

かぶ 150,200 L/10 a 圃場B：0.06/<0.01

(根) 2000倍 灌注 2 L/m
2 圃場A：0.01/－

+2000倍 散布 167,180 L/10 a 圃場B：0.03/－

2000倍 散布 圃場A：14.6/0.08

かぶ 150,200 L/10 a 圃場B：9.72/0.10

(葉) 2000倍 灌注 2 L/m
2 圃場A：3.38/－

+2000倍 散布 167,180 L/10 a 圃場B：6.39/－

500倍 灌注 2 L/ｾﾙﾄﾚｲ 圃場A：*0.02/*<0.01(*5回,14日)

+2000倍 散布 300 L/10 a 圃場B：*0.24/*<0.01(*5回,14日)

圃場A：*0.08/*<0.01(*6回,14日)

圃場B：*0.32/*<0.01(*6回,14日)

圃場A：*0.10/*<0.01(*6回,3日)(#)

圃場B：*0.72/*<0.01(*6回,3日)(#)

圃場A：0.09/－

圃場B：0.25/－

75 圃場A：<0.01/<0.01

97 圃場B：<0.01/<0.01

圃場A：*0.28/*<0.01(*6回,3日)(#)

圃場B：*0.16/*<0.01(*6回,3日)(#)

圃場A：0.06/－

圃場B：0.16/－

2000倍 散布 圃場A：9.10/*0.18(*3回,7日)

150,100 L/10 a 圃場B：3.76/0.05

2000倍 散布 圃場A：1.85/0.08

200 L/10 a 圃場B：4.94/0.09

2000倍 散布 圃場A：1.02/0.04

200 L/10 a 圃場B：0.76/0.02

シアゾファミドの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1)

【シアゾファミド/代謝物B】

水稲
（玄米）

2 9.4%フロアブル 1

小麦
(玄麦)

2 9.4%フロアブル 3

2 9.4%フロアブル 3

2 9.4%フロアブル 3

だいず
(乾燥子実)

2 9.4%フロアブル 3

2 9.4%フロアブル 1

あずき
(乾燥子実)

2 9.4%フロアブル 1+3 7,14,21

ばれいしょ
(塊茎)

2 9.4%フロアブル 4 7,14,21

2 9.4%フロアブル 4 7,14,21

2 9.4%フロアブル 4 3,7,14

こんにゃく
(塊茎)

2 9.4%フロアブル 3 14,28,42

2 9.4%フロアブル 3 14,30,45

だいこん
(根)

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

だいこん
(葉)

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

はつかだいこん
(根)

2 9.4%フロアブル 1 3,7,14

2 9.4%フロアブル 3 1,3,7

はつかだいこん
(葉)

2 9.4%フロアブル 1 3,7,14

2 9.4%フロアブル 3 1,3,7

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

2 9.4%フロアブル 1+3 3,7,14

14,21,28

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

2 9.4%フロアブル 1+3 3,7,14

3,7,14

2 9.4%フロアブル 1+4 14,21,28

2 9.4%フロアブル
500倍 灌注 2 L/ｾﾙﾄﾚｲ

+2000倍 植付時株元灌注 250 mL/株
+2000倍 散布 200,300 L/10 a

1+1+4

2 9.4%フロアブル

500倍 灌注 2 L/ｾﾙﾄﾚｲ
+2000倍 株元灌注 250 mL/株

+2000倍散布 187～250,153～256
L/10 a

1+1+4 3,7,14,21,28

はくさい
(茎葉)

2 9.4%フロアブル
250倍 灌注 1 L/ｾﾙﾄﾚｲ

+2000倍 植付時株元灌注 250 mL/株
+2000倍 散布 200 L/10 a

1+1+4

500倍 灌注 2 L/ｾﾙﾄﾚｲ 1

2 9.4%フロアブル

250倍 灌注 1  L/ｾﾙﾄﾚｲ
+2000倍 植付時株元灌注 250 mL/株
+2000倍 散布 150～250,80～200

L/10 a

1+1+4 3,7,14

キャベツ
(葉球)

2 9.4%フロアブル
500倍 灌注 2 L/ｾﾙﾄﾚｲ

+2000倍 株元灌注 250 mL/株
+2000倍 散布 172～272,250 L/10 a

1+1+4 3,7,14,21,28

キャベツ
(茎葉)

2 9.4%フロアブル

こまつな
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 3 1,3,7

みずな
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 3 1,3,7

チンゲンサイ
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 3 1,3,7
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（別紙1-1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

シアゾファミドの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1)

【シアゾファミド/代謝物B】

圃場A：0.06/－

圃場B：0.06/－

500倍 灌注 2 L/ｾﾙﾄﾚｲ 圃場A：0.24/0.02

+2000倍 散布 200 L/10 a 圃場B：0.40/0.02

2000倍 散布 圃場A：0.02/－(3回,3日)(#)

400 ,200 L/10 a 圃場B：1.16/－(3回,3日)(#)

500倍 灌注 2 L/ｾﾙﾄﾚｲ 圃場A：0.62/－

+2000倍 散布 300 L/10 a 圃場B：0.84/－

2000倍 散布 圃場A：5.1/－

300 L/10 a 圃場B：12.5/－

2000倍 散布 圃場A：1.3/－

300 L/10 a 圃場B：1.5/－

2000倍 散布 圃場A：2.76/<0.01

200 L/10 a 圃場B：0.10/<0.01

2000倍 散布 圃場A：5.17/－

150,200 L/10 a 圃場B：2.44/－

2000倍 散布 圃場A：1.26/－

200,130 L/10 a 圃場B：2.18/－

2000倍 散布 圃場A：<0.01/<0.01

200 L/10 a 圃場B：<0.01/<0.01

2000倍 散布 圃場A：0.36/0.02

200 L/10 a 圃場B：*0.88/*0.01(*4回,7日)

2000倍 散布 圃場A：0.75/－

200 L/10 a 圃場B：1.64/－

2000倍 散布 圃場A：1.28/－

150,120～150 L/10 a 圃場B：0.88/－

2000倍 散布 圃場A：<0.01/－

200,300 L/10 a 圃場B：<0.01/－

2000倍 散布 圃場A：2.04/－

200 L/10 a 圃場B：3.46/－

1000倍 散布 圃場A：1.00/0.01

200,300 L/10 a 圃場B：0.72/<0.01

1000倍 散布 圃場A：0.18/<0.01

200 L/10 a 圃場B：0.52/0.01

2000倍 散布 圃場A：0.33/0.01

200 L/10 a 圃場B：0.22/<0.01

2000倍 散布 圃場A：0.11/<0.01

200 L/10 a 圃場B：0.10/<0.01

2000倍 散布 圃場A：0.37/－

200 L/10 a 圃場B：0.80/－

2000倍 散布 圃場A：0.68/－

200 L/10 a 圃場B：0.24/－

2000倍 散布 圃場A：0.30/－

200 L/10 a 圃場B：0.46/－

1000倍 散布 圃場A：0.08/0.01

200 L/10 a 圃場B：0.23/<0.01

2000倍 散布 圃場A：0.06/<0.01

300 L/10 a 圃場B：0.17/<0.01

1000倍 散布 圃場A：<0.01/<0.01

200,217.7 L/10 a 圃場B：<0.01/<0.01

1000倍 散布 圃場A：<0.01/<0.01

200 L/10 a 圃場B：<0.01/<0.01

2000倍 散布 圃場A：0.02/－

250 L/10 a 圃場B：0.02/－

2000倍 散布 圃場A：16.2/0.44

150,134.7 L/10 a 圃場B：*7.17/0.16(*3回,7日)

500倍 土壌灌注 圃場A：*0.23/<0.01(*3回,45日)

3000 L/10 a 圃場B：0.04/<0.01

500倍 土壌灌注 圃場A：1.38/－

3000 L/10 a 圃場B：0.99/－

1000倍 散布 圃場A：*2.34/0.02(*3回,7日)

150,176～200 L/10 a 圃場B：0.40/<0.05

原液 播種時種子塗沫 72,79,86 圃場A：*<0.01/*<0.01(*1回,72日)

種子重量2% 88,95,102 圃場B：*<0.01/*<0.01(*1回,88日)

2000倍 散布 圃場A：4.4/－

200 L/10 a 圃場B：3.8/－

えだまめ
(さや)

カリフラワー
（花蕾）

2 9.4%フロアブル

500倍 灌注 2 L/ｾﾙﾄﾚｲ
 +2000倍 株元灌注 250 mL

+2000倍 散布 187～290,281～297
L/10 a

1+1+4 3,7,14,21,28

ブロッコリー
(花蕾)

2 9.4%フロアブル 1+3 3,7,14

なばな
(茎葉・花蕾)

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

なばな
(花蕾)

2 9.4%フロアブル 1+3 1 ,3,7

はたけな
(葉菜)

2 9.4%フロアブル 3 1,3,7,14

はたけな
(花蕾)

2 9.4%フロアブル 3 1,3,7,14

レタス
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

サラダ菜
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

リーフレタス
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

たまねぎ
(鱗茎)

2 9.4%フロアブル 4 7,14,21

ねぎ
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 4 3,7,14

わけぎ
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

葉たまねぎ
(葉及び鱗茎)

2 9.4%フロアブル 4 3,7,14

らっきょう
(鱗茎)

2 9.4%フロアブル 4 3,7,14

みつば
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 2 3,7,14

ミニトマト
(果実)

2 9.4%フロアブル 4 1,3,7

トマト
(果実)

2 9.4%フロアブル 4 1,3,7

ピーマン
(果実)

2 9.4%フロアブル 4 1,3,7

なす
(果実)

2 9.4%フロアブル 4 1,3,7

とうがらし
(果実)

2 9.4%フロアブル 4 1,3,7

2 9.4%フロアブル 2 1,3,7

ししとう
(果実)

2 9.4%フロアブル 4 1,3,7

きゅうり
(果実)

2 9.4%フロアブル 4 1,3,7

かぼちゃ
(果実)

2 9.4%フロアブル 3 1,3,7

すいか
(果肉)

2 9.4%フロアブル 4 1,3,7

メロン
(果肉)

2 9.4%フロアブル 4 1,3,7

とうがん
(果実)

2 9.4%フロアブル 2 1,3,7

ほうれんそう
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 3 1,3,7

しょうが
(塊茎)

2 9.4%フロアブル 3 30,45,60

葉しょうが
(根茎・茎)

2 9.4%フロアブル 3 3,14,30,45

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

2 9.4%フロアブル 1

おかひじき
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 2 3,7,14
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（別紙1-1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

シアゾファミドの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1)

【シアゾファミド/代謝物B】

2000倍 散布 圃場A：2.72/－

300 L/10 a 圃場B：0.48/－

2000倍 散布 圃場A：*3.38/0.12(*3回,7日)

500 L/10 a 圃場B：1.51/<0.05

2000倍 散布 圃場A：0.25/<0.01

500 L/10 a 圃場B：0.05/<0.01

2000倍 散布 圃場A：*0.54/*0.02(*4回,1日)(#)

500 L/10 a 圃場B：*0.47/**0.02(*3回,7日、**3回,14日)

2000倍 散布

500 L/10 a

2000倍 散布

640 L/10 a

2000倍 散布 圃場A：2.03/0.03

300 L/10 a 圃場B：0.33/*0.04(*3回,14日)

2000倍 散布 圃場A：0.14/－

470,411 L/10 a 圃場B：0.20/－(3回,7日)

2000倍 散布 圃場A：*0.01/*<0.01(*2回,1日)(#)

400,500 L/10 a 圃場B：*0.08/*<0.01(*2回,1日)(#)

2000倍 散布 圃場A：*2.09/*0.04(*2回,1日)(#)

400,500 L/10 a 圃場B：*4.09/*0.10(*2回,1日)(#)

2000倍 散布 圃場A：0.01/－(1回,45日)(#)

300,400 L/10 a 圃場B：0.03/－(1回,45日)(#)

2000倍 散布 圃場A：0.18/－(2回,1日)(#)

300,400 L/10 a 圃場B：0.32/－(2回,1日)(#)

1000倍 散布 圃場A：0.05/－

300,700 L/10 a 圃場B：0.01/－

500倍 灌注 50 mL/ﾎﾟｯﾄ 圃場A：0.29/0.01

+500倍 灌注 100 mL/株 圃場B：<0.01/<0.01

1000倍 散布 圃場A：*6.36/0.07(*3回,21日)

300 L/10 a 圃場B：*1.90/0.02(*3回,21日)

1000倍 散布 圃場A：*0.53/0.01(*3回,21日)

300 L/10 a 圃場B：1.26/0.01

2000倍 散布 圃場A：0.18/－

300 L/10 a 圃場B：0.40/－

2000倍 散布 圃場A：3.56/－(2回,13日)

500 L/10 a 圃場B：3.19/－(2回,13日)

2000倍 散布 圃場A：6.29/－

300 L/10 a 圃場B：3.06/－

2000倍 散布 圃場A：0.70/－

300 L/10 a 圃場B：0.49/－

2000倍 散布 圃場A：3.58/<0.05

200,300 L/10 a 圃場B：9.96/0.08

500倍 土壌灌注 圃場A：0.89/0.02

みょうが 3000 L/10 a 圃場B：3.50/0.07

(花穂) 200倍 30分種根茎浸漬処理 圃場A：6.18/－

+500倍 土壌灌注 3 L/m
2 圃場B：1.10/－

2000倍 散布 圃場A：7.13/－

162～199,200 L/10 a 圃場B：8.08/－

3 3,7,14

3 1,7,14

エンサイ
(茎葉)

2 9.4%フロアブル

3 1,7,14

温州みかん
(外果皮)

2 9.4%フロアブル 3 1,7,14

温州みかん
(果肉)

2 9.4%フロアブル

1,7,13 圃場A：0.35/<0.01

夏みかん
(果実)

2 9.4%フロアブル 3,4 1,7,14

すだち
(果実)

1 9.4%フロアブル

なし
(果実)

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14,21

圃場A：1.06/<0.01

かぼす
(果実)

1 9.4%フロアブル 3

もも
(果肉)

2 9.4%フロアブル 2 1,7,14

レモン
(果実)

2 9.4%フロアブル 3 1,7,14

もも
(果皮)

2 9.4%フロアブル 2 1,7,14

ネクタリン
(果実)

2 9.4%フロアブル 1 45,60

2 9.4%フロアブル 2 1,7,14

すもも
（果実）

2 3.2%フロアブル 1,2 14,21,28,45,59

いちご
(果実)

2 9.4%フロアブル 2+2 30,37,44

ぶどう
(小粒)(果実)

2 9.4%フロアブル 3 14,21,28

ぶどう
(大粒)(果実)

2 9.4%フロアブル 3 14,21,28

いちじく
(果実)

2 9.4%フロアブル 3 1,3,7

ホップ
(乾花)

2 9.4%フロアブル 2 13,20,27

畑わさび
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 2 3,7,14

畑わさび
(根茎)

2 9.4%フロアブル 2 3,7,14

畑わさび
(花、花茎及び

葉)
2 9.4%フロアブル 2 3,7,14

2 9.4%フロアブル 3 3,7,14

2 9.4%フロアブル 1+3 3,7,14

注2）－：分析せず。

注3）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示し
た。

注4）今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

バジル
(茎葉)

2 9.4%フロアブル 2 3,7,14

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用
条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。
　代謝物Bの残留濃度は、シアゾファミド濃度に換算した値で示した。
  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の
場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について（　）内に
記載した。

- 197-



（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

ND = not detected（検出限界　0.005 ppm）

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用
条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。
　代謝物Bの残留濃度は、シアゾファミド濃度に換算した値で示した。
  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の
場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について（　）内に
記載した。

注2）今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

1 34.5%フロアブル 総使用量 466 g ai/ha 散布 6 0 圃場A：1.15/0.0114

0 圃場A：0.802/0.0138

1 34.5%フロアブル 総使用量 477 g ai/ha 散布 6 0 圃場A：0.572/0.0127

圃場A：0.563/0.0190

1 34.5%フロアブル 総使用量 455 g ai/ha 散布 6 0 圃場A：0.497/0.0117

葉たまねぎ
(葉及び鱗茎)

1 34.5%フロアブル 総使用量 469 g ai/ha 散布 6 0

1 34.5%フロアブル 総使用量 466 g ai/ha 散布 6

1 34.5%フロアブル 総使用量 482 g ai/ha 散布 6 0 圃場A：0.0351/ND

1 34.5%フロアブル 総使用量 466 g ai/ha 散布 6 0 圃場A：0.106/0.00514

1 34.5%フロアブル 総使用量 481 g ai/ha 散布 6 0,1,3,7 圃場A：0.868/*0.0303(*6回,1日)

1 34.5%フロアブル 総使用量 472 g ai/ha 散布 6 0 圃場A：0.0648/ND

1 34.5%フロアブル 総使用量 466 g ai/ha 散布 6 0 圃場A：0.0432/ND

1 34.5%フロアブル 総使用量 466 g ai/ha 散布 6 0 圃場A：0.0422/ND

0 圃場A：0.0401/ND

1 34.5%フロアブル 総使用量 473 g ai/ha 散布 6 0 圃場A：0.0682/ND

圃場A：0.0968/0.00647

1 34.5%フロアブル 総使用量 465 g ai/ha 散布 6 0 圃場A：0.0421/ND

たまねぎ
(鱗茎)

1 34.5%フロアブル 総使用量 471 g ai/ha 散布 6 0

1 34.5%フロアブル 総使用量 485 g ai/ha 散布 6

1 34.5%フロアブル 総使用量 895 g ai/ha 散布 5 15 圃場A：<0.01/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 876 g ai/ha 散布 5 15 圃場A：<0.01/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 867 g ai/ha 散布 5 13 圃場A：0.030/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 876 g ai/ha 散布 5 14 圃場A：<0.01/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 876 g ai/ha 散布 5 14 圃場A：<0.01/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 886 g ai/ha 散布 5 14 圃場A：0.033/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 875 g ai/ha 散布 5 14 圃場A：0.045/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 905 g ai/ha 散布 5 14 圃場A：0.026/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 876 g ai/ha 散布 5 13 圃場A：0.035/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 874 g ai/ha 散布 5 13 圃場A：0.040/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 897 g ai/ha 散布 5 14 圃場A：<0.01/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 877 g ai/ha 散布 5 16 圃場A：<0.01/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 891 g ai/ha 散布 5 16 圃場A：<0.01/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 874 g ai/ha 散布 5 14 圃場A：0.027/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 882 g ai/ha 散布 5 15 圃場A：<0.01/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 884 g ai/ha 散布 5 14 圃場A：0.023/<0.01

15 圃場A：<0.01/<0.01

1 34.5%フロアブル 総使用量 853 g ai/ha 散布 5 15 圃場A：<0.01/<0.01

シアゾファミドの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1)

【シアゾファミド/代謝物B】

にんじん
(根部)

1 34.5%フロアブル 総使用量 867 g ai/ha 散布 5
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（別紙1-3）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

12

シアゾファミドの作物残留試験一覧表（台湾）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）

注）

注）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用
条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。
  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。

圃場A：0.10
パパイヤ
(果実)

1 9.4%フロアブル 2000倍　散布 4
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農薬名 シアゾファミド
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz
米（玄米をいう。） 0.05 0.05 ○ <0.01,<0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
小麦 0.05 0.05 ○ <0.01,<0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.3 0.3 ○ 0.04,0.06($)

小豆類 0.1 0.1 ○ 0.02,0.02
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.05 0.05 ○ 0.01 <0.01,<0.01

こんにゃくいも 0.3 0.3 ○ <0.01,0.09($)zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.3 0.3 ○ 0.04,0.09(はつかだいこん)

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 25 25 ○ 10 3.9,17.6($)(はつかだいこん)

かぶ類の根 0.3 0.3 ○ 0.06,0.08

かぶ類の葉 20 20 ○ 15 9.72,14.6

クレソン 10 10

はくさい 15 2 ○ 15

キャベツ 2 0.7 ○ 1.5

芽キャベツ 2 1.5

ケール 15 15 ○ 15

こまつな 15 15 ○ 15

きょうな 15 10 ○ 15

チンゲンサイ 15 3 ○ 15
カリフラワー 2 申 1.5

ブロッコリー 2 1 ○ 1.5

その他のあぶらな科野菜 20 20 ○ 15 5.1,12.5($)(はたけな)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
チコリ 10 10

エンダイブ 10 10

しゅんぎく 10 10

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 10 10 ○ 10

その他のきく科野菜 10 10
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 2 0.05 ○・IT 2.0 米国 【0.0351～1.15(n=15)(米国)】

ねぎ（リーキを含む。） 2 2 ○ 0.36,0.88

にんにく 2 IT 2.0 米国 (たまねぎ参照)

わけぎ 5 5 ○ 0.75,1.64($)

その他のゆり科野菜 3 3 ○ 0.88,1.28(葉たまねぎ)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
にんじん 0.09 0.09 0.09 米国 【<0.01～0.045(n=18)(米国)】

みつば 10 10 ○ 2.04,3.46($)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
トマト 2 2 ○ 0.2 0.72,1.00(ミニトマト)

ピーマン 1 1 ○ 0.4 0.22,0.33($)

なす 0.5 0.5 ○ 0.2 0.10,0.11

その他のなす科野菜 10 2 ○ 10
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
きゅうり（ガーキンを含む。） 0.7 0.7 ○ 0.09 0.08,0.23($)

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.7 0.7 ○ 0.09 (きゅうり参照)

しろうり 0.1 0.1 0.09

すいか 0.05 0.05 ○ <0.01,<0.01

メロン類果実 0.05 0.05 ○ <0.01,<0.01

まくわうり 0.1 0.1

その他のうり科野菜 10 0.1 ○ 10
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ほうれんそう 25 25 ○ 10 7.17,16.2($)

しょうが 3 3 ○ 0.99,1.38(葉しょうが)

未成熟いんげん 0.4 0.4

えだまめ 5 5 ○ 0.40,2.34($)zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 10 10 ○ 10
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん 0.7 0.7 ○ 0.05,0.25($)

なつみかんの果実全体 2 2 ○ 0.47,0.54(#)

レモン 5 5 ○ 0.33,2.03($)

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 5 5 ○ (レモン参照)

外国
基準値
ppm

参考基準値
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農薬名 シアゾファミド
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

外国
基準値
ppm

参考基準値

グレープフルーツ 5 5 ○ (レモン参照)

ライム 5 5 ○ (レモン参照)

その他のかんきつ類果実 5 5 ○ (レモン参照)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
日本なし 0.5 申 0.14,0.20
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
もも 0.3 0.3 ○ 0.01,0.08($)(#)

ネクタリン 1 1 ○ 0.18,0.32($)(#)

すもも（プルーンを含む。） 0.2 申 0.01,0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
いちご 0.7 0.7 ○ <0.01,0.29($)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぶどう 10 10 ○ 1.5 1.90,6.36（小粒種）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
パパイヤ 0.5 0.5 0.5 台湾 【0.10(台湾)】zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の果実 1 1 ○ 0.18,0.40($)(いちじく)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ホップ 15 10 ○ 15
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 10 10 ○ 1.51,3.38($)(みかんの果皮)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のハーブ 15 15 ○ 15
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。

申請（国内における登録、承認等の申請、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基準値案につ
いては、太枠線で囲んで示した。

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。

「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、国内で農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

「登録有無」の欄に「IT」の記載があるものは、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請に基づく基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。
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（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI
米（玄米をいう。） 0.05 8.2 4.3 5.3 9.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
小麦 0.05 3.0 2.2 3.5 2.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.3 11.7 6.1 9.4 13.8
小豆類 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.05 1.9 1.7 2.1 1.8
こんにゃくいも 0.3 0.4 0.1 0.2 0.4zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.3 9.9 3.4 6.2 13.7
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 25 42.5 15.0 77.5 70.0
かぶ類の根 0.3 0.8 0.2 0.0 1.5
かぶ類の葉 20 6.0 2.0 2.0 12.0
クレソン 10 1.0 1.0 1.0 1.0
はくさい 15 265.5 76.5 249.0 324.0
キャベツ 2 48.2 23.2 38.0 47.6
芽キャベツ 2 0.2 0.2 0.2 0.2
ケール 15 3.0 1.5 1.5 3.0
こまつな 15 75.0 27.0 96.0 96.0
きょうな 15 33.0 6.0 21.0 40.5
チンゲンサイ 15 27.0 10.5 27.0 28.5
カリフラワー 2 1.0 0.4 0.2 1.0
ブロッコリー 2 10.4 6.6 11.0 11.4
その他のあぶらな科野菜 20 68.0 12.0 16.0 96.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
チコリ 10 1.0 1.0 1.0 1.0
エンダイブ 10 1.0 1.0 1.0 1.0
しゅんぎく 10 15.0 3.0 26.0 25.0
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 10 96.0 44.0 114.0 92.0
その他のきく科野菜 10 15.0 1.0 6.0 26.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 2 62.4 45.2 70.6 55.6
ねぎ（リーキを含む。） 2 18.8 7.4 13.6 21.4
にんにく 2 0.8 0.2 2.0 1.0
わけぎ 5 1.0 0.5 0.5 1.0
その他のゆり科野菜 3 1.8 0.3 0.6 3.6zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
にんじん 0.09 1.7 1.3 2.0 1.7
みつば 10 4.0 1.0 1.0 5.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
トマト 2 64.2 38.0 64.0 73.2
ピーマン 1 4.8 2.2 7.6 4.9
なす 0.5 6.0 1.1 5.0 8.6
その他のなす科野菜 10 11.0 1.0 12.0 12.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
きゅうり（ガーキンを含む。） 0.7 14.5 6.7 9.9 17.9
かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.7 6.5 2.6 5.5 9.1
しろうり 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
すいか 0.05 0.4 0.3 0.7 0.6
メロン類果実 0.05 0.2 0.1 0.2 0.2
まくわうり 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
その他のうり科野菜 10 27.0 12.0 6.0 34.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ほうれんそう 25 320.0 147.5 355.0 435.0
しょうが 3 4.5 0.9 3.3 5.1
未成熟いんげん 0.4 1.0 0.4 0.0 1.3
えだまめ 5 8.5 5.0 3.0 13.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 10 134.0 63.0 101.0 141.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん 0.7 12.5 11.5 0.4 18.3
なつみかんの果実全体 2 2.6 1.4 9.6 4.2
レモン 5 2.5 0.5 1.0 3.0
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 5 35.0 73.0 62.5 21.0
グレープフルーツ 5 21.0 11.5 44.5 17.5
ライム 5 0.5 0.5 0.5 0.5
その他のかんきつ類果実 5 29.5 13.5 12.5 47.5

シアゾファミド推定摂取量 （単位：μg／人／day)
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（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI

シアゾファミド推定摂取量 （単位：μg／人／day)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
日本なし 0.5 3.2 1.7 4.6 3.9zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
もも 0.3 1.0 1.1 1.6 1.3
ネクタリン 1 0.1 0.1 0.1 0.1
すもも（プルーンを含む。） 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
いちご 0.7 3.8 5.5 3.6 4.1zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぶどう 10 87.0 82.0 202.0 90.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
パパイヤ 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の果実 1 1.2 0.4 0.9 1.7zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ホップ 15 1.5 1.5 1.5 1.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 10 1.0 1.0 1.0 2.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のハーブ 15 13.5 4.5 1.5 21.0

計 1654.2 796.7 1726.8 2003.0
ADI比（％） 17.7 28.4 17.4 21.0

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)
TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
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（参考） 

これまでの経緯 

平成１３年 ４月２６日 初回農薬登録 

平成１６年 ６月２５日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

設定依頼（適用拡大：ほうれんそう及びこまつな） 

平成１６年 ７月１２日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成１６年１１月 ４日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成１６年 ９月２８日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

平成１７年 ４月２７日 残留農薬基準告示 

 

平成１７年 ６月 １日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

設定依頼（適用拡大：かんきつ、非結球あぶらな科葉菜類等） 

平成１７年 ６月１４日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成１８年 ５月１１日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成１８年 ５月３０日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

平成１８年１１月２９日 残留農薬基準告示 

 

平成１９年 ５月１５日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

設定依頼（適用拡大：だいず、レタス等） 

平成１９年 ５月２２日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成１９年 ９月 ６日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成１９年１０月２３日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

平成２０年 ４月３０日 残留農薬基準告示 

 

平成２１年 ９月１４日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

設定依頼（適用拡大：キャベツ及びはくさい） 

平成２１年１０月２０日 インポートトレランス申請（にんじん及びパパイヤ） 

平成２１年１０月２７日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２２年 ３月１８日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成２２年 ９月１４日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 
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平成２３年 ３月１５日 残留農薬基準告示 

 

平成２２年 ９月２１日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：かぼちゃ） 

平成２２年１１月１０日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２３年 ７月２１日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成２３年１２月２１日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

平成２４年１２月２８日 残留農薬基準告示 

 

平成２３年１０月２７日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：はつかだいこん、はたけな等） 

平成２４年 １月１９日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２４年 ３月１３日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：こんにゃく） 

平成２４年 ６月２２日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成２４年１０月３０日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

平成２５年 ７月 ２日 残留農薬基準告示 

 

平成２４年 ６月２９日 インポートトレランス申請（ホップ） 

平成２４年 ８月２１日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２４年１２月１０日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成２５年 ３月２６日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

平成２５年１０月２２日 残留農薬基準告示 

 

平成２５年 ２月 ４日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：こんにゃく及びズッキーニ） 

平成２５年 ６月１１日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２５年 ７月２９日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成２５年１０月２１日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

平成２６年 ８月 ８日 残留農薬基準告示 
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平成２５年 ８月 ５日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：水稲） 

平成２５年１１月１１日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２６年 １月２７日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成２６年 ７月３１日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

平成２７年 ２月２０日 残留農薬基準告示 

 

平成２７年 ８月２４日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：日本なし） 

平成２８年 ５月２５日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：すもも） 

平成２８年 ８月２５日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：カリフラワー） 

平成２８年１２月 １日 インポートトレランス申請（たまねぎ及びにんにく） 

平成２８年１２月１３日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２９年１０月１７日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成３０年 ２月 ６日 薬事・食品衛生審議会へ諮問 

平成３０年 ２月 ７日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 
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● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

[委員] 

○穐山 浩    国立医薬品食品衛生研究所食品部長 

 石井 里枝   埼玉県衛生研究所化学検査室長 

  井之上 浩一    立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室准教授 

  折戸 謙介      麻布大学獣医学部生理学教授 

  魏 民          大阪市立大学大学院医学研究科分子病理学准教授 

  佐々木 一昭  東京農工大学大学院農学研究院動物生命科学部門准教授 

  佐藤 清        元 一般財団法人残留農薬研究所理事 

 佐野 元彦   東京海洋大学海洋生物資源学部門教授 

  永山 敏廣      明治薬科大学薬学部薬学教育研究センター基礎薬学部門教授 

 根本 了    国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 

 二村 睦子   日本生活協同組合連合会組織推進本部長 

  宮井 俊一   一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問 

  由田 克士   大阪市立大学大学院生活科学研究科公衆栄養学教授 

  吉成 浩一   静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授 

（○：部会長） 
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答申（案） 

シアゾファミド

残留基準値

食品名

ppm
zzz #N/A米（玄米をいう。） 0.05

#N/A#N/A小麦 0.05
#N/A#N/A大豆 0.3

小豆類注1） 0.1
#N/A#N/Aばれいしょ 0.05

こんにゃくいも 0.3
#N/A#N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.3

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 25
かぶ類の根 0.3
かぶ類の葉 20
クレソン 10
はくさい 15
キャベツ 2
芽キャベツ 2
ケール 15
こまつな 15
きょうな 15
チンゲンサイ 15
カリフラワー 2
ブロッコリー 2

その他のあぶらな科野菜注2） 20
#N/A#N/Aチコリ 10

エンダイブ 10
しゅんぎく 10
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 10

その他のきく科野菜注3） 10
#N/A#N/Aたまねぎ 2

ねぎ（リーキを含む。） 2
にんにく 2
わけぎ 5

その他のゆり科野菜注4） 3
#N/A#N/Aにんじん 0.09

みつば 10
#N/A#N/Aトマト 2

ピーマン 1
なす 0.5

その他のなす科野菜注5） 10
#N/A#N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 0.7

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.7
しろうり 0.1
すいか 0.05
メロン類果実 0.05
まくわうり 0.1

その他のうり科野菜注6） 10
#N/A#N/Aほうれんそう 25

しょうが 3

注1）いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア
豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及
びレンズを含む。

注2）「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科
野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、
かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、
はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ
な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコ
リー及びハーブ以外のものをいう。

注3）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のう
ち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコ
リ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外
のものをいう。

注4）「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のう
ち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガ
ス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

注5）「その他のなす科野菜」とは，なす科野菜の
うち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

注6）「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のう
ち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類
果実及びまくわうり以外のものをいう。
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残留基準値

食品名

ppm
未成熟いんげん 0.4
えだまめ 5

#N/A#N/Aその他の野菜注7） 10
#N/A#N/Aみかん 0.7

なつみかんの果実全体 2
レモン 5
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 5
グレープフルーツ 5
ライム 5

その他のかんきつ類果実注8） 5
#N/A#N/A日本なし 0.5
#N/A#N/Aもも 0.3

ネクタリン 1 
すもも（プルーンを含む。） 0.2

#N/A#N/Aいちご 0.7
#N/A#N/Aぶどう 10
#N/A#N/Aパパイヤ 0.5
#N/A#N/Aその他の果実注9） 1
#N/A#N/Aホップ 15zzz
#N/A

zzz
#N/Aその他のスパイス注10） 10

その他のハーブ注11） 15
#N/A #N/A

注10）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、
西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、
パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果
皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをい
う。

注11）「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレ
ソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及
びセロリの葉以外のものをいう。

注7）「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、
てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野
菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科
野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、
未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きの
こ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

注9）「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ
類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、
びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おう
とう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キ
ウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グア
バ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及
びスパイス以外のものをいう。

注8）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ
類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかん
の外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレ
ンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外
のものをいう。
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平成 30 年３月 12 日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会報告について

平成 30 年２月６日付け厚生労働省発生食 0206 第５号をもって諮問された、食品衛生

法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項の規定に基づくピフルブミドに係る食品中

の農薬の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまと

めたので、これを報告する。
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ピフルブミド 

 

 今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定

依頼が農林水産省からなされたことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価が

なされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取り

まとめるものである。 

 

１．概要 

（１）品目名：ピフルブミド[ Pyflubumide (ISO) ] 

 

（２）用 途：殺ダニ剤 

カルボキサニリド系の殺ダニ剤である。ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅱ（コハ

ク酸脱水素酵素複合体）を阻害することにより殺ダニ効果を示すと考えられている。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

N-[4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropan-2-yl)-3-isobutylphenyl]-N- 

isobutyryl-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxamide  (IUPAC) 

 

1H-Pyrazole-4-carboxamide, 1,3,5-trimethyl-N-(2-methyl-1-oxopropyl)- 

N-[3-(2-methylpropyl)-4-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1- 

(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]- （CAS：No. 926914-55-8） 

 

（４）構造式及び物性 

 

N

O CF3

CF3

N
N

OCH3

O

 

 

分子式   C25H31F6N3O3 

分子量   535.52    

水溶解度 2.7 × 10-4 g/L (20℃)  

分配係数   log10Pow ＝ 5.34 (25℃, pH 7.35） 
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２．適用の範囲及び使用方法 

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。 

作物名、希釈倍率となっているものについては、今回農薬取締法（昭和 23 年法律第

82 号）に基づく適用拡大申請がなされたものを示している。 

 

（１）国内での使用方法 

① 20.0%ピフルブミドフロアブル 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 
使用 
回数 

使用 
方法 

ﾋﾟﾌﾙﾌﾞﾐﾄﾞ 
を含む農薬の
総使用回数 

かんきつ ﾐｶﾝﾊﾀﾞﾆ 
2000～4000 倍 

200～700 

L/10 a 

収穫前日 

まで 

１回 散布 １回 

かき 

ﾊﾀﾞﾆ類 

りんご 

なし 

ぶどう 

もも 

ネクタリン 

いちじく 

おうとう 

2000 倍 

小粒核果類 ﾅﾐﾊﾀﾞﾆ 

茶 ｶﾝｻﾞﾜﾊﾀﾞﾆ 2000～4000 倍 
200～400 

L/10 a 

摘採 7日前

まで 

 

みょうが 

（花穂） 

ﾊﾀﾞﾆ類 2000 倍 
100～ 

300 L/10 a 

収穫前日 

まで 

みょうが 

（茎葉） 
 

みょうが（花

穂）の収穫前

日まで 

ただし、花穂

を収穫しな

い場合にあ

っては開花

期終了まで 

 

② 15.0%ピフルブミド・5.0%フェンピロキシメートフロアブル 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 
使用 
回数 

使用 
方法 

ﾋﾟﾌﾙﾌﾞﾐﾄﾞ 
を含む農薬の
総使用回数 

茶 

ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ 

ｶﾝｻﾞﾜﾊﾀﾞﾆ 

ﾁｬﾉﾅｶﾞｻﾋﾞﾀﾞﾆ 
2000～

3000 倍 

200～400 L/10 a 
摘採 7日

前まで 
1 回 散布 1 回 

かんきつ 
ﾐｶﾝﾊﾀﾞﾆ 

ﾐｶﾝｻﾋﾞﾀﾞﾆ 
200～700 L/10 a 

収穫前日

まで 
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② 15.0%ピフルブミド・5.0%フェンピロキシメートフロアブル（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用液量 使用時期 

本剤の 

使用 

回数 

使用 

方法 

ﾋﾟﾌﾙﾌﾞﾐﾄﾞ 

を含む農薬の

総使用回数 

なす 
ﾊﾀﾞﾆ類 

ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ 

2000 倍 100～300 L/10 a 
収穫前日

まで 
1 回 散布 1 回 

すいか 

メロン 

きゅうり 

ピーマン 

いちご 

さやいんげん 

あずき 

ﾊﾀﾞﾆ類 

 

３．作物残留試験 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

・ ピフルブミド 

・ 3'-イソブチル-1,3,5-トリメチル-4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-メトキシ-1-(ト

リフルオロメチル)エチル]ピラゾール-4-カルボキサニリド（以下、代謝物 B と

いう） 

 

 

 

 

 

 

代謝物 B 

 

② 分析法の概要 

試料からアセトンで抽出し、n-ヘキサンに転溶し、グラファイトカーボンカラム

を用いて精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計（LC-MS/MS）で

定量する。 

茶浸出液については、C18ディスク及びグラファイトカーボンカラムを用いて精製

した後、LC-MS/MS で定量する。 

 

定量限界：ピフルブミド 0.01～0.05 mg/kg 

     代謝物 B   0.02～0.06 mg/kg 

   

（２）作物残留試験結果 

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1を参照。 

H
N

O CF3

CF3

N
N

OCH3
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４．ADI 及び ARfD の評価 

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 1項第 1号の規定に基づき、食品

安全委員会あて意見を求めたピフルブミドに係る食品健康影響評価において、以下のと

おり評価されている。 

 

（１）ADI 

無毒性量：0.735 mg/kg 体重/day 

（動物種）  雄ラット 

（投与方法）  混餌 

（試験の種類） 発がん性試験 

（期間）  2年間 

安全係数：100 

ADI：0.0073 mg/kg 体重/day 

 

マウスを用いた発がん性試験において、雄で肝細胞腺腫の発生頻度の有意な増加が認

められたが、遺伝毒性試験において遺伝毒性は認められなかったことから、腫瘍の発生

機序は遺伝毒性によるとは考え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると

考えられた。 

 

（２）ARfD 

無毒性量：9.06 mg/kg 体重/day 

（動物種）   雄イヌ 

（投与方法）  混餌 

（試験の種類） 90日間亜急性毒性試験及び1年間慢性毒性試験の総合評価 

安全係数：100 

ARfD：0.09 mg/kg 体重 

 

５．諸外国における状況 

JMPR における毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、いずれの国及

び地域においても基準値が設定されていない。 

 

６．基準値案 

（１）残留の規制対象 

    ピフルブミド及び代謝物 Bとする。 

 

なお、食品安全委員会は食品健康影響評価において、農産物中の暴露評価対象物

質をピフルブミド（親化合物のみ）としている。 
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（２）基準値案 

    別紙 2のとおりである。 

 

（３）暴露評価 

  ① 長期暴露評価 

1 日当たり摂取する農薬等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。詳細

な暴露評価は別紙 3参照。 

 

 EDI／ADI（%）注) 

国民全体（1歳以上） 10.3 

幼小児（1～6歳） 28.7 

妊婦 11.3 

高齢者（65 歳以上） 12.4 

注）各食品の平均摂取量は、平成 17 年～19 年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別

集計業務報告書による。 

EDI 試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量 

 

② 短期暴露評価 

各食品の短期推定摂取量(ESTI)を算出したところ、国民全体（1歳以上）及び幼

少児（1～6 歳）のそれぞれにおける摂取量は急性参照用量（ARfD）を超えていな

い注)。詳細な暴露評価は別紙 4-1 及び 4-2 参照。 

注）基準値案、作物残留試験における中央値（STMR）を用い、平成 17～19 年度の食品摂取

頻度・摂取量調査及び平成 22年度の厚生労働科学研究の結果に基づき ESTIを算出した。 
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

あずき 2000倍散布 圃場A：<0.03 圃場A：<0.01/<0.02

（乾燥子実） 171,180 L/10 a 圃場B：0.06 圃場B：0.04/<0.02

ピーマン 2000倍散布 圃場A：0.48 圃場A：0.46/0.02

（果実） 230,232 L/10 a 圃場B：0.49 圃場B：0.47/0.02

なす 2000倍散布 圃場A：0.16 圃場A：0.14/<0.02

（果実） 300,241 L/10 a 圃場B：0.21 圃場B：0.19/*0.02（*1回,3日）

きゅうり 2000倍散布 圃場A：0.08 圃場A：0.06/<0.02

（果実） 250,288 L/10 a 圃場B：0.16 圃場B：0.14/<0.02

すいか 2000倍散布 圃場A：<0.03 圃場A：<0.01/<0.02

（果肉） 250,254 L/10 a 圃場B：<0.03 圃場B：<0.01/<0.02

すいか 2000倍散布 圃場A：0.23（1回,3日） 圃場A：*0.21/,<0.02(*1回,3日)

（果皮） 250,254 L/10 a 圃場B：0.08 圃場B：0.06/<0.02

メロン 2000倍散布 圃場A：<0.03 圃場A：<0.01/<0.02

（果肉） 296,280 L/10 a 圃場B：<0.03 圃場B：<0.01/<0.02

メロン 2000倍散布 圃場A：1.30(1回,3日) 圃場A：*1.25/**0.06(*1回,3日，**1回,7日）

（果皮） 296,280 L/10 a 圃場B：1.20(1回,3日) 圃場B：*1.14/**0.07(*1回,3日，**1回,7日）

さやいんげん 2000倍散布 圃場A：0.40 圃場A：0.38/*0.05（*1回,7日）

（さや） 185,180 L/10 a 圃場B：0.58 圃場B：0.55/*0.05（*1回,7日）

2000倍散布 圃場A：<0.03 圃場A：<0.01/<0.02

633.3,700 L/10 a 圃場B：<0.03 圃場B：<0.01/<0.02

2000倍散布 圃場A：<0.03 圃場A：<0.01/<0.02

667 L/10 a 圃場B：<0.03 圃場B：<0.01/<0.02

2000倍散布 圃場A：1.44(1回,3日) 圃場A：*1.42/**0.03（*1回,3日，**1回,14日）

633.3,700 L/10 a 圃場B：2.92 圃場B：2.87/*0.07（*1回,21日）

2000倍散布 圃場A：1.75(1回,7日) 圃場A：*1.62/**0.21（*1回,7日，**1回,21日）

667 L/10 a 圃場B：1.55 圃場B：1.52/0.09

なつみかん 2000倍散布 圃場A：0.59 圃場A：0.57/0.02

（果実） 637,500 L/10 a 圃場B：0.52 圃場B：0.50/0.02

かぼす 2000倍散布

（果実） 617 L/10 a

すだち 2000倍散布

（果実） 500 L/10 a

りんご 2000倍散布 圃場A：0.16(1回,3日) 圃場A：*0.14/<0.02（*1回,3日)

（果実） 450 L/10 a 圃場B：0.48 圃場B：0.46/0.02

なし 2000倍散布 圃場A：0.18 圃場A：0.16/<0.02

（果実） 500,465 L/10 a 圃場B：0.26 圃場B：0.24/*0.02（*1回,7日）

もも 2000倍散布 圃場A：<0.03 圃場A：<0.01/<0.02

（果肉） 300,400 L/10 a 圃場B：<0.03 圃場B：<0.01/<0.02

もも 2000倍散布 圃場A：1.10 圃場A：1.08/*0.06(*1回,7日）

（果皮） 300,400 L/10 a 圃場B：7.18 圃場B：6.93/0.25

ネクタリン 2000倍散布 圃場A：0.16 圃場A：0.14/<0.02

（果実） 350,357.1 L/10 a 圃場B：0.27 圃場B：0.25/0.02

すもも 2000倍散布 圃場A：0.06 圃場A：0.04/<0.02

（果実） 400,360 L/10 a 圃場B：0.08 圃場B：0.06/<0.02

うめ 2000倍散布 圃場A：1.34(1回,3日) 圃場A：*1.28/*0.06（*1回,3日)

（果実） 455,500 L/10 a 圃場B：1.13 圃場B：1.10/0.05

おうとう 2000倍散布 圃場A：0.71 圃場A：0.68/0.03

（果実） 469,460 L/10 a 圃場B：1.02 圃場B：0.97/0.05

いちご 2000倍散布 圃場A：0.39(1回,3日) 圃場A：*0.37/0.02（*1回,3日)

（果実） 185,200 L/10 a 圃場B：0.49 圃場B：0.47/0.02

ぶどう 2000倍散布 圃場A：0.66(1回.3日) 圃場A：*0.64/0.02（*1回,3日)

（果実） 300～303,300 L/10 a 圃場B：0.79(1回,3日) 圃場B：*0.77/0.02（*1回,3日）

かき 2000倍散布 圃場A：0.16 圃場A：0.14/<0.02

（果実） 471,500 L/10 a 圃場B：0.07(1回,3日) 圃場B：*0.05/<0.02（*1回,3日）

いちじく 2000倍散布 圃場A：0.46 圃場A：0.44/0.02

（果実） 320,366 L/10 a 圃場B：0.28 圃場B：0.26/*0.02（*1回,3日）

2000倍散布 圃場A：33.6 圃場A：23.0/10.6

400 L/10 a 圃場B：16.6 圃場B：11.8/4.76

4000倍散布 圃場A：3.1 圃場A：0.86/2.23

400 L/10 a 圃場B：34.1 圃場B：25.2/8.89

2000倍散布 圃場A：3.27 圃場A：1.66/1.61

400 L/10 a 圃場B：28.6 圃場B：19.4/13.8

2000倍散布 圃場A：6.51 圃場A：2.90/3.61

378,400 L/10 a 圃場B：9.10 圃場B：6.12/2.98

2000倍散布 圃場A：0.5 圃場A：<0.05/0.41

400 L/10 a 圃場B：0.2 圃場B：<0.05/0.14

4000倍散布 圃場A：<0.2 圃場A：<0.05/<0.06

400 L/10 a 圃場B：0.5 圃場B：0.06/0.43

2000倍散布 7,14,21 圃場A：0.03 圃場A：<0.01/0.02

400 L/10 a 圃場B：0.25 圃場B：0.02/0.23

2000倍散布 圃場A：0.13 圃場A：0.04/0.09

378,400 L/10 a 圃場B：0.23 圃場B：0.08/0.15

みょうが 2000倍散布 圃場A：<0.03 圃場A：<0.01/<0.02

（花穂） 350 L/10 a 圃場B：<0.03 圃場B：<0.01/<0.02

茶
（浸出液）

（荒茶）
茶

7,14,21

20.0%フロアブル

2 120.0%フロアブル

20.0%フロアブル 7,14,21

2 1

2 1

ピフルブミドの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度の合計

（mg/kg）
注1）

各化合物の残留濃度（mg/kg）
注2）

【ピフルブミド/代謝物B】

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,14,21

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,14,21

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

1 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

1 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 15.0%フロアブル 1 1,3,7

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7,21

2 20.0%フロアブル 1 1,7,14,21

1 1 ,7,14,21

2 20.0%フロアブル 1 1,7,14,21

2 20.0%フロアブル 1 1,7,14,21

2 20.0%フロアブル 1 7,14,21

2 20.0%フロアブル

2 20.0%フロアブル 1 1,3,7

注1）ピフルブミド及び代謝物Bの合計濃度（ピフルブミドに換算した値）を示した。
注2）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留
試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。
  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残
留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について（　）内に記載した。

みかん
（果肉）

みかん
（果皮）

注3）適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。

注4）今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

圃場A：0.20 圃場A：0.18/<0.02

圃場A：0.32 圃場A：0.30/0.02
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農薬名 ピフルブミド
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz
小豆類 0.3 0.3 ○ <0.03,0.06($）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ピーマン 1 1 ○ 0.48,0.49
なす 0.7 0.7 ○ 0.16,0.21($）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
きゅうり（ガーキンを含む。） 0.5 0.5 ○ 0.08,0.16

すいか 0.2 0.2 ○ <0.03,<0.03
メロン類果実 0.2 0.2 ○ <0.03,<0.03zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
未成熟いんげん 2 2 ○ 0.40,0.58($）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん 0.2 0.2 ○ <0.03,<0.03

なつみかんの果実全体 2 2 ○ 0.52,0.59
レモン 2 2 ○ （なつみかんの果実全体参照）
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 2 2 ○ （なつみかんの果実全体参照）
グレープフルーツ 2 2 ○ （なつみかんの果実全体参照）
ライム 2 2 ○ （なつみかんの果実全体参照）
その他のかんきつ類果実 2 2 ○ （なつみかんの果実全体参照）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
りんご 1 1 ○ 0.16,0.48
日本なし 0.7 0.7 ○ 0.18,0.26
西洋なし 0.7 0.7 ○ （日本なし参照）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
もも 0.2 0.2 ○ <0.03,<0.03
ネクタリン 0.7 0.7 ○ 0.16,0.27
あんず（アプリコットを含む。） 3 3 ○ （うめ参照）
すもも（プルーンを含む。） 0.3 0.3 ○ 0.06,0.08
うめ 3 3 ○ 1.13,1.34
おうとう（チェリーを含む。） 3 3 ○ 0.71,1.02($）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
いちご 1 1 ○ 0.39,0.49
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぶどう 2 2 ○ 0.66,0.79
かき 0.5 0.5 ○ 0.07,0.16
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の果実 1 1 ○ 0.28,0.46（いちじく）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
茶 50 50 ○ 3.1，34.1($)（荒茶）zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 5 5 ○ 1.44,2.92（みかんの果皮）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のハーブ 0.2 申 <0.03,<0.03（みょうが）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。
「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、国内で農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

外国
基準値
ppm

参考基準値

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。
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（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

国民全体
(1歳以上)

EDI

幼小児
(1～6歳)
TMDI

幼小児
(1～6歳)

EDI

妊婦
TMDI

妊婦
EDI

高齢者
(65歳以上)

TMDI

高齢者
(65歳以上)

EDIzzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
小豆類 0.3 0.045 0.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 1.2 0.2zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ピーマン 1 0.485 4.8 2.3 2.2 1.1 7.6 3.7 4.9 2.4
なす 0.7 0.185 8.4 2.2 1.5 0.4 7.0 1.9 12.0 3.2zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
きゅうり（ガーキンを含む。） 0.5 0.12 10.4 2.5 4.8 1.2 7.1 1.7 12.8 3.1
すいか 0.2 0.03 1.5 0.2 1.1 0.2 2.9 0.4 2.3 0.3
メロン類果実 0.2 0.03 0.7 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
未成熟いんげん 2 0.49 4.8 1.2 2.2 0.5 0.2 0.0 6.4 1.6zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん 0.2 0.03 3.6 0.5 3.3 0.5 0.1 0.0 5.2 0.8
なつみかんの果実全体 2 0.408 2.6 0.5 1.4 0.3 9.6 2.0 4.2 0.9
レモン 2 0.408 1.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.1 1.2 0.2
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 2 0.408 14.0 2.9 29.2 6.0 25.0 5.1 8.4 1.7
グレープフルーツ 2 0.408 8.4 1.7 4.6 0.9 17.8 3.6 7.0 1.4
ライム 2 0.408 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
その他のかんきつ類果実 2 0.408 11.8 2.4 5.4 1.1 5.0 1.0 19.0 3.9zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
りんご 1 0.32 24.2 7.7 30.9 9.9 18.8 6.0 32.4 10.4
日本なし 0.7 0.22 4.5 1.4 2.4 0.7 6.4 2.0 5.5 1.7
西洋なし 0.7 0.22 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
もも 0.2 0.03 0.7 0.1 0.7 0.1 1.1 0.2 0.9 0.1
ネクタリン 0.7 0.215 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
あんず（アプリコットを含む。） 3 1.235 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 1.2 0.5
すもも（プルーンを含む。） 0.3 0.07 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1
うめ 3 1.235 4.2 1.7 0.9 0.4 1.8 0.7 5.4 2.2
おうとう（チェリーを含む。） 3 0.865 1.2 0.3 2.1 0.6 0.3 0.1 0.9 0.3zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
いちご 1 0.44 5.4 2.4 7.8 3.4 5.2 2.3 5.9 2.6zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぶどう 2 0.725 17.4 6.3 16.4 5.9 40.4 14.6 18.0 6.5
かき 0.5 0.115 5.0 1.1 0.9 0.2 2.0 0.4 9.1 2.1zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の果実 1 0.37 1.2 0.4 0.4 0.1 0.9 0.3 1.7 0.6zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
茶 50 0.35 330.0 2.3 50.0 0.4 185.0 1.3 470.0 3.3zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 5 2.18 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 1.0 0.4zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のハーブ 0.2 0.03 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0zzz #N/A ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

計 468.7 41.6 170.6 34.5 346.9 48.2 638.6 50.8
ADI比（％） 116.5 10.3 141.6 28.7 81.2 11.3 155.9 12.4

茶については、浸出液における作物残留試験結果を用いてEDIを試算した。

ピフルブミド推定摂取量 （単位：μg／人／day)
暴露評価に
用いた数値
（ppm)

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)
TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
EDI:推定１日摂取量（Estimated Daily Intake)
EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

- 286-



（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

小豆類 いんげん 0.3 ○ 0.045 0.1 0

ピーマン ピーマン 1 1 2.6 3
なす なす 0.7 0.7 4.5 5
きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 0.5 0.5 3.2 4
すいか すいか 0.2 0.2 6.6 7
メロン類果実 メロン 0.2 0.2 3.4 4
未成熟いんげん 未成熟いんげん 2 2 3.9 4
みかん みかん 0.2 0.2 1.9 2
なつみかんの果実全体 なつみかん 2 2 24.9 30
レモン レモン 2 2 4.2 5

オレンジ 2 2 18.8 20

オレンジ果汁 2 ○ 0.408 4.1 5

グレープフルーツ グレープフルーツ 2 2 34.4 40
きんかん 2 2 4.8 5
ぽんかん 2 2 21.0 20
ゆず 2 2 3.2 4
すだち 2 2 3.1 3
りんご 1 1 14.3 20

りんご果汁 1 ○ 0.32 3.4 4

日本なし 日本なし 0.7 0.7 10.6 10
西洋なし 西洋なし 0.7 0.7 9.8 10
もも もも 0.2 0.2 2.7 3
すもも（プルーンを含む。） プルーン 0.3 0.3 1.8 2
うめ うめ 3 3 4.1 5
おうとう（チェリーを含む。） おうとう 3 3 7.5 8
いちご いちご 1 1 3.8 4
ぶどう ぶどう 2 2 26.9 30
かき かき 0.5 0.5 7.1 8

その他の果実 いちじく 1 1 7.7 9

茶 緑茶類 50 ○ 18.6 11.3 10

ピフルブミドの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

その他のかんきつ類果実

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

評価に用いた
数値
(ppm)

○：作物残留試験における中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

りんご

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。
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（別紙4-2）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

ピーマン ピーマン 1 1 6.5 7
なす なす 0.7 0.7 10.9 10
きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 0.5 0.5 7.3 8
すいか すいか 0.2 0.2 17.3 20
メロン類果実 メロン 0.2 0.2 5.9 7
未成熟いんげん 未成熟いんげん 2 2 8.1 9
みかん みかん 0.2 0.2 5.5 6

オレンジ 2 2 53.9 60
オレンジ果汁 2 ○ 0.408 7.3 8
りんご 1 1 32.1 40
りんご果汁 1 ○ 0.32 10.8 10

日本なし 日本なし 0.7 0.7 20.1 20
もも もも 0.2 0.2 8.5 9
うめ うめ 3 3 10.2 10
いちご いちご 1 1 10.8 10
ぶどう ぶどう 2 2 61.2 70
かき かき 0.5 0.5 10.5 10
茶 緑茶類 50 ○ 18.6 17.9 20
ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

ピフルブミドの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

りんご

評価に用いた
数値
(ppm)
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これまでの経緯 

 

平成２５年 ４月１６日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録に係る連絡及び基準値設

定依頼（新規：小豆類、ピーマン等） 

平成２５年 ６月１１日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２６年 １月２０日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成２６年 ５月２１日 薬事・食品衛生審議会への諮問 

平成２６年 ５月２３日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

平成２７年 ２月２０日 残留農薬基準告示 

 

平成２８年１１月１０日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：その他のハーブ） 

平成２９年 ３月１５日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

平成２９年１０月１７日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

平成３０年 ２月 ６日 薬事・食品衛生審議会への諮問 

平成３０年 ２月 ７日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 
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● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

[委員] 

○穐山 浩    国立医薬品食品衛生研究所食品部長 

 石井 里枝   埼玉県衛生研究所化学検査室長 

  井之上 浩一    立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室准教授 

  折戸 謙介      麻布大学獣医学部生理学教授 

  魏 民          大阪市立大学大学院医学研究科分子病理学准教授 

  佐々木 一昭  東京農工大学大学院農学研究院動物生命科学部門准教授 

  佐藤 清        元 一般財団法人残留農薬研究所理事 

 佐野 元彦   東京海洋大学海洋生物資源学部門教授 

  永山 敏廣      明治薬科大学薬学部薬学教育研究センター基礎薬学部門教授 

 根本 了    国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 

 二村 睦子   日本生活協同組合連合会組織推進本部長 

  宮井 俊一   一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問 

  由田 克士   大阪市立大学大学院生活科学研究科公衆栄養学教授 

  吉成 浩一   静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授 

（○：部会長） 
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答申（案） 

ピフルブミド

残留基準値

食品名

ppm
zzz #N/A小豆類注1） 0.3

#N/A#N/Aピーマン 1
なす 0.7

#N/A#N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 0.5
すいか 0.2
メロン類果実 0.2

#N/A#N/A未成熟いんげん 2
#N/A#N/Aみかん 0.2

なつみかんの果実全体 2
レモン 2
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 2
グレープフルーツ 2
ライム 2

その他のかんきつ類果実注2） 2
#N/A#N/Aりんご 1

日本なし 0.7
西洋なし 0.7

#N/A#N/Aもも 0.2
ネクタリン 0.7
あんず（アプリコットを含む。） 3
すもも（プルーンを含む。） 0.3
うめ 3
おうとう（チェリーを含む。） 3

#N/A#N/Aいちご 1
#N/A#N/Aぶどう 2

かき 0.5
#N/A#N/Aその他の果実注3） 1
#N/A#N/A茶 50zzz
#N/A

zzz
#N/Aその他のスパイス注4） 5zzz
#N/A

zzz
#N/Aその他のハーブ注5） 0.2

#N/A #N/A

注5）「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレ
ソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及
びセロリの葉以外のものをいう。

注4）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西
洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パ
プリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、
ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

注2）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ
類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかん
の外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレ
ンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外
のものをいう。

注3）「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ
類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、
びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おう
とう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キ
ウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グア
バ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及
びスパイス以外のものをいう。

今回基準値を設定するピフルブミドとは、ピフルブ
ミド及び代謝物B【3'-イソブチル-1,3,5-トリメチル
-4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-メトキシ-1-（トリフルオ
ロメチル)エチル]ピラゾール-4-カルボキサニリド】
をピフルブミドに換算したものの和をいう。

注1）いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア
豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及
びレンズを含む。
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平成 30 年２月 15 日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会報告について

平成 29 年 12 月 19 日付け厚生労働省発生食 1219 第１号をもって諮問された、食品衛

生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項の規定に基づくフルバリネートに係る食

品中の農薬及び動物用医薬品の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を

別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。
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フルバリネート 

 

 今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定

依頼が農林水産省からなされたこと及び関連企業から「国外で使用される農薬等に係る残

留基準の設定及び改正に関する指針について」に基づく残留基準の設定要請がなされたこ

とに伴い、食品中の農薬等のポジティブリスト制度導入時に新たに設定された基準値（い

わゆる暫定基準）の見直しを含め、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされた

ことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめる

ものである。 

 

１．概要 

（１）品目名：フルバリネート  [ Fluvalinate (MAFF) ] 

              タウフルバリネート[ Tau-fluvalinate (ISO) ] 

 

（２）用 途：殺虫剤、殺ダニ剤 

ピレスロイド系殺虫剤である。昆虫の神経膜のナトリウムイオンチャネルに作用し

て神経伝導を抑制し、またγ-アミノ酪酸(GABA)受容体に作用して神経伝達を阻害する

ことにより殺虫効果を示すと考えられている。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

(RS)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (2-chloro-4- 

(trifluoromethyl)phenyl)valinate（IUPAC) 

 

D-Valine, N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-, cyano(3- 

phenoxyphenyl)methyl ester（CAS：No. 102851-06-9） 

 

（４）構造式及び物性 

 

分 子 式   C26H22ClF3N2O3 

分 子 量   502.91    

水溶解度   1.12×10-6 g/L (20℃)  

分配係数   log10Pow ＝ 4.26（25℃） 

（4種類の立体異性体の等量混合物） 
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２．適用の範囲及び使用方法 

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。 

作物名となっているものについては、今回農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）に基

づく適用拡大申請がなされたものを示している。 

また、大麦、カリフラワー、にんじん等についてインポートトレランス申請がなされ

ている。 

 

（１）農薬としての国内での使用方法 

① 20.0％フルバリネート水和剤 

作物名 適用 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用 
方法 

ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ 
を含む 
農薬の総 
使用回数 

りんご 

ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ 
ｼﾝｸｲﾑｼ類 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ﾘﾝｺﾞﾊﾀﾞﾆ 
ﾅﾐﾊﾀﾞﾆ 

ﾋﾒｼﾛﾓﾝﾄﾞｸｶﾞ 
ﾊﾏｷﾑｼ類 

ｷﾞﾝﾓﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 
ﾓﾓﾁｮｯｷﾘｿﾞｳﾑｼ 2000 倍 収穫 30 日 

前まで 

2 回以内 散布 2 回以内 

なし 

ｼﾝｸｲﾑｼ類 
ﾅｼﾁﾋﾞｶﾞ 
ﾊﾀﾞﾆ類 
ﾅｼﾎｿｶﾞ 
ｶﾒﾑｼ類 

ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ 
ﾊﾏｷﾑｼ類 

ﾆｾﾅｼｻﾋﾞﾀﾞﾆ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000 倍 

かんきつ 
（みかん 
を除く） 

ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ 
ｹｼｷｽｲ類 
ｹﾑｼ類 

2000 倍 

収穫 45 日 
前まで ｶﾒﾑｼ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

2000～4000 倍 

みかん 

ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ 
ｹｼｷｽｲ類 
ｹﾑｼ類 

2000 倍 

収穫 21 日 
前まで ｶﾒﾑｼ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

2000～4000 倍 
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① 20.0％フルバリネート水和剤（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ 

を含む 

農薬の総 

使用回数 

かき 

ｶｷﾉﾍﾀﾑｼｶﾞ 2000 倍 

収穫 30 日 

前まで 

2 回以内 散布 2 回以内 

ｶﾒﾑｼ類 
ｲﾗｶﾞ類 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 
2000～4000 倍 

ﾐﾉｶﾞ類 4000 倍 

もも 

ﾓﾓﾊｼｸﾞﾘｶﾞ 

ｼﾝｸｲﾑｼ類 

ﾊﾀﾞﾆ類 

2000 倍 

収穫 21 日 

前まで ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000 倍 

うめ 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｹﾑｼ類 

4000 倍 おうとう ｵｳﾄｳﾊﾏﾀﾞﾗﾐﾊﾞｴ 
収穫 45 日 

前まで 

びわ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
収穫 14 日 

前まで 

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ ｷｲﾛﾏｲｺｶﾞ 

2000 倍 

収穫 7日 

前まで くり 

ｸﾘｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ 

ｸﾘﾀﾏﾊﾞﾁ 

ｸﾘｲｶﾞｱﾌﾞﾗﾑｼ 

すいか 

メロン 

ﾊﾀﾞﾆ類 収穫 3日 

前まで ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000 倍 

はくさい 

ｱｵﾑｼ 

ｺﾅｶﾞ 

ﾖﾄｳﾑｼ 

ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ 

1000～2000 倍 
収穫 21 日 

前まで 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000 倍 
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① 20.0％フルバリネート水和剤（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ 

を含む 

農薬の総 

使用回数 

キャベツ 

ｱｵﾑｼ 

ｺﾅｶﾞ 

ﾖﾄｳﾑｼ 

ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

1000～2000 倍 

収穫 14日前

まで 

3 回以内 

散布 

3 回以内 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000 倍 

だいこん 

ｱｵﾑｼ 

ｺﾅｶﾞ 

ﾖﾄｳﾑｼ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

2000 倍 

2 回以内 2 回以内 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000 倍 

なす 

ﾊﾀﾞﾆ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ 4000 倍 収穫前日 

まで 
きゅうり 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ 

いちご 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

8000 倍 

かぼちゃ 

4000 倍 

収穫 21 日 

前まで 

レタス 
収穫 7日 

前まで 

非結球ﾚﾀｽ 
収穫 21 日 

前まで 

たまねぎ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 2000～4000 倍 
収穫７日 

前まで 

さやえんどう ﾋﾗｽﾞﾊﾅｱｻﾞﾐｳﾏ 4000 倍 
収穫前日 

まで 
3 回以内 3 回以内 

やまのいも 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾔﾏﾉｲﾓｺｶﾞ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

2000～4000 倍 
収穫７日 

前まで 

2 回以内 2 回以内 
茶 

ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ 

ｶﾝｻﾞﾜﾊﾀﾞﾆ 
1000～2000 倍 

摘採 21 日 

前まで 

ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ 

ﾂﾏｸﾞﾛｱｵｶｽﾐｶﾒ 
2000 倍 

ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ 

ﾁｬﾉﾐﾄﾞﾘﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

2000～4000 倍 

ｺﾐｶﾝｱﾌﾞﾗﾑｼ 4000 倍 

にんにく 
ﾈｷﾞｺｶﾞ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
2000 倍 

収穫 3日 

前まで 

ばれいしょ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000 倍 
収穫 7日 

前まで 
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② 19.0％フルバリネート乳剤 

作物名 適用 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用

方法 

ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄを

含む農薬の

総使用回数 

りんご 

ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｼﾝｸｲﾑｼ類 

ﾋﾒｼﾛﾓﾝﾄﾞｸｶﾞ 

ﾓﾓﾁｮｯｷﾘｿﾞｳﾑｼ 
2000倍 収穫30日

前まで 

2回以内 散布 2回以内 

なし 

ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ 

ｶﾒﾑｼ類 

ﾊﾏｷﾑｼ類 

ﾅｼﾎｿｶﾞ 

ﾓﾓｼﾝｸｲｶﾞ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000倍 

みかん 

ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ 

ｹｼｷｽｲ類 

ｶﾒﾑｼ類 

2000倍 

収穫21日

前まで ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 
2000～4000倍 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 4000倍 

かんきつ 

(みかんを 

除く) 

ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ 

ｹｼｷｽｲ類 

ｶﾒﾑｼ類 

2000倍 

収穫45日

前まで ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 
2000～4000倍 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 4000倍 

もも 

ｼﾝｸｲﾑｼ類 

ﾓﾓﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 
2000倍 

収穫21日

前まで 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

4000倍 
うめ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｵﾋﾞｶﾚﾊ 

かき 

ｶｷﾉﾍﾀﾑｼｶﾞ 

ｶﾒﾑｼ類 
2000倍 

収穫30日

前まで 
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

ｲﾗｶﾞ類 

ﾐﾉｶﾞ類 

4000倍 

たまねぎ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 3000～4000倍 収穫7日前

まで ばれいしょ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

4000倍 

てんさい 
ﾖﾄｳﾑｼ 

ｶﾒﾉｺﾊﾑｼ 

収穫前日
まで 

豆類（種実、た

だし、 らっか

せい、あずき、

だいずを除く） 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
収穫7日前
まで 

あずき 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾉﾒｲｶﾞ類 
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② 19.0％フルバリネート乳剤（つづき） 

作物名 適用 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用

方法 

ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄを

含む農薬の

総使用回数 

だいず 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 

4000 倍 
収穫 7日前

まで 
2 回以内 散布 2 回以内 やまのいも  

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ﾅｶﾞｲﾓｺｶﾞ 

とうもろこし  ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
収穫前日ま

で 

 

③ 15.0％フルバリネートくん煙剤 

作物名 適用場所 
適用 
 

使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方
法 

ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ 
を含む 

農薬の総 
使用回数 

いちご 

温室、 
ﾋﾞﾆｰﾙ 

ﾊｳｽ等の 
密閉できる

場所 

ﾊﾀﾞﾆ類 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

くん煙室容積 
400 m3 

（高さ2 m､床面積
200 ㎡） 

当たり20 g 収穫前日 
まで 

2回以内 くん煙 2回以内 

なす 
きゅうり 
すいか 

くん煙室容積 
400 m3 

（高さ2 m､床面積
200 ㎡） 

当たり50 g 

みかん 

ﾐｶﾝﾊﾀﾞﾆ 

くん煙室容積 
400 m3 

（高さ2 m､床面積
200 ㎡） 

当たり100 g 
収穫21日 
前まで 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
くん煙室容積 

400 m3 
（高さ2 m､床面積

200 ㎡） 
当たり50 g 

メロン ﾊﾀﾞﾆ類 
収穫3日 
前まで 

 

（２）農薬としての海外での使用方法 

① 240 g/L フルバリネート水和剤(EU) 

作物名 適用 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

大麦 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
3.6～4.8 g ai/10 a 

乳熟始期前 

まで 

秋期1回以内、 

春期2回以内 散布 

4.8 g ai/10 a 害虫発生期 1 回以内 

ai: active ingredient (有効成分) 

-：表示なし 
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① 240 g/L フルバリネート水和剤(EU)（つづき） 

作物名 適用 使用液量 使用時期 
本剤の 
使用回数 

使用方法 

大麦 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾀﾏﾊﾞｴ類 

ｶﾒﾑｼ類 

Psammotettix 

alienus 

(ﾖｺﾊﾞｲ科の一種) 

4.8 g ai/10 a 30日前 2 回以内 

散布 

えんどう 

ｱｶｱｼﾁﾋﾞｺﾌｷｿﾞｳﾑｼ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｴﾝﾄﾞｳｼﾝｸｲ 

3.6～4.8 g ai/10 a 

7 日(生鮮用 

1 回処理） 

14日(乾燥用 

2 回処理） 

2 回以内 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4.8 g ai/10 a 
収穫14日前

まで 
- ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

ｴﾝﾄﾞｳｼﾝｸｲ 

7.2 g ai/10 a 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

鱗翅目幼虫 

Contarinia pisi 

(ﾀﾏﾊﾞｴ科の一種) 

収穫7日前 

まで 
2 回以内 

にんじん ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 7.2 g ai/10 a 
収穫14日前

まで 
2 回以内 

未成熟 

いんげん 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

鱗翅目幼虫 

Contarinia pisi 

(ﾀﾏﾊﾞｴ科の一種) 

7.2 g ai/10 a 
収穫7日前 

まで 
2 回以内 

ひまわりの

種子 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 7.2 g ai/10 a 

収穫90日前

まで 
- 

綿実 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
2.4～4.8 g ai/10 a 

収穫7日前 

まで 

- 

Heliothis 

armigera 

(ヤガ科の一種） 

Platyedra 

gossypiella 

（ｷﾊﾞｶﾞ科の 

一種） 

7.2～9.6 g ai/10 a - 

ﾘﾝｺﾞﾊﾀﾞﾆ 12 g ai/10 a - 
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① 240 g/Lフルバリネート水和剤(EU)（つづき） 

作物名 適用 使用量 使用時期 
本剤の 
使用回数 

使用方

法 

なたね 

 

吸汁害虫 

ﾀﾞｲｺﾝﾀﾏﾊﾞｴ 
4.8 g ai/10 a 

収穫56日前 

まで 
1 回以内 

散布 

ｹｼｷｽｲ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
4.8 g ai/10 a 開花終了まで 

1 作最大 
9.6 g ai/10 a

まで 

Thrips 

angusticeps 

(ｱｻﾞﾐｳﾏ科の 

一種) 

2.4～4.8 g ai/10 a 

収穫 56 日前 

まで 

- 

Meligethes 

aeneus 

(ｹｼｷｽｲ科の一種) 

4.8～7.2 g ai/10 a - 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

Psylliodes 

chrysocephala 

(ﾉﾐﾊﾑｼの一種) 

Meligethes 

aeneus  

(ｹｼｷｽｲ科の一種) 

4.8 g ai/10 a - - 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

甲虫類 
4.8 g ai/10 a 

収穫 30 日前 

まで 
2 回以内 

カリフ 

ラワー 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 7.2 g ai/10 a 

収穫7日前 

まで 
1回以内 散布 

 

② 240 g/L フルバリネート水和剤(豪州) 

作物名 適用 使用量 使用時期 使用方法 

ネクタリン 
Thrips imaginis 

（ｱｻﾞﾐｳﾏ科の一種） 

4.8 g ai/ 
10 a 

開化期前に散布。 

2 回目散布は 10～14 日後とし、 
開花期以外で散布しない。 

散布 

 

（３）動物用医薬品としての国内での使用方法 

医薬品 対象動物及び使用方法 効能効果 休薬期間 

フルバリネートを有効 

成分とする懸垂剤 
蜜蜂 

蜜蜂の巣板 4 枚当たり 0.9 g

以下の量を巣箱内に懸垂する

こと。 

蜜蜂寄生ダニ（ミツ

バチヘギイタダニ）

の駆除  

食用に供する蜂蜜及

びその他の生産物を

生産している期間 
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３．作物残留試験 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

・フルバリネート 

 

② 分析法の概要 

【国内】 

試料からアセトンで抽出し、n-ヘキサンに転溶する。フロリジルカラムを用いて

精製、又はアセトニトリル/ヘキサン分配後シリカゲルカラム又はフロリジルカラム

を用いて精製した後、電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ（GC-ECD）で定量

する。 

または、試料からアセトンで抽出し、多孔性ケイソウ土カラムを用いて精製する。

フロリジルカラム又はグラファイトカーボンカラムを用いて精製、又はアセトニト

リル/ヘキサン分配後フロリジルカラムを用いて精製した後、GC-ECD 又は液体クロ

マトグラフ・タンデム型質量分析計（LC-MS/MS）で定量する。 

 

【海外】 

試料からアセトン又はアセトン・水（7：3）混液で抽出し、ペンタン又はジクロ

ロメタンに転溶する。フロリジルカラム、シリカゲルカラム、又は GPC 及びシリカ

ゲルカラムを用いて精製した後、GC-ECD、高感度窒素・リン検出器付きガスクロマ

トグラフ（GC-NPD）又はガスクロマトグラフ・タンデム型質量分析計（GC-MS/MS）

で定量する。 

または、試料からアセトンで抽出し、アセトニトリル/ペンタン分配後ジクロロメ

タンに転溶する。そのまま又はシリカゲルカラムを用いて精製した後、ガスクロマ

トグラフ・質量分析計（GC-MS）又は GC-ECD で定量する。 

または、試料から酢酸エチル・ジクロロメタン混液で抽出し、フロリジルカラム

を用いて精製した後、GC-ECD で定量する。 

または、試料から n-ヘキサン・アセトン（1：1）混液で抽出した後、アセトニト

リルで抽出する。イソオクタンで洗浄し、フロリジルカラムを用いて精製した後、

GC-ECD で定量する。 

または、試料からメタノールで抽出した後、1%炭酸水素ナトリウム溶液を加えて

n-ヘキサンで抽出する。アセトニトリルに抽出した後、液体クロマトグラフ・質量

分析計（LC-MS）で定量する。 

または、試料から酸性下アセトンで抽出し、リン酸緩衝液（pH 7.0）及び 1 mol/L

過マンガン酸カリウム溶液を加えて室温で 15 分間撹拌する。酸性としてペンタンで

抽出し、シリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-MS で定量する。 

または、試料にケイソウ土又は硫酸ナトリウムを加えて塩酸酸性下アセトンで抽

出する。シリカゲルカラムを用いて精製、アセトニトリル/ペンタン分配後シリカゲ
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ルカラムを用いて精製、又はアセトニトリル/ペンタン分配後ジクロロメタンに転溶

し、シリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-MS 又は GC-ECD で定量する。 

あるいは、試料にケイソウ土を加えてアセトン・アセトニトリル（1：9）混液で

抽出し、GPC 及びシリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-ECD で定量する。 

 

定量限界：0.001～0.1 mg/kg 

   

（２）作物残留試験結果 

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙 1-1、海外で実施された

作物残留試験の結果の概要については別紙 1-2 を参照。 

 

４．動物用医薬品の対象動物における残留試験 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

・フルバリネート 

 

② 分析法の概要 

試料（はちみつ）を 0.1 mol/L 塩酸に溶かし、酢酸エチルで抽出した後、紫外分

光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフ（HPLC-UV）で定量する。 

 

定量限界：0.05 mg/kg 

 

（２）残留試験結果 

① ミツバチの巣箱にフルバリネート 10 w/w%を含む板（2 枚（常用量）及び 4 枚（2

倍量））を 6週間懸垂投与し、最終投与 1、2、3及び 4週目にはちみつにおけるフル

バリネートの残留濃度について HPLC-UV で測定した（表 1）。 

 

表1: ミツバチにフルバリネートを懸垂投与した後のはちみつ中のフルバリネート濃度（μg/g） 

投与群 
最終投与後日数 

1 週目 2 週目 3 週目 4 週目 

常用量 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

2倍量 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

定量限界：0.05 μg/g 

 

② ミツバチの巣箱にフルバリネート 10 w/w%を含む板（2枚（1/2 倍量）、4枚（常用

量）及び 8 枚（2 倍量））を 6 週間懸垂投与し、最終投与 1 及び 4 週目にはちみつに

おけるフルバリネートの残留濃度について HPLC-UV により測定した（表 2）。 
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表2: ミツバチにフルバリネートを懸垂投与した後のはちみつ中のフルバリネート濃度（μg/g） 

投与群 
最終投与後日数 

1 週目 4 週目 

1/2 倍量 <0.05 <0.05 

常用量 <0.05 <0.05 

2倍量 <0.05 <0.05 

定量限界：0.05 μg/g 

 

５．ADI 及び ARfD の評価 

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 1項第 1号及び第 2項の規定に基

づき、食品安全委員会あて意見を求めたフルバリネートに係る食品健康影響評価において、

以下のとおり評価されている。 

 

（１）ADI 

無毒性量：0.5 mg/kg 体重/day（発がん性は認められなかった。） 

（動物種） 雄ラット 

（投与方法） 強制経口 

（試験の種類） 慢性毒性/発がん性併合試験 

（期間） 2 年間 

安全係数：100 

ADI：0.005 mg/kg 体重/day 

 

ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験において、腫瘍性病変として 

2.5 mg/kg 体重/日投与群で乳腺の線維腺腫の有意な増加（発生率31%）が認められたが、

背景データ（発生率32%）の範囲内であった。そのほか、検体投与に関連して発生頻度

が増加した腫瘍性病変は認められなかった。マウスでも発がん性は認められなかった。 

 

（参考） 

フルバリネート原体（半分割体）の細菌を用いたDNA 修復試験及び復帰突然変異

試験、マウスリンパ腫由来細胞（L5178Ytk+/-）を用いた遺伝子突然変異試験、チャ

イニーズハムスター肺由来培養細胞（CHL）を用いたin vitro染色体異常試験、チャ

イニーズハムスター卵巣由来培養細胞（CHO-K1）を用いたin vitro姉妹染色分体交

換試験、ラット初代培養肝細胞を用いたUDS 試験及びラットを用いたin vivo染色体

異常試験が実施された。結果は全て陰性であったことから、フルバリネートに遺伝

毒性はないものと考えられた。 
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（２）ARfD 

無毒性量：6 mg/kg 体重/day 

（動物種）     ラット 

（投与方法）   強制経口 

（試験の種類） 亜急性神経毒性試験及び発生毒性試験の総合評価 

安全係数：100 

ARfD：0.06 mg/kg 体重 

 

６．諸外国における状況 

JMPR における毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国において

はちみつに、EU において小麦、大麦等に、豪州においてネクタリン、綿実等に基準値が

設定されている。 

 

７．基準値案 

（１）残留の規制対象 

   フルバリネートとする。 
 

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物中の暴露評価対象物

質をフルバリネート（親化合物のみ）としている。 
 
（２）基準値案 
  別紙 2のとおりである。 

 
（３）暴露評価 
  ① 長期暴露評価 

1 日当たり摂取する農薬等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。詳細

な暴露評価は別紙 3参照。 

 

 EDI／ADI（％）注） 

国民全体（1歳以上） 41.5 

幼小児（1～6歳） 59.8 

妊婦 32.7 

高齢者（65 歳以上） 43.3 

注）各食品の平均摂取量は、平成17年～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別

集計業務報告書による。 

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値等×各食品の平均摂取量 
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② 短期暴露評価 

各食品の短期推定摂取量（ESTI）を算出したところ、一般（1歳以上）及び幼小児

（1～6歳）のそれぞれにおける摂取量は急性参照用量（ARfD）を超えていない注）。詳

細な暴露評価は別紙 4-1 及び 4-2 参照。 

注）基準値案、作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用い、平成 17

～19 年度の食品摂取頻度・摂取量調査及び平成 22 年度の厚生労働科学研究の結果に基づき

ESTI を算出した。 

 
（４）本剤については、平成 17 年 11 月 29 日付け厚生労働省告示第 499 号により、食品一

般の成分規格 7 に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、

残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。 
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(別紙1－1)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

4000倍散布 圃場A：<0.01

200 L/10 a 圃場B：<0.01

4000倍散布 圃場A：<0.01

200 L/10 a 圃場B：<0.01

2000倍散布 圃場A：0.03(#)
注2）

200 L/10 a 圃場B：0.07(#)

4000倍散布 圃場A：<0.01

177～189 L/10 a 圃場B：<0.01

2000倍散布 圃場A：0.01(#)

200 L/10 a 圃場B：<0.01(#)

2000倍散布 圃場A：<0.01(#)

200 L/10 a 圃場B：<0.01(#)

1 2000倍散布・200 L/10 a 7,14,21 圃場A：<0.005(#)

1 1000倍散布・200 L/10 a 7,14,21 圃場B：<0.005(#)

2000倍散布 圃場A：<0.001(#)

200 L/10 a 圃場B：<0.001(#)

2000倍散布

400 L/10 a

2000倍散布 圃場A：<0.001

400,250 L/10 a 圃場B：<0.001

2000倍散布 圃場A：<0.01(#)

200 L/10 a 圃場B：<0.01(#)

4000倍散布 圃場A：<0.01

100 L/10 a 圃場B：<0.01

1000倍散布 圃場A：0.05（2回,30日）(#)

150 L/10 a 圃場B：0.022（2回,21日）(#)

2000倍散布 圃場A：<0.005

200 L/10 a 圃場B：<0.005

1000倍散布 圃場A：1.76（2回,30日）(#)

150 L/10 a 圃場B：1.09（2回,21日）(#)

2000倍散布 圃場A：0.16

200 L/10 a 圃場B：0.20

1000倍散布 圃場A：0.04（2回,30日）

150,200 L/10 a 圃場B：0.16

1000倍散布 圃場A：0.106

200,76～750 L/10 a 圃場B：<0.005

4000倍散布 圃場A：0.18

200 L/10 a 圃場B：0.12

4000倍散布 圃場A：0.16

200 L/10 a 圃場B：0.55

4000倍散布 圃場A：3.69（2回,1日）(#)

200,226 L/10 a 圃場B：6.66（2回,1日）(#)

4000倍散布 14 ,21,28 圃場A：<0.01

150,200 L/10 a 14 ,21,29 圃場B：0.01（2回,29日)

4000倍散布 圃場A：9.5（2回,1日）(#)

200 L/10 a 圃場B：5.4（2回,1日）(#)

4000倍散布 圃場A：0.01

200 L/10 a 圃場B：0.15

2000倍散布 圃場A：<0.01

200 L/10 a 圃場B：<0.01

2000倍散布 圃場A：<0.01(#)

200 L/10 a 圃場B：<0.01(#)

1 1000倍散布・200 L/10 a 圃場A：<0.01（#）

1 2000倍散布・200 L/10 a 圃場B：<0.01

2

2

1

やまのいも
（塊茎）

2 20%乳剤 2 21,30,45

てんさい
（根部）

2

2 20%乳剤 2 21,30,45

2 20%水和剤 2 14,21,30

だいこん
（根部）

だいこん
（葉部）

2 20%水和剤 2 14,21,30

圃場A：<0.01

7,14

19%乳剤 3,7,14

19%乳剤 1,7,14

20%水和剤

1,3,7

7,14,28

7,14,28

19%乳剤 7,14,28

19%乳剤 7,14,28

19%乳剤

2

2

2

2

7,14,21

7,14

試験
圃場数

フルバリネートの作物残留試験一覧表(国内)

農作物
試験条件

残留濃度 （mg/kg)
注1）

19%乳剤 1,3,7

とうもろこし

(乾燥種実)
2 2

2 2

未成熟とう
もろこし
(種実)

2 2

19%乳剤

だいず
(乾燥子実)

いんげんまめ

(乾燥子実)
2 2

2

2 2

あずき
(乾燥子実)

2 2

20%水和剤
ばれいしょ
（塊茎）

2 219%乳剤

キャベツ
（葉球）

2 20%乳剤 3 7 ,14,21

はくさい
（茎葉）

2 20%乳剤 2 14 ,21,30

2 2 1,3 ,7

2 2 7,14,21
レタス
（茎葉）

20%水和剤

20%水和剤

2 2

2 2 1,3,7,14
ﾘｰﾌﾚﾀｽ
（茎葉）

20%水和剤

2 2 21,28

2 2 1,3,7,14
サラダ菜
（茎葉）

2 19%乳剤 2 7,14,21

2 20%水和剤 2 7,14,21
たまねぎ
（鱗茎）

にんにく
（鱗茎）

20%水和剤 2 3,7,14
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(別紙1－1)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

試験
圃場数

フルバリネートの作物残留試験一覧表(国内)

農作物
試験条件

残留濃度 （mg/kg)
注1）

1000倍散布 圃場A：0.504（3回,1日）(#)

200 L/10 a 圃場B：0.277（3回,3日）(#)

2000倍散布 圃場A：0.33（2回,1日）(#)

150 L/10 a 圃場B：0.35（2回,1日）(#)

4000倍散布 圃場A：0.073

150 L/10 a 圃場B：0.184

2000倍散布 圃場A：0.228(#)

150 L/10 a 圃場B：0.362（2回,3日）(#)

圃場A：0.14（2回,3日）

圃場B：0.075

2000倍散布 圃場A：0.062（2回,1日）(#)

150 L/10 a 圃場B：0.419（2回,1日）(#)

4000倍散布 圃場A：0.07

150 L/10 a 圃場B：0.02

圃場A：0.278

圃場B：0.067

圃場A：0.04

圃場B：0.14

圃場C：<0.01

4000倍散布 21,30,45 圃場A：0.01

200 L/10 a 21,28,45 圃場B：0.02

2000倍散布 圃場A：<0.005

300 L/10 a 圃場B：<0.005

圃場A：<0.01

圃場B：<0.01

2000倍散布 圃場A：0.011（2回,7日）

200～250,200 L/10 a 圃場B：0.010

圃場A：<0.01

圃場B：<0.01

1 1,3,5,7 圃場A：0.78(#)

2 1,3,7 圃場A：0.38（#）

3 1,3,7 圃場A：0.42

2000倍散布・300 L/10 a 1 1,3,5,7 圃場A：1.66（1回,1日）(#)

4000倍散布・400 L/10 a 圃場B：0.33(#)

2000倍散布・400 L/10 a 圃場B：0.94（#）

1 7 圃場C：0.01(#)

2 7 圃場C：<0.01(#)

3 1,3,5,7 圃場C：0.45

4000倍散布

400 L/10 a

4000倍散布 2 7 圃場A：<0.02（#）

400 L/10 a 3 1,3,7 圃場B：1.26

4000倍散布

250～450 L/10 a

1000倍散布 圃場A：0.120（3回,28日）(#)

500 L/10 a 圃場B：0.010（3回,28日）(#)

2000倍散布 圃場A：<0.01

500 L/10 a 圃場B：0.02

2000倍散布 圃場A：0.010

500,660 L/10 a 圃場B：0.008

50 g/400 ㎥ 圃場A：<0.01（#）

75 g/400 ㎥ 圃場B：<0.01

圃場A：<0.01（2回,14日）(#)

圃場B：<0.01（2回,14日）(#)

2 20%水和剤 2 21,28,42

100 g/400 ㎥ 2 1,7,14

温州みかん
（果肉）

15%くん煙剤

2 2 1,3,7

2 3 1,3,7

なす
（果実）

20%乳剤

20%水和剤

2 2 1,3,7

2 2 1,3,7

1,3,7

1,3,7

2 20%乳剤 2 1,3,7

2 15%くん煙剤 50 g/400 ㎥ 2

すいか
（果肉）

きゅうり
（果実）

15%くん煙剤

かぼちゃ
（果実）

2 20%水和剤 2

2 20%水和剤 2

2 20%水和剤 2

3,7,14

2 15%くん煙剤 50 g/400 ㎥ 2 1,3,7

1,3,7

3 50 g/400 ㎥ 2 1,3

2 50 g/400 ㎥ 2

メロン
（果肉）

20%水和剤

1,3,7

1

1 1 1,3,5

2 15%くん煙剤 50 g/400 ㎥ 2

さやえんどう

（さや）

4000倍散布
300 L/10 a

4000倍散布
470 L/10 a

3 1,3,7

2 20%水和剤 2 3,7,14

圃場A：1.50 

1

1

1

圃場A：0.54

2 20%乳剤 3 21,28,45

1 3 1,3,7

2 19%乳剤 2 21,30,44

1 2 7 ,21,45

2
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(別紙1－1)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

試験
圃場数

フルバリネートの作物残留試験一覧表(国内)

農作物
試験条件

残留濃度 （mg/kg)
注1）

1000倍散布 圃場A：8.835（3回,28日）(#)

500 L/10 a 圃場B：6.640（3回,28日）(#)

2000倍散布 圃場A：3.56

500 L/10 a 圃場B：6.73

2000倍散布 圃場A：2.56

500,660 L/10 a 圃場B：1.90

50 g/400 ㎥ 圃場A：0.40（#）

75 g/400 ㎥ 圃場B：0.94

圃場A：3.62（2回,14日）(#)

圃場B：0.86（2回,14日）(#)

1000倍散布 45,59,91 圃場A：<0.01(#)

400,500 L/10 a 45,60,90 圃場B：0.012(#)

2000倍散布 圃場A：<0.01（2回,44日）

500 L/10 a 圃場B：<0.01（2回,44日）

1000倍散布 45,59,91 圃場A：1.85（2回,91日)(#)

400，500 L/10 a 45,60,90 圃場B：1.62(#)

2000倍散布 圃場A：1.26（2回、44日）

500 L/10 a 圃場B：1.14（2回、44日）

1000倍散布 45,59,91 圃場A：0.581（2回,91日)(#)

400,500 L/10 a 45,60,90 圃場B：0.463（2回,45日）(#)

2000倍散布 圃場A：0.34（2回,44日）

500 L/10 a 圃場B：0.39（2回,44日）

2000倍散布 圃場A：0.66（2回,42日）

500 L/10 a 圃場B：0.64（2回,42日）

2000倍散布

500 L/10 a

2000倍散布 14,21,28, 35 圃場A：0.82（2回,35日）

500 L/10 a 14,21,28 ,42 圃場B：0.86（2回,42日）

2000倍散布

500 L/10 a

2000倍散布 圃場A：0.22（2回,42日）

500 L/10 a 圃場B：0.21（2回,42日）

1000倍散布 30,45,61 圃場A：0.44(#)

820,540 L/10 a 30,45,60 圃場B：0.23(#)

2000倍散布 30,45,61 圃場A：0.164

820,540 L/10 a 30,45,60 圃場B：0.05

2000倍散布 31,45,61 圃場A：0.030（2回,45日）

600 L/10 a 28 ,45,60 圃場B：0.150（2回,28日）

2000倍散布 圃場A：0.20

600,500 L/10 a 圃場B：0.046（2回,45日）

1000倍散布 圃場A：0.766(#)

400 L/10 a 圃場B：0.362(#)

2000倍散布 28,45,60 圃場A：0.289（2回,28日）

400 L/10 a 28,42,56 圃場B：0.251（2回,28日）

2000倍散布 29,43,58 圃場A：0.076（2回,29日）

500,450 L/10 a 28,45,56 圃場B：0.203（2回,28日）

4000倍散布

400 L/10 a

2000倍散布

400 L/10 a

4000倍散布

400 L/10 a

2000倍散布

400 L/10 a

2 20%水和剤 2 21,28,42

夏みかん
（果肉）

2 19%乳剤 2 21,30,44

温州みかん
（果皮）

15%くん煙剤

1 2 7 ,21,45

2

2 19%乳剤 2 21,30, 44

2 19%乳剤 2 21,30,44

2

2 20%水和剤 2 14,21,28, 42

2 19%乳剤 2 21,30,44

2 20%水和剤 2

2 19%乳剤

2 20%乳剤 3 21,28,45

100 g/400 ㎥ 2 1,7,14

ゆず
（果実）

圃場A：0.54（2回、42日）

2 19%乳剤 2

1 20%水和剤 2 14,21,28, 42

夏みかん
（果皮）

夏みかん
（果実）

（換算値）

2 20%乳剤 2

2 20%乳剤 2

2 20%乳剤

圃場A：0.04（2回,43日）

2 19%乳剤 2 21,28, 42

1 20%水和剤 2 14,28, 43

30,45,59

2 20%乳剤 2 30,45,60

1 3 7，14

すだち
（果実）

2 20%水和剤 2

2 19%乳剤 2

2 20%乳剤 2

2 20%乳剤 2
りんご
（果実）

なし
（果実）

びわ
（果肉）

びわ
（果皮）

20%水和剤

20%水和剤

圃場A：0.009（#）

2

圃場A：<0.006

1 2 14,21,27,34 圃場A：<0.01

1 2 14,21,27,34

1 3 7，14 圃場A：<0.006（#）
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(別紙1－1)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

試験
圃場数

フルバリネートの作物残留試験一覧表(国内)

農作物
試験条件

残留濃度 （mg/kg)
注1）

2000倍散布 14 ,21,28 圃場A：0.007

520～720,600 L/10 a 21,28,35 圃場B：0.006

2000倍散布 圃場A：<0.01

500,350 L/10 a 圃場B：<0.01

2000倍散布 14,21,28 圃場A：4.34

520～720,600 L/10 a 21,28,35 圃場B：5.02（2回,28日）

2000倍散布 圃場A：2.74

500,350 L/10 a 圃場B：2.40

4000倍散布 圃場A：0.38（2回,30日）

400,600 L/10 a 圃場B：0.32

4000倍散布 21,28,42 圃場A：0.43

500 L/10 a 21,30,45 圃場B：0.36

4000倍散布 21,30, 44 圃場A：0.082（2回,44日）

600,400 L/10 a 21,30 ,45 圃場B：0.01

圃場A：0.218(#)

圃場B：1.20（2回,3日）(#)

3 1 圃場B：0.257（#）

4000倍散布 圃場A：0.478(#)

200 L/10 a 圃場B：0.322(#)

8000倍散布 圃場A：0.254

200 L/10 a 圃場B：0.144

8000倍散布 圃場A：0.148

200 L/10 a 圃場B：0.08

圃場A：0.06

圃場B：0.19

2000倍散布 28,45,60 圃場A：0.111（2回,28日）

600 L/10 a 28,42,60 圃場B：0.352（2回,42日）

4000倍散布 20 ,29,44 圃場A：0.16（2回,29日）

400 L/10 a 21 ,30,45 圃場B：0.20（2回,45日）

2000倍散布 21, 28,42 圃場A：0.21（2回,28日）

500,400 L/10 a 19, 26,42 圃場B：0.38（2回,42日）

2000倍散布 7,15,29 圃場A：0.024

300 L/10 a 6,13,21 圃場B：<0.01（2回,13日）

2000倍散布 7,15,29 圃場A：11.1

300 L/10 a 6,13,21 圃場B：3.80（2回,13日）

2000倍散布 7,14,23 圃場A：<0.01

300 L/10 a 7,14,28 圃場B：<0.01

1000倍散布 7,14 ,20 圃場A：4.86（2回,20日）

400 L/10 a 7,14 ,21 圃場B：3.37

1000倍散布 7,14, 20 圃場A：0.03（2回,20日）

400 L/10 a 7,14 ,21 圃場B：0.029

20%水和剤

20%水和剤

2 19%乳剤 2 7,14 ,21

7,14 ,21

うめ
（果実）

2 19%乳剤 2

2 20%水和剤 2

2 20%水和剤 2

もも
（果肉）

もも
（果皮）

2 19%乳剤 2

おうとう
（果実）

2 20%水和剤 2

2 20%水和剤 2

1,3,7

2 2 1,3,7

2 20%乳剤
2000倍散布
120 L/10 a

2

いちご
（果実）

2 2 1,3,7

2 2 1,3,7

1,3,7

21,30,44

2 15%くん煙剤 20 g/400 ㎥ 2

2 2

2 2
かき

（果実）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
（果皮）

2 20%水和剤 2

くり
（果実）

2 20%水和剤 2

2 19%乳剤 2

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
（果肉）

2 20%水和剤 2

注１）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわ
ゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。
　
  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期
間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日
数について（　）内に記載した。

注2）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で試験が行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試
験条件を斜体で示した。

注3）今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

茶
（あら茶）

2 20%乳剤 2

茶
（浸出液）

2 20%乳剤 2
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(別紙1－2)

                               フルバリネートの作物残留試験一覧表（EU）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

1 2 36 圃場A：0.044

1 2 26 圃場B：0.027
1 2 26 圃場C：0.031
1 2 32 圃場D：0.024

1 2 21､28 圃場A：0.16

1 2 21､28 圃場B：0.20

1 2 21､31 圃場C：0.013

大麦（春作)
（穀粒）

1 2 20､28 圃場D：<0.005

1 2 28､35 圃場A：0.04

1 2 28 圃場B：0.02

1 2 29、36 圃場C：0.16

1 2 28 圃場D：0.10

1 2 27 圃場E：0.14

大麦
（穀粒）

1 3 27 圃場A：0.14

1 3 28､35 圃場B：0.13

1 3 28､35、42 圃場C：0.10

1 3 27、35、47 圃場D：0.02

1 3 28、35、40 圃場E：0.17

1 3 28、35、40 圃場F：0.17

1 4.8 g ai/10 a 散布 1 10,19,25 圃場A：0.013（1回,10日）(#)
注2）

1 3 7,14 圃場A：0.01(#)

1 2 7,14 圃場A：0.05(2回,14日)(#)

圃場B：0.027

カリフラワー
（露地）
（花蕾）

圃場A：<0.01

1 1 7 圃場B：<0.01

1 1 7 圃場C：<0.01

1

乳剤
（240 g/L）

7.2 g ai/10 a 散布

7

2.4 g ai/10 a 散布

残留濃度 （mg/kg)注1)

大麦（春作）
（穀粒）

1

乳剤
（240 g/L）

4.4 g ai/10 a 散布

28､35 圃場A：0.04(2回,28日)

1 28 圃場D：0.10

2 28 圃場B：0.021

2 29,36 圃場C：0.16(2回,36日)1

2

2

1

農作物
試験
圃場数

試験条件

1

水和剤
（240 g/L）

4.4 g ai/10 a 散布

2

1 2 26

26

36 圃場A：0.044

1 2

1

1

1

ZW製剤
（24 g/L）

2 28

2 28

圃場C：0.031

1 2 32 圃場D：0.024

乳剤
（240 g/L）

4.6+4.6+3.4 g ai/10 a 散
布

大麦（春作)
（穀粒）

大麦（冬作）
（穀粒）

2 28 圃場C：<0.0051

大麦（冬作）
（穀粒）

フロアブル
（240 g/L）

4.8+3.6 g ai/10 a 散布

大麦（冬作）
（穀粒） ZW製剤

（24 g/L）
4.8+4.8 g ai/10 a 散布

大麦
（穀粒）

乳剤
（240 g/L）

4.8+4.8 g ai/10 a 散布

大麦（冬作）
（穀粒）

圃場A：0.024

圃場B：0.020

圃場D：0.0132 31

4.4 g ai/10 a 散布
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(別紙1－2)

                               フルバリネートの作物残留試験一覧表（EU）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数
残留濃度 （mg/kg)注1)農作物

試験
圃場数

試験条件

1 1 14,22,39 圃場C：<0.01

にんじん
（露地）
（花蕾）

1 1 14,49 圃場D：<0.01

注１）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最
大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

　表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最
短の場合にのみ最大残留量が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留量が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について（　）
内に記載した。

注2）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で試験が行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件
を斜体で示した。

なたね（露地）
（種子）

乳剤
（240 g/L）

1

1

1

1

圃場A：<0.01

ワタ（露地）
（種子）

2 7

2

31

62

29

35

圃場B：<0.01

圃場C：<0.01

圃場D：0.0121

91 圃場A：<0.01

1

乳剤
（240 g/L）

9.6 g ai/10 a 散布

2 7 圃場A：<0.01

1

1 2 7 圃場D：<0.01

1

圃場B：<0.01

1 2 7 圃場C：0.01

71

88

圃場B：0.075

圃場C：0.025

ひまわり（露地）
（種子）

1

1

乳剤
（240 g/L）

7.2 g ai/10 a 散布

1

1

1

1 1

乳剤
（240 g/L）

圃場A：0.022

1 2 7 圃場B：0.019

1 2 7 圃場C：0.012

いんげん（露地）
（さや）

1

乳剤
（240 g/L）

14 圃場A：<0.01

1 1 14 圃場B：<0.01

7.2 g ai/10 a 散布

にんじん
（露地）
（根部）

28

2

2

2

7.2 g ai/10 a 散布

2 7

圃場A：<0.01

圃場B：<0.01

圃場C：<0.01

圃場E：<0.01

圃場D：<0.013121

4.8 g ai/10 a 散布1

1

1

1

2

2

2

2

27

30

28
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(別紙1－3)

                               フルバリネートの作物残留試験一覧表（豪州）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

4.8 g ai/10 a 散布 118 圃場A：<0.01
9.6 g ai/10 a 散布 118 圃場A：<0.01(#)

56 圃場A：<0.02
83 圃場A：<0.02
56 圃場A：<0.02(#)
83 圃場A：<0.02(#)

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最
大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

　表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。

注2）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で試験が行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件
を斜体で示した。

1 2

1
4.8 g ai/10 a 散布

2
9.6 g ai/10 a 散布

ネクタリン
（露地）
（果実）

乳剤
（240 g/L）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度 （mg/kg)注1)
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農薬名 フルバリネート
（別紙2）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
小麦 0.05

大麦 0.4 0.2 IT 0.5 EU 【0.005～0.17(n=31)EU】

ライ麦 0.05

とうもろこし 0.05 申 <0.01,<0.01

そば 0.01

その他の穀類 0.2
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.05 申 <0.01,<0.01

小豆類 0.05 申 0.01(#)，<0.01(#)

えんどう 0.5 0.02 IT・申 0.5 EU 【<0.01,<0.01,<0.01(EU）】

そら豆 0.05 (小豆類参照)

その他の豆類 0.05 (小豆類参照)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.01 0.01 ○ <0.001(#),<0.001(#),<0.005(#)

やまいも（長いもをいう。） 0.02 0.01 ○・申 <0.001,<0.001,<0.01zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
てんさい 0.05 申 <0.01,<0.01zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.02 0.05 ○ <0.005,<0.005

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.5 0.5 ○ 0.16,0.20

はくさい 0.5 1.0 ○ 0.04（#）,0.16($)（#）

キャベツ 0.5 0.5 ○ <0.005(#),0.106($)(#)

芽キャベツ 0.5

カリフラワー 0.05 0.5 IT 0.1 EU 【<0.01～0.05(#)(n=6)(EU)】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 1 3.0 ○ 0.12～0.55($)(n=4)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 0.03 0.1 ○ <0.01(n=4)

ねぎ（リーキを含む。） 0.5

にんにく 0.05 0.1 ○ <0.01（#）,<0.01

アスパラガス 0.2
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
にんじん 0.02 0.02 IT 0.02 EU 【<0.01（ｎ=4）（EU)】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
トマト 0.5

ピーマン 0.5

なす 0.5 0.5 ○ 0.073,0.184
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
きゅうり（ガーキンを含む。） 0.5 1.0 ○ <0.01～0.278($)（n=5）

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.1 0.1 ○ 0.01,0.02

すいか 0.05 0.1 ○ <0.01,<0.01

メロン類果実 0.05 0.1 ○ 0.010,0.011zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
未成熟えんどう 3 3.0 ○ 0.42～1.50($)（n=5）

未成熟いんげん 0.1 IT 0.1 EU 【0.012,0.019,0.022(EU)】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん 0.1 0.5 ○ <0.01～0.02($)(n=4)

なつみかんの果実全体 1 2.0 ○ 0.34,0.39

レモン 2 2.0 ○ （ゆず参照）

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 2 2.0 ○ （ゆず参照）

グレープフルーツ 2 2.0 ○ （ゆず参照）

ライム 2 2.0 ○ （ゆず参照）

その他のかんきつ類果実 2 2.0 ○ 0.54～0.86（n=4）(ゆず)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
りんご 0.5 0.5 ○ 0.030～0.20($)(n=6)

日本なし 0.7 2.0 ○ 0.076～0.289($)(n=4)

西洋なし 0.7 2.0 ○ （日本なし参照）

びわ 0.03 0.5 ○ <0.006,<0.006(#)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
もも 0.03 0.2 ○ 0.006～<0.01(n=4)

ネクタリン 0.1 0.1 IT 0.05 豪州 【<0.01～<0.02（ｎ=3）（豪州)】

あんず（アプリコットを含む。） 0.1

すもも（プルーンを含む。） 0.1 0.05 0.05 豪州 【豪州ネクタリン参照】

うめ 1 1.0 ○ 0.36,0.43

おうとう（チェリーを含む。） 0.3 1.0 ○ 0.01,0.082($)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
いちご 0.7 1.0 ○ 0.08～0.254($)(n=4)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

参考基準値

外国
基準値
ppm
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農薬名 フルバリネート
（別紙2）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

参考基準値

外国
基準値
ppm

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぶどう 2.0 1.49(#)，1.54(#)

かき 1 1.0 ○ 0.111～0.38($)(n=4)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
キウィー 0.1 0.2 ○ <0.01,0.024
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ひまわりの種子 0.1 0.02 IT 0.1 EU <0.01,0.075,0.025

綿実 0.1 0.1 IT 0.1 EU 【<0.01～0.01（ｎ=4）(EU)】

なたね 0.1 0.05 IT 0.1 EU 【<0.01～0.0121(n=9）(EU)】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
くり 0.05 0.1 ○ <0.01,<0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
茶 10 10 ○ 3.37,4.86

ホップ 10zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 10 2 ○ 1.90～6.73($)(n=4)(みかんの果皮)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
はちみつ 0.05 0.05 (<0.05(n=4)(投与後1週間）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値(暫定基準)については、網をつけて示した。

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。
「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示している。
「登録有無」の欄に「IT」の記載があるものは、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請に基づく基準値設定依頼がなされたものであることを示している。
(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。
($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。

申請（国内における登録、承認等の申請、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基準値案について
は、太枠線で囲んで示した。
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（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

一般
(1歳以上)

TMDI

一般
(1歳以上)

EDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

幼小児
(1～6歳)

EDI

妊婦
TMDI

妊婦
EDI

高齢者
(65歳以上)

TMDI

高齢者
(65歳以上)

EDI 0.0
大麦 0.4 2.1 0.2 1.8 0.1 3.5 0.3 1.8 0.1
とうもろこし 0.05 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.00.0
大豆 0.05 2.0 0.4 1.0 0.2 1.6 0.3 2.3 0.5
小豆類 0.05 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
えんどう 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.00.0
ばれいしょ 0.01 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2
やまいも（長いもをいう。） 0.02 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00.0
てんさい 0.05 1.6 0.3 1.4 0.3 2.1 0.4 1.7 0.30.0
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.02 0.7 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.9 0.2
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.5 0.9 0.3 0.3 0.1 1.6 0.6 1.4 0.5
はくさい 0.5 8.9 1.8 2.6 0.5 8.3 1.7 10.8 2.2
キャベツ 0.5 12.1 1.3 5.8 0.6 9.5 1.1 11.9 1.3
カリフラワー 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 0.7 6.7 10.8 3.1 4.9 8.0 12.8 6.4 10.30.0
たまねぎ 0.03 0.9 0.3 0.7 0.2 1.1 0.4 0.8 0.3
にんにく 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.00.0
にんじん 0.02 0.4 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.4 0.20.0
なす 0.5 6.0 1.5 1.1 0.3 5.0 1.3 8.6 2.20.0
きゅうり（ガーキンを含む。） 0.5 10.4 3.6 4.8 1.7 7.1 2.5 12.8 4.4
かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.1 0.9 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1 1.3 0.2
すいか 0.05 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
メロン類果実 0.05 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.00.0
未成熟えんどう 2 3.2 2.2 1.0 0.7 0.4 0.3 4.8 3.3
未成熟いんげん 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.10.0
みかん 0.1 1.8 1.2 1.6 1.1 0.1 0.0 2.6 1.7
なつみかん 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
レモン 2 1.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.1 1.2 0.3
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 2 14.0 3.5 29.2 7.3 25.0 6.2 8.4 2.1
グレープフルーツ 2 8.4 2.1 4.6 1.1 17.8 4.4 7.0 1.7
ライム 2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
その他のかんきつ類果実 2 11.8 2.9 5.4 1.3 5.0 1.2 19.0 4.70.0
りんご 0.5 12.1 2.9 15.5 3.7 9.4 2.3 16.2 3.9
日本なし 0.7 4.5 1.7 2.4 0.9 6.4 2.5 5.5 2.1
西洋なし 0.7 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1
びわ 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.00.0
もも 0.03 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
ネクタリン 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
すもも（プルーンを含む。） 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
うめ 1 1.4 0.6 0.3 0.1 0.6 0.2 1.8 0.7
おうとう（チェリーを含む。） 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.00.7 0.0
いちご 0.7 3.8 1.1 5.5 1.6 3.6 1.0 4.1 1.20.0
かき 1 9.9 2.9 1.7 0.5 3.9 1.2 18.2 5.40.0
キウィー 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.00.0
ひまわりの種子 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
綿実 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
なたね 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.10.0
くり 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0
茶 10 66.0 27.2 10.0 4.1 37.0 15.2 94.0 38.70.0
みかんの果皮 10 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.50.0
はちみつ 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

計 195.9 114.3 104.2 49.3 163.2 95.6 248.7 121.5
ADI比（％） 71.1 41.5 126.3 59.8 55.8 32.7 88.7 43.3

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)
TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量

フルバリネート推定摂取量 （単位：μg／人／day)
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（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

大麦 0.4 ○ 0.04 0.0 0

麦茶 0.4 ○ 0.04 0.0 0

とうもろこし スイートコーン 0.05 ○ 0.01 0.1 0

大豆 大豆 0.05 ○ 0.01 0.0 0

小豆類 いんげん 0.05 ○ 0.01 0.0 0

ばれいしょ ばれいしょ 0.01 0.01 0.1 0

やまいも（長いもをいう。） やまいも 0.02 0.02 0.2 0

だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 0.02 0.02 0.2 0

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 だいこんの葉 0.5 0.5 4.1 7

はくさい はくさい 0.5 0.5 6.5 10

キャベツ キャベツ 0.5 0.5 4.8 8

レタス類 1 ○ 0.55 3.1 5

たまねぎ たまねぎ 0.03 ○ 0.01 0.1 0

にんにく にんにく 0.05 0.05 0.0 0

にんじん 0.02 ○ 0.01 0.0 0

にんじんジュース 0.02 ○ 0.01 0.1 0

なす なす 0.5 0.5 3.2 5

きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 0.5 ○ 0.278 1.8 3

かぼちゃ 0.1 0.1 1.0 2

ズッキーニ 0.1 0.1 0.7 1

すいか すいか 0.05 0.05 1.6 3

メロン類果実 メロン 0.05 0.05 0.8 1

未成熟えんどう（さや） 2 ○ 1.5 2.4 4

未成熟えんどう（豆） 2 ○ 1.5 2.5 4

未成熟いんげん 未成熟いんげん 0.1 ○ 0.019 0.0 0

みかん みかん 0.1 ○ 0.02 0.2 0

なつみかんの果実全体 なつみかん 1 1 12.4 20

レモン レモン 2 ○ 0.86 1.8 3

オレンジ 2 ○ 0.86 8.1 10

オレンジ果汁 2 ○ 0.86 8.6 10

グレープフルーツ グレープフルーツ 2 ○ 0.86 14.8 20

きんかん 2 ○ 0.86 2.1 4

ぽんかん 2 ○ 0.86 9.0 20

ゆず 2 ○ 0.86 1.4 2

すだち 2 ○ 0.86 1.4 2

りんご 0.5 ○ 0.2 2.9 5

りんご果汁 0.5 ○ 0.2 2.1 4

日本なし 日本なし 0.7 ○ 0.289 4.4 7

西洋なし 西洋なし 0.7 0.7 9.8 20

びわ びわ 0.03 0.03 0.2 0

もも もも 0.03 ○ 0.01 0.1 0

すもも（プルーンを含む。） プルーン 0.1 0.1 0.6 1

うめ うめ 1 1 1.4 2

おうとう（チェリーを含む。） おうとう 0.3 0.3 0.7 1

いちご いちご 0.7 ○ 0.254 1.0 2

かき かき 1 ○ 0.38 5.4 9

キウィー キウィー 0.1 0.1 0.6 1

くり くり 0.05 0.05 0.1 0

茶 緑茶類 10 10 6.1 10

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

りんご

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

フルバリネートの推定摂取量（短期）：一般(1歳以上)

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）

その他のかんきつ類果実

かぼちゃ（スカッシュを含む。）

未成熟えんどう

大麦

にんじん

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

評価に用いた
数値
(ppm)
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（別紙4-2）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

大麦 0.4 ○ 0.04 0.0 0
麦茶 0.4 ○ 0.04 0.1 0

とうもろこし スイートコーン 0.05 ○ 0.01 0.2 0
大豆 大豆 0.05 ○ 0.01 0.0 0
ばれいしょ ばれいしょ 0.01 0.01 0.2 0

だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 0.02 0.02 0.4 1

はくさい はくさい 0.5 0.5 7.8 10

キャベツ キャベツ 0.5 0.5 7.8 10

レタス類 3 ○ 0.55 5.4 9
たまねぎ たまねぎ 0.03 ○ 0.01 0.2 0
にんにく にんにく 0.05 0.05 0.0 0
にんじん にんじん 0.02 ○ 0.01 0.1 0
トマト トマト 0 0 0.0 0

なす なす 0.5 0.5 7.8 10

きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 0.5 ○ 0.278 4.1 7

かぼちゃ 0.1 0.1 1.6 3

すいか すいか 0.05 0.05 4.3 7

メロン類果実 メロン 0.05 0.05 1.5 3

未成熟えんどう（さや） 2 ○ 1.5 1.9 3

未成熟えんどう（豆） 2 ○ 1.5 2.7 5

未成熟いんげん 未成熟いんげん 0.1 ○ 0.019 0.1 0

みかん みかん 0.1 ○ 0.02 0.5 1
オレンジ 2 ○ 0.86 23.2 40
オレンジ果汁 2 ○ 0.86 15.3 30

りんご 0.5 ○ 0.2 6.4 10

りんご果汁 0.5 ○ 0.2 6.7 10

日本なし 日本なし 0.7 ○ 0.289 8.3 10
もも もも 0.03 ○ 0.01 0.4 1
うめ うめ 1 1 3.4 6
いちご いちご 0.7 ○ 0.254 2.7 5
かき かき 1 ○ 0.38 7.9 10
茶 緑茶類 10 10 9.6 20

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

フルバリネートの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）

未成熟えんどう

大麦

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

りんご

評価に用いた
数値
(ppm)

かぼちゃ（スカッシュを含む。）

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。
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● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

[委員] 

○穐山 浩    国立医薬品食品衛生研究所食品部長 

石井 里枝   埼玉県衛生研究所化学検査室長 

井之上 浩一  立命館大学薬学部薬学課臨床分析化学研究室准教授 

折戸 謙介   麻布大学獣医学部生理学教授 

魏 民     大阪市立大学大学院医学研究科分子病理学准教授 

佐々木一昭   東京農工大学大学院農学研究院動物生命科学部門准教授 

佐藤 清    元 一般財団法人残留農薬研究所理事 

佐野 元彦   東京海洋大学海洋生物資源学部門教授 

永山 敏廣   明治薬科大学薬学部薬学教育研究センター基礎薬学部門教授 

根本 了    国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 

二村 睦子   日本生活協同組合連合会組織推進本部長 

宮井 俊一   一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問 

由田 克士   大阪市立大学大学院生活科学研究科公衆栄養学教授 

吉成 浩一   静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授 

（○：部会長） 
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（参考） 
これまでの経緯 

 
昭和６２年 ４月１３日 

平成１７年１１月２９日 

平成２２年 ９月２９日 

 

平成２２年１２月１０日 

 

平成２３年 ５月 ９日 

平成２５年 ９月３０日 

 

初回農薬登録 

残留農薬基準告示 

農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び 

基準値設定依頼（適用拡大：小麦、いんげんまめ等） 

厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価に 

ついて要請 

インポートトレランス設定の要請（大麦、えんどう等） 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響

評価について通知 

平成２８年１０月 ８日 

 

平成２９年 ２月１３日 

 

平成２９年 ８月２２日 

 

平成２９年１２月１９日 

平成２９年１２月２１日 

農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び 

基準値設定依頼（適用拡大：だいず、えんどう等） 

厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価に 

ついて要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響

評価について通知 

薬事・食品衛生審議会への諮問 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 
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答申（案） 

フルバリネート

残留基準値

食品名

ppm
zzz #N/A大麦 0.4
とうもろこし 0.05

#N/A#N/A大豆 0.05

小豆類注１） 0.05

えんどう 0.5
そら豆 0.05

その他の豆類注2） 0.05
#N/A#N/Aばれいしょ 0.01

やまいも（長いもをいう。） 0.02 
#N/A#N/Aてんさい 0.05
#N/A#N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.02

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.5
はくさい 0.5
キャベツ 0.5
カリフラワー 0.05

#N/A#N/Aレタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 1
#N/A#N/Aたまねぎ 0.03

にんにく 0.05
#N/A#N/Aにんじん 0.02
#N/A#N/Aなす 0.5
#N/A#N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 0.5

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.1
すいか 0.05
メロン類果実 0.05

#N/A#N/A未成熟えんどう 3
未成熟いんげん 0.1

#N/A#N/Aみかん 0.1
なつみかんの果実全体 1
レモン 2
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 2
グレープフルーツ 2
ライム 2

その他のかんきつ類果実注3） 2
#N/A#N/Aりんご 0.5

日本なし 0.7
西洋なし 0.7
びわ 0.03

#N/A#N/Aもも 0.03
ネクタリン 0.1
すもも（プルーンを含む。） 0.1
うめ 1
おうとう（チェリーを含む。） 0.3

#N/A#N/Aいちご 0.7
#N/A#N/Aかき 1
#N/A#N/A

注3）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ
類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかん
の外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレ
ンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外
のものをいう。

注１）いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア
豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及
びレンズを含む。

注2）「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小
豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス
以外のものをいう。
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残留基準値

食品名

ppm
キウィー 0.1

#N/A#N/Aひまわりの種子 0.1
綿実 0.1
なたね 0.1

#N/A#N/Aくり 0.05
#N/A#N/A茶 10zzz
#N/A

zzz
#N/Aその他のスパイス注4） 10 

zzz #N/Azzz #N/Aはちみつ 0.05
#N/A #N/A

注4）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西
洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パ
プリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、
ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
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平成 30 年３月 12 日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会報告について

平成29年 12月 19日付け厚生労働省発生食1219第１号及び平成30年２月６日付け厚

生労働省発生食 0206 第５号をもって諮問された、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）

第 11 条第１項の規定に基づくメタミドホスに係る食品中の農薬の残留基準の設定につ

いて、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。
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メタミドホス 

 

 今般の残留基準の検討については、食品中の農薬等のポジティブリスト制度導入時に新

たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直しについて食品安全委員会において食

品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、

以下の報告を取りまとめるものである。 
 

１．概要 

（１）品目名：メタミドホス［ Methamidophos (ISO) ］ 

 

（２）用 途：殺虫剤 

有機リン系殺虫剤である。アセチルコリンエステラーゼの阻害により、殺虫作用を

示すと考えられている。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

O,S-Dimethyl phosphoramidothioate（IUPAC） 

Phosphoramidothioic acid, O,S-dimethyl ester（CAS：No. 10265-92-6） 

 

（４）構造式及び物性 

CH 3O

CH 3S
P NH 2

O

 

 

 
   分 子 式  C2H8NO2PS  

   分 子 量  141.13 
   水溶解度  >2.0 × 102 g/L (20℃) 
     >2.0 × 103 g/L (25℃) 

分配係数  log10Pow ＝ -0.80 (20℃) 

           ＝ -0.73 (24.8℃) 
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２．適用の範囲及び使用方法 
本剤は、国内では農薬登録がなされていない。 

本剤はアセフェート使用由来で残留が認められるが、アセフェートの適用の範囲及び

使用方法はアセフェートの報告書を参照。 

 

３．作物残留試験 
アセフェートの作物残留試験において、アセフェートの代謝物としてメタミドホスが

測定されている。 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

・メタミドホス 

・O,S-ジメチルアセチルホスホルアミドチオエート（以下、アセフェートという） 

CH3O
P

CH3S

O

NH COCH3

 

アセフェート 

 

② 分析法の概要 

試料から酢酸エチル又はアセトンで抽出し、多孔性ケイソウ土カラム、シリカゲ

ルカラム又はグラファイトカーボンカラムを用いて精製した後、炎光光度型検出器

（リン用干渉フィルター）付きガスクロマトグラフ（GC-FPD(P)）、アルカリ熱イオ

ン化検出器付きガスクロマトグラフ（GC-FTD）又は高感度窒素・リン検出器付きガ

スクロマトグラフ（GC-NPD）で定量する。 

または、試料から酢酸エチルで抽出し、固相粉末（PSA、C18及びグラファイトカ

ーボン）混合物を用いてバッチ精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量

分析計（LC-MS/MS）で定量する。 

 

定量限界：アセフェート 0.01～0.1 mg/kg 

メタミドホス 0.005～0.05 mg/kg 

 
（２）作物残留試験結果 

国内で実施されたメタミドホス（アセフェート由来）の作物残留試験の結果の概要

については別紙 1を参照。 
 

４．畜産物における推定残留濃度 

本剤については、飼料として給与した作物を通じ家畜の筋肉等への移行が想定される

ことから、飼料の最大給与割合等から算出した飼料中の残留農薬濃度と動物飼養試験の

- 480-



結果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留濃度を算出した。 

 
（１）分析の概要 

  ① 分析対象物質 

・メタミドホス 

 

  ② 分析法の概要 

試料からアセトニトリルで抽出し、アセトニトリル／ヘキサン分配する。シリカ

ゲルカラムを用いて精製した後、GC-FTD で定量する。乳の場合は、アセトンを加え

てよく混和し、ろ過した後塩化ナトリウムを加えてクロロホルムで抽出し、さらに

アセトン及びクロロホルムを加えて抽出する。アセトニトリル／ヘキサン分配し、

シリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-FTD で定量する。 

または、試料からアセトニトリルで抽出し、アセトニトリル／ペンタン分配する。

シリカゲルカラムを用いて精製した後、GC-FPD(P)で定量する。 

 

定量限界：乳  0.001 mg/kg 

筋肉、脂肪、肝臓、腎臓  0.01 mg/kg  

卵  0.001 mg/kg 

     

（２）家畜残留試験(動物飼養試験) 

① 乳牛を用いた残留試験 

乳牛（3頭/群）に対して、0.2、1.0 及び 5.0 ppm のメタミドホスを含む飼料を 28

日間にわたり摂食させ、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓に含まれるメタミドホスの濃度

を GC-FTD で測定した。乳については、投与開始後 27、28 日目に搾乳したものにつ

いてメタミドホスの濃度を GC-NPD で測定した。結果は表 1を参照。 

 
表 1.乳牛の組織中の残留濃度(mg/kg) 

 0.2 ppm 投与群 1.0 ppm 投与群 5.0 ppm 投与群 

筋肉 
<0.01  

<0.01  

（最大） 

（平均） 

<0.01  

<0.01  

（最大） 

（平均） 

<0.01  

<0.01  

（最大） 

（平均） 

脂肪 
<0.01  

<0.01  

（最大） 

（平均） 

<0.01  

<0.01  

（最大） 

（平均） 

<0.01  

<0.01  

（最大） 

（平均） 

肝臓注) 
<0.07  

<0.07  

（最大） 

（平均） 

<0.07  

<0.07  

（最大） 

（平均） 

<0.07  

<0.07  

（最大） 

（平均） 

腎臓 
<0.01  

<0.01  

（最大） 

（平均） 

<0.01  

<0.01  

（最大） 

（平均） 

<0.01  

<0.01  

（最大） 

（平均） 

乳 <0.001 （平均） 0.002 （平均） 0.021 （平均） 

定量限界：0.01 mg/kg（筋肉、脂肪、肝臓、腎臓）、0.001 mg/kg（乳） 

注) 凍結保存中の安定性が得られなかったため、定量限界は凍結保存中の分解速度と保存期間を考慮し 

た推定値を示す。 
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上記の結果に関連して、JMPRでは肉牛及び乳牛におけるMDB注1）をそれぞれ5.3 ppm及

び2.7 ppm、肉牛及び乳牛のSTMR dietary burden注2）をそれぞれ1.8 ppm及び0.91 ppmと

評価している。 

 

注1）最大飼料由来負荷（Maximum Dietary Burden：MDB）: 飼料として用いられる全ての飼料品

目に農薬が残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露

されうる最大濃度。飼料中濃度として表示される。 

注2）平均的飼料由来負荷（STMR dietary burden又はmean dietary burden）：飼料として用いら

れる全ての飼料品目に農薬が平均的に残留していると仮定した場合に（作物残留試験から得ら

れた残留濃度の中央値を試算に用いる）、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されうる最大濃

度。飼料中濃度として表示される。 

 

  ② 採卵鶏を用いた残留試験 

採卵鶏（3羽/群）に対して、飼料中濃度として2、6、20 ppmのメタミドホスを含

む飼料を28日間にわたり摂食させ、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓に含まれるメタミド

ホスの濃度をGC-FPD(P)で測定した。卵については、毎日採取した。 

結果は、20 ppm投与群の各組織及び卵での残留濃度は0.002～0.040 ppm及び0.091

～0.122 ppmであった。 

    

上記の結果に関連して、JMPRでは採卵鶏のMDBを0.034 ppmと評価している。 
    
（３）推定残留濃度 

牛及び鶏について、MDB 又は STMR dietary burden と家畜残留試験結果から、畜産物

中の推定最大残留濃度と平均的な残留濃度を算出した。結果は表 2-1 及び 2-2 を参照。 

 

表 2-1．畜産物中の推定残留濃度：牛（mg/kg） 

 
筋肉 脂肪 肝臓 腎臓 乳 

肉牛 
<0.01 

（<0.01） 

<0.01 

（<0.01） 

<0.01 

（<0.01） 

<0.01 

（<0.01） 

 

乳牛 
    0.011 

（<0.01） 

上段：最大残留濃度 下段括弧内：平均的な残留濃度 

 

表 2-2．畜産物中の推定最大残留濃度：鶏（mg/kg） 

 
筋肉 脂肪 肝臓 卵 

鶏 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
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５．ADI 及び ARfD の評価 

  食品安全基本法（平成 15年法律第 48号）第 24条第 1項第 1号及び第 2項の規定に基づ

き、食品安全委員会あて意見を求めたメタミドホスに係る食品健康影響評価について、以

下のとおり評価されている。 

（１）ADI 

無毒性量：0.056 mg/kg 体重/day 

（動物種）  雌イヌ 

（投与方法） 混餌 

（試験の種類）慢性毒性試験 

（期間）   1 年間 

安全係数：100 

ADI：0.00056 mg/kg 体重/day 

 

（２）ARfD 

無毒性量：0.3 mg/kg 体重 

（動物種）  ラット 

（投与方法） 強制経口 

（試験の種類）急性神経毒性試験 

   安全係数：100 

ARfD：0.003 mg/kg 体重 

 

６．諸外国における状況 

JMPRにおける毒性評価が行われ、2002年にADI及びARfDが設定されている。国際基準は、

アーティチョーク、小豆類等に設定されている。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて、調査した結果、米国において

小豆類、芽キャベツ等に、カナダにおいて小豆類、ブロッコリー等に、EUにおいて大豆、

綿実等に、豪州においてバナナ、キャベツ等に、ニュージーランドにおいてブロッコリー、

芽キャベツ等に基準値が設定されている。 

 

７．基準値案 

（１）残留の規制対象 

メタミドホスとする。 

 

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において農産物及び畜産物中の暴露評価

対象物質をメタミドホスとしている。 

 

（２）基準値案 

別紙 2のとおりである。 
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本剤は、農薬として使用されているアセフェートの代謝物でもあるため、アセフェ

ートの使用によるメタミドホスの残留がある。基準値は、アセフェート使用由来のメタ

ミドホスの残留量に基づき設定することとする。 

 

（３）暴露評価 

  ① 長期暴露評価 
    1 日当たり摂取する農薬等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。詳細な

暴露評価は別紙 3参照。 

 

 EDI／ADI（%）注） 

国民全体（1歳以上） 29.4 

幼小児（1～6歳） 47.1 

妊婦 21.5 

高齢者（65 歳以上）  36.2 

注）各食品の平均摂取量は、平成 17 年～19年度食品摂取頻度・ 

摂取量調査の特別集計業務報告書による。 

EDI 試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量 

 

② 短期暴露評価 

各食品の短期推定摂取量（ESTI）を算出したところ、国民全体（1歳以上）及び幼

小児（1～6歳）のそれぞれにおける摂取量は急性参照用量（ARfD）を超えていない注）。

詳細な暴露評価は別紙 4-1 及び 4-2 参照。 

注）基準値案、作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用い、平成 17

～19 年度の食品摂取頻度・摂取量調査及び平成 22 年度の厚生労働科学研究の結果に基づき

ESTI を算出した。 

 

（４）本剤については、平成 17 年 11 月 29 日付け厚生労働省告示第 499 号により、食品一

般の成分規格 7 に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、

残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。 
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

1000倍散布 圃場A:0.05/0.032

200 L/10 a 圃場B:0.02/0.014

圃場A:*0.024/*0.019(*2回,7日)(#)
注2)

圃場B:*0.108*/0.054(*2回,7日)(#)

2 g/株 圃場A:*0.150/*0.048(*2回,14日)(#)

株元施用 圃場B:*0.204/*0.092(*2回,14日)(#)

2 g/株 26 圃場A:0.152/0.095(#)

株元施用 48 圃場B:0.018/0.020(#)

圃場A:*0.08/*0.054(*2回,14日)(#)

圃場B:*0.02/*0.016(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.02/*0.018(*2回,7日)(#)

圃場B:*0.10/*0.078(*2回,7日)(#)

圃場A:*0.10/**0.014(*2回,7日，**2回,14
日)(#)

圃場B:*0.04/*0.024(*2回,7日)(#)

1000倍散布 67 圃場A:<0.005/<0.005

100 L/10 a 51 圃場B:<0.005/<0.005

16倍無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ散布 28,44, 56 圃場A:*<0.01/*<0.005(*3回,56日)

1.6 L/10 a 28,42, 56 圃場B:*<0.01/*<0.005(*3回,56日)

圃場A:*<0.01/*<0.005(*3回,56日)

圃場B:*0.02/*0.011(*3回,63日)

1000倍散布 圃場A:0.26/*0.736(*3回,21日)

150,200 L/10 a 圃場B:0.16/0.528

圃場A:*0.1/*0.28(*3回,21日)

圃場B:0.5/0.82

3 kg/10 a 101 圃場A:<0.005/<0.002(#)

播種時処理 98 圃場B:<0.005/<0.002(#)

6 kg/10 a 101 圃場A:<0.005/<0.002(#)

播種時処理 98 圃場B:<0.005/<0.002(#)

3 kg/10 a 70 圃場A:<0.005/<0.002(#)

播種時処理 78 圃場B:<0.005/<0.002(#)

6 kg/10 a 70 圃場A:<0.005/<0.002(#)

播種時処理 78 圃場B:<0.005/<0.002(#)

1000倍散布

100 L/10 a

圃場A:0.04/0.032

圃場B:*0.352/*0.174(*3回,21日)

圃場C:*0.052/*0.025(*3回,21日)

圃場A:*0.4/*0.22(*3回,21日)

圃場B:0.4/0.18

圃場A:*0.13/*0.080(*3回,21日）

圃場B:*0.18/*0.096(*3回,21日)

2000倍散布 圃場A:*0.04/*0.032(*6回,21日)(#)

150 L/10 a 圃場B:*0.362/*0.071(*5回,7日)(#)

2000倍散布 圃場A:*0.067/*0.022(*5回,7日)(#)

150 L/10 a 圃場B:*0.06/*0.028(*5回,7日)(#)

1000倍散布 圃場A:*<0.01/*<0.005(*2回,28日)

150,175 L/10 a 圃場B:*0.12/*0.016(*2回,28日)

1000倍散布 7,14 圃場A:*0.366/*0.014(*5回,14日)(#)

150 L/10 a 7,15 圃場B:*0.200/*0.022(*5回,15日)(#)

1000倍散布

100 L/10 a

1000倍散布 10,17, 32

100 L/10 a 7,15, 31

1000倍散布

90～200 L/10 a

300倍散布 圃場A:*<0.01/*<0.005(*2回,28日)

25,24.9 L/10 a 圃場B:*0.20/*0.018(*2回,28日)

圃場A:*0.16/*0.062(*5回,3日)(#)

圃場B:*0.20/*0.080(*5回,3日)(#)

ばれいしょ
（塊茎）

あずき
（乾燥子実）

50.0%水溶剤2
1000倍散布

180,300 L/10 a
3 42 ,56,63

だいず
（乾燥子実）

50.0%水溶剤2 3,7,14

3,6 19 ,43

2 50.0%水和剤 2 7,14,21, 28

50.0%水和剤

3,5 7,15, 30

3,5

圃場A:*<0.005/-(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.020/-(*3回,32日)(#)

圃場C:*0.007/-(*3回,43日)(#)

3

1000倍散布
150～200,200 L/10 a

5

2 g/株植付時作条散布
+2000倍散布150 L/10 a

圃場A:*0.048/*0.020(*5回,7日)(#)

圃場B:*0.10/*0.046(*5回,7日)(#)
1 +4 7,14,21

圃場A:*<0.01/*<0.005(*3回,14日)(#)

2 50.0%水和剤 2 7,14,21, 28

2 50.0%水和剤 5

50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 7 ,21,28,42

3 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

3 14,21,28

5.0%粒剤
+95.0%水溶剤

2

2 95.0%水溶剤 5,6 7,14,21

2 95.0%水溶剤 5 7,14,21

1

50.0%水溶剤2
1000倍散布
200 L/10 a

3 7 ,14,21

2

2 21,14

さやいんげん
（さや）

1 50.0%水和剤 3 14,21,28

2 5.0%粒剤

いんげんまめ
（乾燥子実）

2 5.0%粒剤

あずき
（生子実）

1

1

1

2 50.0%水和剤 3

2 50.0%水和剤

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 7,14,21

2

3

未成熟
とうもろこし

（生食用子実）

未成熟
とうもろこし

（生食用子実）

とうもろこし
（乾燥子実）

メタミドホス（アセフェート由来）の作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

14,21

2 5.0%粒剤 2

2 50.0%水和剤 3

2 50.0%水和剤 2 7,14,21

2

5.0%粒剤

6 kg/10 a
+1000倍散布 200 L/10 a

2

2

5.0%粒剤
+50%水和剤 6 kg/10 a

+1000倍散布 200 L/10 a

1+1 3,7,14

50.0%水溶剤2
1000倍散布
200 L/10 a

2 7,14,21

5.0%粒剤

6 kg/10 a
トップドレッシング

2 14,21,28
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

メタミドホス（アセフェート由来）の作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:*<0.01/*<0.005(*5回,3日)(#)

圃場B:*0.14/*0.056(*5回,3日)(#)

圃場A:*0.46/*0.062(*5回,7日)(#)

圃場B:*0.10/*0.049(*5回,7日)(#)

8.5  kg/10 a

植付時作条散布

6 kg/10 a

植付時作条散布

1 g/株 99 圃場A:<0.005/-

植付時散布 112 圃場B:<0.005/-

2 g/株 99 圃場A:<0.005/-

植付時散布 112 圃場B:<0.005/-

1000倍散布 圃場A:0.169/0.022(#)

250,150 L/10 a 圃場B:0.156/0.021(#)

60,70,90 圃場A:*0.06/*0.018(*2回,70日)(#)

59,69,89 圃場B:*0.19/*0.026(*2回,59日)(#)

圃場A:*<0.04/*<0.02(*1回,42日)

圃場B:*0.18/*0.02(*1回,42日)

圃場A:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)(#)

圃場B:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)(#)

圃場A:<0.005/<0.005

圃場B:<0.005/<0.005

圃場A:<0.005/<0.005(#)

圃場B:<0.005/<0.005(#)

圃場A:<0.005/<0.005(#)

圃場B:<0.005/<0.005(#)

圃場A:<0.005/<0.005

圃場B:*0.011/<0.005(*4回,60日)

圃場A:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)

圃場B:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)

50 圃場A:*0.012/-(*3回,50日)

51,40 圃場B:*<0.005/-(*3回,51日)

13 kg/10 a散布 3,4 83,49 圃場A:*0.021/-(*4回,49日)(#)

15 kg/10 a散布 2,3 137,107 圃場B:*<0.005/-(*3回,107日)(#)

1 50.0%水溶剤
1500倍散布
150 L/10 a

4 45 圃場A:<0.01/<0.005(#)

圃場A:0.02/0.005

圃場B:<0.01/<0.005

圃場A:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)

圃場B:*<0.01/*<0.005(*4回,42日)

圃場A:*0.224/*0.030(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.639/*0.076(*3回,7日)(#)

圃場A:*0.06/**0.030(*2回,14日，**2
回,28日)(#)

圃場B:*0.04/*0.006(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.014/*<0.005(*1回,14日)(#)

圃場B:*<0.005/*<0.005(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.010/*0.006(*2回,14日)(#)

圃場B:*<0.005/*<0.005(*2回,14日)(#)

3,4 20,31,40 圃場A:*0.005/-(*4回,20日)(#)

2,3
21,32,42
20,30,41

圃場B:*0.006/-(*3回,20日)(#)

63 圃場A:<0.01/0.005

60 圃場B:<0.01/0.007

圃場A:*0.21/*0.080(*2回,7日)(#)

圃場B:*0.22/*0.024(*2回,7日)(#)

圃場A:*0.11/*0.014(*2回,14日)(#)

圃場B:*0.10/*0.013(*2回,14日)(#)

ばれいしょ
（塊茎）

50.0%水和剤
1000倍散布

200,300 L/10 a
2

だいこん
（根部）

50倍灌注処理2.5 L/㎡
+1000倍散布150 L/10 a

451+32 50.0%水溶剤

50倍灌注処理2.5 L/㎡
+300倍散布25 L/10 a

2

50.0%水和剤

1000倍散布
150 L/10 a

50.0%水溶剤2 2

1500倍散布
150 L/10 a

2 50.0%水和剤
2000倍散布

60～100 L/10 a

2 5.0%粒剤 5 kg/10 a蒔溝処理

452 50.0%水和剤

50倍灌注処理2.5 L/㎡
+16倍無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ散布1.6

L/10 a
50.0%水和剤 1+3

50倍5 L/ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ6冊
+1000倍散布100 L/10 a

50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

4

2 50.0%水和剤 3

2

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

2
6 kg/10 a植付時土壌混和
+1000倍散布200 L/10 a

1 +4 7,14

45,60,752

452

50倍5 L/ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ6冊
+1000倍散布100 L/10 a

1 +4

50.0%水溶剤

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

6 kg/10 a植付時作条散布
+300倍散布25 L/10 a

1 +4 3,7,14

50倍灌注処理2.5 L/㎡
+300倍散布25 L/10 a

1+3

1

7,14,21

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

4 kg/10 a 作条処理
+1000倍散布150 L/10 a

2 1+1 14,21

5.0%粒剤2 1

21,28, 42

2 95.0%水溶剤 1+3

2 1,2 14,21

2 50.0%水和剤
2000倍散布
150 L/10 a

1,2 14,21

350.0%水和剤2
1000倍散布
150 L/10 a

7,14,21

5.0%粒剤
+50.0%水和剤

4 kg/10 a 作条処理
+1500倍散布200 L/10 a

1+1 14,21,282

1+3 35,42,49

28 ,42,5650.0%水和剤2

やまのいも
（塊茎）

100倍灌注処理1 L/冊
+2000倍散布100 L/10 a

5.0%粒剤2

2 g/株植付時作条散布
+300倍散布25 L/10 a

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

1+4 7,14,21
圃場A:*0.05/*0.008(*5回,21日)(#)

圃場B:*0.07/*0.032(*5回,21日)(#)

1

圃場A:<0.005/<0.005(#)105

97 圃場B:<0.005/<0.005

2

てんさい
（根部）

2 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

3,5

2 5.0%粒剤

2
1000倍散布

200,300 L/10 a
1,3

2

42,56,70

2 50.0%水和剤 1+3 45

21,30, 45

50.0%水溶剤
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

メタミドホス（アセフェート由来）の作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:*3.42/*0.415(*3回,７日)(#)

圃場B:*60.7/*3.00(*3回,７日)(#)

圃場A:*4.02*/0.553(*2回,14日)(#)

圃場B:*5.66/*0.586(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.10/*0.02(*2回,14日)(#)

圃場B:*0.122/**0.04(*2回,14日，**1
回,14日)(#)

圃場A:*0.026/*<0.01(*1回,14日)(#)

圃場A:*0.196/*0.18(*1回,14日)(#)

3,4 20,31,40 圃場A:*0.048/-*(4回,20日)(#)

2,3
21,32,42
20,30,41

圃場B:*0.163/-(*3回,20日)(#)

63 圃場A:<0.01/0.005

60 圃場B:<0.01/0.006

圃場A:*1.95/*0.416(*2回,7日)(#)

圃場B:*29.3/*2.07(*2回,7日)(#)

圃場A:*2.80/*0.442(*2回,14日)(#)

圃場B:*2.22/*0.188(*2回,14日)(#)

7 圃場A:3.85/0.364(#)

9 圃場B:16.54/3.94(#)

14 圃場A:0.24/0.020(#)

19 圃場B:0.78/0.080(#)

圃場A:*0.25*/0.076(*1回,7日)(#)

圃場B:*0.04/*0.076(*1回,7日)(#)

圃場A:<0.01/<0.005

圃場B:0.12/0.092

1 7,14,21 圃場A:*0.90/*0.244(*1回,7日)(#)

3 3,7,14 圃場B:*0.70/*0.239(*3回,3日)(#)

圃場A:*0.26/*0.09(*1回,14日)(#)

圃場B:*0.18/*0.11(*1回,7日)(#)

圃場A:*0.56/*0.180(*2回,7日)(#)

圃場B:*0.18/*0.119(*2回,7日)(#)

圃場A:*4.73/**0.814(*1回,7日，**1回,21
日)(#)

圃場B:*8.92/*2.14(*1回,7日)(#)

1 7,14,21 圃場A:*5.82/*0.950(*1回,7日)(#)

3 3,7,14 圃場B:*22.7/*2.08(*3回,3日)(#)

圃場A:*8.5/**1.6(*1回,7日，**1回,14
日)(#)

圃場B:*7.4/*1.4(*1回,7日)(#)

圃場A:*12.4/*1.68(*2回,7日)(#)

圃場B:*28.0/*3.75(*2回,7日)(#)

圃場A:<0.01/0.018

圃場B:0.12/0.173

圃場A:*<0.005/*0.010(*2回,21日)(#)

圃場B:*0.010/*0.016(*2回,21日)(#)

圃場A:*0.134/*0.056(*3回,21日)(#)

圃場B:*0.006/*0.010(*3回,21日)(#)

圃場A:*<0.005/-(*2回,30日)(#)

圃場B:*0.163/-(*2回,30日)(#)

圃場A:*0.328/*0.246(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.540/*0.931(*3回,30日)(#)

圃場A:*<0.005/*0.010(*2回,30日)(#)

圃場B：*0.076/*0.048(*2回,30日)(#)

圃場A:*<0.005/*0.010(*2回,30日)(#)

圃場B：*0.192/*0.135(*2回,30日)(#)

圃場A:*0.34/*0.692(*2回,28日)(#)

圃場B:*0.06/*0.235(*2回,28日)(#)

45,52,59 圃場A:*0.05/*0.063(*1回,45日)

55,62,66 圃場B:*<0.01/*<0.005(*1回,55日)

55,62,69 圃場C:*<0.01/*<0.005(*1回,55日)

47,54,61 圃場D:*<0.01/*<0.005(*1回,47日)

はくさい
（茎葉）

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理
1

1+1

2

2 5.0%粒剤 4 kg/10 a葉面散布
かぶ

（根部）

2 50.0%水和剤
1500倍散布

300,197.7 L/10 a
1 7,14,21

2

2 7,14,21

2 50.0%水和剤

かぶ
（茎葉）

2 5.0%粒剤 4 kg/10 a葉面散布

2 50.0%水溶剤
1500倍散布
150 L/10 a

だいこん
（つまみ菜）

1

14,21

2 50.0%水和剤
2000倍散布
150 L/10 a

1,2 14,21

5.0%粒剤 4 kg/10 a株元散布 1 14, 21,28

だいこん
（間引き菜）

2 5.0%粒剤 4 kg/10 a播種前作条処理 1

1500倍散布
250,300 L/10 a

50.0%水溶剤 1

7,14,21

2
5.0%粒剤

+50.0%水和剤
4 kg/10 a 作条処理

+1500倍散布200 L/10 a
1+1 14,21,28

2

7,14,21

7,14,21

かぶ
（葉部）

1500倍散布
300,197.7 L/10 a

2 1 7,14,21

5.0%粒剤 4 kg/10 a株元散布 1 14, 21,282

2 50.0%水溶剤
1500倍散布

250,300 L/10 a
1 7,14,21

2 7,14,21

2 50.0%水溶剤
1500倍散布
150 L/10 a

2

7,14,212

1

2 50.0%水和剤
2000倍散布

60～100 L/10 a

2 5.0%粒剤 5 kg/10 a蒔溝処理

1,2

だいこん
（葉部）

21,30

50.0%水和剤
1000倍散布
150 L/10 a

3

2 50.0%水和剤
1500倍散布
150 L/10 a

15, 30

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a株元処理 3 14,21 ,30

2 50.0%水和剤
1500倍散布
150 L/10 a

1000倍散布
150 L/10 a

3 7,14,21

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
150 L/10 a

2

2
5.0%粒剤

+50.0%水溶剤
4 kg/10 a 作条処理

+1000倍散布150 L/10 a
1+1 14,21

5.0%粒剤2 4 kg/10 a播種前作条処理

50.0%水和剤

14,21,28

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理
1

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理
+生育期株元散布

1+1

2 50.0%水和剤
2000倍散布

70,150 L/10 a
2,3

2 g/株植穴処理
+6 kg/10 a散布

6 kg/10 a散布

5.0%粒剤2
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

メタミドホス（アセフェート由来）の作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

64,90 圃場A:*<0.003/*<0.005(*1回,64日)(#)

102,119 圃場B:*<0.003/*<0.005(*1回,102日)(#)

64,90 圃場A:*<0.003/*<0.005(*1回,64日)(#)

102,119 圃場B:*<0.003/*<0.005(*1回,102日)(#)

28,40 圃場A:*0.170/-(*2回,40日)(#)

21,31.41
21,31,42

圃場B:*0.550/-(*2回,21日)(#)

圃場A:*7.90/*1.34(*3回,3日)(#)

圃場B:*3.79/**0.452(*3回,7日，**3回,3
日)(#)

圃場A:*0.48/*0.204(*3回,14日)(#)

圃場B:*1.82/**0.351(*3回,14日，**3
回,21日)(#)

圃場A:*0.18/*0.104(*2回,14日)(#)

圃場B:*0.04/*0.057(*2回,14日)(#)

圃場A:*1.29/**0.378(*3回,21日，**3
回,14日)(#)

圃場B:*5.82/*1.04(*3回,14日)(#)

圃場A:*0.41/**0.692(*2回,14日，**2
回,28日)(#)

圃場B:*0.22/**0.235(*2回,14日，**2
回,29日)(#)

6,13,19 圃場A:*0.101/*0.016(*3回,19日)(#)

7,14,21 圃場B:*0.139/*0.057(*3回,21日)(#)

7,14 圃場A:*0.213/-(*3回,14日)(#)

6,13 圃場B:*0.042/-(*3回,13日)(#)

圃場A:*<0.005/-(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.079/-(*3回,29日)(#)

68 圃場A:<0.01/<0.005

84 圃場B:<0.01/<0.005

圃場A:*0.05/*0.016(*2回,28日)

圃場B:*0.03/*0.016(*2回,28日)

圃場A:*0.282/*0.116(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.398/*0.144(*3回,30日)(#)

圃場A:*0.189/*0.076(*2回,30日)(#)

圃場B:*0.046/*0.026(*2回,30日)(#)

圃場A:*0.270/*0.096(*2回,30日)(#)

圃場B:*0.082/*0.036(*2回,30日)(#)

57 圃場A:0.008/<0.002(#)

85 圃場B:<0.005/<0.002(#)

57 圃場A:0.018/<0.008(#)

85 圃場B:<0.005/<0.002(#)

圃場A:*0.249/-(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.595/-(*3回,40日)(#)

圃場A:*1.12/*0.152(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.16/**0.070(*3回,3日，**3回,7
日)(#)

圃場A:*0.19/*0.074(*3回,30日)(#)

圃場B:*0.12/*0.064(*3回,30日)(#)

圃場A:*1.78/*0.383(*3回,30日)(#)

圃場B:*1.16/*0.360(*3回,30日)(#)

圃場A:*0.45/**0.149(*3回,14日，**3
回,21日)(#)

圃場B:*2.68/**0.338(*3回,7日，**3回,21
日)(#)

はくさい
（茎葉）

キャベツ
（葉球）

2
5.0%粒剤

+50.0%水溶剤

2 g/株植穴処理
+1500倍散布

196,204 L/10 a
1 +1 14,21,30

5.0%粒剤

2 g/株
植穴処理

1

5.0%粒剤
+50.0%水和剤

2 g/株植穴処理
+1000倍散布300 L/10 a

1+1 14,21 ,28

14,21,28

2 +1 7,14,21

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

2 g/株植穴土壌混和及び葉
面散布

+1000倍散布
200,250 L/10 a

2 +1 14,21, 302

5.0%粒剤
2 g/株植穴土壌混和及び葉

面散布
3 14,21, 302

2

1000倍
180,150 L/10 a

32 50.0%水和剤

5.0%粒剤
2 g/株定植時植穴処理及び

株元散布
2

20,30,40

6 kg/10 a散布 14,21,3035.0%粒剤2

5.0%粒剤

2
1000倍散布
200 L/10 a

50.0%水溶剤 3 3,7,14

6 kg/10 a植穴処理及び葉
面散布

+1000倍散布200 L/10 a

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

2+1 14,21,302

5.0%粒剤
6 kg/10 a植穴処理及び葉

面散布
2 14,21,313

2 g/株散布

6 kg/10 a散布 2 21,30

2 5.0%粒剤

1 g/株散布

2 g/株散布

5.0%粒剤2

1

1

2 g/株植穴処理
+6 kg/10 a散布

1+1 21,30

2 50.0%水和剤
1000倍

200,150 L/10 a
3,6

2 50.0%水和剤
1000倍

100～200,150 L/10 a
14, 30

50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 3,7,142

1 g/株散布

2 g/株散布

2 5.0%粒剤 1

2 5.0%粒剤 2 g/株散布 2,3

2

3,6

3,4

2
5.0%粒剤

+50.0%水溶剤

2 g/株植穴土壌混和及び葉
面散布

+1000倍散布200 L/10 a

2
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

メタミドホス（アセフェート由来）の作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:<0.01/0.056

圃場B:<0.01/0.010

圃場C:0.46/0.20

圃場D:0.08/0.08

37,40,43 圃場A:*<0.01/*<0.005(*1回,37日)(#)

41,44,47 圃場B:*<0.01/*<0.005(*1回,41日)(#)

35,42,49 圃場A:*<0.01/*0.007(*1回,35日)(#)

15,22,29 圃場B:*6.49/*5.54(*1回,15日)(#)

7,13, 21 圃場A:0.56/0.388(#)

7,14, 21 圃場B:<0.01/0.008(#)

圃場A:0.10/0.122(#)

圃場B:0.08/0.120(#)

35,42,49 圃場A:*<0.1/*<0.05(*1回,35日)(#)

21,28,35 圃場B:*<0.1/*<0.05(*1回,21日)(#)

圃場A:0.54/0.207

圃場B:<0.01/0.026

圃場C:0.10/0.096

圃場D:0.01/0.024

31,38,45 圃場A:*<0.01/*<0.005(*1回,31日)(#)

26,33,40 圃場B:*<0.01/*0.007(*1回,26日)(#)

圃場A:0.19/0.154(#)

圃場B:0.47/0.140(#)

圃場A:0.008/0.006

圃場B:0.724/0.228

圃場A:0.32/0.062

圃場B:0.18/0.098

圃場A:*0.742/*0.166(*3回,7日)(#)

圃場B:*6.29/*1.49(*3回,7日)(#)

圃場A:*0.044/*0.026(*3回,14日)(#)

圃場B:*0.092/*0.020(*3回,14日)(#)

80,87,94 圃場A:*<0.01/*<0.005(*1回,80日)

62,69,76 圃場B:*<0.01/*<0.005(*1回,62日)

13,21,30 圃場A:*0.094/*0.025(*3回,13日)(#)

14,21,30 圃場B:*0.930/*0.386(*3回,14日)(#)

圃場A:*1.01/*0.301(*3回,7日)(#)

圃場B:*1.22/**0.192(*3回,7日，**3回,14
日)(#)

圃場A:*1.26/*0.504(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.72/**0.290(*3回,7日，**3回,14
日)(#)

圃場C:*0.52/*0.224(*3回,14日)(#)

圃場D:*3.32/*0.595(*3回,14日)(#)

圃場A:*1.42/*1.82(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.94/*0.202(*3回,7日)(#)

圃場C:*1.26/**0.310(*3回,7日，**3回,14
日)(#)

圃場D:*0.39/**0.258(*3回,7日，**3回,21
日)(#)

147,154,161 圃場A:*<0.01/*<0.005(*1回,147日)

79,86,93 圃場B:*<0.01/*0.006(*1回,79日)

47,55,61
圃場A:*<0.01/**0.005(*1回,47日，**1
回,61日)

58,65,72 圃場B:*<0.01/*0.010(*1回,58日)

圃場A:<0.005/<0.005(#)

圃場B:<0.005/<0.005(#)

29, 44,59 圃場A:*0.02/*<0.005(*2回,44日)

30, 45,60 圃場B:<0.01/<0.005

29, 44,59 圃場A:*0.02/*<0.005(*2回,44日)

30, 45,60 圃場B:<0.01/<0.005

圃場A:<0.01/<0.005

圃場B:<0.01/<0.005

圃場A:<0.01/<0.005(#)

圃場B:<0.01/<0.005(#)

2 50.0%水和剤

5.0%粒剤
+50.0%水溶剤

6 kg/10 a
定植時株元処理

5.0%粒剤
+50.0%水和剤

6 kg/10 a株元散布
+1000倍散布300 L/10 a

1+1

14,21,28

50.0%水和剤
1000倍散布
250 L/10 a

3 7,14,212

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 7, 14,21

7,14,21

6 kg/10 a株元散布 2

カリフラワー
（花蕾）

6 kg/10 a散布
+1000倍散布250 L/10 a

1+1 45,60,90

60, 75,90

30, 45,60

2

2 5.0%粒剤

5.0%粒剤
+50.0%水和剤

6 kg/10 a株元散布
+1000倍散布300 L/10 a

1+1

2

2

2

5.0%粒剤 6 kg/10 a定植時土壌混和 1

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

1,2

4 5.0%粒剤
2 g/株植穴土壌混和及び生

育期株元散布
3

5.0%粒剤

1000倍散布
200 L/10 a

3

こまつな
（茎葉）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

1,2

2 g/株
定植時株元散布

3

2 50.0%水和剤
1000倍散布
250 L/10 a

3

ごぼう
（根部）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布

150,200 L/10 a
1

5.0%粒剤

5.0%粒剤

2

2

1

1

2

7,14, 21

6 kg/10 a播溝処理5.0%粒剤 12

4 50.0%水和剤
1500倍

167～188,179～180,200,200
L/10 a

1 7,14, 21

2 50.0%水和剤
1500倍散布

300,200 L/10 a
2

みずな
（茎葉）

チンゲンサイ
（葉部）

みずな
（葉部）

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a定植時土壌混和 1

チンゲンサイ
（茎葉）

4 50.0%水和剤 1 7,14, 21
1500倍散布

150,200,150,200 L/10 a

2 5.0%粒剤
6 kg/10 a

定植時作条土壌混和
1

7,14, 21

なばな
（茎葉）

6 kg/10 a
定植時植溝土壌混和

ブロッコリー
（花蕾）

4
5.0%粒剤

+50.0%水溶剤

2 g/株植穴土壌混和及び生
育期株元散布

+1000倍散布200 L/10 a
2 +1 7,14,21

2 50.0%水溶剤
1000倍散布

139～200,200 L/10 a
3 7,14,21

14,21,28

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時株元散布
1
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

メタミドホス（アセフェート由来）の作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:0.042/0.008

圃場B:<0.005/<0.005

圃場A:*0.40/*0.132(*3回,21日)(#)

圃場B:*0.69/*0.434(*3回,21日)(#)

圃場A:*0.18/*0.058(*3回,28日)

圃場B:*0.02/*0.008(*3回,28日)

圃場A:*0.06/*0.014(*3回,28日)

圃場B:*0.01/*0.018(*3回,28日)

圃場A:*0.16/*0.020(*3回,28日)

圃場B:*0.76/*0.060(*3回,28日)

圃場A:*0.02/*0.006(*3回,28日)

圃場B:*0.03/*0.026(*3回,28日)

圃場A:<0.01/<0.005

圃場B:<0.01/<0.005

21,28,42 圃場A:*0.02/*<0.005(*5回,21日)(#)

21,27,42 圃場B:*0.04/*0.011(*5回,27日)(#)

30 圃場A:*0.067/-(*5回,30日)

29 圃場B:*0.031/-(*5回,29日)

圃場A:0.056/0.008

圃場B:0.167/0.017

圃場A:0.03/0.010

圃場B:0.12/0.090

圃場A:0.08/*0.024(*5回,28日)

圃場B:*0.10/*0.021(*5回,28日)

圃場C:0.08/0.028

圃場D:0.04/0.007

圃場A:0.02/<0.005

圃場B:*0.05/*0.016(*5回,42日)

圃場A:0.04/0.006

圃場B:0.03/*0.007(*5回,28日)

218 圃場A:<0.005/<0.001(#)

122 圃場B:0.006/0.004(#)

6 kg/10 a散布 218 圃場A:<0.005/<0.001(#)

5 kg/10 a散布 122 圃場B:0.005/0.004(#)

圃場A:0.05/<0.02

圃場B:0.04/<0.02

圃場A:0.06/0.008(#)

圃場B:0.03/<0.005(#)

圃場A:*1.02/**0.104(*3回,1日，**3回,7
日)(#)

圃場B:*0.850/**0.122(*3回,3日，**3回,7
日)(#)

圃場A:*0.414/*0.184(*2回,14日)(#)

圃場B:*0.729/*0.470(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.214/**0.126(*2回,14日，**2
回,21日)(#)

圃場B:*0.411/*0.208(*2回,14日)(#)

圃場A:*0.116/**0.042(*3回,3日，**3回,7
日)(#)

圃場B:*0.37/*0.044(*3回,3日)(#)

81 圃場A:<0.005/<0.005

74 圃場B:<0.005/<0.005

圃場A:*0.154/**0.026(*2回,1日，**2回,7
日)(#)

圃場B:*0.760/*0.096(*2回,3日)(#)

10,20,30 圃場A:*0.498/-(*3回,10日)(#)

1,11,21
1,10,20

圃場B:*0.458/-(*3回,1日)(#)

圃場A:*0.89/*0.268(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.40/*0.122(*3回,7日)(#)

圃場A:*0.17/**0.051(*3回,1日，**3回,14
日)(#)

圃場B:*0.80/*0.218(*3回,7日)(#)

トマト
（果実）

2 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

5,7

14, 21,30

レタス
（茎葉）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布

300,150 L/10 a
3 7,14,21, 28

サラダ菜
（茎葉）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布

200,300 L/10 a
3 7,14,21, 28

リーフレタス
（茎葉）

1 45,60,75
もりあざみ

（根）

14,21, 30

2 50.0%水和剤
1000倍散布

120～300,200 L/10 a
3 14,21, 28

50.0%水溶剤

2 50.0%水和剤
1500倍散布
100 L/10 a

2 50.0%水和剤
1000倍散布

200,80～100 L/10 a
3 14,21, 28

2 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

2
1000倍散布
200 L/10 a

3 7,14,21

3

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 1,7,14,21

21,28,42

2 50.0%水和剤
16倍無人ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ散布

1.6 L/10 a

2 95.0%水溶剤
2000倍散布

150,150～200 L/10 a
5

たまねぎ
（鱗茎）

2 50.0%水和剤
1000倍散布
150 L/10 a

5

3 kg/10 a散布

2 5.0%粒剤 1

1000倍散布
250 L/10 a

5

4

2 50.0%水和剤
300倍散布
25 L/10 a

5

5 14, 21,30

14, 21,28

50.0%水溶剤
1000倍散布
250 L/10 a

5 14, 21,28

2 50.0%水和剤
1000倍散布
250 L/10 a

2 7,14,21

2 50.0%水溶剤

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 7,14,22

にんにく
（鱗茎）

5.0%粒剤 2 g/株散布 3 1,3,7

2 50.0%水和剤
1000倍散布
150 L/10 a

2,3 1,3,7

2 50.0%水和剤
1500倍散布
300 L/10 a

1,2 14,21,28

2 g/株植穴処理 1

6 kg/10 a散布 1,2 1,3,7

2 5.0%粒剤

2

2

50.0%水和剤
1500倍散布

300,400～450 L/10 a
1,2 14,21,28

2

6 kg/10 a散布2 5.0%粒剤 2,3

50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 1,3,7
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

メタミドホス（アセフェート由来）の作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:*0.06/*0.033(*3回,1日)(#)

圃場B:*0.12/*0.190(*3回,7日)(#)

圃場A:*0.08/*0.070(*3回,14日)(#)

圃場B:*0.03/**0.008(*3回,1日，**3回,14
日)(#)

65 圃場A:<0.01/<0.005

73 圃場B:<0.01/<0.005

圃場A:*0.10/*0.064(*1回,42日)(#)

圃場B:*0.76/*0.450(*1回,42日)(#)

圃場A:*0.257/**0.168(*3回,7日，**3
回,14日)(#)

圃場B:*0.564/*0.288(*3回,1日)(#)

圃場A:*0.49/*0.586(*3回,7日)(#)

圃場B:*0.07/**0.104(*3回,7日，**3回,14
日)(#)

圃場A:*0.01/*0.006(*3回,35日)(#)

圃場B:*<0.01/*<0.005(*3回,35日)(#)

圃場A:*1.42/*0.348(*3回,3日)(#)

圃場B:*2.16/*0.540(*3回,3日)(#)

圃場A:*2.18/**0.224(*3回,3日，**3回,7
日)(#)

圃場B:*2.32/*0.365(*3回,3日)(#)

圃場A:*0.810/*0.154(*2回,3日)(#)

圃場B:*1.36/*0.224(*2回,1日)(#)

圃場A:*1.97/*0.295(*2回,1日)(#)

圃場B:*2.14/*0.368(*2回,1日)(#)

1,3,7
1,3,7,14

圃場A:*0.064/*0.019(*3回,1日)(#)

1,3,7 圃場B:*0.348/*0.466(*3回,1日)(#)

71,78,85 圃場A:*<0.01/*<0.005(*1回,71日)

42,49,56 圃場B:*0.01/*0.005(*1回,42日)

83,115 圃場A:*<0.005/-(*1回,83日)

34,56 圃場B:*0.007/-(*1回,34日)

83,115 圃場A:*<0.005/-(*1回,83日)

34,56 圃場B:*0.011/-(*1回,34日)

圃場A:*3.56/**0.360(*3回,3日，**3回,1
日)(#)

圃場B:*2.78/*0.393(*3回,1日)(#)

圃場A:*1.16/*0.236(*3回,1日)(#)

圃場B:*0.94/*0.156(*3回,1日)(#)

圃場A:*0.61/*0.048(*3回,1日)(#)

圃場B:*0.05/*0.011(*3回,1日)(#)

圃場A:*0.30/*0.082(*3回,3日)(#)

圃場B:*0.669/*0.672(*3回,7日)(#)

圃場A:*0.08/*0.039(*3回,1日)(#)

圃場B:*0.27/*0.442(*3回,1日)(#)

45 圃場A:<0.005/<0.005

60 圃場B:0.021/<0.005

47 圃場A:<0.01/<0.005

55 圃場B:<0.01/<0.005

1,3,7
1,3,7,14

圃場A:*2.42/*0.142(*2回,7日)(#)

1,3,7 圃場B:*1.64/*0.115(*2回,7日)(#)

1,10,21
1,10,20

圃場A:*0.166/-(*2回,10日)(#)

12,23
1,12,30

圃場B:*0.328/-(*3回,12日)(#)

圃場A:*0.12/*0.03(*1回,28日)

圃場B:*0.28/*0.05(*1回,28日)

トマト
（果実）

なす
（果実）

2 5.0%粒剤
2 g/株

生育期株元散布
3 1,3,7

2 g/株散布

ほうれんそう
（茎葉）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布

150,100～150 L/10 a
1 14,21, 28

2 5.0%粒剤 2 g/株散布 2,3

きゅうり
（果実）

1,3,7

50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 1,3,7,14

2
5.0%粒剤

+50.0%水和剤

2 g/株
生育期株元散布
+1000倍散布

200,250 L/10 a

1 +2 1,3,7

1,3,7

2 5.0%粒剤
2 g/株

植穴処理
1

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a散布 1,2

2 5.0%粒剤 2 g/株散布 3

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理
1

2 5.0%粒剤 2 g/株株元散布 3

5.0%粒剤 1

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理
1

2 5.0%粒剤
2 g/株

株元散布
3

2

1,3,7,14

2 5.0%粒剤 2 g/株定植時植穴処理 1

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a株元散布 2,3

2 5.0%粒剤
2 g/株

定植時植穴処理

1 g/株散布

2 50.0%水和剤
2000倍散布
150 L/10 a

2

2

1,3,7

1500倍散布
150 L/10 a

2 1,3,72 50.0%水和剤

2 50.0%水和剤
1000倍散布

150～200,400 L/10 a
3 3,7,14

2 50.0%水和剤
1000倍散布

300～400,100 L/10 a
3 3,7,14

1

1,3,7

2 5.0%粒剤
2 g/株

生育期株元散布
3 1,7,14,21

2 5.0%粒剤
2 g/株定植時植穴処理及び

生育期株元処理2回
3

42,49,56

2 5.0%粒剤 2 g/株株元散布 3

1,7,14

2 5.0%粒剤 2 g/株生育期株元散布 3 1,3,7,14,28 ,35

ピーマン
（果実）
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

メタミドホス（アセフェート由来）の作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

圃場A:0.653/0.104

圃場B:0.491/0.066

圃場A:1.64/0.20

圃場B:0.26/0.05

圃場A:<0.005/<0.005

圃場B:<0.005/<0.005

圃場A:<0.01/<0.004(#)

圃場B:<0.01/<0.004(#)

圃場A:<0.01/<0.005

圃場B:<0.01/<0.005

20,27 圃場A:*0.143/*0.080(*3回,20日)

14, 21 圃場B:*0.040/*0.016(*2回,21日)

圃場A:*0.02/*0.014(*3回,21日)(#)

圃場B:*0.12/*0.077(*3回,21日)(#)

圃場A:<0.01/<0.005

圃場B:0.04/0.019

圃場A:<0.01/*0.011(*3回,21日)(#)

圃場B:*<0.01/*<0.005(*3回,14日)(#)

圃場A:0.672/0.080(#)

圃場B:<0.005/<0.001(#)

30,45, 59 圃場A:*0.31/*0.044(*1回,59日)

30,44, 59 圃場B:*0.11/*0.021(*1回,59日)

1 50.0%水和剤
1500倍散布
400 L/10 a

2 30,45, 59 圃場A:*0.54/*0.074(*2回,59日)(#)

圃場A:0.442/0.088(#)

圃場B:1.06/0.153(#)

54,68 圃場A:*0.500/*0.104(*2回,54日)(#)

60,80,90 圃場B:0.372/0.045(#)

54,68 圃場A:*0.241/*0.052(*2回,54日)(#)

60,80,90 圃場B:0.472/0.064(#)

21,28
21

39, 60,80
圃場A:*1.05/*0.26(*1回,28日)(#)

21,28
21

39, 60,80
圃場B:*1.73/*0.27(*1回,28日)(#)

圃場A:*1.48/*0.194(*2回,42日)(#)

圃場B:*1.54/**0.22(*2回,21日，**2回,42
日)(#)

1 50.0%水和剤
1000倍散布
500 L/10 a

3 29, 44 圃場A:*0.282/*0.148(*3回,44日)(#)

46,60,90 圃場A:*0.376/*0.197(*3回,46日)(#)

60,88 圃場B:*<0.005/*<0.005(*3回,60日)(#)

1 50.0%水和剤
1000倍散布
500 L/10 a

1,2,3 30, 45 圃場A:0.48/0.269(#)

1 50.0%水和剤
1000倍散布
500 L/10 a

1,2
154,182

154
圃場A:*<0.005/*<0.005(*2回,154日)(#)

1 50.0%水和剤
1000倍散布

500～600,800～900 L/10 a
1,2,3

72
72
132

圃場A:*0.014/*0.014(*2回,72日)(#)

28, 42,59 圃場A:*0.03/*0.017(*2回,42日)

28, 42,58 圃場B:*0.11/*0.087(*2回,42日)

圃場A:0.063/0.057

圃場B:0.122/0.100

63,115,155
圃場A:*0.06/**<0.003(*3回,63日，**3
回,115日)(#)

63,141,181
圃場A:*0.07/**<0.003(*3回,63日，**3
回,141日)(#)

圃場A:*0.60/*0.290(*2回,42日)(#)

圃場B:*0.62/*0.336(*2回,42日)(#)

28, 43,57 圃場C:*0.34/*0.260(*2回,43日)(#)

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

1 3 ,7,14

オクラ
（果実）

21,28,42

ぶどう
（果実）

3 50.0%水溶剤
1000倍散布
300 L/10 a

2
28, 42,56

かき
（果実）

45,60

2 50.0%水和剤
1500倍散布
300 L/10 a

50.0%水和剤
1500倍散布
450 L/10 a

22

2 50.0%水和剤

1500倍散布
300,250 L/10 a

2 50.0%水溶剤
1500倍散布

300,350 L/10 a
2

2000倍散布
300,250 L/10 a

50.0%水和剤 2

1500倍散布
300,302 L/10 a

1

2

2 50.0%水和剤

30,45, 60

2 50.0%水和剤
1000倍散布
500 L/10 a

3

2

45,60,90

3 30

2 50.0%水和剤
1000倍散布
250 L/10 a

1

2 50.0%水和剤
1000倍散布

178～200,250 L/10 a
2

14,21,28

2 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

れんこん
（塊茎）

しょうが
（塊茎）

1,3, 7,14

2 50.0%水和剤
1000倍散布

250,200 L/10 a

2 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

2 21,30,45,60
葉しょうが
（可食部）

60

2 50.0%水和剤
1000倍散布
100 L/10 a

2,3

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a株元処理 3 21,28,42

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

3 14,21,28
えだまめ
（さや）

2 5.0%粒剤 6 kg/10 a散布 3

1,2

2 50.0%水和剤
1500倍散布
500 L/10 a

3

1500倍散布
300 L/10 a

2,3

2 50.0%水和剤
1500倍散布
300 L/10 a

1,2,3
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（別紙1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

メタミドホス（アセフェート由来）の作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度（mg/kg）
注1）

【アセフェート/メタミドホス】

21,30, 45 圃場A:0.031/0.042(#)

21,30, 45 圃場B:0.142/0.096(#)

30, 44,60 圃場A:*0.01/*0.012(*1回,44日)

30, 45,60 圃場B:0.01/0.024

圃場A:0.01/0.016

圃場B:0.02/0.024

圃場C:<0.01/0.005

45,60,74 圃場A:<0.05/0.006

45,60,75 圃場B:<0.05/0.009

21
14,21,28

圃場A:*7.28/*1.14(*1回,21日)(#)

22
14,22,28

圃場B:*3.94/*0.78(*1回,22日)(#)

圃場A:*0.98/*0.12(*1回,28日)(#)

圃場B:*0.3/*0.04(*1回,28日)(#)

圃場A:*45.4/*6.89(*2回,14日)(#)

圃場B:*11.7/*2.30(*2回,14日)(#)

45,60,74 圃場A:<0.05/0.008

45,60,75 圃場B:<0.05/0.008

21
14,21,28

圃場A:*6.71/*1.01(*1回,21日)(#)

22
14,22,28

圃場B:*3.84/*0.76(*1回,22日)(#)

圃場A:*0.7/*0.11(*1回,28日)(#)

圃場B:*0.2/*0.05(*1回,28日)(#)

圃場A:*32.6/*5.93(*2回,14日)(#)

圃場B:*7.55/*1.58(*2回,14日)(#)

14,21,30,46,60 圃場A:0.22/0.02

14,21,30 圃場B:0.14/0.02

圃場A:<0.005/<0.005

圃場B:<0.005/<0.005

いちじく
（果実）

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

2 14,21,30

茶
（荒茶）

21,30, 45
2000倍散布
300 L/10 a

1

50.0%水和剤
1000倍散布
400 L/10 a

12

2 50.0%水和剤
1000倍散布
300 L/10 a

3

3 50.0%水溶剤

14,21,28
21,28

薬用にんじん
（根茎）

2 50.0%水和剤
1500倍散布
150 L/10 a

5 188

2 50.0%水和剤
1000倍散布
400 L/10 a

1

2 50.0%水和剤
1000倍散布

400,300 L/10 a
1,2

2 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

1,2

2 50.0%水溶剤
1000倍散布
200 L/10 a

2 14,21,30

茶
（浸出液）

注3)-：分析せず。

注2）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を
斜体で示した。

  表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間
が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数に
ついて（　）内に記載した。

さんしょう
（果実）

2 50.0%水和剤
1500倍散布
300 L/10 a

1

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆ
る最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

2 50.0%水和剤
1000倍散布

400,300 L/10 a
1,2

2 50.0%水和剤
1000倍散布
200 L/10 a

1,2
14,21,28
21,28

50.0%水和剤
2000倍散布
300 L/10 a

12
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農薬名 メタミドホス
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz
米（玄米をいう。） 0.01 0.6 ※1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A小麦 0.01
大麦 0.01
ライ麦 0.01
とうもろこし 0.2 0.1 ○ 0.014～0.054($)(#)(n=4)

(未成熟とうもろこし)

そば 0.01
その他の穀類 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A大豆 0.1 0.05 ○ 0.1

小豆類 2 2 ○ 0.28～0.82($)(n=4)
（いんげんまめ）

えんどう 0.01
そら豆 0.2
らっかせい 0.1
その他の豆類 0.3
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aばれいしょ 0.1 0.25 ○ 0.05 <0.005,0.018($)

さといも類（やつがしらを含む。） 0.01
かんしょ 0.01
やまいも（長いもをいう。） 0.1 0.3 ○ <0.02,0.02

こんにゃくいも 0.01
その他のいも類 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aてんさい 0.02 0.05 ○ 0.02

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.03 0.5 ○ <0.005,0.007

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.03 1 ○ 0.005,0.006

かぶ類の根 0.3 0.5 ○ <0.005,0.092($)

かぶ類の葉 0.5 5 ○ 0.018,0.173($)

西洋わさび 3
クレソン 0.5
はくさい 0.2 2 ○ <0.005～0.063($)(n=4)

キャベツ 0.1 1.0 ○ 0.016,0.016

芽キャベツ 1.0

ケール 0.7
こまつな 0.5 0.7 ○ 0.01～0.2($)(n=4)

きょうな 0.5 2 ○ (チンゲンサイ参照)

チンゲンサイ 0.5 0.5 ○ 0.024～0.207($)(n=4)

カリフラワー 0.5 1.0 ○ 0.006～0.228($)(n=4)

ブロッコリー 0.02 1.0 ○ <0.005,<0.005

その他のあぶらな科野菜 0.5 3 ○ (チンゲンサイ参照)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aごぼう 0.02 0.05 ○ <0.005(n=4)

サルシフィー 0.01
アーティチョーク 0.2 0.2 0.2
チコリ 0.5
エンダイブ 0.5
しゅんぎく 0.5
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 0.1 1.0 ○ 0.008～0.058(n=4)(サラダ菜),

0.006～0.06($)(n=4)(リーフレタス)

その他のきく科野菜 0.1 0.5 ○ 0.1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aたまねぎ 0.2 0.3 ○ 0.007～0.09($)(n=8)

ねぎ（リーキを含む。） 0.05
にんにく 0.1 1 ○ <0.02,<0.02

にら 0.3
アスパラガス 0.01
わけぎ 0.05
その他のゆり科野菜 0.3
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

外国
基準値
ppm

参考基準値
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農薬名 メタミドホス
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz

外国
基準値
ppm

参考基準値

にんじん 0.01
パースニップ 0.01
パセリ 0.3
セロリ 5
みつば 0.02
その他のせり科野菜 0.5
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aトマト 0.02 2.0 ○ <0.005(n=4)

ピーマン 0.03 2.0 ○ <0.005,0.006(#)

なす 0.02 1.0 ○ <0.005,0.005

その他のなす科野菜 2.0

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 0.02 1.0 ○ <0.005(n=4)

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.1
しろうり 0.1
すいか 0.1

メロン類果実 0.5

まくわうり 0.2
その他のうり科野菜 0.5
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aほうれんそう 0.2 0.5 ○ 0.03,0.05

たけのこ 2
オクラ 0.5 0.5 ○ 0.05～0.2($)(n=4)

しょうが 0.1 0.05 ○ 0.1
未成熟えんどう 0.5
未成熟いんげん 1 0.5 1
えだまめ 0.3 0.5 ○ 0.014～0.08($)(#)(n=4)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aマッシュルーム 0.1
しいたけ 0.1
その他のきのこ類 0.1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の野菜 0.03 30 ○ 1 <0.005,0.011(#)(れんこん)※2

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aみかん 1
なつみかんの果実全体 1
レモン 1

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 1
グレープフルーツ 1
ライム 1
その他のかんきつ類果実 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aりんご 0.05
日本なし 0.05
西洋なし 0.05
マルメロ 0.05
びわ 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aもも 1.0

ネクタリン 0.01
あんず（アプリコットを含む。） 0.1
すもも（プルーンを含む。） 0.3
うめ 0.01
おうとう（チェリーを含む。） 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aいちご 0.01
ラズベリー 0.01
ブラックベリー 0.01
ブルーベリー 0.01
クランベリー 0.3
ハックルベリー 0.01
その他のベリー類果実 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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農薬名 メタミドホス
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz

外国
基準値
ppm

参考基準値

ぶどう 3 ○※3
かき 0.3 1 ○ 0.017～0.1($)(n=4)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aバナナ 0.1
キウィー 0.01
アボカド 0.01
パイナップル 0.01
グアバ 0.01
マンゴー 0.01
パッションフルーツ 0.01
なつめやし 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の果実 0.1 0.1 ○ 0.1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aひまわりの種子 0.01
ごまの種子 0.01
べにばなの種子 0.01

綿実 0.2 0.1 0.2

なたね 0.1

その他のオイルシード 0.1 0.01 0.1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aぎんなん 0.01
くり 0.01
ペカン 0.01
アーモンド 0.01
くるみ 0.01
その他のナッツ類 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A茶 0.05 5 ○ 0.006,0.009($)(荒茶)

ホップ 5.0

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aサンショウの果実 0.2 ○

その他のスパイス 0.1 ○ 0.1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他のハーブ 0.8
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の筋肉 0.01 0.01 0.01
豚の筋肉 0.01 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の脂肪 0.01 0.05 推：0.01

豚の脂肪 0.01 0.05 【牛の脂肪参照】

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01 0.05 【牛の脂肪参照】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の肝臓 0.01 0.01 0.01
豚の肝臓 0.01 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の腎臓 0.01 0.01 0.01
豚の腎臓 0.01 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の食用部分 0.01 0.01 0.01
豚の食用部分 0.01 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A乳 0.02 0.02 ※1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の筋肉 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの筋肉 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の脂肪 0.01 0.05 推：0.01

その他の家きんの脂肪 0.01 0.05 【鶏の脂肪参照】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の肝臓 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの肝臓 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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農薬名 メタミドホス
（別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz

外国
基準値
ppm

参考基準値

鶏の腎臓 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの腎臓 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の食用部分 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの食用部分 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の卵 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A乾燥させたその他のスパイス（サンショウの果
実を除く。）

0.1

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

※2その他の野菜について、国際基準が設定されているが、国際基準の設定根拠となった作物残留試験の最大残留濃度（HR）を用いて
算出した短期推定摂取量（ESTI）が、食品安全委員会が設定したARfDを超えることから、国内の作物残留試験成績より基準値を設定す
る。

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等（アセフェート）としての使用が認められていることを示している。

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値（暫定基準）については、網をつけて示した。

※1米（玄米）及び乳について、国際基準が設定されているが、国際基準の設定根拠となった作物残留試験の中央値（STMR）を用いて推
計した暴露量が、食品安全委員会が設定したADIを超えることから、基準値を設定せず、一律基準とする。

申請（国内における登録、承認等の申請、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基準値案につ
いては、太枠線で囲んで示した。

(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。

($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。

「作物残留試験」欄に「推」の記載のあるものは、推定残留濃度であることを示している。

※3ぶどうについて登録内容の変更申請予定
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食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

国民全体
(1歳以上)

EDI

幼小児
(1～6歳)
TMDI

幼小児
(1～6歳)

EDI

妊婦
TMDI

妊婦
EDI

高齢者
(65歳以上)

TMDI

高齢者
(65歳以上)

EDI

とうもろこし 0.2 0.02975 0.9 0.1 1.1 0.2 1.2 0.2 0.9 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.1 0.01 3.9 0.4 2.0 0.2 3.1 0.3 4.6 0.5
小豆類 2 0.591 4.8 1.4 1.6 0.5 1.6 0.5 7.8 2.3zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.1 0.0115 3.8 0.4 3.4 0.4 4.2 0.5 3.5 0.4
やまいも（長いもをいう。） 0.1 0.02 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
てんさい 0.02 0.01 0.7 0.3 0.6 0.3 0.8 0.4 0.7 0.3zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.03 0.006 1.0 0.2 0.3 0.1 0.6 0.1 1.4 0.3
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.03 0.0055 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
かぶ類の根 0.3 0.0485 0.8 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2
かぶ類の葉 0.5 0.0955 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1
はくさい 0.2 0.0195 3.5 0.3 1.0 0.1 3.3 0.3 4.3 0.4
キャベツ 0.1 0.016 2.4 0.4 1.2 0.2 1.9 0.3 2.4 0.4
こまつな 0.5 0.0865 2.5 0.4 0.9 0.2 3.2 0.6 3.2 0.6
きょうな 0.5 0.0883 1.1 0.2 0.2 0.0 0.7 0.1 1.4 0.2
チンゲンサイ 0.5 0.0883 0.9 0.2 0.4 0.1 0.9 0.2 1.0 0.2
カリフラワー 0.5 0.0985 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
ブロッコリー 0.02 0.005 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
その他のあぶらな科野菜 0.5 0.0883 1.7 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 2.4 0.4zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ごぼう 0.02 0.005 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
アーティチョーク 0.2 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 0.1 0.0263 1.0 0.3 0.4 0.1 1.1 0.3 0.9 0.2
その他のきく科野菜 0.1 0.01 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 0.2 0.0256 6.2 0.8 4.5 0.6 7.1 0.9 5.6 0.7
にんにく 0.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
トマト 0.02 0.005 0.6 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2
ピーマン 0.03 0.0055 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
なす 0.02 0.005 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
きゅうり（ガーキンを含む。） 0.02 0.005 0.4 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.5 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ほうれんそう 0.2 0.04 2.6 0.5 1.2 0.2 2.8 0.6 3.5 0.7
オクラ 0.5 0.105 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2
しょうが 0.1 0.01 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
未成熟いんげん 1 0.17 2.4 0.4 1.1 0.2 0.1 0.0 3.2 0.5
えだまめ 0.3 0.0468 0.5 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 0.03 0.008 0.4 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
かき 0.3 0.0653 3.0 0.6 0.5 0.1 1.2 0.3 5.5 1.2zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の果実 0.1 0.01 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
綿実 0.2 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他のオイルシード 0.1 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
茶 0.05 0.0075 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 0.1 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

陸棲哺乳類の肉類 0.01 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4

陸棲哺乳類の食用部分（肉類除く） 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの肉類 0.01 0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの卵類 0.01 0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0

計 49.3 9.1 24.1 4.3 39.4 7.0 60.8 11.4
ADI比（％） 159.8 29.4 261.2 47.1 120.3 21.5 193.5 36.2

（別紙３）

EDI:推定１日摂取量（Estimated Daily Intake)

筋肉　0.01
脂肪　0.01

大豆、てんさい、アーティチョーク、その他のきく科野菜、しょうが、未成熟いんげん、その他の野菜、その他の果実、綿実、その他のオイルシード、その他のスパ
イス、陸棲哺乳類の肉類、陸棲哺乳類の食用部分（肉類除く）、家禽の肉類及び家禽の卵類については、JMPRの評価に用いられた残留試験データ等を用いてEDI試算を
した。
「陸棲哺乳類の肉類」については、TMDI計算では、牛・豚・その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪の摂取量にその範囲の基準値案で最も高い値を乗じた。ま
た、EDI計算では、畜産物中の平均的な残留農薬濃度を用い、摂取量の筋肉及び脂肪の比率をそれぞれ80％、20％として試算した。

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

メタミドホス推定摂取量 （単位：µg／人／day)
暴露評価に
用いた数値

（ppm)

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)
TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量

- 498-



（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重/day)

ESTI/ARfD
(%)

とうもろこし スイートコーン 0.2 ○ 0.054 0.6 20
大豆 大豆 0.1 ○ 0.01 0.0 0

小豆類 いんげん 2 ○ 0.632 1.0 30
ばれいしょ ばれいしょ 0.1 0.1 0.9 30
やまいも（長いもをいう。） やまいも 0.1 0.1 0.8 30

だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 0.03 0.03 0.3 10

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 だいこんの葉 0.03 0.03 0.2 7

かぶ類の根 かぶの根 0.3 0.3 2.2 70

かぶ類の葉 かぶの葉 0.5 0.5 1.3 40
はくさい はくさい 0.2 ○ 0.063 0.8 30
キャベツ キャベツ 0.1 0.1 1.0 30
こまつな こまつな 0.5 ○ 0.2 0.8 30

きょうな きょうな 0.5 ○ 0.207 0.7 20

チンゲンサイ チンゲンサイ 0.5 ○ 0.207 1.5 50

カリフラワー カリフラワー 0.5 ○ 0.228 1.7 60
ブロッコリー ブロッコリー 0.02 0.02 0.1 3

たかな 0.5 ○ 0.207 1.6 50

菜花 0.5 ○ 0.207 0.6 20

ごぼう ごぼう 0.02 ○ 0.005 0.0 0
レタス類 0.1 ○ 0.06 0.3 10

たまねぎ たまねぎ 0.2 ○ 0.09 0.7 20
にんにく にんにく 0.1 0.1 0.1 3
トマト トマト 0.02 ○ 0.005 0.1 3
ピーマン ピーマン 0.03 0.03 0.1 3
なす なす 0.02 0.02 0.1 3
きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 0.02 ○ 0.005 0.0 0
ほうれんそう ほうれんそう 0.2 0.2 1.0 30
オクラ オクラ 0.5 ○ 0.2 0.3 10
しょうが しょうが 0.1 ○ 0.1 0.1 3
未成熟いんげん 未成熟いんげん 1 ○ 0.54 1.0 30
えだまめ えだまめ 0.3 ○ 0.08 0.2 7

ずいき 0.03 0.03 0.3 10

もやし 0.03 0.03 0.1 3

れんこん 0.03 0.03 0.2 7

そら豆（生） 0.03 0.03 0.1 3
かき かき 0.3 ○ 0.1 1.4 50
その他の果実 いちじく 0.1 ○ 0.1 0.8 30

茶 緑茶類 0.05 ○ 0.0075 0.0 0

メタミドホスの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

その他のあぶらな科野菜

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）

その他の野菜

評価に用い
た数値
(ppm)

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。
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（別紙4-2）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

とうもろこし スイートコーン 0.2 ○ 0.054 1.3 40
大豆 大豆 0.1 ○ 0.01 0.0 0
ばれいしょ ばれいしょ 0.1 0.1 2.3 80
やまいも（長いもをいう。） やまいも 0.1 0.1 1.4 50
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 0.03 0.03 0.7 20
はくさい はくさい 0.2 ○ 0.063 1.0 30
キャベツ キャベツ 0.1 0.1 1.6 50
こまつな こまつな 0.5 ○ 0.2 1.8 60
ブロッコリー ブロッコリー 0.02 0.02 0.3 10
ごぼう ごぼう 0.02 ○ 0.005 0.0 0

レタス類 0.1 ○ 0.06 0.6 20
たまねぎ たまねぎ 0.2 ○ 0.09 1.6 50
にんにく にんにく 0.1 0.1 0.1 3
トマト トマト 0.02 ○ 0.005 0.1 3
ピーマン ピーマン 0.03 0.03 0.2 7
なす なす 0.02 0.02 0.3 10
きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 0.02 ○ 0.005 0.1 3
ほうれんそう ほうれんそう 0.2 0.2 2.2 70
オクラ オクラ 0.5 ○ 0.2 0.9 30
しょうが しょうが 0.1 ○ 0.1 0.1 3
えだまめ えだまめ 0.3 ○ 0.08 0.2 7

もやし 0.03 ○ 0.03 0.1 3
れんこん 0.03 ○ 0.03 0.3 10

かき かき 0.3 ○ 0.1 2.1 70
茶 緑茶類 0.05 ○ 0.0075 0.0 0

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

メタミドホスの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）

その他の野菜

評価に用いた
数値
(ppm)

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）
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答申（案） 

メタミドホス

残留基準値

食品名

ppm

zzz #N/Aとうもろこし 0.2
#N/A#N/A大豆 0.1

小豆類注1） 2
#N/A#N/Aばれいしょ 0.1

やまいも（長いもをいう。） 0.1
#N/A#N/Aてんさい 0.02
#N/A#N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.03

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 0.03
かぶ類の根 0.3
かぶ類の葉 0.5
はくさい 0.2
キャベツ 0.1
こまつな 0.5
きょうな 0.5
チンゲンサイ 0.5
カリフラワー 0.5
ブロッコリー 0.02

その他のあぶらな科野菜注2） 0.5
#N/A#N/Aごぼう 0.02

アーティチョーク 0.2
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 0.1

その他のきく科野菜注3） 0.1
#N/A#N/Aたまねぎ 0.2

にんにく 0.1
#N/A#N/Aトマト 0.02

ピーマン 0.03
なす 0.02

#N/A#N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 0.02
#N/A#N/Aほうれんそう 0.2

オクラ 0.5
しょうが 0.1
未成熟いんげん 1
えだまめ 0.3

#N/A#N/Aその他の野菜注4） 0.03
#N/A#N/Aかき 0.3
#N/A#N/Aその他の果実注5） 0.1
#N/A#N/A綿実 0.2

その他のオイルシード注6） 0.1
#N/A#N/A茶 0.05zzz
#N/A

zzz
#N/Aその他のスパイス注7） 0.1zzz
#N/A

zzz
#N/A牛の筋肉 0.01

豚の筋肉 0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物注8）の筋肉 0.01
#N/A#N/A

今回基準値を設定するメタミドホスとは、アセフェート由
来のメタミドホスを含めたものをいう。

注1）いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バ
ター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含
む。

注2）「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜
のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の
根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャ
ベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲン
サイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のもの
をいう。

注3）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ご
ぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイ
ブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

注4）「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさ
い、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野
菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそ
う、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟
いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以
外のものをいう。

注5）「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果
実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、
ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果
実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカ
ド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルー
ツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

注6）「その他のオイルシード」とは、オイルシードのう
ち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿
実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

注7）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わ
さび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、
しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮
及びごまの種子以外のものをいう。

注8）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲
哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをい
う。
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残留基準値

食品名

ppm

牛の脂肪 0.01
豚の脂肪 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01zzz

#N/A
zzz

#N/A牛の肝臓 0.01
豚の肝臓 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01

#N/A#N/A牛の腎臓 0.01
豚の腎臓 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01

#N/A#N/A牛の食用部分注9） 0.01
豚の食用部分 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01zzz

#N/A
zzz

#N/A鶏の筋肉 0.01

その他の家きん注10）の筋肉 0.01
#N/A#N/A鶏の脂肪 0.01

その他の家きんの脂肪 0.01
#N/A#N/A鶏の肝臓 0.01

その他の家きんの肝臓 0.01
#N/A#N/A鶏の腎臓 0.01

その他の家きんの腎臓 0.01
#N/A#N/A鶏の食用部分 0.01

その他の家きんの食用部分 0.01
zzz #N/Azzz #N/A鶏の卵 0.01
その他の家きんの卵 0.01

#N/A #N/A

注9）「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋
肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

注10）「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外の
ものをいう。
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平成 30 年３月 12 日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会報告について

平成 30 年２月６日付け厚生労働省発生食 0206 第５号をもって諮問された、食品衛生

法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項の規定に基づくセンデュラマイシンに係る

食品中の動物用医薬品及び飼料添加物の残留基準の設定について、当部会で審議を行っ

た結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。
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センデュラマイシン 

 

今般の残留基準の検討については、食品中の動物用医薬品等のポジティブリスト制度導入

時に新たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直しについて、食品安全委員会にお

いて食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行

い、以下の報告を取りまとめるものである。 

 

１．概要 

（１）品目名：センデュラマイシン [ Semduramicin ] 

 

（２）用 途：抗生物質、抗コクシジウム剤 

土壌細菌Actinomadura roseorufa の発酵により生産されるポリエーテル系イオノフ

ォア抗生物質である。センデュラマイシンは、金属陽イオンと錯体を形成し、細菌及び

Eimeria属原虫の細胞膜を自由に透過してイオンを運び、細胞内イオン平衡を崩すこと

で抗菌作用や抗コクシジウム作用を示すと考えられている。 

国内では、センデュラマイシンナトリウムが飼料添加物として指定されており、飼料

に含まれる栄養成分の有効利用を目的として鶏の飼料に使用されている。動物用医薬品

又はヒト用医薬品としては承認されていない。 

海外では、米国やEU諸国等で、鶏のコクシジウム症予防のために、飼料添加物又は動

物用医薬品として使用されている。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

  センデュラマイシン 

Acetic acid, 2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-2,4-dihydroxy-6-[(1R)-1-[(2S,5R,7S,8R,9S)- 

7-hydroxy-2-[(2R,5S)-5-[(2R,3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6S)-6-hydroxy-3,5,6- 

trimethyloxan-2-yl]-3-[(2S,5S,6R)-5-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxolan- 

2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-2,8-dimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan- 

9-yl]ethyl]-5-methoxy-3-methyloxan-2-yl]  (IUPAC) 

 

2H-Pyran-2-acetic acid, tetrahydro-2,4-dihydroxy-6-[(1R)- 

1-[(2S,5R,7S,8R,9S)-9-hydroxy-2,8-dimethyl-2-[(2S,2'R,3'S,5R,5'R)- 

octahydro-2-methyl-5'-[(2S,3S,5R,6S)-tetrahydro-6-hydroxy-3,5,6-trimethyl- 

2H-pyran-2-yl]-3'-[[(2S,5S,6R)-tetrahydro-5-methoxy-6-methyl-2H-pyran- 

2-yl]oxy][2,2'-bifuran]-5-yl]-1,6-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]ethyl]- 

5-methoxy-3-methyl-, (2R,3S,4S,5R,6S)- (CAS：No. 113378-31-7) 
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  センデュラマイシンナトリウム 

Sodium;2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-2,4-dihydroxy-6-[(1S)-1-[(2S,5R,7S,8R,9S)-7- 

hydroxy-2-[(2R,5S)-5-[(2R,3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6S)-6-hydroxy-3,5,6- 

trimethyloxan-2-yl]-3-[(2S,5S,6R)-5-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxolan- 

2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-2,8-dimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan- 

9-yl]ethyl]-5-methoxy-3-methyloxan-2-yl]acetate (IUPAC) 

 

2H-Pyran-2-acetic acid, tetrahydro-2,4-dihydroxy-6-[(1R)- 

1-[(2S,5R,7S,8R,9S)-9-hydroxy-2,8-dimethyl-2-[(2S,2'R,3'S,5R,5'R)- 

octahydro-2-methyl-5'-[(2S,3S,5R,6S)-tetrahydro-6-hydroxy-3,5,6-trimethyl- 

2H-pyran-2-yl]-3'-[[(2S,5S,6R)-tetrahydro-5-methoxy-6-methyl-2H-pyran- 

2-yl]oxy][2,2'-bifuran]-5-yl]-1,6-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]ethyl]- 

5-methoxy-3-methyl-,sodium salt (1:1), (2R,3S,4S,5R,6S)- 

 (CAS：No. 119068-77-8) 

 
（４）構造式及び物性 
 
 
 
 
 
 

 
センデュラマイシン 
分 子 式  C45H76O16 

分 子 量  873.07 

 
 
 
 
 
 
 

 
センデュラマイシンナトリウム 

分 子 式  C45H75NaO16 

分 子 量  895.06 
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（５）適用方法及び用量 

本剤の使用対象動物及び使用方法等は以下のとおり。 

 

① 飼料添加物としての国内での使用方法 

飼料添加物 対象動物及び使用方法 休薬期間 

センデュラマイシン

ナトリウム 

鶏（ブロイラーを除く。）用

（幼すう用・中すう用）※1 

飼料 1 t 当たりセンデュラマイ

シンとして 25 g（力価）※2の量

を混じて経口投与する。 
－※1 

ブロイラー用（前期用・後期

用）※1 

飼料 1 t 当たりセンデュラマイ

シンとして 25 g（力価）の量を

混じて経口投与する。 

※1 鶏用（幼すう用）：ふ化後おおむね 4週間以内の鶏用飼料 

   鶏用（中すう用）：ふ化後おおむね 4 週間を超え 10 週以内の鶏用飼料 

   ブロイラー用（前期用）：ふ化後おおむね 3週間以内のブロイラー用飼料 

   ブロイラー用（後期用）：ふ化後おおむね 3 週間を超え食用としてと殺する前 7 日までのブロイラ

ー用飼料 

 ※2 センデュラマイシンナトリウムの力価は、センデュラマイシン（C45H75O16）としての量を質量（力価）

で示す。 

 

② 動物用医薬品又は飼料添加物としての海外での使用方法 

医薬品 対象動物及び使用方法 使用国 休薬期間 

センデュラマイシ

ンナトリウムを有

効成分とする飼料

添加剤 

ブロイ

ラー 

飼料1 t当たりセンデュラマイシンとして25 g

（力価）の量を混じて経口投与する。産卵鶏に

は使用してはならない。 

米国 0 日 

センデュラマイシ

ンナトリウムを有

効成分とする飼料

添加物 

ブロイ

ラー 

飼料1 t当たりセンデュラマイシンとして25 g

（力価）の量を混じて経口投与する。卵を生産

する可能性がある家きんには使用してはなら

ない。 

豪州 0 日 

飼料 1 t 当たりセンデュラマイシンとして 20

～25 g（力価）の量を混じて経口投与する。 
EU 5 日 

 

２．対象動物における分布、代謝 

（１）鶏における分布、代謝 

① 肉用鶏（37 日齢、雌雄各 3羽/時点）に 14C 標識センデュラマイシンナトリウムを 7

日間混餌投与(25 ppm)し、最終投与 6、12、24 、48 及び 120 時間後に採取した筋肉、

脂肪、肝臓、腎臓、脂肪付き皮膚における総放射活性濃度を液体シンチレーション計
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数法（LSC）で測定した（表 1）。 

また、同じ試験において、最終投与 6、12 及び 24 時間後に採取した肝臓における

未変化体（センデュラマイシン）濃度を高速液体クロマトグラフ（HPLC）で分離・分

画した後 LSC で測定し、各時点における総放射活性濃度と比較を行った（表 2）。（食

安委, 2017） 

 

表1. 鶏に14C標識センデュラマイシンナトリウムを7日間混餌投与後の組織中の総放射活性濃度 

（mg eq/kg） 

組織 
最終投与後時間 

6 12 24 48 120 

筋肉 0.015±0.006(6) 0.007±0.003(6) 0.003±0.001(6) 0.002±0.001(6) 0.001±0.000(6) 

脂肪 0.074±0.018(6) 0.027±0.008(6) 0.015±0.003(6) 0.011±0.002(6) 0.010±0.002(6) 

肝臓 0.273±0.079(6) 0.112±0.023(6) 0.058±0.005(6) 0.031±0.005(6) 0.018±0.003(6) 

腎臓 0.051±0.012(6) 0.027±0.018(6) 0.012±0.001(6) 0.006±0.001(6) 0.004±0.001(6) 

脂肪付

き皮膚 
0.057±0.015(6) 0.022±0.006(6) 0.015±0.003(6) 0.011±0.001(6) 0.009±0.002(6) 

数値は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。 

定量限界不明 

 

表2. 鶏に14C標識センデュラマイシンナトリウムを7日間混餌投与後の肝臓における 

総放射活性濃度に対する未変化体濃度の割合（mg eq/kg） 

 
最終投与後時間 

6 12 24 

総放射活性濃度 0.273(6) 0.112(6) 0.058(6) 

未変化体濃度 0.132(6) 0.035(6) <0.012(6) 

総放射活性濃度に対する

未変化体濃度の割合 
0.48 0.31 <0.21 

数値は平均値又は割合を示し、括弧内は検体数を示す。 

定量限界不明 

 

② 成熟肉用鶏に 14C 標識センデュラマイシンナトリウムを 7 日間混餌投与(25 ppm)し、

最終投与 6時間後に採取した肝臓における総放射活性濃度を LSC で、未変化体及び代

謝物の濃度を HPLC で分離・分画した後、LSC で測定した。総放射活性濃度に対する

未変化体及び代謝物の濃度の割合を表 3に示す。（農林水産省, 1989） 
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表3. 鶏に14C標識センデュラマイシンナトリウムを7日間混餌投与後の肝臓における 

総放射活性濃度に対する未変化体及び代謝物の濃度の割合 

 総放射活性濃度に対する割合(%) 

未変化体 43.3 

代謝物M1 8.9 

代謝物M2 1.9 

代謝物M3 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代謝物 M1（A 環の O-脱メチル体）     代謝物 M2（G 環の O-脱メチル体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代謝物 M3（F 環の開環体） 

 

③ 鶏（アーバーエーカー種、初生雛、体重 39～47 g、雌 135 羽）にセンデュラマイシ

ンナトリウムを 4週間混餌投与(センデュラマイシンとして 50 ppm)し、投与開始後 3

日、1週、2週及び 3週に採取した血漿、胆汁及び組織（筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、

皮膚、小腸、心臓、肺、筋胃及び脾臓）におけるセンデュラマイシン濃度をバイオオ

ートグラフィーで測定した（表 4-1）。また、投与終了後 1時間、3時間、6時間、9

時間、1日及び 2日に採取した血漿、胆汁及び組織（筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、皮膚、
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小腸、心臓、肺、筋胃及び脾臓）におけるセンデュラマイシン濃度も同様にバイオオ

ートグラフィーで測定した（表 4-2）。 

  血漿、胆汁及び各組織のバイオオートグラムには抗菌活性を示す代謝物のスポット

は検出されなかった。（農林水産省, 1993） 

 

表4-1. 鶏にセンデュラマイシンナトリウムを4週間混餌投与中の血漿、胆汁及び組織中の 

センデュラマイシン濃度（mg（力価）/kg） 

試料 
投与開始後日数又は週 

3 日 1 週 2 週 4 週 

血漿 0.270(3) 0.159(3) 0.153(3) 0.169(3) 

胆汁 － － 0.541(1) 0.139(1) 

筋肉 0.117(3) 0.097(3) 0.035(3) 0.063(3) 

脂肪 － － 0.580(3) 0.507(3) 

肝臓 0.795(3) 0.977(3) 0.981(3) 0.784(3) 

腎臓 － － 0.332(3) 0.278(3) 

皮膚 － － 0.203(3) 0.235(3) 

小腸 － － 0.234(3) 0.201(3) 

心臓 － － 0.283(3) 0.414(3) 

肺 － － 0.225(3) 0.174(3) 

筋胃 － － 0.170(3) 0.177(3) 

脾臓 － － 0.201(1) 0.169(3) 

数値は分析値又は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

検出限界：0.025 mg（力価）/L 又は mg（力価）/kg 

－:検体採取せず 

投与 3日は 12羽/検体、1 週は 8 羽/検体、2週は 4羽/検体及び 

4 週は 3 羽/検体とした。 
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表4-2. 鶏にセンデュラマイシンナトリウムを4週間混餌投与後の血漿、胆汁及び組織中の 

センデュラマイシン濃度（mg（力価）/kg） 

試料 
最終投与後時間又は日数 

1 時間 3 時間 6 時間 9 時間 1 日 2 日 

血漿 0.210(3) 0.156(3) 

0.053 

0.043 

<0.025 

0.027 

<0.025(2) 
<0.025(3) <0.025(3) 

胆汁 － 0.093(1) <0.025(1) <0.025(1) <0.025(1) <0.025(1) 

筋肉 0.046(3) 

0.028 

0.027 

<0.025 

<0.025(3) <0.025(3) <0.025(3) <0.025(3) 

脂肪 － 0.236(3) 0.128(3) 0.079(3) <0.025(3) <0.025(3) 

肝臓 1.024(3) 0.567(3) 0.281(3) 0.101(3) 0.039(3) <0.025(3) 

腎臓 － 0.190(3) 0.072(3) 
0.043 

<0.025(2) 
<0.025(3) <0.025(3) 

皮膚 － 0.098(3) 0.081(3) 0.090(3) 

0.072 

0.039 

<0.025 

0.039 

0.038 

<0.025 

小腸 － 0.160(3) 0.049(3) 
0.037 

ND(2) 
<0.025(3) <0.025(3) 

心臓 － 0.242(3) 0.076(3) 0.042(3) <0.025(3) <0.025(3) 

肺 － 0.149(3) 0.043(3) 

0.039 

0.025 

<0.025 

<0.025(3) <0.025(3) 

筋胃 － 0.119(3) <0.025(3) <0.025(3) <0.025(3) <0.025(3) 

脾臓 － 0.142(3) 0.053(3) 
0.036 

<0.025(2) 
<0.025(3) <0.025(3) 

数値は分析値又は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

検出限界：0.025 mg（力価）/L 又は mg（力価）/kg 

－:検体採取せず 

3 羽/検体とした。 

 

３．対象動物における残留試験 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

   ・センデュラマイシン 

 

② 分析法の概要 

 ⅰ）高速液体クロマトグラフ法 

   試料を1％水酸化アンモニウム含有メタノール・水（4:1）混液に混和し、55℃で

1時間加温して抽出し、C8カラム及びシリカゲルカラムを用いて精製した後、バニ

リン溶液を用いてポストカラム誘導体化するポストカラム反応可視分光光度型検

出器付きHPLC（HPLC-VIS（ポストカラム：バニリン溶液））で定量する。 
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   定量限界：0.025～0.035 mg/kg 

 

 ⅱ）バイオオートグラフィー 

     試料からアセトニトリルで抽出し、n-プロピルアルコールを加えて減圧乾固した

後、n-ヘキサンに溶解し、無水硫酸ナトリウムで脱水する。シリカゲルカラムを用

いて精製した後、薄層クロマトグラフィーで展開し、Bacillus stearothermophilus 

var. calidolactis C-953 を用いたバイオオートグラフィーで定量する。 

 

検出限界：0.025 mg（力価）/kg 

 

（２）残留試験結果 

① 鶏（アーバーエーカー種、初生雛、体重32～46 g、雌9羽/時点）にセンデュラマ

イシンナトリウムを8週間混餌投与（25 ppm）し、最終投与0、1、2、3及び4日後に

採取した筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、皮膚及び小腸におけるセンデュラマイシンの濃

度をバイオオートグラフィーで測定した（表5）。（農林水産省, 1993） 

 

表5. 鶏にセンデュラマイシンナトリウムを8週間混餌投与後の組織中のセンデュラマイシン濃度 

（mg（力価）/kg） 

組織 
最終投与後日数 

0（3時間） 1 2 3 4 

筋肉 <0.025(3) <0.025(3) － － － 

脂肪 0.13 ±0.02(3) <0.025(3) <0.025(3) － － 

肝臓 0.35 ±0.06(3) 
0.041, 0.026, 

<0.025 
<0.025(3) <0.025(3) － 

腎臓 0.084±0.015(3) <0.025(3) <0.025(3) － － 

皮膚 0.l6 ±0.03(3) <0.025(3) <0.025(3) － － 

小腸 0.056±0.011(3) <0.025(3) <0.025(3) － － 

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。 

検出限界：0.025 mg（力価）/kg 

－：分析せず。 

3 羽/検体とした。 

 

   上記の残留試験結果から、脂肪、肝臓、腎臓及び皮膚について、最終投与3時間後に

おけるセンデュラマイシンの濃度の平均値＋3SD注1）は、それぞれ0.21 mg（力価）/kg、

0.58 mg（力価）/kg、0.14 mg（力価）/kg及び0.32 mg（力価）/kgであった。 

 

  注1）センデュラマイシンの濃度を対数変換して平均値＋3SDを求め、その値を逆対数変換して算出

した。 
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② 鶏（アーバーエーカー種、初生雛、体重39～47 g、雌9羽/時点）にセンデュラマ

イシンナトリウムを8週間混餌投与（25 ppm）し、最終投与0、1、2、3及び4日後に

採取した筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、皮膚及び小腸におけるセンデュラマイシンの濃

度をバイオオートグラフィーで測定した（表6）。（農林水産省, 1993） 

 

表6. 鶏にセンデュラマイシンナトリウムを8週間混餌投与後の組織中のセンデュラマイシン濃度 

（mg（力価）/kg） 

組織 
最終投与後日数 

0（3時間） 1 2 3 4 

筋肉 <0.025(3) <0.025(3) － － － 

脂肪 0.057±0.022(3) <0.025(3) <0.025(3) － － 

肝臓 0.16 ±0.06(3) 0.030, <0.025(2) <0.025(3) <0.025(3) － 

腎臓 0.068±0.004 (3) <0.025(3) <0.025(3) － － 

皮膚 0.066±0.009(3) <0.025(3) <0.025(3) － － 

小腸 0.112±0.040(3) <0.025(3) <0.025(3) － － 

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。 

検出限界：0.025 mg（力価）/kg 

－：分析せず。 

3 羽/検体とした。 

 

③ 鶏（ピーターソン×アーバーエーカー種、1日齢、雌雄各6羽/時点）にセンデュラ

マイシンナトリウムを42日間混餌投与（25 ppm）し、最終投与6、12及び18時間後に

採取した肝臓におけるセンデュラマイシンの濃度をHPLC-VIS（ポストカラム：バニ

リン溶液）で測定した（表7）。（米国FDA, 2007） 

 

表7. 鶏にセンデュラマイシンナトリウムを42日間混餌投与後の組織中の 

センデュラマイシン濃度（mg /kg） 

組織 
最終投与後時間 

6 12 18 

肝臓 
雄 0.155(3) 0.0459(3) 0.0383(3) 

雌 0.0778(3) 0.0480(3) 0.0409(3) 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。1検体は 2 羽の肝臓を使用。 

定量限界：0.035 mg/kg 

 

④ 肉用鶏（20日齢、雌雄各3羽/時点）にセンデュラマイシン（結晶）を20日間混餌

投与（37.5 ppm）し、最終投与6、12及び18時間後に採取した肝臓におけるセンデュ

ラマイシンの濃度をHPLC-VIS（ポストカラム：バニリン溶液）（定量限界：0.025 mg/kg）
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で測定した。 

  最も高い濃度は、最終投与6時間後に採取した肝臓における0.48 mg/kgであった。 

（豪州APVMA, 2001） 

 

⑤ 肉用鶏（1日齢、雌雄各3羽/時点）にセンデュラマイシン（菌糸体）を20日間混餌

投与（37.5 ppm）し、最終投与6、12及び18時間後に採取した肝臓におけるセンデュ

ラマイシンの濃度をHPLC-VIS（ポストカラム：バニリン溶液）（定量限界：0.025 mg/kg）

で測定した。 

  最も高い濃度は、最終投与6時間後に採取した肝臓における0.24 mg/kgであった。 

（豪州APVMA, 2001） 

 

４．ADIの評価 

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 2項の規定に基づき、食品安全委

員会あて意見を求めたセンデュラマイシンに係る食品健康影響評価において、以下のと

おり評価されている。 

 

（１）毒性学的ADI 

無毒性量：0.3 mg/kg 体重/day 

（動物種）   イヌ 

（投与方法）  混餌 

（試験の種類） 慢性毒性試験 

（期間）    1 年 

安全係数：100 

ADI：0.003 mg/kg 体重/day 

 

（２）微生物学的ADI 

平成25及び26年度食品安全確保総合調査「動物用抗菌性物質の微生物学的影響につい

ての調査」から得られたMICcalc
＊1 0.00527 mg/mLを用いて、VICHの算出式により、微生

物学的ADIを0.024 mg/kg体重/dayと算出した。 

 

 

 

 

＊1：MICcalc:試験薬がその菌に対して活性を有する属の平均MIC50の90%信頼限界の下限値 

＊2：結腸内容物 

＊3：微生物が利用可能な経口用量の分画（鶏の薬物動態試験における排泄率から 0.82 とした） 

＊4：ヒトの体重 

 

ADI（mg/kg 体重/day）＝ 
0.00527＊1（mg/mL）× 220＊2（g） 

＝ 0.024 
0.82＊3 × 60＊4（kg） 
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（３）ADIの設定 

毒性学的 ADI が微生物学的 ADI より小さいことから、センデュラマイシンの ADI と

して、0.003 mg/kg 体重/day と設定することが適当であると判断した。 

 

５．諸外国における状況 

JECFA におけるリスク評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国、カナダ及

び豪州において鶏に、ニュージーランドにおいて家きんに基準値が設定されている。 

 

６．基準値案 

（１）残留の規制対象 

センデュラマイシンとする。 

 

家畜代謝試験の結果から、残留濃度が最も高い肝臓において、親化合物が主要残留物

であり、代謝物は総残留物比で10%以下であることが示されている。また、各組織のバ

イオオートグラムには抗菌活性を示す代謝物のスポットは検出されず、代謝物の毒性に

関する情報も報告されていないことから、残留の規制対象は親化合物とする。 

なお、米国、カナダ、豪州及びニュージーランドにおいても残留の規制対象をセンデ

ュラマイシンのみとしている。 

 

（２）基準値案 

別紙 1のとおりである。 

 

（３）暴露評価 

1 日当たり摂取する動物用医薬品等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。

詳細な暴露評価は別紙 2参照。 

 

 TMDI／ADI(%)注） 

国民全体（1歳以上） 5.5 

幼小児（1～6歳） 13.1 

妊婦 5.5 

高齢者（65 歳以上）  4.1 

注）各食品の平均摂取量は、平成 17 年～19年度の食品摂取頻度・摂 

取量調査の特別集計業務報告書による。 

TMDI 試算法：基準値案×各食品の平均摂取量 

   

（４）本剤については、平成 17 年 11 月 29 日付け厚生労働省告示第 499 号により、食品一

般の成分規格 7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、残
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留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。 

なお、本剤については、基準値を設定しない食品に関して、食品、添加物等の規格基

準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）第 1 食品の部 A 食品一般の成分規格の項 1 に示す

「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用

される。 
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動物用医薬品名　　　　　センデュラマイシン
（別紙１）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

承認
有無

国際
基準
ppm

残留試験成績等
注）

ppm

鶏の筋肉 0.05 0.09 ◯ <0.025(n=3)(最終投与3時間後)

その他の家きんの筋肉 0.09
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の脂肪 0.4 0.5 ◯ 0.21(n=3)（脂肪）(最終投与3時間後)

0.32(n=3)（皮膚）(最終投与3時間後)

その他の家きんの脂肪 0.5
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の肝臓 0.6 0.5 ◯ 0.58(n=3)(最終投与3時間後)

その他の家きんの肝臓 0.5
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の腎臓 0.2 0.2 ◯ 0.14(n=3)(最終投与3時間後)

その他の家きんの腎臓 0.5
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の食用部分 0.6 0.03 ◯ （鶏の肝臓参照）

その他の家きんの食用部分 0.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値（暫定基準）については、網をつけて示した。

「承認有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で動物用医薬品等としての使用が認められていることを示している。

参考基準値

外国
基準値
ppm

注）国内で実施された鶏の残留試験はバイオオートグラフィーが用いられているが、分布、代謝試験において抗菌活性を示す代謝物のスポッ
トは検出されていないことを考慮し、当該残留試験結果を残留基準設定に用いた。
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（別紙2）

食品名
基準値案
（ppm）

国民全体
(1歳以上)

TMDI

幼小児
（1～6歳）

TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
（65歳以上）

TMDI
鶏の筋肉 0.05
鶏の脂肪 0.4
鶏の肝臓 0.6 0.4 0.3 0.0 0.5
鶏の腎臓 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
鶏の食用部分 0.6 1.1 0.7 1.7 0.8

9.0 6.5 9.7 6.9

5.5 13.1 5.5 4.1

センデュラマイシンの推定摂取量（単位：µg/人/day）

7.5
*

5.4
*

7.9
*

5.6
*

TMDI：理論最大１日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake）
TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
*各部位のうち、最も高い基準値を用いた。

計
ADI 比（％）
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（参考） 
これまでの経緯 

 

平成１７年１１月２９日 

平成２４年 ７月１８日 

 

平成２９年１１月 ７日 

 

平成３０年 ２月 ６日 

平成３０年 ２月 ７日 

残留基準告示 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

薬事・食品衛生審議会へ諮問 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

 

 

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

[委員] 

○穐山 浩    国立医薬品食品衛生研究所食品部長 

 石井 里枝   埼玉県衛生研究所化学検査室長 

  井之上 浩一    立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室准教授 

  折戸 謙介      麻布大学獣医学部生理学教授 

  魏 民          大阪市立大学大学院医学研究科分子病理学准教授 

  佐々木 一昭  東京農工大学大学院農学研究院動物生命科学部門准教授 

  佐藤 清        元 一般財団法人残留農薬研究所理事 

 佐野 元彦   東京海洋大学海洋生物資源学部門教授 

  永山 敏廣      明治薬科大学薬学部薬学教育研究センター基礎薬学部門教授 

 根本 了    国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 

 二村 睦子   日本生活協同組合連合会組織推進本部長 

  宮井 俊一   一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問 

  由田 克士   大阪市立大学大学院生活科学研究科公衆栄養学教授 

  吉成 浩一   静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授 

（○：部会長） 
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答申（案） 

センデュラマイシン

残留基準値

食品名

ppm

鶏の筋肉 0.05

#N/A#N/A
鶏の脂肪 0.4

#N/A#N/A
鶏の肝臓 0.6

#N/A#N/A
鶏の腎臓 0.2

#N/A#N/A
鶏の食用部分注1） 0.6

#N/A #N/A

注1）「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、
筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
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平成 30 年２月 15 日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会報告について

平成 29 年 12 月 19 日付け厚生労働省発生食 1219 第１号をもって諮問された、食品衛

生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項の規定に基づくカナマイシンに係る食品

中の動物用医薬品の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとお

り取りまとめたので、これを報告する。
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カナマイシン

今般の残留基準の検討については、食品中の動物用医薬品等のポジティブリスト制度導

入時に新たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直しについて、食品安全委員会

において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審

議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。

１．概要

（１）品目名：カナマイシン[ Kanamycin ]

（２）用 途：抗生物質

広域スペクトルを有するアミノグリコシド系抗生物質で、細菌のリボソーム30Sサブ

ユニットに作用し、タンパク質合成を阻害することにより、抗菌作用を示すと考えられ

ている。カナマイシンは、主要構成成分であるカナマイシンAと、その同族体であるカ

ナマイシンB及びカナマイシンCの3つの成分から構成されている。

国内では、牛、豚及び鶏の大腸菌やサルモネラ等による感染症の治療のために、飼料

添加剤、注射剤、乳房注入剤等として用いられている。

海外では、グラム陽性菌及びグラム陰性菌等による感染症の予防や治療のために、牛、

豚、鶏、羊等に用いられている。

ヒトの大腸菌、赤痢菌、肺炎球菌等による感染症の治療に使用されている。

（３）化学名及び CAS 番号

カナマイシン A

(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-{[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2S,

3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-

yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol（IUPAC）

D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[6-amino-6-

deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy- （CAS：No. 59-01-8）

（４）構造式及び物性

カナマイシン A

分 子 式 C18H36N4O11

分 子 量 484.50
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（５）適用方法及び用量

カナマイシンの使用対象動物及び使用方法等を以下に示す。

① 国内での使用方法

医薬品 対象動物及び使用方法 休薬期間

硫酸カナマイシン

を有効成分とする

注射剤

牛
1 日量として体重 1 kg 当たり 10 mg（力

価＊）以下の量を筋肉内に注射する。

30 日

36 時間（乳）

豚
1 日量として体重 1 kg 当たり 20 mg（力

価）以下の量を筋肉内に注射する。
30 日

鶏
1 日量として体重 1 kg 当たり 50 mg（力

価）以下の量を筋肉内に注射する。

14 日

10 日（卵）

硫酸カナマイシン

を有効成分とする

鼻腔内投与剤

豚（生後 2 月を超

えるものを除く。）

1 日量として 1 頭当たり 160 mg（力価）

以下の量を鼻腔内に投与する。
3 日

硫酸カナマイシン

及びベンジルペニ

シリンプロカイン

を有効成分とする

配合剤たる飼料添

加剤

豚

飼料1 t当たり硫酸カナマイシン180 g

（力価）以下及びベンジルペニシリン

プロカイン 60,000,000 単位以下の量

を混じて経口投与する。

14 日

鶏（産卵鶏を除

く。）

飼料1 t当たり硫酸カナマイシン270 g

（力価）以下及びベンジルペニシリン

プロカインを 90,000,000 単位以下の

量を混じて経口投与する。

12 日

硫酸カナマイシン

及びベンジルペニ

シリンプロカイン

を有効成分とする

配合剤たる乳房注

入剤

牛（泌乳している

ものに限る。）

1 日量として搾乳後に 1分房 1 回当た

り硫酸カナマイシン 300 mg（力価）以

下及びベンジルペニシリンプロカイン

300,000 単位以下の量を乳房内に注入

する。

50 日＊＊

（乳 96 時間）

＊：カナマイシンの力価は、カナマイシン（C18H36N4O11）としての量を質量（力価）で示す。

＊＊：農林水産省は、現行の休薬期間（50日）を 7 日に変更する方針である。
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② 海外での使用方法

医薬品 対象動物及び使用方法 使用国 休薬期間

硫酸カナマイシ

ンを有効成分と

する注射剤

牛 1 日量として体重 1 kg 当たりカ

ナマイシンとして 10 mg 以下の

量を筋肉内に注射する。

EU

45 日

168 時間（乳）

馬

45 日

豚 1 日量として体重 1 kg 当たりカ

ナマイシンとして 12 mg 以下の

量を筋肉内に注射する。山羊、羊

ウサギ

1 日量として体重 1 kg 当たりカ

ナマイシンとして 20 mg 以下の

量を筋肉内に注射する。

家きん（産卵

しているも

のを除く。）

1 日量として体重 1 kg 当たりカ

ナマイシンとして 25 mg 以下の

量を筋肉内に注射する。

28 日

２．対象動物における残留試験

（１）分析の概要

① 分析対象の化合物

・カナマイシンA

② 分析法の概要

i）LC-MS/MS法

試料（脂肪以外の食用組織）から2%メタリン酸溶液で抽出する。脂肪は、試料

にジクロロメタンを加えて磨砕した後、2%メタリン酸溶液で抽出する。pH 7～8

として、カルボキシジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体カラムを用い

て精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計（LC-MS/MS）で定量

する。

試料（乳）に5%トリクロロ酢酸溶液を加えて振とうした後、超音波処理し、遠

心分離する。上澄液をpH 3.0±0.5として、カルボキシジビニルベンゼン-N-ビニ

ルピロリドン共重合体カラムを用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。

試料（鶏卵）からマッキルベイン緩衝液（pH 3.0）で抽出し、n-ヘキサンで洗

浄する。スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体カラ

ムを用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。

定量限界：0.01～0.04 mg/kg
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ii)バイオアッセイ

試料から 10%トリクロロ酢酸溶液で抽出し、pH 4.0～5.0 に調整した後、C18カラ

ム及び SCX カラム、又は C18 カラムを用いて精製した後、Bacillus subtilis

ATCC6633 を用いた寒天平板法で定量する。

または、試料から 0.1 mol/L リン酸緩衝液（pH 8.0）で抽出し、遠心分離する。

上澄液をそのまま、又は弱酸性陽イオン交換樹脂カラムを用いて精製した後、

Bacillus subtilis ATCC6633 を用いた寒天平板法で定量する。

定量限界：0.04～0.4 mg（力価）/kg

（２）残留試験結果

① 牛（ホルスタイン種系、54.0～87.5 kg、雄5頭/時点）に硫酸カナマイシンを有効

成分とする注射剤を3日間筋肉内に投与（カナマイシンとして10 mg（力価）/kg 体重

/日）し、最終投与10、20、30、40及び50日後に採取した筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、

小腸、頬肉、舌及び3カ所の注射部位（右大腿部（1日目）、左頸部（2日目）及び右

耳根部（3日目））におけるカナマイシンA濃度をLC-MS/MSで測定した（表1）。（農

林水産省, 2006）

表1. 牛に硫酸カナマイシンを筋肉内投与後の組織中カナマイシンA濃度（mg/kg）

組織
最終投与後日数

10 20 30 40 50

筋肉 0.05,<0.04(4) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5)

脂肪 0.16,<0.04(4) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5)

肝臓 1.0 ±0.10(5) 0.51±0.18(5) 0.26±0.03(5) 0.24±0.08(5) 0.12±0.03(5)

腎臓 3.3 ±1.5(5) 1.2 ±0.5(5) 0.56±0.18(5) 0.46±0.15(5) 0.26±0.20(5)

小腸 0.14±0.04(5)
0.10,0.06,

0.05,<0.04(2)
<0.04(5) <0.04(5) <0.04(5)

頬肉
0.04(2),

<0.04(3)
<0.04(5) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5)

舌 0.05,<0.04(4) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5)

注射部位

（右耳根部）
0.31±0.09(5) 0.09±0.06(5)

0.13,0.12,

0.11,0.04,

<0.04

0.12,0.09,

<0.04 (3)

0.19,0.07,

0.06,<0.04 (2)

注射部位

（左頬部）
0.42±0.06(5) 0.33±0.09(5) 0.25±0.06(5)

0.27,0.21,

0.16,0.11,

<0.04

0.16±0.08(5)

注射部位

（右大腿部）
0.71±0.23(5) 0.80±0.20(5) 0.70±0.24(5) 0.45±0.27(5) 0.43±0.07(5)

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.04 mg/kg

上記の残留試験結果から、肝臓及び腎臓について、統計学的解析注）により、投与30

日後における最大許容濃度の上限を算出した（表2）。
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表 2. 牛におけるカナマイシン A の最大許容濃度の上限（mg/kg）

肝臓 腎臓

牛（投与後 30日） 0.96 3.2

注）「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱について」

（平成12年3月31日付け12動薬A第418号農林水産省動物医薬品検査所長通知）に基づき、残留試験結

果から、直線回帰分析を用いて残留最大許容濃度の上限を算出した。

② 泌乳牛（ホルスタイン種系、496～654 kg、3 頭/時点）にベンジルペニシリンプロ

カインと硫酸カナマイシンを有効成分とする乳房注入剤を 7日間 4乳房に投与（1分

房あたりカナマイシンとして 300 mg（力価）/日）し、最終投与 3、7及び 17 日後に

採取した筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び小腸におけるカナマイシン濃度をバイオアッセ

イで測定した（表 3）。（農林水産省, 2004）

統計学的解析を行った結果、最終投与後 7日における腎臓の最大許容濃度の上限は、

12.8 mg/kg であった。

表3. 泌乳牛に硫酸カナマイシンを乳房内投与後の組織中カナマイシン濃度（mg（力価）/kg）

組織
最終投与後日数

3 7 17

筋肉 <0.04(3) <0.04(3) <0.04(3)

脂肪 <0.04(3) <0.04(3) <0.04(3)

肝臓 0.21±0.12(3) 0.16±0.09(3) 0.08(2),<0.04

腎臓 3.54±1.55(3) 1.33±0.90(3) 0.16±0.06(3)

小腸 0.08,0.05, <0.04 <0.04(3) <0.04(3)

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.04 mg（力価）/kg

③ 牛（10頭）に硫酸カナマイシンを有効成分とする注射剤を5日間筋肉内に投与（カ

ナマイシンとして24 mg（力価）/kg 体重/日）し、最終投与10、20、30、40及び50日

後に採取した筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び注射部位におけるカナマイシン濃度を

Bacillus subtilis ATCC6633を用いたバイオアッセイで測定した（測定法の詳細不明）

（表4）。（EMEA, 2003）

表4. 牛に硫酸カナマイシンを筋肉内投与後の組織中カナマイシン濃度（mg（力価）/kg）

組織
最終投与後日数

10 20 30 40 50

筋肉 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

脂肪 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

肝臓 3810 1480 200 <0.1 －

腎臓 16380 5970 710 <0.1 <0.1

注射部位 650±220 <0.1 － － －

数値は分析値、平均値又は平均値±標準偏差を示し、各採材時点の検体数は不明。

定量限界：0.1 mg（力価）/kg

－：分析せず又は記載無し。
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④ 泌乳牛（571～727 kg、4頭）に硫酸カナマイシンを有効成分とする注射剤を1日1回

（搾乳後）、3日間筋肉内投与(カナマイシンとして10 mg（力価）/kg 体重/日)し、最

終投与12、24、36、48、60、72、84、96、108及び120時間後に採取した乳におけるカ

ナマイシンA濃度をLC-MS/MSで測定した（表5）。

統計学的解析を行った結果、最終投与後36時間における乳の最大許容濃度の上限は、

0.64 mg/kgであった。（農林水産省, 2010）

表5. 泌乳牛に硫酸カナマイシンを筋肉内投与後の乳中カナマイシンA濃度（mg/kg）

最終投与後時間
個体番号 平均±標準偏差又は

範囲
1 2 3 4

12 0.35 0.53 0.18 0.58 0.41±0.20(4)

24 0.10 0.21 0.03 0.19 0.13±0.08(4)

36 0.03 0.06 <0.01 0.07 <0.01～0.07(4)

48 0.01 0.02 <0.01 0.03 <0.01～0.03(4)

60 <0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.01～0.02(4)

72 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01～0.02(4)

84 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01～0.01(4)

96 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01～0.01(4)

108 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01(4)

120 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01(4)

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.01 mg/kg

⑤ 泌乳牛（ホルスタイン種系、471～583 kg、3 頭）にベンジルペニシリンプロカイン

と硫酸カナマイシンを有効成分とする乳房注入剤を 7 日間 4 乳房に投与（1 分房あた

りカナマイシンとして 300 mg（力価）/日）し、最終投与 12～96 時間後に採取した乳

中のカナマイシン濃度をバイオアッセイで測定した（表 6）。（農林水産省, 2003）

表6. 泌乳牛に硫酸カナマイシンを乳房内投与後の乳中カナマイシン濃度（mg（力価）/kg）

最終投与後時間
個体番号

平均又は範囲
1 2 3

12 58 47 41 48.7±8.6(3)

24 2.9 3.5 1.4 2.6±1.1(3)

36 0.6 0.5 0.2 0.4±0.2(3)

48 0.1 <0.1 <0.1 <0.01～0.1 (3)

60 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1(3)

72 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1(3)

84 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1(3)

96 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1(3)

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.1 mg（力価）/kg

- 641-



⑥ 豚（LWD系、27.7～34.7 kg、5頭/時点）に硫酸カナマイシンを有効成分とする注射

剤を3日間筋肉内に投与（20 mg（力価）/kg 体重/日）し、最終投与10、20、30、40

及び50日後に採取した筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、小腸、頬肉、舌及び3カ所の注射部

位（右大腿部（1日目）、左頸部（2日目）及び右耳根部（3日目））におけるカナマ

イシンA濃度をLC-MS/MSで測定した（表7）。（農林水産省, 2006）

表7. 豚に硫酸カナマイシンを筋肉内投与後の組織中カナマイシンA濃度（mg/kg）

組織
最終投与後日数

10 20 30 40 50

筋肉
0.05,0.04(2),

<0.04(2)
<0.04(5) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5)

脂肪
0.08,0.05,

<0.04(3)
<0.04(5) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5)

肝臓 1.50±0.31(5) 0.67±0.20(5) 0.40±0.05(5) 0.19±0.05(5) 0.09±0.03(5)

腎臓 7.00± 4.4(5) 1.70±1.2(5) 0.63±0.22(5) 0.22±0.06(5) 0.15±0.05(5)

小腸 0.16±0.03(5) 0.09±0.03(5) 0.05±0.01(5) 0.04, <0.04(4) <0.04(5)

頬肉 0.06±0.01(5) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5)

舌 0.26±0.26(5)
0.06(2),0.05,

0.04,<0.04
<0.04(5) <0.04(5) <0.04(5)

注射部位

（右耳根部）
0.36±0.12(5) 0.21±0.20(5) 0.15±0.07(5)

0.34,0.25,

0.11,0.10,

<0.04

0.10,0.09,

0.08,0.06,

<0.04

注射部位

（左頬部）
0.33±0.20(5) 0.24±0.12(5) 0.12±0.03(5) 0.20±0.12(5)

0.28,0.25,

0.14,0.06,

<0.04

注射部位

（右大腿部）
0.94±0.25(5)

0.08,0.05,

<0.04(3)
<0.04(5) <0.04(5)

0.32,0.22,

<0.04(3)

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.04 mg/kg

上記の残留試験結果から、肝臓及び腎臓について、統計学的解析により、投与30日後

における最大許容濃度の上限を算出した（表8）。

表 8. 豚におけるカナマイシンの最大許容濃度の上限（mg/kg）

肝臓 腎臓

豚（投与後 30日） 0.85 3.4

⑦ 豚（大ヨークシャー種、平均 3 kg、2 頭/時点）に硫酸カナマイシンを有効成分と

する鼻腔内投与剤を両鼻腔内に 1 回投与（カナマイシンとして 250 mg（力価）/頭）

し、最終投与 0.25、0.5、1、2、6 及び 24 時間後に採取した筋肉、肝臓、腎臓、鼻腔

及び気管におけるカナマイシン濃度をバイオアッセイで測定した（表 9）。（農林水

産省, 1996）
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表9. 豚に硫酸カナマイシンを鼻腔内投与後の組織中カナマイシン濃度（mg（力価）/kg）

組織
最終投与後時間

0.25 0.5 1 2 6 12

筋肉 <0.4（2） <0.4（2） <0.4（2） <0.4（2） <0.4（2） <0.4（2）

肝臓 <0.4（2） <0.4（2） <0.4（2） <0.4（2） <0.4（2） <0.4（2）

腎臓 1.36（2） 5.01（2） 5.74（2） 2.62,<0.4 <0.4（2） <0.4（2）

鼻腔 213.22（2） 199.70（2） 19.51（2） 12.58（2） 0.76（2） <0.4（2）

気管 8.29（2） 18.73（2） 29.30（2） 3.81（2） <0.4（2） <0.4（2）

数値は分析値又は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.4 mg（力価）/kg

⑧ 豚（ラージホワイト種、約 6 kg、3 頭/時点）に硫酸カナマイシンを有効成分とす

る鼻腔内投与剤を両鼻腔内に 1回投与（カナマイシンとして 400 mg（力価）/頭）し、

最終投与 2時間、1、2及び 3日後に採取した筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、鼻腔及び気管

におけるカナマイシン濃度をバイオアッセイで測定した（表 10）。（農林水産省, 1996）

表10. 豚に硫酸カナマイシンを鼻腔内投与後の組織中カナマイシン濃度（mg（力価）/kg）

組織
最終投与後日数（又は時間）

2 時間 1 2 3

筋肉 <0.1(3) <0.1(3) <0.1(3) <0.1(3)

脂肪 <0.1(3) <0.1(3) <0.1(3) <0.1(3)

肝臓 <0.1(3) <0.1(3) <0.1(3) <0.1(3)

腎臓 0.40±0.17(3)
0.58,0.26,

<0.1
<0.1(3) <0.1(3)

鼻腔 2.81±1.86(3) 0.26,<0.1(2) <0.1(3) <0.1(3)

気管 0.76±0.34(3) <0.1(3) <0.1(3) <0.1(3)

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.1 mg（力価）/kg

⑨ 豚（離乳後、2頭/時点）にベンジルプロカインペニシリンと硫酸カナマイシンを有

効成分とする飼料添加剤を飼料添加（カナマイシンとして 300 ppm）で 7日間投与し、

最終投与直後、1、3、5、7、12 及び 14 日後に採取した筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓に

おけるカナマイシン濃度をバイオアッセイで測定した（定量法の詳細不明）（表 11）。

（農林水産省, 1996）

表11. 豚に硫酸カナマイシンを飼料添加投与後の組織中カナマイシン濃度（mg（力価）/kg）

組織
最終投与後日数

0 1 3 5 7 12 14

筋肉 <0.1（2） <0.1（2） <0.1（2） － － － －

脂肪 <0.1（2） <0.1（2） <0.1（2） － － － －

肝臓 <0.1（2） <0.1（2） <0.1（2） － － － －

腎臓 1.58（2） 0.63（2） 0.23(1) 0.18(1) 0.19(1) 0.1,<0.1 <0.1（2）

数値は分析値又は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.1 mg（力価）/kg

－：分析せず。
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⑩ 肉用鶏（1.69～2.80 kg、雄5羽/時点）に硫酸カナマイシンを有効成分とする注射

剤を3日間筋肉内に投与（カナマイシンとして50 mg（力価）/kg 体重/日）し、最終

投与7、14、21、28及び35日後に採取した筋肉（左胸部）、脂肪、肝臓、腎臓、小腸、

皮膚及び注射部位筋肉（右胸部：最終投与部位）におけるカナマイシンA濃度を

LC-MS/MSで測定した（表12）。（農林水産省, 2006）

表12. 肉用鶏に硫酸カナマイシンを筋肉内投与後の組織中カナマイシンA濃度（mg/kg）

組織
最終投与後日数

7 14 21 28 35

筋肉 0.15±0.05(5) 0.07±0.02(5)
0.05,0.07,

<0.04(3)
<0.04(5) <0.04(5)

脂肪 0.11±0.02(5) 0.04,<0.04(4) <0.04(5) <0.04(5) <0.04(5)

肝臓 13.0 ±2.0(5) 5.4 ±1.5(5) 2.3 ±0.67(5) 0.98±0.24(5) 0.40±0.10(5)

腎臓 18.0 ±3.6(5) 12.0 ±2.3(5) 9.0 ±1.9(5) 7.7 ±1.3(5) 5.6 ±1.2(5)

小腸 0.64±0.11(5) 0.24±0.04(5) 0.07±0.01(5) 0.05, 0.04(4) <0.04(5)

皮膚 0.35±0.09(5) 0.07(2),<0.04(3) 0.04,<0.04(4) <0.04(5) <0.04(5)

注射部位

（右胸部）
1.90±0.53(5) 0.92±0.69(5) 0.99±0.38(5) 0.62±0.10(5) 0.46±0.17(5)

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.04 mg/kg

上記の残留試験結果から、肝臓及び腎臓について、統計学的解析により、投与14日後

における最大許容濃度の上限を算出した（表13）。

表 13. 鶏におけるカナマイシンの最大許容濃度の上限（mg/kg）

肝臓 腎臓

鶏（投与 14 日） 13.0 24.1

⑪ 産卵鶏（白色レグホン種、468日齢、20羽）に硫酸カナマイシンを有効成分とする

注射剤を3日間筋肉内に投与（カナマイシンとして50 mg（力価）/kg 体重/日）し、

最終投与前日～投与終了20日後まで採取した鶏卵におけるカナマイシンA濃度を

LC-MS/MSで測定した（表14）。（農林水産省, 2013）

統計学的解析を行った結果、最終投与後10日における鶏卵の最大許容濃度の上限

は、0.12 mg/kgであった。
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表14. 産卵鶏に硫酸カナマイシンを筋肉内投与後の鶏卵中カナマイシンA濃度（mg/kg）

投与日数 最終投与後日数
平均±標準偏差

又は範囲

1 － <0.02(10)

2 － 0.62±0.27(10)

3 － 2.00±0.63(10)

－ 1 3.20±0.49(10)

－ 2 4.20±0.62(10)

－ 3 3.80±0.64(10)

－ 4 3.00±0.50(10)

－ 5 1.80±0.65(10)

－ 6 1.20±0.53(10)

－ 7 0.46±0.24(10)

－ 8 0.17±0.13(10)

－ 9 0.08±0.03(10)

－ 10 0.04±0.01(10)

－ 11 0.03±0.01(10)

－ 12 <0.02～0.04(10)

－ 13 <0.02～0.02(10)

－ 14 <0.02～0.03(10)

－ 15 <0.02～0.02(10)

－ 16 <0.02～0.02(10)

－ 17 <0.02～0.02(10)

－ 18 <0.02(10)

－ 19 <0.02(10)

－ 20 <0.02(10)

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。

定量限界：0.02 mg/kg

３．ADIの評価

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 2 項の規定に基づき、食品安全委

員会あて意見を求めたカナマイシンに係る食品健康影響評価において、以下のとおり評価

されている。

（１）毒性学的 ADI について

EMEA においては、カナマイシンの毒性学的 ADI は、生殖発生毒性試験を欠くこと、

中毒性難聴あるいは腎障害について NOEL が得られていないという理由から設定してい

ない。

（２）微生物学的 ADI について

微生物学的な ADI は、最も感受性の高かった Peptostreptococcus spp.の MIC50 値

0.0032 mg/mL、結腸内容物に 150 g/day、細菌が暴露される分画に 1、ヒト体重に 60 kg

を適用し、CVMP（（欧州医薬品庁）動物用医薬品委員会）の算出式により、以下のとお

り算定された。
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0.0032（mg/mL）×1＊2

ADI（mg/kg 体重/day） =
1＊1 ×150（g/day）

= 0.008
1＊3×60＊４（kg）

＊1：最も低いMIC50を採用したことから1

＊2：pH、接種濃度の影響に関するデータがないことから1

＊3：ヒトにおけるカナマイシンの経口投与の生物学的利用率がおよそ1%であることから１

＊4：ヒト体重

この CVMP 算出式に基づいて算出された微生物学的 ADI は、JECFA の古い保守的な計

算式を用いた場合と同様の値となっている。今後の評価で汎用されるであろう、現行の

VICH ガイドラインに基づく結果とは異なると考えられるが、新たに試算を行うに足る詳

細な知見は得られていない。従って、現時点における微生物学的 ADI の評価としては、

暫定基準の見直しに当たって提出された資料に基づき、保守的な EMEA と同様の値を採

用しておくことが適当と考えられる。

微生物学的 ADI 0.008 mg/kg 体重/日(0.48 mg/ヒト)は、ヒトの臨床用量(内服薬と

して、EMEA の報告書では 120～200 mg/kg 体重/日、国内では１日 2～4 g、小児 50～100

mg/kg)と比較して十分小さい。また、カナマイシンは経口投与された場合ほとんど吸収

されず、ラットの 13 週間亜急性毒性試験において 200～300 mg/kg 体重の高用量の投与

でも全く毒性が認められないことを考慮すると、カナマイシンの主たる影響は消化管に

対するもので、EMEA の評価書で述べられているように、上記で算出された保守的な微生

物学的影響をエンドポイントとする限りにおいて、毒性学的影響として最も懸念される

聴覚毒性や腎毒性のリスクは無視できるものと考えられる。

（３）ADI の設定について

以上から、カナマイシンの ADI は、微生物学的 ADI の 0.008 mg/kg 体重/day とする

ことが適当であると判断された。

４．諸外国における状況

JECFA においては評価されておらず、国際基準も設定されていない。

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、EU において

魚を除く食用動物と乳に、ニュージーランドにおいて乳に基準値が設定されている。

５．基準値案

（１）残留の規制対象

カナマイシンAとする。

カナマイシンAが主要残留物であることから、残留の規制対象はカナマイシンAとする。
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（２）基準値案

別紙 1のとおりである。

（３）暴露評価

1日当たり摂取する動物用医薬品等の量のADIに対する比は、以下のとおりである。詳

細な暴露評価は別紙2参照。

EDI／ADI(%)注）

国民全体（1歳以上） 9.9

幼小児（1～6歳） 26.3

妊婦 12.9

高齢者（65 歳以上） 7.7

注）各食品の平均摂取量は、平成 17 年～19年度の食品摂取頻度・摂

取量調査の特別集計業務報告書による。

EDI 試算法：残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

（４）本剤については、平成 17 年 11 月 29 日付け厚生労働省告示第 499 号により、食品一

般の成分規格 7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、残

留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。

なお、本剤については、基準値を設定しない食品に関して、食品、添加物等の規格基

準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）第 1食品の部 A食品一般の成分規格の項 1に示す「食

品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。
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動物用医薬品名　　　　　カナマイシン
（別紙１）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

承認
有無

国際
基準
ppm

残留試験成績等
ppm

zzz
牛の筋肉 0.04 0.04 ○ <0.04（n=5）（最終投与30日後）

豚の筋肉 0.04 0.1 ○ <0.04（n=5）（最終投与30日後）

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.1 0.1 0.1 EU 【<0.1（牛）（最終投与40日後）（EU）】
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

牛の脂肪 0.04 0.04 ○ <0.04（n=5）（最終投与30日後）

豚の脂肪 0.04 0.1 ○ <0.04（n=5）（最終投与30日後）

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.1 0.1 0.1 EU 【<0.1（牛）（最終投与40日後）（EU）】
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

牛の肝臓 1 0.04 ○ 0.96（統計学的解析）（最終投与30日後）

豚の肝臓 0.9 0.1 ○ 0.85（統計学的解析）（最終投与30日後）

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.6 0.6 0.6 EU 【<0.1（牛）（最終投与40日後）（EU）】
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

牛の腎臓 13 0.04 ○ 12.8（統計学的解析）（最終投与7日後）

豚の腎臓 4 0.1 ○ 3.4（統計学的解析）（最終投与30日後）

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 3 3 2.5 EU 【<0.1（牛）（最終投与40日後）（EU）】
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

牛の食用部分 13 0.04 ○ （牛の腎臓参照）

豚の食用部分 4 0.2 ○ （豚の腎臓参照）

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 3 0.6
（その他の陸生哺乳類に属する動物の腎

臓参照）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

乳 0.7 0.4 ○
0.64（統計学的解析）（最終投与36時間

後）
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鶏の筋肉 0.2 0.5 ○ 0.07±0.02（n=5）（最終投与14日後）

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

鶏の脂肪 0.3 0.1 ○

<0.04～0.04（n=5）（脂肪）（最終投与14日
後）

<0.04～0.07（n=5）（皮膚）（最終投与14日
後）

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鶏の肝臓 13 0.5 ○ 13.0（統計学的解析）（最終投与14日後）

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鶏の腎臓 25 0.5 ○ 24.1（統計学的解析）（最終投与14日後）

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鶏の食用部分 25 0.5 ○ （鶏の腎臓参照）zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
鶏の卵 0.2 0.5 ○ 0.12（統計学的解析）（最終投与10日後）zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値（暫定基準）については、網をつけて示した。

「承認有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で動物用医薬品等としての使用が認められていることを示している。

参考基準値
外国
基準値
ppm
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食品名
基準値案
（ppm）

暴露評価に

用いた値
※

（ppm）

国民全体
（1歳以上）

EDI

幼小児
（1～6歳）

EDI

妊婦
EDI

高齢者
（65歳以上）

EDI
牛の筋肉 0.04 0.04
牛の脂肪 0.04 0.04
牛の肝臓 1 0.26 0.03 0.0 0.4 0.0

牛の腎臓 13 1.33 0.0 0.0 0.0 0.0

牛の食用部分 13 1.33 0.7 0.0 4.5 0.5

豚の筋肉 0.04 0.04
豚の脂肪 0.04 0.04
豚の肝臓 0.9 0.4 0.04 0.2 0.0 0.04

豚の腎臓 4 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0

豚の食用部分 4 0.63 0.4 0.2 0.1 0.3

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の筋肉

0.1 0.1

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の脂肪

0.1 0.1

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の肝臓

0.6 0.1

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の腎臓

3 0.1

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の食用部分

3 0.1

乳 0.7 0.04 10.6 13.3 14.6 8.6

鶏の筋肉 0.2 0.07
鶏の脂肪 0.3 0.05
鶏の肝臓 13 5.4 3.8 2.7 0.0 4.3

鶏の腎臓 25 12 0.0 0.0 0.0 0.0

鶏の食用部分 25 12 22.8 14.4 34.8 16.8
鶏の卵 0.2 0.04 1.7 1.3 1.9 1.5

43.5 34.8 60.2 34.7

9.9 26.3 12.9 7.7

＊：各部位のうち、最も高い値を用いた。

カナマイシンの推定摂取量（単位：μｇ/人/day） 　　　　　（別紙２）

※：残留試験成績の平均値

0.6 0.4 0.8 0.4

1.7 1.3 1.7 1.2

0.04 0.01 0.04 0.04

1.3* 1.0* 1.4* 1.0*

EDI:推定１日摂取量（Estimated Daily Intake)

EDI試算法：残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

計
ADI 比（％）
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（参考）

これまでの経緯

平成１７年１１月２９日

平成１８年１２月１８日

平成１９年 ５月３１日

平成２９年１２月１９日

平成２９年１２月２１日

残留基準告示

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知

薬事・食品衛生審議会へ諮問

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

○穐山 浩 国立医薬品食品衛生研究所食品部長

石井 里枝 埼玉県衛生研究所化学検査室長

井之上 浩一 立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室准教授

折戸 謙介 麻布大学獣医学部生理学教授

魏 民 大阪市立大学大学院医学研究科分子病理学准教授

佐々木 一昭 東京農工大学大学院農学研究院動物生命科学部門准教授

佐藤 清 元 一般財団法人残留農薬研究所理事

佐野 元彦 東京海洋大学海洋生物資源学部門教授

永山 敏廣 明治薬科大学薬学部薬学教育研究センター基礎薬学部門教授

根本 了 国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長

二村 睦子 日本生活協同組合連合会組織推進本部長

宮井 俊一 一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問

由田 克士 大阪市立大学大学院生活科学研究科公衆栄養学教授

吉成 浩一 静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授

（○：部会長）
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答申（案） 

カナマイシン

残留基準値

食品名

ppmzzz
#N/A牛の筋肉 0.04

豚の筋肉 0.04

その他の陸棲哺乳類に属する動物注1）の筋肉 0.1
#N/A#N/A牛の脂肪 0.04

豚の脂肪 0.04
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.1zzz

#N/A
zzz

#N/A牛の肝臓 1
豚の肝臓 0.9
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.6

#N/A#N/A牛の腎臓 13
豚の腎臓 4
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 3

#N/A#N/A牛の食用部分注2） 13

豚の食用部分 4
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 3zzz

#N/Azzz
#N/A乳 0.7zzz
#N/A

zzz
#N/A鶏の筋肉 0.2
#N/A#N/A鶏の脂肪 0.3
#N/A#N/A鶏の肝臓 13
#N/A#N/A鶏の腎臓 25
#N/A#N/A鶏の食用部分 25

zzz #N/Azzz #N/A鶏の卵 0.2
0 0#N/A #N/A

注1）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、
陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外
のものをいう。

注2）「食用部分」とは、食用に供される部分のう
ち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をい
う。

今回基準値を設定するカナマイシンとは、カナマ
イシンAをいう。
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( ) 
 
 EMEA 1999(1) 2003(2)

(3)  
 

EU

2g / 200mg / 30
 
ADI

CVMP ADI 0.008mg/kg / (0.48mg/ )

200-300mg/kg
EMEA

 
- ADI

 
 0.008 mg /kg /  
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 EMEA 1999(1) 2003(2)

(3)  
 

(1) ,(2) ,(3) 
(1)  
 Kanamycin  
(2)  
 

 
 
(3)    :  C18H36N4O11 
(4)    :  484.50 
(5)  

Streptomyces kanamyceticus

A B C 3

 

 
EU

30  
 
 

 
2-1.  

 

- 1%
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2-3
40%

20 40  

80-90 24
- - 10%

30%  

20
(1) 

 
 

0.5 1 2 3 4 6 9 12 14
Bacillus subtilis ATCC6633

0.3-0.4µg/mL 300-400 µg/L  
10 50mg/kg Cmax 30 65µg/mL Tmax

0.5 1  
15 mg/kg Cmax 30µg/mL Tmax

1 2 12
1µg/mL  

10 20mg/kg Cmax 30 50µg/mL Tmax

1  
10 20mg/kg Cmax 30 50µg/mL Tmax

1 (1) 
 

 
3 7.5 mg/kg 72 12

72
87.3-104.2% A

78.7-95.1% 12 86.9% -

8.1-8.6% 6.3-7.2% 12 12
- 0.03-0.05% 72

- 0.5-0.6% 0.3-0.4%

A (2) 
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3 15 mg/kg 72 12

72
74.9-91.3% - 72.6-90.2%

12 86.4% - 0.7-2.2%
0.4-1.6% 12 72

- 0.6-0.7% 0.4-0.6%

A
(2) 

 
 

3 15 mg/kg 72 12
72

67.4-83.9% - 66.4-82.9%
12 60.4%

72 - 0.7-1.1%

A (2) 
 

 
10 12 mg/kg 1 2 12 5

10 (100µg/kg)
10 650 220µg/kg 20

10 20 30 40
3810 1480 200 <100µg/kg 10 20

30 40 50 16380 5970 710 <100µg/kg
(1) 

 
8 150 mg 1 2 5

7 28 71 53 µg/kg 35 50 
µg/kg 2 57 µg/kg 49

7 28 35 49 719
4706 4327 3417 µg/kg 2611 1671 1057 1013 µg/kg 3133 2237
2875 1631 µg/kg 7 202 µg/kg 28

(2) 
 

 
5 7.5 mg/kg 1 2 5

1 4 1400 840 150 <100 µg/kg
(1) 

 
12 100000I.U. 12 2 144

7 µg/kg 100µg/kg 36 48 60 72
668 329 154 99 µg/kg (2) 
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20 7.5 mg/kg 1 2 12 5

36 A (50µg/L)
(17µg/L) (2) 

 
 

4 4 15 mg/kg 1 2 12 5
120

4 (48 ) (43µg/L) (1) 
 

 
10 15mg/kg 1 2 5

20 (100µg/kg)
10 20 30 40 4190 820 820 <100µg/kg

10 20 30 40 50 12210 7420 1020
240 <100µg/kg

(1) 
 

( 8 ) 150 mg 1 2 5
7 366µg/kg 28 (52 µg/kg)

2 35 49
7 28 35 49 4378 1157 917 429µg/kg

22745 1508 1040 1613µg/kg 8679 339 3811 1419µg/kg
7 163µg/kg 28 (2) 

 
 

25 15 mg/kg 1 2 5
(100µg/kg)

10 170µg/kg 10 20 30
2980 190 <100µg/kg (1) 

 
( 12 ) 15mg/kg

5 50µg/kg 15 (50 µg/kg)
5 15 1600 600µg/kg 20 (200µg/kg)

1 (249µg/kg) 30 5
15 20 30 1890 490 120 <100µg/kg( )

1150 40 261 130µg/kg 5 70µg/kg
15 (2) 

 
 

25 15 mg/kg 1 2 12 5
10 20 30 40 50 10160

3470 210 <100µg/kg 0 20 30 40
960 470 170 <100µg/kg

(1) 
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2-2.  
(1)  

LD50 18700 17500 mg/kg 240 245 mg/kg
2020 1970mg/kg 1320 1190mg/kg

(3) 
EMEA LD50 5000mg/kg

200-600 mg/kg (1) 
 
(2)  

 
4  

CD 0 50 150 mg/kg / 4

50mg
150 mg

(1) 
 

6  
(225 mg/kg / 6

(1) 
 

13  
Wistar ( 12 / ) ( ) (0 150 1500

15,000 100,000ppm 0 3.3 33.7 342.3 2192.1mg/kg / 0 2.5 25.3 249.8
1609.0 mg/kg / ) 13 100,000ppm

BUN
(3) 

 
4  

0 100 200 400mg/kg / 4

200
400mg/kg 100mg/kg (1) 

 
Hartley (10 / ) 0 100 200 400 mg/kg
/ 4 100mg

3 200mg 2
1 400mg 4 1

2 -
(3) 

 

- 661-



 

30  
0 50 100mg/kg / 30

50 100mg/kg
50mg/kg

(1) 
 

(3)  
 

in vivo

(1) 
 

(4)  
Wistar 1 (0 20 200mg/kg / )

 
20mg 200mg 1

 
200mg (3) 

 
EMEA -  

1000µg/mL 2 4
GLP

in vitro  

 
200mg/kg 55 62

 
400mg/kg

2 1 400mg/kg
(1) 

 
(5)  

(1) 

 
in vitro  

    
S. typhimurium TA98 TA100 TA102 TA1535  
TA1536 TA1537 TA1538( S9) 

   
Ames  

 S. typhimurium TA104 TA2638( S9)   
 

(MLA) 
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 in vivo  
    

    
  

in vitro S. typhimurium TA104
TA2638( S9) (Ames )

Ames MLA in vitro in vivo

 
 
(6)  

50% MIC50
(1) 

 10 (Bacteroides fragilis Bifidobacterium spp. Clostridium spp.
Fusobacterium spp. Proteus spp. Streptococcus spp. Eubacterium spp. Lactobacillus spp.
Escherichia coli Peptostreptococcus spp.) Peptostreptococcus spp.

MIC50 3.2 µg/mL  
 
 (7)  

(1) 

 
 

(1) 

 

 

 30µg/mL

- 25%  

 

16-50%

0.95%  
 Cmax

AUC  
10 

mg/kg
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3.  
ADI (1) 
EMEA ADI

NOEL
ADI

ADI
 

ADI Peptostreptococcus spp. MIC50 3.2µg/mL
150g 1 60kg CVMP

 
 

                  3.2  1*2   
                      1*1        150    
ADI µg/kg /          1*3  60            8 µg/kg /  

(0.008mg/kg / ) 
                                         480 µg/ (0.48mg/ ) 
 
*1 MIC50 1 
*2 pH 1 
*3 1% 1  
 

 
 

CVMP ADI JECFA
VICH

ADI
EMEA

 
 

ADI 0.008 mg /kg / (0.48mg/ ) ( EMEA
120 200 mg /kg / 2 4g 50 100mg/kg)

13
200-300mg/kg

EMEA

 
 

 
- ADI

 
 0.008 mg /kg /  
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4.  
(1)COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS  KANAMYCIN SUMMARY REPORT(1) 
(2)COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS  KANAMYCIN SUMMARY REPORT(2) 
(3) ( ) 
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平成 30 年３月 12 日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会報告について

平成 30 年２月６日付け厚生労働省発生食 0206 第５号をもって諮問された、食品衛生

法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項の規定に基づくジシクラニルに係る食品中

の動物用医薬品の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり

取りまとめたので、これを報告する。
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ジシクラニル 

 

今般の残留基準の検討については、食品中の動物用医薬品等のポジティブリスト制度導

入時に新たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直しについて、食品安全委員会

において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審

議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。 

 

１．概要 

（１）品目名：ジシクラニル [ Dicyclanil (ISO) ] 

 

（２）用 途：昆虫成長抑制剤 

ピリミジン系の昆虫成長抑制剤である。双翅目の脱皮や蛹化を阻害することにより作

用すると考えられているが、作用機序は不明である。 

国内では、動物用医薬品又はヒト用医薬品として承認されていない。 

海外では、羊を対象動物としてヒツジキンバエ（Lucilia cuprina）によるハエ蛆症

や蛆の発生を防ぐために使用されている。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

4,6-Diamino-2-(cyclopropylamino)pyrimidine-5-carbonitrile (IUPAC) 

 

5-Pyrimidinecarbonitrile, 4,6-diamino-2-(cyclopropylamino)-  

(CAS：No. 112636-83-6) 

 
（４）構造式及び物性 
 

 
 
 

分 子 式  C8H10N6 

分 子 量  190.21 
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（５）適用方法及び用量 

本剤の使用対象動物及び使用方法等は以下のとおり。 

 

① 海外での動物用医薬品としての使用方法 

医薬品 対象動物及び使用方法 使用国 休薬期間 

ジシクラニルを有

効成分とするポア

オン剤 
 

羊 

 

ジシクラニルとして以下の量を背中に沿って

肩から尾部までポアオン投与する。消費用の乳

を生産する動物には使用してはならない。 

 体重 10～20 kg：12.5～25 mg/kg 体重 

 体重 21～30 kg：10～14.3 mg/kg 体重 

 体重 31～50 kg：7.5～12.1 mg/kg 体重 

 体重 50 kg 以上：9 mg/kg 体重以下 

英国 

7 日 

ジシクラニルとして以下の量を背中に沿って

肩から尾部までポアオン投与する。消費用の乳

を生産する動物には使用してはならない。 

 体重 10～20 kg：50～100 mg/kg 体重 

 体重 21～30 kg：41.7～59.5 mg/kg 体重 

 体重 31～50 kg：30～48.4 mg/kg 体重 

 体重 50 kg 以上：35 mg/kg 体重以下 
40 日 

ジシクラニルとして以下の量を背中に沿って

肩から尾部までポアオン投与する。消費用の乳

を生産する動物には使用してはならない。 

 体重 10～20 kg：65～130 mg/kg 体重 

 体重 21～30 kg：52～74.3 mg/kg 体重 

 体重 31～50 kg：39～62.9 mg/kg 体重 

 体重 50 kg 以上：46.8 mg/kg 体重以下 

ジシクラニルとして以下の量を背中に沿って

肩から尾部までポアオン投与する。消費用の乳

を生産する動物には使用してはならない。 

 体重 10～20 kg：35～70 mg/kg 体重 

 体重 21～30 kg：26.7～38 mg/kg 体重 

 体重 31～50 kg：20～32.3 mg/kg 体重 

 体重 50 kg 以上：24 mg/kg 体重以下 

豪州 

28 日 

(輸出向け：

120 日) 

14 日 

(輸出向け：

35 日) 
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医薬品 対象動物及び使用方法 使用国 休薬期間 

ジシクラニルを有

効成分とするポア

オン剤 

 

羊 

 

ジシクラニルとして以下の量を背中に沿って

肩から尾部までポアオン投与する。消費用の乳

を生産する動物には使用してはならない。 

 体重 10～20 kg：32.5～65 mg/kg 体重 

 体重 21～30 kg：26～37.1 mg/kg 体重 

 体重 31～50 kg：19.5～31.5 mg/kg 体重 

 体重 50 kg 以上：23.4 mg/kg 体重以下 

豪州 

 

14 日 

(輸出向け： 

63 日) 

ジシクラニルとして以下の量を背中に沿って

肩から尾部までポアオン投与する。消費用の乳

を生産する動物には使用してはならない。 

 体重 10～20  kg：35～70 mg/kg 体重 

 体重 21～30  kg：26.7～38 mg/kg 体重 

 体重 31～50  kg：20～32.3 mg/kg 体重 

 体重 50 kg 以上：24 mg/kg 体重以下 

56 日 

(輸出向け： 

105 日) 

ジシクラニルとして以下の量を背中に沿って

肩から尾部までポアオン投与する。消費用の乳

を生産する動物には使用してはならない。 

 体重 10～20 kg：6.3～12.5 mg/kg 体重 

 体重 21～30 kg：5.0～7.1 mg/kg 体重 

 体重 31～50 kg：3.8～6.0 mg/kg 体重 

 体重 50 kg 以上：4.5 mg/kg 体重以下 

7 日 

(輸出向け： 

21 日) 

ジシクラニル及び

ジフルベンズロン

を有効成分とする

ポアオン剤 

ジシクラニルとして以下の量を背中に沿って

肩から尾部までポアオン投与する。消費用の乳

を生産する動物には使用してはならない。 

 体重 11 kg 未満：54.5 mg/kg 体重 

 体重 11～20 kg：52.5～95.5 mg/kg 体重 

 体重 21～30 kg：40～57.1 mg/kg 体重 

 体重 31～50 kg：30～48.4 mg/kg 体重 

 体重 51～65 kg：27.7～35.3 mg/kg 体重 

 体重 66～75 kg：26～29.5 mg/kg 体重 

 体重 76 kg 以上：10 kg 毎に 300 mg 追加 

21 日 

(輸出向け： 

70 日) 

 

２．対象動物における分布、代謝 

（１）羊における分布、代謝 

① 羊（Grayface種、雌雄不明、4頭/時点）に14C標識ジシクラニル（ピリミジン環2位

炭素標識）を単回ポアオン投与(35 mg/kg 体重)し、投与3～21日後に採取した筋肉、

脂肪、肝臓、腎臓における総放射活性濃度を液体シンチレーション計数法（LSC）で

測定した。 
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      筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓における総放射活性濃度は、投与3日後でそれぞれ227、

44～225、454及び78 ng eq/gであり、投与21日後にはそれぞれ33、14～71、454及び

54 ng eq/gに減少した。主要残留物は、筋肉及び脂肪ではジシクラニルであり、肝臓

及び腎臓ではジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルであ

った。（EMEA, 1999, 2000） 

 

② 羊（Dorset種、雌雄不明、4頭/時点）に14C標識ジシクラニル（ピリミジン環2位炭

素標識）を 単回ポアオン投与(100 mg/kg 体重)し、投与7及び21日後に採取した筋肉、

脂肪、肝臓及び腎臓における総放射活性濃度をLSCで測定した。 

筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓における総放射活性濃度は、投与7日後でそれぞれ2955、

431、2646及び762 ng eq/gであり、投与21日後にはそれぞれ880、208、1475及び230 ng 

eq/gに減少した。主要残留物は、筋肉及び脂肪では主にジシクラニル（85%以上）で

あり、肝臓及び腎臓ではジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニ

トリルであり、それぞれ投与7日後で総残留濃度の23%及び43%、21日後で13%及び24%

であった。（EMEA, 1999, 2000） 

 

３．対象動物における残留試験 

（１）分析の概要 

① 分析対象の物質 

   ・ジシクラニル 

   ・2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

 

 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

 

② 分析法の概要 

試料からアセトニトリル・水（9：1）混液で抽出し、C18カラム及び多孔性ケイソウ

土カラムを用いて精製する。次いで、SAXカラムを用いてジシクラニル及び2,4,6-ト

リアミノピリミジン-5-カルボニトリルを分画、精製した後、それぞれを紫外分光光

度型検出器付き高速液体クロマトグラフ（HPLC-UV）で定量する。 

 

  定量限界 ジシクラニル：0.01 mg/kg 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル：0.01 mg/kg 
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（２）残留試験結果 

① 羊（メリノ種、雌雄不明、2頭/時点）にジシクラニルを有効成分とするポアオン剤

を単回ポアオン投与（29～44 mg/kg 体重）し、投与2、7、14及び28日後に採取した

筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓におけるジシクラニルの濃度をHPLC-UVで測定した（表1）。

（JECFA, 2000） 

 

表1. 羊にジシクラニルを単回ポアオン投与（29～44 mg/kg 体重）後の組織中のジシクラニル平均濃度 

（mg/kg） 

組織 
投与後日数 

2 7 14 28 

筋肉 <0.01(2) <0.01(2) <0.01(2) <0.01(2) 

脂肪 <0.01(2) <0.02(2)* <0.02(2)* <0.01(2) 

肝臓 <0.01(2) <0.01(2) <0.01(2) <0.01(2) 

腎臓 <0.02(2) <0.02(2) <0.02(2) <0.02(2) 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 脂肪において、投与7及び14日後のそれぞれ1試料から0.02 mg/kgの 

ジシクラニルが定量された。 

定量限界：筋肉、脂肪、肝臓 0.01 mg/kg、腎臓 0.02 mg/kg 

 

② 羊（メリノ種、毛刈り2週間後、雌雄不明、3頭/時点、体重34～49 kg）にジシクラ

ニルを有効成分とするポアオン剤を単回ポアオン投与（43.5～49.5 mg/kg  体重）

し、投与7、14、21、28、35及び42日後に採取した筋肉、脂肪、肝臓及 び腎臓にお

けるジシクラニルの濃度をHPLC-UVで測定した（表2）。（JECFA, 2000; 豪州APVMA, 

2007） 

 

表2. 羊にジシクラニルを単回ポアオン投与（43.5～49.5 mg/kg体重）後の組織中のジシクラニル濃度 

（mg/kg） 

組織 
投与後日数 

7 14 21 28 35 42 

筋肉 0.09(3) 0.06(3) 0.10(3) 0.09(3) 0.04(3) <0.01(3) 

脂肪 0.17(3) 0.26(3) 0.64(3) 0.05(3) 0.09(3) 0.09(3) 

肝臓 0.14(3) 0.08(3) 0.14(3) 0.10(3) <0.03(3)* <0.01(3)* 

腎臓 0.09(3) 0.06(3) 0.12(3) 0.08(3) <0.04(3)* <0.04(3)* 

上段の数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の分析値を含めて平均値を算出した。 

定量限界：0.01 mg/kg 

 

③ 羊（メリノ種、毛刈り2週間後、雌雄不明、3頭/時点、体重48.0～74.5 kg）にジシ

クラニルを有効成分とするポアオン剤を単回ポアオン投与（90～97.5 mg/kg体重）し、

投与3、7、14及び21日後に採取した筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓におけるジシクラニル

の濃度をHPLC-UVで測定した（表 3）。（JECFA,2000; 豪州APVMA, 1998） 
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表3. 羊にジシクラニルを単回ポアオン投与(90～97.5 mg/kg体重)の組織中のジシクラニル濃度（mg/kg） 

組織 
投与後日数 

3 7 14 21 

筋肉  0.75(3) 0.71(3) 0.12(3) 0.58(3) 

脂肪 0.92(3) 0.36(3) 0.18(3) 0.18(3) 

肝臓 0.98(3) 0.90(3) 0.13(3) 0.68(3) 

腎臓 0.66(3) 0.82(3) 0.18(3) 0.57(3) 

上段の数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

定量限界：0.01 mg/kg 

 

④ ラム（交雑種、雌雄6頭/時点、体重32～49 kg）にジシクラニルを有効成分とする

ポアオン剤を単回ポアオン投与（95～105 mg/kg 体重又は195～205 mg/kg 体重）し、

投与3、7、14、21、28及び35日後に採取した筋肉、脂肪（腎周囲及び皮下）、肝臓

及び腎臓におけるジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリ

ルの濃度をHPLC-UVで測定した（表4-1、4-2）。（JECFA, 2000; 豪州APVMA, 1998） 

 

表4-1. ラムにジシクラニルを単回ポアオン投与（95～105 mg/kg体重）後の組織中のジシクラニル及び 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの平均濃度（mg/kg） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

3 7 14 21 28 35 

筋肉 
親 <0.01(6) <0.01(6)* <0.04(6)* <0.01(6)* <0.01(6) <0.01(6) 

代 <0.02(6)* <0.02(6)* <0.03(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6) 

腎 

周囲 

脂肪 

親 <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6)* <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) 

代 <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) 

皮下

脂肪 

親 <0.01(6)* <0.01(6) <0.02(6)* <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) 

代 <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6)* <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) 

肝臓 
親 <0.01(6)* <0.02(6)* <0.06(6)* <0.01(6)* <0.01(6) <0.01(6)* 

代 0.04(6) 0.05(6)  0.07(6)  0.03(6) <0.03(6)* <0.02(6)* 

腎臓 
親 <0.01(6)* <0.02(6)* <0.05(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6) 

代 0.04(6)  0.06(6)  0.11(6)  0.04(6)  0.04(6) <0.02(6)* 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の分析値を含めて平均値を算出した。 

定量限界：0.01 mg/kg 

親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 
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表4-2. ラムにジシクラニルを単回ポアオン投与（195～205 mg/kg体重）後の組織中のジシクラニル及び 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの平均濃度（mg/kg） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

3 7 14 21 28 35 

筋肉 
親 <0.05(6)* <0.01(6)* <0.02(6)* <0.03(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* 

代 <0.04(6)* 0.03(6) 0.02(6)* 0.04(6)* <0.02(6)* <0.01(6)* 

腎 

周囲

脂肪 

親 <0.02(6)* <0.01(6) <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6) <0.01(6) 

代 <0.01(6)* <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) 

皮下

脂肪 

親 <0.03(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) 

代 <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6)  <0.01(6)  <0.01(6)  

肝臓 
親 <0.07(6)* <0.02(6)* <0.01(6)* <0.03(6)* <0.03(6)* <0.01(6)* 

代 0.12(6) 0.08(6)  0.05(6)  0.07(6) 0.09(6) 0.05(6) 

腎臓 
親 0.07(6)* <0.02(6)* <0.01(6)* <0.03(6)* <0.03(6)* <0.01(6)* 

代 0.10(6)  0.08(6)  0.06(6)  0.07(6)  0.08(6) 0.05(6)* 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の分析値を含めて平均値を算出した。 

定量限界：0.01 mg/kg 

親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

 

⑤ 羊（メリノ種、毛刈り直後及び毛刈り6週間後、雌雄4頭/時点、体重28～68 kg）

にジシクラニルを有効成分とするポアオン剤を単回ポアオン投与（97～118 mg/kg 体

重又は200 ～215 mg/kg 体重）し、投与7、14、21、28及び56日後に採取した筋肉、

脂肪（腎周囲及び皮下）、肝臓及び腎臓におけるジシクラニル及び2,4,6-トリアミ

ノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度をHPLC-UVで測定した（表5-1、5-2、5-3、5-4）。

（JECFA, 2000; 豪州APVMA, 1998） 

 

表5-1. 羊（毛刈り直後）にジシクラニルを単回ポアオン投与（97～118 mg/kg 体重）後の組織中の 

ジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度（mg/kg） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

7 14 21 28 56 

筋肉 
親 0.32(4)  0.12(4)  0.03(4) <0.02(4)* <0.05(4)* 

代 0.12(4)  0.07(4)  0.04(4) 0.02(4) <0.03(4)* 

 
 
 

- 675-



表5-1. 羊（毛刈り直後）にジシクラニルを単回ポアオン投与（97～118 mg/kg 体重）後の組織中の 

ジシクラニル及び 2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度（mg/kg）（つづき） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

7 14 21 28 56 

腎周囲 

脂肪 

親  0.04(4) <0.02(4)* <0.01(4)* <0.01(4) <0.01(4)* 

代 <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4) <0.01(4) 

皮下 

脂肪 

親  0.08(4) 0.10(4) <0.01(4)* <0.01(4)* <0.04(4)* 

代  0.03(4) <0.02(4)* <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4)* 

肝臓 
親  0.42(4)  0.12(4)  0.04(4) <0.02(4)*  0.08(4) 

代 0.24(4)  0.14(4)  0.11(4)  0.08(4)  0.06(4) 

腎臓 
親  0.35(4)  0.08(4) <0.02(4)* <0.01(4)* <0.04(4)* 

代  0.39(4)  0.34(4)  0.11(4)  0.10(4)  0.06(4) 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の分析値を含めて平均値を算出した。 

定量限界：0.01 mg/kg 

親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

 

表5-2. 羊（毛刈り6週間後）にジシクラニルを単回ポアオン投与（97～118  mg/kg 体重）後の 

組織中のジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度（mg/kg） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

7 14 21 28 56 

筋肉 
親 0.18(4)  0.13(4)  0.05(4) <0.05(4)* 0.02(4) 

代 0.10(4)  0.07(4)  0.04(4) 0.03(4) 0.01(4) 

腎周囲 

脂肪 

親 <0.02(4)* <0.03(4)* <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4) 

代 <0.01(4) <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4) <0.01(4) 

皮下 

脂肪 

親 <0.04(4)* 0.21(4) 0.03(4) 0.12(4) <0.01(4) 

代 <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4) 

肝臓 
親  0.24(4)  0.18(4)  0.07(4) 0.05(4)  0.02(4) 

代 0.15(4)  0.15(4)  0.09(4)  0.08(4) <0.03(4)* 

腎臓 
親  0.20(4)  0.14(4) <0.05(4)* <0.04(4)* <0.02(4)* 

代  0.23(4)  0.16(4)  0.13(4)  0.08(4)  0.05(4) 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の分析値を含めて平均値を算出した。 

定量限界：0.01 mg/kg 

親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 
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表5-3. 羊（毛刈り直後）にジシクラニルを単回ポアオン投与（200～215 mg/kg 体重）後の組織中の 

ジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度（mg/kg） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

7 14 21 28 56 

筋肉 
親 0.80±0.43(4) 0.34±0.23(4)  0.20±0.20(4)  0.14±0.17(4)  0.02(4)* 

代 0.48±0.07(4)  0.11±0.02(4)  0.12±0.06(4) 0.10±0.09(4)  0.03±0.01(4) 

腎周囲 

脂肪 

親  0.16±0.03(4)  0.06±0.02(4) <0.03(4)* <0.03(4)* <0.01(4) 

代  0.05±0.02(4)  <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4) 

皮下 

脂肪 

親  0.24±0.09(4) 0.89±1.60(4)  0.05±0.04(4)  0.04±0.04(4) <0.02(4)* 

代  0.05±0.03(4) 0.03±0.01(4) 0.03±0.01(4) <0.02(4)* <0.01(4) 

肝臓 
親  1.21±0.69(4)  0.46±0.39(4)  0.32±0.35(4) 0.22±0.26(4) <0.02(4)* 

代 0.49±0.11(4)  0.23±0.05(4)  0.37±0.14(4)  0.18±0.23(4)  0.08±0.01(4) 

腎臓 
親  0.94±0.54(4)  0.33±0.32(4)  0.22±0.23(4) 0.18±0.23(4) <0.02(4)* 

代 0.41±0.19(4)  0.24±0.15(4)  0.34±0.14(4)  0.26±0.16(4)  0.06±0.02(4) 

数値は平均値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の分析値が含まれる場合は標準偏差を算出しなかった。 

定量限界：0.01 mg/kg 

親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

 

表5-4. 羊（毛刈り6週後）にジシクラニルを単回ポアオン投与（200～215  mg/kg 体重）後の組織中の 

ジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度（mg/kg） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

7 14 21 28 56 

筋肉 
親 0.58(4) 0.40(4) 0.24(4) 0.18(4) 0.10(4) 

代 0.25(4) 0.20(4) 0.08(4) 0.08(4) 0.03(4) 

腎周囲 

脂肪 

親  0.08(4) 0.09(4) <0.05(4)*  <0.03(4)* <0.02(4)* 

代  <0.01(4)*  <0.03(4)* <0.01(4)*  <0.01(4)* <0.01(4)* 

皮下 

脂肪 

親  0.20(4) 1.46(4) 0.08(4)  <0.03(4)* <0.03(4)* 

代  0.03(4) 0.04(4)  <0.02(4)* <0.01(4)* <0.01(4)* 

肝臓 
親  0.81(4)  0.59(4) 0.39(4) 0.22(4) 0.20(4) 

代 0.44(4)  0.37(4) 0.28(4) 0.20(4) 0.09(4) 

腎臓 
親  0.73(4)  0.43(4) 0.33(4) 0.16(4) 0.13(4) 

代 0.46(4)  0.48(4) 0.30(4) 0.14(4) 0.13(4) 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の分析値が含まれる。 

定量限界：0.01 mg/kg 

親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 
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⑥ 羊及びラム（羊：メリノ種、ラム：交雑種、毛刈り6週間後、雌雄不明、6頭/時点、

平均体重35 kg）にジシクラニルを有効成分とするポアオン剤を単回ポアオン投与

（100 mg/kg 体重）し、投与11、28及び35日後に採取した筋肉、脂肪（腎周囲）、

肝臓及び腎臓におけるジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニ

トリルの濃度をHPLC-UVで測定した（表 6-1、6-2）。（JECFA, 2000） 

 

表6-1. 羊にジシクラニルを単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）後の組織中のジシクラニル及び 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの平均濃度（mg/kg） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

11 28 35 

筋肉 
親 0.03(6) <0.01(6) <0.01(6) 

代 0.06(6) 0.02(6) 0.01(6) 

腎周囲

脂肪 

親 0.01(6) 0.01(6) <0.01(6) 

代 0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) 

肝臓 
親  0.04(6) 0.01(6) <0.01(6) 

代 0.07(6)  0.04(6)  0.03(6) 

腎臓 
親  0.04(6) <0.01(6) 0.01(6) 

代  0.19(6)  0.06(6)  0.07(6) 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

定量限界：0.01 mg/kg 

親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

 

表6-2. ラムにジシクラニルを単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）後の組織中のジシクラニル及び 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの平均濃度（mg/kg） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

11 28 35 

筋肉 
親 0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) 

代 0.03(6) <0.01(6) <0.01(6) 

腎周囲 

脂肪 

親 0.01(6) 0.01(6) <0.01(6) 

代 <0.01(6) <0.01(6) <0.01(6) 

肝臓 
親  0.02(6) <0.01(6) <0.01(6) 

代 0.07(6)  0.03(6)  0.03(6) 
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表6-2. ラムにジシクラニルを単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）後の組織中のジシクラニル及び 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの平均濃度（mg/kg）（つづき） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

11 28 35 

腎臓 
親  0.02(6) <0.01(6) 0.01(6) 

代  0.08(6)  0.03(6)  0.04(6) 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

定量限界：0.01 mg/kg 

親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

 

⑦ 羊（メリノ種、毛刈り直後、雌雄4頭/時点、体重34～48 kg）にジシクラニルを有

効成分とするポアオン剤を単回ポアオン投与（50 mg/kg 体重）し、投与7、28、56

及び84日後並びに4ヶ月後に採取した筋肉、脂肪（腎周囲及び皮下）、肝臓及び腎臓

におけるジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度

をHPLC-UVで測定した。 

また、ラム（交雑種、雌雄4頭/群、体重20～30 kg）にジシクラニルを有効成分と

するポアオン剤を単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）し、投与7、28、56及び84日

後並びに4ヶ月後に採取した筋肉、脂肪（腎周囲及び皮下）、肝臓及び腎臓における

ジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度をHPLC-UV

で 測定した（表7-1、7-2）。（JECFA, 2000; 豪州APVMA, 1998） 

 

表7-1. 羊にジシクラニルを単回ポアオン投与（50 mg/kg体重）後の組織中のジシクラニル及び 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度（mg/kg） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

7 日 28 日 56 日 84 日 4 ヶ月 

筋肉 
親 <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4)* <0.01(4) <0.01(4) 

代 <0.01(4)* <0.01(4)* <0.02(4)* <0.01(4) <0.01(4) 

腎周囲 

脂肪 

親 <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) 

代 <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) 

皮下 

脂肪 

親 <0.03(4)* <0.01(4) <0.01(4) <0.02(4)* <0.01(4) 

代 <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) 

肝臓 
親 <0.01(4) <0.01(4) <0.02(4)* <0.01(4) <0.01(4) 

代 <0.02(4)* <0.02(4)* 0.02(4) <0.01(4)* <0.01(4)* 

腎臓 
親 <0.01(4) <0.01(4) <0.02(4)* <0.01(4) <0.01(4) 

代  0.04(4) 0.03(4) 0.03(4) <0.01(4)* <0.01(4)* 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の分析値を含めて平均値を算出した。 

定量限界：0.01 mg/kg 
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親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

表7-2. ラムにジシクラニルを単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）後の組織中のジシクラニル及び 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度（mg/kg） 

組織 
分析

対象 

投与後日数 

7 日 28 日 56 日 84 日 4 ヶ月 

筋肉 
親 <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) 

代 <0.01(4)* <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) 

腎周囲 

脂肪 

親 <0.01(4)* <0.02(4)* <0.01(4)  <0.01(4) <0.01(4) 

代 <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) 

皮下 

脂肪 

親 <0.06(4)* <0.03(4)*  <0.01(4) <0.03(4)* <0.01(4) 

代 <0.02(4)* <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4) 

肝臓 
親 <0.01(4) <0.01(4)  <0.01(4)  <0.01(4)  <0.01(4)  

代 <0.02(4)* <0.02(4)* <0.01(4)* <0.01(4)* <0.01(4)* 

腎臓 
親 <0.01(4) <0.01(4)* <0.01(4) <0.01(4)* <0.01(4) 

代  0.04(4) <0.01(4)* <0.01(4) <0.01(4) <0.01(4)* 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の分析値を含めて平均値を算出した。 

定量限界：0.01 mg/kg 

親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

 

⑧ 羊（White Alp種、毛刈り1日後及び毛刈り7週間後、雌雄不明、6頭/時点）にジシ

クラニルを有効成分とするポアオン剤を単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）し、投

与7、14、21及び35日後に採取した筋肉（前肢、後肢、腰部）、脂肪（大網、投与部

位皮下、投与部位遠位皮下及び腎周囲）、肝臓及び腎臓におけるジシクラニル及び

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度をHPLC-UVで測定した。 

併せて上記の結果から、ジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニ

トリルの合計濃度に対するジシクラニル濃度の比を算出した（表8-1、8-2、8-3）。

（JECFA, 2000） 
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表8-1. 羊（毛刈り1日後）にジシクラニルを単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）後の組織中の 

ジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの平均濃度（mg/kg） 

組織 

投与後日数 

分析

対象 
7 14 21 35 

 

筋

肉 

 

前肢 
親 0.09(6) 0.03(6)  0.02(6) <0.01(6)* 

代 0.07(6) 0.04(6)  0.03(6) <0.01(6)* 

後肢 
親 0.08(6)  0.03(6)  0.02(6) <0.01(6)* 

代 0.07(6)  0.03(6)  0.08(6) <0.01(6)* 

腰部 
親 0.09(6)  0.03(6)  0.02(6) <0.01(6)* 

代 0.07(6)  0.04(6)  0.03(6) <0.01(6)* 

脂

肪 

 

大網 
親  0.42(6)  0.19(6)  0.14(6)  0.06(6) 

代 <0.01(6)*  0.01(6) <0.01(6)* <0.01(6)* 

投与部位

皮下 

親  0.04(6)  0.02(6)  0.01(6) <0.01(6)* 

代  0.02(6) <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* 

投与部位

遠位皮下 

親  0.36(6)  0.22(6)  0.16(6)  0.05(6) 

代 0.02(6) <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* 

腎周囲 
親  0.04(6) 0.02(6)  0.03(6) <0.01(6)* 

代  0.02(6) <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* 

肝臓 
親  0.13(6)  0.04(6)  0.03(6) <0.01(6)* 

代 0.26(6)  0.10(6)  0.08(6)  0.03(6) 

腎臓 
親  0.08(6)  0.02(6)  0.02(6) <0.01(6)* 

代  0.17(6)  0.07(6)  0.06(6)  0.02(6) 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の平均値を切り上げて<0.01 と記す。 

定量限界：0.01 mg/kg 

          親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

 

表8-2. 羊（毛刈り7週間後）にジシクラニルを単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）後の組織中の 

ジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの平均濃度（mg/kg） 

組織 

投与後日数 

分析

対象 
7 14 21 35 

筋

肉 
前肢 

親 0.09(6) 0.01(6) <0.01(6)* <0.01(6)* 

代 0.08(6) 0.03(6)  0.02(6) <0.01(6)* 
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表8-2. 羊（毛刈り7週間後）にジシクラニルを単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）後の組織中の 

ジシクラニル及び 2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの平均濃度（mg/kg）（つづき） 

組織 

投与後日数 

分析

対象 
7 14 21 35 

筋

肉 

後肢 
親 0.08(6)  0.01(6) <0.01(6)* <0.01(6)* 

代 <0.01(6)*  0.03(6)  0.02(6)  0.01(6) 

腰部 
親 0.09(6)  0.01(6) <0.01(6)* <0.01(6)* 

代 0.08(6)  0.03(6)  0.02(6)  0.01(6) 

脂

肪 

大網 
親  0.37(6)  0.28(6)  0.13(6)  0.07(6) 

代  0.02(6) <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* 

投与部位

皮下 

親  0.03(6) <0.01(6)* 0.01(6) <0.01(6)* 

代  0.01(6) <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* 

投与部位

遠位皮下 

親  0.25(6)  0.30(6)  0.09(6)  0.07(6) 

代 0.02(6) <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* 

腎周囲 
親  0.03(6) 0.02(6) <0.01(6)* <0.01(6)* 

代  0.02(6) <0.01(6)* <0.01(6)* <0.01(6)* 

肝臓 
親  0.13(6)  0.03(6)  0.02(6) <0.01(6)* 

代 0.24(6)  0.09(6)  0.06(6)  0.03(6) 

腎臓 
親  0.08(6)  0.01(6)  0.01(6) <0.01(6)* 

代  0.02(6)  0.05(6)  0.06(6)  0.03(6) 

数値は平均値を示し、括弧内は検体数を示す。 

* 定量限界未満の平均値を切り上げて<0.01 と記す。 

定量限界：0.01 mg/kg 

親：ジシクラニル 

代：2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリル 

 

表8-3. 羊にジシクラニルを単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）後の組織中のジシクラニル及び 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの合計濃度に対するジシクラニル濃度の比 

投与後日数 7 14 21 35 

毛刈り後日数 1 日 7 週 1 日 7 週 1 日 7 週 1 日 7 週 

筋

肉 

前肢 0.56 0.52 0.38 0.32 0.43 0.29 0.43 0.36 

後肢 0.55 0.92 0.41 0.31 0.22 0.32 0.42 0.31 

腰部 0.56 0.52 0.41 0.32 0.42 0.32 0.43 0.31 

脂

肪 

大網 0.98 0.95 0.94 0.98 0.97 0.96 0.92 0.93 

投与部位

皮下 
0.70 0.70 0.74 0.53 0.69 0.58 0.62 0.62 
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表8-3. 羊にジシクラニルを単回ポアオン投与（100 mg/kg 体重）後の組織中のジシクラニル及び 

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの合計濃度に対するジシクラニル濃度の比（つづき） 

投与後日数 7 14 21 35 

毛刈り後日数 1 日 7 週 1 日 7 週 1 日 7 週 1 日 7 週 

脂

肪 

投与部位

遠位皮下 
0.94 0.92 0.97 0.97 0.96 0.95 0.90 0.93 

腎周囲 0.69 0.58 0.79 0.71 0.87 0.47 0.62 0.50 

肝臓 0.33 0.35 0.27 0.22 0.30 0.23 0.22 0.14 

腎臓 0.32 0.81 0.26 0.18 0.28 0.15 0.22 0.15 

 

⑨ 羊及びラム（羊：メリノ種、ラム：交雑種、毛刈り直後、雌雄6頭/時点、体重28.2

～49.0 kg）にジシクラニル及びジフルベンズロンを有効成分とするポアオン剤を単

回ポアオン投与（ジシクラニルとして95.5 mg/kg 体重）し、投与7、14、21、28、

35、42及び119日後に採取した筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓におけるジシクラニル及び

2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの濃度をHPLC-UVで測定した。結果

はジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの合計濃度で

示した（表9）。（豪州APVMA, 2007） 

 

表9. 羊及びラムにジシクラニルを単回ポアオン投与（95.5 mg/kg 体重）後の組織中のジシクラニル及

び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの合計濃度（mg/kg） 

組織 
投与後日数 

7 14 21 28 35 119 

筋肉 <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* 

脂肪 <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* 

肝臓 0.035(6) 0.04(6) <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* 

腎臓 0.035(6) 0.04(6) <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* <0.02(6)* 

数値はジシクラニル及び 2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの合計濃度の平均値を示

し、括弧内は検体数を示す。 

* ジシクラニル及び 2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの分析値がともに定量限界未

満である場合、<0.02 と記す。 

定量限界：0.01 mg/kg 

 

４．ADIの評価 

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 2項の規定に基づき、食品安 

  全委員会あて意見を求めたジシクラニルに係る食品健康影響評価において、以下のと

  おり評価されている。 
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無毒性量：0.71 mg/kg 体重/day 

（動物種）   雄イヌ 

（投与方法）  混餌 

（試験の種類） 慢性毒性試験 

（期間）    12 ヶ月 

安全係数：100 

ADI：0.0071 mg/kg 体重/day 

 

マウスを用いた 18 か月間慢性毒性/発がん性併合試験において、500 ppm 投与群の雌に

発がん性が認められた。 

各種遺伝毒性試験結果の証拠の重み付けを考慮すると、ジシクラニルの発がん性は直接

的な遺伝毒性に基づくものではなく、閾値の設定は可能と判断した。 

 

５．諸外国における状況 

JECFAにおける毒性評価が行われ、2000年にADIが設定されている。国際基準は羊に設定

されている。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、EU、豪州及びニ

ュージーランドにおいて羊に基準値が設定されている。 

 

６．基準値案 

（１）残留の規制対象 

ジシクラニルとする。 

 

羊を用いた代謝試験の結果から、筋肉及び脂肪における主要残留物はジシクラニル

であり、肝臓及び腎臓における主要残留物はジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリ

ミジン-5-カルボニトリルであった。一方、残留試験で用いられた分析法では、ジシク

ラニル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルを同時に分析することは

困難であることから、モニタリングにおける分析の実効性も考慮して、残留の規制対

象はジシクラニルのみとする。 

なお、暴露評価に当たっては、ジシクラニルのみの暴露量だけでなく、ジシクラニ

ル及び2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルの暴露量も推定した。 

なお、国際基準においても分析の実効性を考慮して残留の規制対象をジシクラニル

のみとし、ジシクラニルと2,4,6-トリアミノピリミジン-5-カルボニトリルとの合計濃

度を用いて暴露量を評価している。 

 

（２）基準値案 

別紙 1のとおりである。 
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（３）暴露評価 

1日当たり摂取する動物用医薬品等の量のADIに対する比は、以下のとおりである。 

詳細な暴露評価は別紙2参照。 

 

 TMDI／ADI(%)注） 

国民全体（1歳以上） 0.02 

幼小児（1～6歳） 0.02 

妊婦 0.02 

高齢者（65 歳以上）  0.02 

注）各食品の平均摂取量は、平成 17 年～19年度の食品摂取頻度・摂 

取量調査の特別集計業務報告書による。 

TMDI 試算法：基準値案×各食品の平均摂取量 

 

なお、JECFAと同様に、各食用組織におけるジシクラニル及び2,4,6-トリアミノピリ

ミジン-5-カルボニトリルの合計濃度の95%上側信頼区間における95パーセンタイル値

（筋肉：0.23 mg/kg、脂肪：0.2 mg/kg、肝臓：0.34mg/kg、腎臓：0.34 mg/kg）を用い

て、暴露量を推定したところ、ADIに対する比は各集団で0.03%であった。 

 

（４）本剤については、平成 17 年 11 月 29 日付け厚生労働省告示第 499 号により、食品一

般の成分規格 7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、残

留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。 
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動物用医薬品名　　　　　ジシクラニル
（別紙１）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

承認
有無

国際
基準
ppm

残留試験成績等
ppm

zzz
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.2 0.15 0.15

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.2 0.2 0.2
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.1 0.125 0.125

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.1 0.125 0.125
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.1 0.1zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値（暫定基準）については、網をつけて示した。

参考基準値
外国
基準値
ppm
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（別紙2）

食品名
基準値案
（ppm）

国民全体
(1歳以上)

TMDI

幼小児
（1～6歳）

TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
（65歳以

上）
その他の陸棲哺乳類に
属する動物の筋肉

0.2

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の脂肪

0.2

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の肝臓

0.1

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の腎臓

0.1

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の食用部分

0.1

0.08 0.02 0.08 0.08
0.02 0.02 0.02 0.02

ジシクラニルの推定摂取量（単位：µg/人/day）

0.08* 0.02* 0.08* 0.08*

TMDI：理論最大１日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake）
TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
*各部位のうち、最も高い基準値を用いた。

計
ADI 比（％）
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（参考） 
これまでの経緯 

 

平成１７年１１月２９日 

平成１９年 ３月 ５日 

 

平成２９年 ８月 １日 

 

平成３０年 ２月 ６日 

平成３０年 ２月 ７日 

残留基準告示 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 
薬事・食品衛生審議会へ諮問 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

 

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

[委員] 

○穐山 浩    国立医薬品食品衛生研究所食品部長 

 石井 里枝   埼玉県衛生研究所化学検査室長 

  井之上 浩一    立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室准教授 

  折戸 謙介      麻布大学獣医学部生理学教授 

  魏 民          大阪市立大学大学院医学研究科分子病理学准教授 

  佐々木 一昭  東京農工大学大学院農学研究院動物生命科学部門准教授 

  佐藤 清        元 一般財団法人残留農薬研究所理事 

 佐野 元彦   東京海洋大学海洋生物資源学部門教授 

  永山 敏廣      明治薬科大学薬学部薬学教育研究センター基礎薬学部門教授 

 根本 了    国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 

 二村 睦子   日本生活協同組合連合会組織推進本部長 

  宮井 俊一   一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問 

  由田 克士   大阪市立大学大学院生活科学研究科公衆栄養学教授 

  吉成 浩一   静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授 

（○：部会長） 
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答申（案） 

ジシクラニル

残留基準値

食品名

ppm
zzz #N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物注1）の筋肉 0.2

#N/A#N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.2zzz
#N/A

zzz
#N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.1
#N/A#N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.1
#N/A#N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分注2） 0.1

#N/A #N/A

注1）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲
哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものを
いう。

注2）「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、
筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
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平成 30 年２月 15 日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会報告について

平成 29 年 12 月 19 日付け厚生労働省発生食 1219 第１号をもって諮問された、食品衛

生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項の規定に基づくメチルプレドニゾロンに

係る食品中の動物用医薬品の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別

添のとおり取りまとめたので、これを報告する。
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メチルプレドニゾロン 
 

今般の残留基準の検討については、食品中の動物用医薬品等のポジティブリスト制度導入

時に新たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直しについて、食品安全委員会にお

いて食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行

い、以下の報告を取りまとめるものである。 

 

１．概要 

（１）品目名：メチルプレドニゾロン [ Methylprednisolone ] 

 

（２）用 途：合成副腎皮質ホルモン 

糖質コルチコイドの合成副腎皮質ホルモンであり、グルココルチコイド受容体にリ

ガンドとして結合し、炎症反応、免疫系、糖新生等に関与するタンパク質の遺伝子発

現を調節することにより、抗炎症作用、免疫抑制作用、血糖上昇作用等を示すと考え

られている。 

国内では、動物用医薬品として使用されていない。 

海外では、動物用医薬品として、家畜の呼吸器疾患、泌尿・生殖器感染症、関節炎

に伴う疼痛及び跛行の治療を目的としたメチルプレドニゾロン及びそのエステル体の

注射剤が使用されている。 

ヒト用医薬品として国内外で使用されている。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10, 

13-trimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]   

phenanthren-3-one (IUPAC) 

 

Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-6-methyl-, (6α,11β)- 

(CAS：No. 83-43-2) 

 
（４）構造式及び物性 

 
 

分 子 式  C22H30O5 

分 子 量  374.47 
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（５）適用方法及び用量 

本剤の使用対象動物及び使用方法等は以下に示す。 

 

① 海外での使用方法 
医薬品 対象動物及び使用方法 使用国 休薬期間 

メチルプレドニゾ

ロン酢酸エステル

を有効成分とする

注射剤 

馬 
1 日量として 1頭当たり 120 mg の量を関節内

注射する。 
EU 7 日 

  

２．対象動物における残留試験 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

   ・メチルプレドニゾロン 

 

② 分析法の概要 

    試料から 0.25 mol/L 酢酸ナトリウム溶液（pH 4.8）・メタノール(3：7)混液で抽出

し、スルホン酸塩修飾ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体カラムを用い

て精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計（LC-MS/MS）で定量する。 

 

定量限界 0.002 mg/kg 

 

（２）残留試験結果 

馬（4頭/時点、体重413～539 kg）にメチルプレドニゾロン酢酸エステルを14日間間

隔で2回大腿頸骨関節内投与（120 mg/頭/日）し、最終投与12、24、72、120及び168時

間後に採取した筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓におけるメチルプレドニゾロン濃度を

LC-MS/MSで測定した（表１）。（EMA, 2010） 

 
表1. 馬にメチルプレドニゾロン酢酸エステルを14日間間隔で2回大腿頸骨関節内投与後の 

組織中のメチルプレドニゾロン濃度（mg/kg） 

組織 
最終投与後時間 

12 24 72 120 168 

筋肉 
0.014, 0.0084, 

<0.002(2) 

0.0067, 0.0021, 

<0.002(2) 
<0.002(4) <0.002(4) <0.002(4) 

脂肪 
0.0046, 0.0033, 

<0.002(2) 

0.014, 0.0026, 

<0.002(2) 
<0.002(4) <0.002(4) <0.002(4) 

肝臓 0.031±0.033(4) 0.018±0.018(4) 0.0034±0.0011(4) 
0.0036, 0.0032, 

<0.002(2) 
0.0032±0.0015(4) 

腎臓 
0.033, 0.0092, 

<0.002(2) 

0.011, 0.0021, 

<0.002(2) 
<0.002(4) <0.002(4) <0.002(4) 

数値は分析値又は平均値±標準偏差を示し、括弧内は検体数を示す。 

定量限界：0.002 mg/kg  

 検出限界：筋肉 0.000185 mg/kg、脂肪 0.000413 mg/kg、肝臓 0.000173 mg/kg、腎臓 0.000260 mg/kg 
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３．ADIの評価 

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 1項第 1号及び第 2項の規定に基

づき、食品安全委員会あて意見を求めたメチルプレドニゾロンに係る食品健康影響評価

において、以下のとおり評価されている。 

 

最小毒性量：0.3 mg/kg 体重/day 

（動物種）   雌ラット 

（投与方法）  経口 

（試験の種類） 亜急性毒性試験 

（期間）    63 日 

安全係数：1000 

ADI：0.0003 mg/kg 体重/day 

   

食品安全委員会は、①LOAEL を用いること、②ADI 設定の根拠とした 63 日間亜急性毒性

試験の動物数が足りないこと、③経口投与による慢性毒性試験の結果がないことから、安

全係数として 10 を追加することが適当と判断した。 

 

（参考） 

メチルプレドニゾロンの遺伝毒性に関して in vivo 試験の結果は得られていないが、in 

vitro 試験では陰性の結果が得られていること及び類似構造を有するプレドニゾロンが

生体にとって問題となる遺伝毒性を示さないことから、メチルプレドニゾロンは生体に

とって問題となる遺伝毒性は示さないと考えられた。 

 

４．諸外国における状況 

JECFA におけるリスク評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、EU において牛、

馬及び乳に基準値が設定されている。 

 

５．基準値案 

（１）残留の規制対象 

メチルプレドニゾロンとする。 

 

（２）基準値案 

別紙 1のとおりである。 

 

（３）暴露評価 

1 日当たり摂取する動物用医薬品等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。

詳細な暴露評価は別紙 2参照。 
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 TMDI／ADI(%)注） 

国民全体（1歳以上） 0.03 

幼小児（1～6歳） 0.02 

妊婦 0.03 

高齢者（65 歳以上） 0.03 
注）各食品の平均摂取量は、平成 17 年～19年度の食品摂取頻度・摂 

取量調査の特別集計業務報告書による。 

TMDI 試算法：基準値案×各食品の平均摂取量 

 

（４）本剤については、平成 17 年 11 月 29 日付け厚生労働省告示第 499 号により、食品一

般の成分規格 7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、残

留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。 
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動物用医薬品名　　　　　メチルプレドニゾロン
（別紙１）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

承認
有無

国際
基準
ppm

残留試験成績等
ppm

牛の筋肉 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.01 EU 【<0.002(n=4)(馬)

(最終投与168時間後)(EU)】
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の脂肪 0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01 0.01 EU 【<0.002(n=4)(馬)
(最終投与168時間後)(EU)】

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の肝臓 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01 0.01 EU 【0.0032±0.0015(n=4)(馬)

(最終投与168時間後)(EU)】
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の腎臓 0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01 0.01 EU 【<0.002(n=4)(馬)
(最終投与168時間後)(EU)】

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の食用部分 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01 (その他の陸棲哺乳類に属する動

物の肝臓参照)
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A乳 0.01zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値（暫定基準）については、網をつけて示した。

参考基準値
外国
基準値
ppm
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（別紙2）

食品名
基準値案
（ppm）

国民全体
(1歳以上)

TMDI

幼小児
（1～6歳）

TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上)

TMDI
その他の陸棲哺乳類に
属する動物の筋肉

0.01

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の脂肪

0.01

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の肝臓

0.01

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の腎臓

0.01

その他の陸棲哺乳類に
属する動物の食用部分 0.01

0.004 0.001 0.004 0.004

0.03 0.02 0.03 0.03

メチルプレドニゾロンの推定摂取量（単位：µg/人/day）

0.004 0.001 0.004 0.004

TMDI：理論最大１日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake）
TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量

計
ADI 比（％）
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（参考） 
これまでの経緯 

 

平成１７年１１月２９日 

平成１９年 １月１５日 

 

平成２８年 ３月 ８日 

 

平成２９年１２月１９日 

平成２９年１２月２１日 

残留基準告示 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

薬事・食品衛生審議会へ諮問 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

 

 

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

[委員] 

○穐山 浩    国立医薬品食品衛生研究所食品部長 

 石井 里枝   埼玉県衛生研究所化学検査室長 

  井之上 浩一    立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室准教授 

  折戸 謙介      麻布大学獣医学部生理学教授 

  魏 民          大阪市立大学大学院医学研究科分子病理学准教授 

  佐々木 一昭  東京農工大学大学院農学研究院動物生命科学部門准教授 

  佐藤 清        元 一般財団法人残留農薬研究所理事 

 佐野 元彦   東京海洋大学海洋生物資源学部門教授 

  永山 敏廣      明治薬科大学薬学部薬学教育研究センター基礎薬学部門教授 

 根本 了    国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 

 二村 睦子   日本生活協同組合連合会組織推進本部長 

  宮井 俊一   一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問 

  由田 克士   大阪市立大学大学院生活科学研究科公衆栄養学教授 

  吉成 浩一   静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授 

（○：部会長） 
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答申（案） 

メチルプレドニゾロン

残留基準値

食品名

ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物注1）の筋肉 0.01

#N/A#N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01zzz
#N/A

zzz
#N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01
#N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01
#N/A#N/Aその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分注2） 0.01

#N/A #N/A

注1）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸
棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のも
のをいう。

注2）「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、
筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
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平成 30 年２月 15 日

薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会長 穐山 浩

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

農薬・動物用医薬品部会報告について

平成 29 年 12 月 19 日付け厚生労働省発生食 1219 第１号をもって諮問された、食品衛

生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項の規定に基づくフルジオキソニルに係る

食品中の農薬の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取

りまとめたので、これを報告する。
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フルジオキソニル 
 
 今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定

依頼が農林水産省からなされたことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価が

なされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、以下の報告を取り

まとめるものである。 

 
１．概要 

（１）品目名：フルジオキソニル[ Fludioxonil (ISO) ]  

 

（２）用 途：殺菌剤 

フェニルピロール系の非浸透移行性殺菌剤である。糸状菌の原形質膜に作用すること

により物質の透過性に影響を及ぼし、アミノ酸やグルコースの細胞内取り込みを阻害し

て、抗菌作用を示すと考えられている。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

4-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile (IUPAC) 

 

1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-  

（CAS：No. 131341-86-1） 

 

（４）構造式及び物性 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   分 子 式  C12H6F2N2O2 

   分 子 量  248.18 
   水溶解度  1.8 mg/L (25℃) 
   分配係数  log10Pow = 4.12 (25℃) 

 

 

 

 

NH

CNOO

F F
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２．適用の範囲及び使用方法 

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。  

作物名、使用時期となっているものについては、今回農薬取締法（昭和 23 年法律第

82 号）に基づく適用拡大申請がなされたものを示している。 
 

（１）国内での使用方法 

  ① 40.0%フルジオキソニルフロアブル 

作物名 適用 使用量 
使用 

時期 

本剤の

使用 

回数 

使用方法 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙを含

む農薬の総使用

回数 

トマト 

キャベツ 苗立枯病 

(ﾘｿﾞｸﾄﾆｱ菌) 

乾燥種子 

1 kg 当た

り原液 

0.52 mL 

は種前 1 回 

種子処理

機による

塗沫処理 

4 回以内 

(種子への処理

は 1回以内、散

布は 3回以内) 

ほうれんそう 1 回 

 
② 20.0%フルジオキソニルフロアブル 

作物名 適用 
希釈 

倍数 

使用 

液量 

使用 

時期 

本剤の 

使用 

回数 

使用 

方法 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ

を含む農

薬の総使

用回数 

ぶどう 
晩腐病 

灰色かび病 

1000～

2000 倍 

200～ 

700 L 

/10 a 

収穫21日前

まで 

3 回 

以内 
散布 3 回以内 

ばれいしょ そうか病 200 倍 - 植付前 1 回 

種いも

瞬間 

浸漬 

1 回 

いんげんまめ 

灰色かび病 

菌核病 

1000～

1500倍 
100～ 

300 L 

/10 a 

収穫 7日前

まで 

3 回 

以内 
散布 

4回以内（種

子への処理

は 1回以

内、散布は

3回以内） 

さやいんげん 
収穫前日 

まで 

3 回以内 

さやえんどう 

1000倍 

豆類（未成熟、

ただし、えだ

まめ、さやい

んげん、さや

えんどうを除

く） 

灰色かび病 

100～

300 L 

/10 a 

収穫前日 

まで 

3 回 

以内 
散布 

  －：表示なし 
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② 20.0%フルジオキソニルフロアブル（つづき） 

作物名 適用 
希釈 

倍数 

使用 

液量 

使用 

時期 

本剤の 

使用 

回数 

使用 

方法 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ

を含む農

薬の総使

用回数 

えだまめ 赤かび病 1000倍 

100～ 

300 L 

/10 a 

収穫前日 

まで 

3 回 

以内 
散布 

4 回以内

（は種前

の塗沫処

理は1回以

内、は種後

は 3回以

内） 

きゅうり 

灰色かび病 

菌核病 

1000～

1500倍 

3 回以内 褐斑病 

1000倍 すいか 
炭疽病 

菌核病 
メロン 

トマト 

灰色かび病 
1000～

1500倍 

4 回以内 

(種子への

処理は1回

以内､散布

は 3回以

内） 

ミニトマト 

3 回以内 

なす ﾌｻﾞﾘｳﾑ立枯

病 
1000倍 

ピーマン 
灰色かび病 

炭疽病 

いちご 
灰色かび病 

1000～

1500倍 

炭疽病 1000倍 

たまねぎ 

灰色かび病 
1000～

1500倍 

4 回以内 

(定植前は

1回以内、

定植後は 3

回以内) 

灰色腐敗病 

小菌核病 
1500倍 

灰色腐敗病 
500 倍 

- 定植直前 1 回 

5 分間

セル苗

浸漬 
500～

1000倍 黒腐菌核病 

5 分間

苗根部

浸漬 
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② 20.0%フルジオキソニルフロアブル（つづき） 

作物名 適用 
希釈 

倍数 

使用 

液量 

使用 

時期 

本剤の 

使用 

回数 

使用 

方法 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ

を含む農

薬の総使

用回数 

わけぎ 小菌核腐敗

病 1000倍 

100～ 

300 L 

/10 a 

収穫 3日前

まで 

3 回 

以内 

散布 

3 回以内 

ねぎ 
収穫前日ま

で 

黒腐菌核病 

らっきょう 灰色かび病 
1000～

1500倍 

ブロッコリー 菌核病 

1000倍 
収穫 3日前

まで 

キャベツ 
菌核病 

株腐病 

4 回以内

（種子へ

の処理は 1

回以内、散

布は3回以

内） 

にら 

白斑葉枯病 2000倍 

収穫 7日前

まで 

1 回 1 回 

にんにく 
3 回 

以内 
3 回以内 

ふき 灰色かび病 

1000倍 

2 回 

以内 
2 回以内 

にんじん 

菌核病 

3 回 

以内 
3 回以内 

しそ 1500倍 

2 回 

以内 
2 回以内 

オリーブ 

炭疽病 

1000倍 

200～ 

700 L 

/10 a 

収穫 7日前

まで 

オリーブ(葉) 
収穫 60 日

前まで 

食用ぎく 

灰色かび病 

100～ 

300 L 

/10 a 

収穫 3日前

まで 

食用金魚草 1500倍 
収穫 3日前

まで 
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③ 9.3%フルジオキソニルフロアブル 

作物名 適用 
希釈 

倍数 
使用液量 

使用 

時期 

本剤の 

使用 

回数 

使用方法 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙを

含む農薬の

総使用回数 

ばれいしょ 
そうか病 

黒あざ病 
50 倍 

種いも 

100 kg 

当たり 3 L 植付前 1 回 

種いも散布 

1 回 

- 
種いも 

瞬間浸漬 

 
④ 5.0%フルジオキソニル水和剤 

作物名 適用 希釈倍数 
使用 

時期 

本剤の 

使用 

回数 

使用方法 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ

を含む農

薬の総使

用回数 

稲 

ばか苗病 

ごま葉枯病 

いもち病 

7.5 倍（使用量

は乾燥種籾 1 kg

当たり希釈液 

30 mL） 
浸種前 

1 回 

吹き付け処

理（種子消

毒機使用） 

1 回 
乾燥種籾重量の

0.5% 

種子粉衣 

（湿粉衣） 

200～400 倍 
24 時間 

種子浸漬 

キャベツ 

トマト 苗立枯病 

(ﾘｿﾞｸﾄﾆｱ菌） 

種子重量の 0.3

～0.5% 
は種前 種子粉衣 

4 回以内（種

子への処理

は 1 回以

内、散布は

3回以内） 

ほうれんそう 1 回 

 

⑤ 25.0%フルジオキソニル・37.5%シプロジニル顆粒水和剤 

作物名 適用 
希釈 

倍数 

使用 

液量 

使用 

時期 

本剤の

使用 

回数 

使用 

方法 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙを含

む農薬の総使

用回数 

みかん 

灰色かび病 2000 

～3000

倍 

200～

700 L 

/10 a 

収穫 7日 

前まで 

3 回 

以内 

散布 

3 回以内 

かんきつ 

(みかんを 

除く) 

収穫45日 

前まで 

2 回 

以内 

2 回以内 

ぶどう 
灰色かび病 

晩腐病 

収穫30日 

前まで 
3 回以内 

うめ 
灰色かび病 

黒星病 
3000倍 

収穫45日 

前まで 
2 回以内 

たまねぎ 灰色かび病 1000倍 

100～

300 L 

/10 a 

収穫前日 

まで 

3 回 

以内 

4 回以内 

(定植前は 1 回

以内、定植後は 

3 回以内) 
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⑥ 20.0%フルジオキソニル・50.0%フェンヘキサミド顆粒水和剤 

作物名 適用 
希釈倍

数 

使用 

液量 

使用 

時期 

本剤の

使用 

回数 

使用 

方法 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙを含

む農薬の総使

用回数 

きゅうり 
菌核病 2000倍 

150～ 

300 L 

/10 a 

収穫前日

まで 

3 回 

以内 
散布 

3 回以内 

灰色かび病 
2000～

3000倍 

なす 

トマト 

4 回以内(種子

への処理は1回

以内､散布は 3

回以内) 

たまねぎ 100～ 

300 L 

/10 a 

4 回以内(定植

前は 1回以内､

定植後は3回以

内) 

いちご 3 回以内 

 

⑦ 2.0%フルジオキソニル・7.6%塩基性塩化銅・12.0%ペフラゾエート水和剤 

作物名 適用 希釈倍数 
使用 

時期 

本剤の

使用 

回数 

使用 

方法 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ

を含む農

薬の総使

用回数 

稲 

ばか苗病、ごま葉枯病、

いもち病、もみ枯細菌病、

褐条病、苗立枯細菌病、

苗立枯病（ﾄﾘｺﾃﾞﾙﾏ菌）、

苗立枯病（ﾘｿﾞｰﾌﾟｽ菌）、

苗立枯病（ﾌｻﾞﾘｳﾑ菌） 

200 倍 

浸種前 1 回 

24 時間 

種子浸漬 

1 回 

7.5 倍(使

用量は乾

燥種籾 

1 kg 当た

り希釈液 

30 mL) 

吹き付け

処理(種

子消毒機

使用)又

は塗沫処

理 

乾燥種籾

重量の

0.5% 

種子粉衣

(湿粉衣) 
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⑧ 1.1%フルジオキソニル・22.6%チアメトキサム・1.7%メタラキシル Mフロアブル 

作物名 適用 

希
釈 
倍
数 

使用 

液量 

使用時

期 

本剤の 

使用回

数 

使用

方法 

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙを含

む農薬の総使

用回数 

いんげん

まめ 

苗立枯病 
（ﾋﾟｼｳﾑ菌） 

ﾘｿﾞｸﾄﾆｱ根腐病 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ﾀﾈﾊﾞｴ 

原

液 

乾燥種子

1 kg 当た

り 8 mL 

は種前 1 回 
塗沫

処理 

4 回以内（種子
への処理は 1
回以内、散布は
3回以内） 

あずき 
茎疫病 
ﾀﾈﾊﾞｴ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1 回 

だいず 

苗立枯病 
（ﾋﾟｼｳﾑ菌） 

紫斑病 
茎疫病 
黒根腐病 

ﾘｿﾞｸﾄﾆｱ根腐病 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ﾀﾈﾊﾞｴ 
ﾈｷﾘﾑｼ類 

ﾌﾀｽｼﾞﾋﾒﾊﾑｼ 

えだまめ 

4 回以内 
（は種前の塗
沫処理は 1回
以内、は種後は
3回以内） 

だいず 

ﾊﾄ、ｷｼﾞﾊﾞﾄによる種子
食害忌避 

1 回 

えだまめ 

4 回以内 
（は種前の塗
沫処理は 1回
以内、は種後は
3回以内） 

 

（２） 海外での使用方法 

① 21.0%フルジオキソニルフロアブル（米国） 

作物名 1 回当たり使用量 
ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙの 
総使用量  

使用 
時期 

使用 
方法 

にんじん、綿実 、ガーデンビ
ーツ、らっかせい、葉菜類、

ほうれんそう 

種子 100 lb 当たり 
0.167 又は 
0.334 fl oz 

種子 100 kg 当たり 
2.5 又は 5 g ai 

播種前 
種子 
処理 

だいず 

穀類：小麦、大麦、ライ麦、
オーツ麦、そば、ライ小麦 

種子 100 lb 当たり 
0.167～0.334 fl oz 

種子 100 kg 当たり 
2.5～5 g ai 

その他の穀類：雑穀、米 

種子 100 lb 当たり 
0.167 又は 
0.334 fl oz 

種子 100 kg 当たり 
2.5 又は 5 g ai 

とうもろこし：ポップコーン 

とうもろこし：スイートコー
ン類 

マメ科野菜 

ソルガム 

ai：active ingredieint（有効成分） 
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② 0.50%フルジオキソニル水和剤（米国） 

作物名 1 回当たり使用量 
ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙの 
総使用量  

使用時期 使用方法 

ばれいしょ 
 (種いも) 

種いも 100 lb 当たり 
0.5 lb 

種いも 100 lb 当たり 
0.0025 lb ai 

(2.5 g ai/100 kg) 
播種前 種いも処理 

 
③ 25.0%フルジオキソニル・37.5%シプロジニル顆粒水和剤（米国） 

作物名 
1 回当たりの 

使用量 
ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙの総

使用量 
使用時期 使用方法 

豆類(ささげを除く
乾燥及び未成熟) 

11～14 
oz/acre 

0.9  
lb ai/acre 

収穫 7日前まで 

茎葉処理 

根菜類（てんさいを
除く） 

根菜類及び塊茎類の
葉 

あぶらな科葉菜類 

11～14 
oz/acre 
10～12 
oz/acre 

(うどんこ病) 

クレソン 
11～14 
oz/acre 

収穫当日まで 

たまねぎ類 

収穫 7日前まで 

7～14 oz/acre 
(白腐れ病) 

植付時に処理 

にんにく 

11～14 
oz/acre 茎葉処理 

7～14 oz/acre 
(白腐れ病) 植付時に処理 

トマト類 
(温室内の小型トマ

トを除く） 

11～14 
oz/acre 

収穫前日まで 

茎葉処理 うり類 

かんきつ類 
0.22  

lb ai/acre 

収穫当日まで 

いちご 

0.9  
lb ai/acre 

5～8 oz/100 
gal 水(根､樹
冠の炭疽菌) 

定植前 
5～8 oz/100 gal.
水に2～5分間浸漬 

ベリー類 

11～14 
oz/acre 

茎葉処理 ブッシュベリー類 

ケーンベリー類 

ザイフリボク 
空中散布 

(カリフォルニア） 
コケモモ 

サラル 
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③ 25.0％フルジオキソニル・37.5%シプロジニル顆粒水和剤（米国）（つづき） 

作物名 
1 回当たりの 

使用量 
ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙの 
総使用量 

使用時期 使用方法 

ぶどう 

11～14 
oz/acre 

0.9 lb ai/acre 

収穫 7日前ま
で 

茎葉処理 

空中散布 
(カリフォルニア) 

熱帯果樹類 収穫当日まで 

茎葉処理 

空中散布 
(カリフォルニア) 

ピスタチオ 
収穫 7日前ま

で 

茎葉処理 

空中散布 
(カリフォルニア) 

ハーブ類 
（乾燥及び生） 

茎葉処理 生菜類(あぶらな科
を除く)及び葉柄野

菜類 
収穫当日まで 

 
 
３．作物残留試験 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

・フルジオキソニル 

 

② 分析法の概要 

試料からアセトンで抽出し、n-ヘキサン又はジクロロメタンに転溶する。フロリジ

ルカラムを用いて精製した後、高感度窒素・リン検出器付きガスクロマトグラフ 

(GC-NPD) 又は液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計(LC-MS/MS)で定量する。 

または、試料からアセトンで抽出し、多孔性ケイソウ土カラム、フロリジルカラム

及び NH2 カラム又はグラファイトカーボン・PSA 積層カラムを用いて精製した後、

GC-NPD 又は LC-MS/MS で定量する。 

または、試料からアセトンで抽出し、C18カラム又はグラファイトカーボンカラム及

び C18カラム又はグラファイトカーボン・PSA 積層カラムを用いて精製した後、液体ク

ロマトグラフ・質量分析計（LC-MS）又は LC-MS/MS で定量する。 

または、試料からアセトンで抽出し、多孔性ケイソウ土カラムを用いて精製し、n-

ヘキサン/アセトニトリル分配後、グラファイトカーボンカラム、C18カラム及びフロ

リジルカラムを用いて精製した後、GC-NPD で定量する。 

あるいは、試料からアセトンで抽出し、ヘキサンに転溶する。n-ヘキサン/アセト

ニトリル分配後、グラファイトカーボンカラム及びシリカゲルカラムを用いて精製し

た後、GC-NPD で定量する。 

 

定量限界：0.005～0.1 mg/kg 
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（２）作物残留試験結果 

国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙 1-1、海外で実施された

作物残留試験の結果の概要については別紙 1-2 を参照。 
なお、海外で実施された収穫後使用に係る作物残留試験の結果については、別紙 1-3

及び収穫後使用に係るフルジオキソニルの使用基準改正の根拠については別紙 1-4 を

参照。 

 
４．魚介類における推定残留濃度 

本剤については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、本剤の水産動植

物被害予測濃度注１）及び生物濃縮係数（BCF：Bioconcentration Factor） から、以下の

とおり魚介類中の推定残留濃度を算出した。 

 

（１）水産動植物被害予測濃度 

本剤が水田以外の場合において使用されることから、非水田 PECtier1 注２）を算出し

たところ、非水田 PECtier1 は 0.022 µg/L となった。 

 

（２）生物濃縮係数 
14C 標識フルジオキソニル(10 µg/L)を用いた 28日間の取込期間及び 14日間の排泄期

間を設定したブルーギルの魚類濃縮性試験が実施された。フルジオキソニルの分析の結

果から BCFSS
注３）は 366 L/kg と算出された。 

 

（３）推定残留濃度 

（１）及び（２）の結果から、フルジオキソニルの水産動植物被害予測濃度：0.022 µg/L、

BCF：366 L/kg とし、下記のとおり推定残留濃度を算出した。 

 

推定残留濃度 ＝ 0.022 µg/L×（366 L/kg×5）＝ 40.26 µg/kg ＝ 0.040 mg/kg 

 
注１） 農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準設

定における規定に準拠 
注２） 既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出 
注３） BCFSS：定常状態における被験物質の魚体中濃度と水中濃度の比で求められた BCF 
（参考）平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究事業「食品中に残

留する農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留基
準設定法」報告書 

 

５．畜産物における推定残留濃度 

  本剤については、飼料として給与した作物を通じ家畜の筋肉等への移行が想定される

ことから、飼料の最大給与割合等から算出した飼料中の残留農薬濃度と動物飼養試験の

結果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留濃度を算出した。 

 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 
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・フルジオキソニル及び酸化反応により代謝物 Kに変換される代謝物 
 

② 分析法の概要 

試料からアンモニア水/アセトニトリル混液で還流して抽出し、酸性下でトルエン

に転溶する。抽出液をそのまま、あるいはシリカゲル又は C18カラムを用いて精製し

た後、過マンガン酸カリウム・水酸化ナトリウム溶液として加熱し、フルジオキソニ

ルとその代謝物を代謝物 K（2,2-ジフルオロ-1,3 ベンゾジオキソール-4-カルボン酸）

に酸化する。酸化生成物を酸性下でジクロロメタンに転溶した後、シリカゲルカラム

を用いて精製した後、紫外分光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフ（HPLC-UV）

で定量する。または、酸化生成物を酸性下でジクロロメタン・酢酸エチル（4:1）混

液に転溶した後、LC-MS/MS で定量する。 

以下、代謝物 Kについては換算係数 1.23 を用いてフルジオキソニルに換算した値 

を示す。 
 

定量限界：筋肉及び乳       0.01 mg/kg（フルジオキソニル換算濃度） 

卵、肝臓、腎臓及び脂肪 0.01～0.05 mg/kg(フルジオキソニル換算濃

度) 

 

 

 

 

 

 
代謝物 K 

 

（２）家畜残留試験（動物飼養試験） 

① 乳牛を用いた残留試験ａ 

乳牛（ホルスタイン種、3頭/群）に対して、飼料中濃度として0.55、1.6、5.5 ppm

に相当する量のフルジオキソニルを含むカプセルを28～30日間にわたり経口投与し、

筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳に含まれるフルジオキソニル及びその代謝物を代謝物

Kに変換して HPLC-UV で測定した。 

以下の残留濃度は、フルジオキソニルとフルジオキソニルに換算した代謝物 Kの合

計濃度を示している。結果は表1を参照。 
 

表 1.乳牛の組織中の最大残留濃度(mg/kg) 

 0.55 ppm 投与群 1.6 ppm 投与群 5.5 ppm 投与群 

筋肉 － － <0.01 

脂肪 － － <0.05 

肝臓 － － <0.05 

腎臓 － － <0.05 

乳 <0.01 <0.01 
0.019 

(投与 14 日) 
－:分析せず 
定量限界：筋肉及び乳 0.01 mg/kg、肝臓、腎臓及び脂肪 0.05 mg/kg 
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② 乳牛を用いた残留試験 b 

乳牛（ホルスタイン種、3頭/群）に対し、飼料中濃度として20、100 ppm に相当す

る量のフルジオキソニルを含むカプセルを28日間にわたり経口投与し、筋肉、脂肪、

肝臓、腎臓及び乳に含まれるフルジオキソニル及びその代謝物を代謝物 Kに変換し

て LC-MS/MS で測定した。 

以下の残留濃度は、フルジオキソニルとフルジオキソニルに換算した代謝物 Kの

合計濃度を示している。結果は表 2を参照。 

 

表 2.乳牛の組織中の最大残留濃度(mg/kg) 

 20 ppm 投与群 100 ppm 投与群 

筋肉 <0.01 0.0124 

脂肪 0.0109 0.0333 

肝臓 0.0791 0.349 

腎臓 0.0819 0.289 

乳 0.030 0.153 

定量限界：0.01 mg/kg 
 

上記の結果に関連して、JMPR は、肉牛及び乳牛の MDB 注）をそれぞれ 0.56 ppm 及び

0.57 ppm と評価している。 
 

注）最大飼料由来負荷（Maximum Dietary Burden：MDB）: 飼料として用いられる全ての飼料品目に

農薬が残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されうる

最大濃度。飼料中残留濃度として表示される。 

 

③ 産卵鶏を用いた残留試験 

産卵鶏（ロードアイランドレッド種、体重 1.5～2.26 kg、10 羽／群）に対して、

1.54、4.64 及び 15.4 ppm のフルジオキソニルを含む飼料を 28 日間にわたり摂食さ

せ、筋肉、皮膚･脂肪及び肝臓、並びに卵に含まれるフルジオキソニル及びその代謝

物を代謝物 Kに変換して LC-MS/MS で測定した。 

以下の残留濃度は、フルジオキソニルとフルジオキソニルに換算した代謝物 Kの合

計濃度を示している。結果は表 3を参照。 
 

表 3.採卵鶏の組織中の最大残留濃度(mg/kg) 

 1.54 ppm 投与群 4.64 ppm 投与群 15.4 ppm 投与群 

筋肉 － － <0.01 

皮膚・脂肪 － 0.014 0.039 

肝臓 0.076 0.209 0.284 

卵 <0.01 0.013 0.052 

－:分析せず 
定量限界 0.01 mg/kg 
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上記の結果に関連して家禽における MDB は 0.38 ppm と評価されている。したがっ

て MDB 相当濃度で採卵鶏における残留試験を行った時の残留濃度は、いずれも定量限

界を下回ると推定された。 

 

（２）推定残留濃度 

乳牛及び鶏について、MDB と家畜残留試験結果から、畜産物中の推定残留濃度を算出

した。結果は表 4-1 及び 4-2 を参照。推定残留濃度はフルジオキソニルとフルジオキソ

ニルに換算した代謝物 Kの合計濃度を示した。 

 

表 4-1.畜産物中の推定残留濃度；牛(mg/kg) 

 筋肉 脂肪 肝臓 腎臓 乳 

乳牛 0.01 0.05 0.05 0.05 0.01 

 

表 4-2.畜産物中の推定残留濃度；産卵鶏(mg/kg) 

 筋肉 脂肪 肝臓 鶏卵 

産卵鶏 0.01 0.01 0.01 0.01 

 

６．ADI 及び ARfD の評価 

食品安全基本法 (平成 15 年法律第 48 号) 第 24 条第 1項第 1号の規定に基づき､食品

安全委員会あて意見を求めたフルジオキソニルに係る食品健康影響評価において､以下

のとおり評価されている。 

    

（１）ADI 

無毒性量：33.1 mg/kg 体重/day 

(動物種)  雄イヌ 

(投与方法)  混餌 

(試験の種類) 慢性毒性試験 

(期間)  1 年間 

安全係数：100 

   ADI：0.33 mg/kg 体重/day 

 

（２）ARfD 

最小毒性量：500 mg/kg 体重 

(動物種)  雄ラット 

(投与方法)  強制経口 

(試験の種類)  急性神経毒性試験 

   安全係数：200 

   ARfD：2.5 mg/kg 体重 
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フルジオキソニルの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対す 

る無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、マウスを用いた薬理試験における最大 

無作用量 300 mg/kg 体重であった。一方、ラットを用いた急性神経毒性試験におけ 

る最小毒性量は 500 mg/kg 体重であり、同投与量で認められた自発運動量の低下は 

軽微であったことから、食品安全委員会はラットを用いた急性神経毒性試験におけ 

る最小毒性量の 500 mg/kg 体重を根拠に追加の安全係数 2 を用いることが妥当で 

あると判断した。したがって、これを根拠として、安全係数 200（種差：10、個体 

差：10、最小毒性量を用いたことによる追加係数：2）で除した 2.5 mg/kg 体重を 

急性参照用量（ARfD）と設定した。 

 

（参考）評価に供された遺伝毒性試験の in vitro 試験の一部で陽性の結果が得られた

が、小核試験を始め in vivo 試験では陰性の結果が得られたので、フルジオキソニル

は生体にとって問題となる遺伝毒性はないと結論されている。 

 

７．諸外国における状況 

JMPR における毒性評価が行われ、2004 年に ADI が設定され、ARfD は設定の必要なしと

されている。国際基準は大豆、ブルーベリー等に設定されている。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国において

りんご、びわ等に、カナダにおいて大豆、なたね等に、EU においてりんご、ぶどう等に、

豪州においてばれいしょ、ぶどう等に、ニュージーランドにおいてぶどう、いちご等に

基準値が設定されている。 

 

８．基準値案 

（１）残留の規制対象  

農産物及び魚介類にあってはフルジオキソニルとし、畜産物にあってはフルジオキソ

ニル及び酸化反応により代謝物 Kに変換される代謝物とする。 

 

泌乳ヤギ及び産卵鶏の動物体内運命試験において、代謝物 Kに変換される代謝物が検

出され、泌乳ヤギの乳及び腎臓ではフルジオキソニルは検出されなかった。このことか

ら、畜産物にあってはフルジオキソニル及び酸化反応により代謝物 Kに変換される代謝

物とする。 

JMPR においては、農産物はフルジオキソニル、畜産物はフルジオキソニル及び酸化

反応により代謝物 Kに変換される代謝物と設定している。 

 

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物、畜産物及び魚介類中

の暴露評価対象物質をフルジオキソニル（親化合物のみ）としている。 

 

（２）基準値案 

別紙 2のとおりである。 

 

 (３) 暴露評価 
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① 長期暴露評価 

1 日当たり摂取する農薬等の量の ADI に対する比は、以下のとおりである。詳細

な暴露評価は別紙 3参照。 

 

 TMDI／ADI（%）注） 

国民全体（1 歳以上） 18.2 

幼小児（1～6歳） 35.6 

妊婦 17.0 

高齢者（65 歳以上）   20.4 

注）各食品の平均摂取量は、平成 17 年～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別

集計業務報告書による。 

TMDI 試算法：基準値案×各食品の平均摂取量 

 

② 短期暴露評価 

各食品の短期推定摂取量（ESTI）を算出したところ、国民全体（1歳以上）及び幼

小児（1～6歳）のそれぞれにおける摂取量は急性参照用量（ARfD）を超えていない注）。

詳細な暴露評価は別紙 4-1 及び 4-2 参照。 

注）基準値案、作物残留試験における最高残留濃度（HR）又は中央値（STMR）を用い、平成 17

～19 年度の食品摂取頻度・摂取量調査及び平成 22年度の厚生労働科学研究の結果に基づき

ESTI を算出した。 
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(別紙1-1)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

7.5倍希釈液 140 圃場A:<0.005

乾燥種籾重の3%吹き付け 171 圃場B:<0.005

乾燥種籾重の0.5% 140 圃場A:<0.005

種子粉衣（湿粉衣） 171 圃場B:<0.005

20倍希釈液 140 圃場A:<0.005 (#)
注2）

10分間浸漬 171 圃場B:<0.005 (#)

200倍希釈液 139 圃場A:<0.005

24時間浸漬 170 圃場B:<0.005

原液 8 mL/kg種子 125 圃場A:<0.01

 塗抹処理 127 圃場B:<0.01

原液 8 mL/kg種子 125 圃場A:<0.01

 塗抹処理 112 圃場B:<0.01

圃場A:0.016

圃場B:0.062

圃場C:0.014

圃場D:0.009

原液 8 mL/kg種子 94 圃場A：<0.01

 塗抹処理 91 圃場B：<0.01

50倍 種いも散布 106 圃場A：<0.01

3 L/100 kg種いも 86 圃場B：<0.01

106 圃場A：<0.01

86 圃場B：<0.01

種子重量の0.5% 80 圃場A:<0.005

種子粉衣 133 圃場B:<0.005

種子重量の0.5% 種子粉衣+ 圃場A:0.257

1000倍散布 200 L/10 a 圃場B:0.304 (4回,7日)

1000倍散布 圃場A:1.04

300, 214 L/10 a 圃場B:3.34

1000倍散布 244 L/10 a 3 圃場C:3.14

1000倍散布 圃場A:0.72

150 L/10 a 圃場B:0.78

1000倍散布 240,252 L/10 a 圃場A：15.4

1000倍散布 150 L/10 a 圃場B：15.0

1000倍散布 圃場A:<0.005

150 L/10 a 圃場B:<0.005

500倍 苗浸漬処理+ 圃場A:0.005

1000倍散布 茎葉散布 150L/10 a 圃場B:0.014

500倍 苗浸漬処理+ 圃場A:<0.01

1000倍 茎葉散布 100,200 L/10 a 圃場B:<0.01

1000倍散布 圃場A：0.80

160,180 L/10 a 圃場B：2.98

2000倍散布 圃場A:<0.01

 200～250,300 L/10 a 圃場B:<0.01

2000倍散布 圃場A:0.63

150 L/10 a 圃場B:0.70

わけぎ 1000倍散布 圃場A:4.66

（茎葉） 183.3,175 L/10 a 圃場B:4.58

1000倍散布 圃場A:<0.08

300 L/10 a 圃場B:<0.08

1000倍散布 圃場A:0.62 (3回,14日)

200 L/10 a 圃場B:1.68

3

1,3,7

7,14,21

2 1.1%フロアブル 1

4 20.0%フロアブル
1000倍散布
300 L/10 a

3

2

あずき
（乾燥子実）

2 1.1%フロアブル 1

いんげんまめ
（乾燥子実）

2 5.0%水和剤 1

だいず
（乾燥子実）

2 1.1%フロアブル 1

5.0%水和剤 1

2 5.0%水和剤 1

2 5.0%水和剤 1

フルジオキソニルの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）

注1)

ばれいしょ
（塊茎）

水稲
（玄米）

2

2 1

ふき
（茎部）

キャベツ
（葉球）

2 5.0%水和剤 1

20.0%フロアブル

ブロッコリー
（花蕾）

3

1+3

20.0%フロアブル

2
5.0%水和剤+

20.0%フロアブル

1,3,7

2 2

1+3 1,7,14

3,7,14

7,14,21

2

50倍 種いも瞬間浸漬 1

3,7,14

1 3,7,14

9.3%フロアブル

3 1,3,7

3 7,14,21

3 1,3,7,14

7,14,21
にんじん
（根部）

2

ねぎ
（茎葉）

にんにく
（鱗茎）

20.0%フロアブル

食用ぎく 20.0%フロアブル

2

2

2

20.0%フロアブル

3,7,143

3

2

2

たまねぎ
（鱗茎）

20.0%フロアブル

にら
（茎葉）

らっきょう
（鱗茎）

20.0%フロアブル

20.0%フロアブル

20.0%フロアブル

2

3

3,7,14

2

1+3 1,3,7

20.0%フロアブル+

23.0%顆粒水和剤
注３）

2

20.0%フロアブル

2
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(別紙1-1)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

フルジオキソニルの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）

注1)

圃場A:0.136

圃場B:0.690

原液 0.52 mL/kg種子 146 圃場A:<0.01

 塗抹処理 120 圃場B:<0.01

0.5%種子粉衣+ 圃場A：2.8 (4回,1日）(#)

1000倍散布 400 ,200 L/10 a 圃場B：0.6（4回,1日）(#)

1000倍散布 圃場A:0.64

200,231 L/10 a 圃場B:1.98

1000倍散布 圃場A:0.404

300 L/10 a 圃場B:0.468

1000倍散布 圃場A:0.416

300,250 L/10 a 圃場B:0.678

1000倍散布 圃場A:0.03

300,296.3 L/10 a 圃場B:0.04 (3回,7日)

1000倍散布 圃場A：<0.01

280,300 L/10 a 圃場B：0.02

種子重量の0.5％ 38,45 圃場A:<0.005

種子粉衣 28,35 圃場B:<0.005

1000倍散布 圃場A:0.71

200 L/10 a 圃場B:2.21

1000倍散布 圃場A:1.60

300 L/10 a 圃場B:0.734

1000倍散布 圃場A:0.90

200 L/10 a 圃場B:1.26

1000倍散布 圃場A:1.7

200 L/10 a 圃場B:2.8

原液 8 mL/kg種子 83 圃場A:<0.01

 塗抹処理 69 圃場B:<0.01

食用金魚草 1500倍散布 圃場A:5.00

（花） 200 L/10 a 圃場B:14.6

オリーブ 1000倍散布 59,90,120 圃場A:23.9 (2回,59日)(#)

（葉） 1100 ,750 L/10 a 60,90,120 圃場B:45.5

2000倍散布 圃場A:0.022

400,800 L/10 a 圃場B:0.023 (3回,21日)

2000倍散布 圃場C:0.01

400,833 L/10 a 圃場D:<0.01

2000倍散布 圃場A:3.77 (3回,21日)

400,800 L/10 a 圃場B:3.84

2000倍散布 圃場C:4.32

400,833 L/10 a 圃場D:3.78 (3回,14日)

2000倍散布 45,60,91 圃場A:0.26

500,400 L/10 a 45,60,90 圃場B:0.27

2000倍散布 45,60,91 圃場A:0.006

500,400 L/10 a 45,60,90 圃場B:0.007

2000倍散布 45,60,91 圃場A:0.876

500,400 L/10 a 45,60,90 圃場B:1.00

なつみかん
（果皮）

2

2 5.0%水和剤

2

3,5

20.0%フロアブル

20.0%フロアブル

温州みかん
（果皮）

4

なつみかん
（果実）

なつみかん
（果肉）

2

2

温州みかん
（果肉）

4

未成熟いんげん
（さや）

2

えだまめ
（さや）

メロン
（果肉）

2

未成熟ささげ
（さや）

2

2

2

ほうれんそう
（茎葉）

1

1,3,7

1,7,14

1+3,1+5

1,3,7

3

1,3,7

1+3 1,3,14

1,3,7

1,7,14

1,3,7

3

1,3,7

23.0%顆粒水和剤

20.0%フロアブル

2

20.0%フロアブル

3,5

20.0%フロアブル 3

20.0%フロアブル

2

5.0%水和剤+
20.0%フロアブル

2

2,3

3

3

1

ミニトマト
（果実）

20.0%フロアブル

さやえんどう
（さや）

なす
（果実）

きゅうり
（果実）

20.0%フロアブル

2
トマト
（果実）

2

ピーマン
（果実）

23.0%顆粒水和剤

23.0%顆粒水和剤

1,3,7

7,14,21

7,14,28

3

7,14,28

1

3

すいか
（果肉）

3,7,14

1,3,7

20.0%フロアブル 2

23.0%顆粒水和剤

7,14,21

2

3

2

2

2

2

2

20.0%フロアブル

1.1%フロアブル

23.0%顆粒水和剤

20.0%フロアブル 2

0.5%種子粉衣+
1000倍散布 300 L/10 a

2

5.0%水和剤+
20.0%フロアブル

40.0%フロアブル
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(別紙1-1)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

フルジオキソニルの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）

注1)

2000倍散布

400 L/10 a

2000倍散布

400 L/10 a

2000倍散布

735～833 L/10 a

2000倍散布 圃場A:0.032 (2回,45日)(#)

300,400 L/10 a 圃場B:0.142 (2回,45日)(#)

圃場A:0.810 (2回,1日)

圃場B:1.42 (2回,1日)

圃場A:1.20 (2回,1日)

圃場B:1.47

圃場A:1.94

圃場B:1.05

1000倍散布 圃場A:0.60

334,302 L/10 a 圃場B:2.68

オリーブ 1000倍散布 圃場A:5.68

（果実） 750,1100 L/10 a 圃場B:8.05 (#)

圃場A:25.1

圃場B:22.3

1000倍散布
200 L/10 a

いちご
（果実）

20.0%フロアブル

2

2

2

すだち
（果実）

かぼす
（果実）

20.0%フロアブル
1500倍散布
300 L/10 a

20.0%フロアブル

　表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合におい
て、収穫までの期間が最短の場合にのみ最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られ
た場合は、その使用回数及び経過日数について（　）内に記載した。

2 23.0%顆粒水和剤

1500倍散布
200 L/10 a

しそ
（葉部）

2

ぶどう
（果実）

1000倍散布
200 L/10a

1,2,3

圃場A:1.64 (2回,45日)

ゆず
（果実）

うめ
（果実）

2

1

1

1

1,7,14

1

1

1,2,3

圃場A:0.162 (2回,60日)

圃場A:0.032

2 45,60,90 圃場A:0.058 (2回,90日)

圃場B:0.93 (3回,21日)(#)7,14,21

2 30,45,60

2

3

45,60,9023.0%顆粒水和剤

44,59,9023.0%顆粒水和剤

注４）今回、新たに提出された作物残留試験成績に網を付けて示している。

7,14,21

注２）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内
ではない試験条件を斜体で示した。

注３）試験実施当時は有効成分表示制度変更前のため23.0%顆粒水和剤と表示されているが、制度移行後は25.0%顆粒水和剤と変
更した。

7,14,21

30,45,60

3

2000倍散布
300 L/10 a

2000倍散布
400 L/10 a

23.0%顆粒水和剤

2

23.0%顆粒水和剤

1,2 3,7,14,21

注１）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作
物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値
を示した。

2 20.0%フロアブル 2

2

2 3
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(別紙1-2)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

126 圃場A: <0.01

124 圃場B: <0.01

93 圃場C: <0.01

142 圃場D: <0.01

110 圃場E: <0.01

130 圃場F: <0.01

99 圃場G: <0.01

105 圃場H: <0.01

100 圃場I: <0.01

115 圃場J: <0.01

84 圃場K: <0.01

合計 0.470 lb ai/acre
散布処理

圃場A: 0.13

合計 0.447 lb ai/acre
散布処理

圃場B: 0.09

合計 0.442 lb ai/acre
散布処理

圃場C: 0.11

 合計 0.451 lb ai/acre
散布処理

圃場D: 0.08

合計 0.452 lb ai/acre
散布処理

圃場E: <0.01

合計 0.427 lb ai/acre
散布処理

8 圃場F: <0.02

合計 0.470 lb ai/acre
散布処理

圃場A: 4.59

合計 0.447 lb ai/acre
散布処理

圃場B: 5.84

合計 0.442 lb ai/acre
散布処理

圃場C: 11.3

合計 0.451 lb ai/acre
散布処理

圃場D: 3.22

合計 0.452 lb ai/acre
散布処理

圃場E: 2.79

合計 0.427 lb ai/acre
散布処理

8 圃場F: 0.47

6 圃場A: 0.10

7 圃場B: 0.11

8 圃場C: 0.25

6 圃場D: 0.27

8 圃場E: 0.20

7 圃場F: 0.53

6 7 圃場G: 0.36

0.884 lb ai/acre
茎葉処理

4 8 圃場H: 0.14

フルジオキソニルの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）

注1)

7

だいこん
（根部）

6 25.0%顆粒水和剤 2

ブロッコリー 25.0%顆粒水和剤

0.219 lb ai/acre
茎葉処理

4

8

7

だいこん
（葉部）

6 25.0%顆粒水和剤 2

 2.5g ai/100kg
種いも処理

1.75g ai/100kg
種いも処理

11
ばれいしょ
（塊茎）

0.5%フロアブル 1
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(別紙1-2)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

フルジオキソニルの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）

注1)

0.206～0.219 lb ai/acre
茎葉処理

圃場A: 0.27

圃場B: 0.21

6 8 圃場C: 1.20

圃場D: 0.50

圃場E: 0.17

0.354～0.367 lb ai/acre
茎葉処理

6 圃場F: 0.17(#)

0.206～0.21 9 lb ai/acre
茎葉処理

圃場A: 0.23

圃場B: 0.20(#)

6 8 圃場C: 0.09(#)

圃場D: 0.08(#)

圃場E: 0.03(#)

0.354～0.367 lb ai/acre
茎葉処理

6 圃場F: 0.17(#)

合計　0.901 lb ai/acre
茎葉処理

4 6 圃場A: 0.10

7 圃場B: 0.09(#)

6 圃場C: 0.21(#)

0.926 lb ai/acre
茎葉処理

4 7 圃場D: 1.11(#)

8 圃場A: 7.74

圃場B: 0.64

圃場C: 6.92

圃場D: 0.06

6 圃場E: 0.50

圃場F: 1.23(#)

0.343～0.358 lb ai/acre
茎葉処理

圃場G: 1.28(#)

圃場H: 0.48

圃場I: 1.04

キャベツ

6

4 7

0.219 lb ai/acre
茎葉処理

7

6

7

0.219 lb ai/acre
茎葉処理

4

7

4
0.882 lb ai/acre

茎葉処理
4

マスタード
グリーン

25.0%顆粒水和剤

0.219 lb ai/acre
茎葉処理

7

7

0.219 lb ai/acre
茎葉処理

8

9 4

4

4

25.0%顆粒水和剤

25.0%顆粒水和剤

25.0%顆粒水和剤
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(別紙1-2)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

フルジオキソニルの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）

注1)

圃場A: 1.23(#)
（結球部＋外葉部）

圃場A: <0.02(#)
（結球部）

圃場B: 4.63(#)
（結球部＋外葉部）

圃場B: 0.25(#)
（結球部）

圃場C: 2.05(#)
（結球部＋外葉部）

圃場C: 0.07(#)
（結球部）

圃場D: 1.37(#)
（結球部＋外葉部）

圃場D: 1.44(#)
（結球部）

圃場E: 2.18(#)
（結球部＋外葉部）

圃場E: 0.50(#)
（結球部）

圃場F: 2.05(#)
（結球部＋外葉部）

圃場F: 1.62(#)
（結球部）

圃場G: 0.42(#)
（結球部＋外葉部）

圃場G: 0.06(#)
（結球部）

圃場H: 2.78(#)
（結球部＋外葉部）

圃場H: 0.68(#)
（結球部）

0.22 lb ai/acre
茎葉処理

0 圃場A:23.44(#)

0.217～0.223 lb ai/acre
茎葉処理

0,7,14 圃場B:10.32

0.224～0.234 lb ai/acre
茎葉処理

0 圃場C: 7.12(#)

0.224～0.321 lb ai/acre
茎葉処理

0,7,14 圃場D: 0.81

0.217～0.219 lb ai/acre
茎葉処理

圃場E:11.23(#)

0.220～0.236 lb ai/acre
茎葉処理

圃場F: 5.98(#)

圃場A: 0.17(#)

圃場B: 6.6(#)

1,3 ,7,14 圃場C: 3.0（4回,7日）(#)

7 圃場A: 0.04(#)

1,3 ,7,14 圃場B: 0.050（4回,7日）(#)

6 圃場C:<0.02(#)

圃場D:<0.02(#)

圃場E:<0.02(#)

圃場F: 0.11(#)

圃場A: 0.10

圃場B:<0.01

圃場C: 0.02

レタス
（結球）

8 25.0%顆粒水和剤

0.209～0.231 lb ai/acre
茎葉処理

4

0

0.217～0.220 lb ai/acre
茎葉処理

0.210～0.221 lb ai/acre
茎葉処理

0.219～0.220 lb ai/acre
茎葉処理

5

0.214～0.226 lb ai/acre
茎葉処理

4

0.218～0.225 lb ai/acre
茎葉処理

0.213～0.235 lb ai/acre
茎葉処理

0.220～0.225 lb ai/acre
茎葉処理

レタス
（非結球）

6 25.0%顆粒水和剤 4

0

4

7

3

6

7

たまねぎ
（鱗茎）

50.0%顆粒水和剤

50.0%顆粒水和剤

合計 0.996 lb ai/acre
茎葉処理

合計 0.996 lb ai/acre
茎葉処理

4

たまねぎ
（鱗茎）

3 25.0%顆粒水和剤
合計 0.874 lb ai/acre

茎葉処理
4

7たまねぎ
（葉部）
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(別紙1-2)

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

フルジオキソニルの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件
残留濃度（mg/kg）

注1)

合計 0.871 lb ai/acre
茎葉処理

6 圃場A: 2.28

合計 0.873 lb ai/acre
茎葉処理

圃場B: 1.62

合計 0.870 lb ai/acre
茎葉処理

圃場C: 3.87

合計 0.876 lb ai/acre
茎葉処理

6 圃場D: 3.15

圃場A: 5.1

圃場B: 1.9

圃場C: 12

圃場D: 3.9

圃場E: 7.8

圃場F: 8.6

圃場G: 9.8

圃場H: 4.9

0,2,6,12,14 圃場I: 5.4

圃場J: 16

圃場K: 6.0

圃場A: 0.28

圃場B: 0.16

圃場C: 1.70

圃場D: 0.58

圃場E: 0.94

圃場F: 0.68

圃場G: 0.90

圃場H: <0.05(#)

189 圃場A: <0.05(#)

152 圃場B: <0.05(#)

165 圃場C: <0.05(#)

132 圃場D: <0.05(#)

174 圃場E: <0.05(#)

188 圃場F: <0.05(#)

パセリ
（生）

4 25.0%顆粒水和剤 4 7

ほうれんそう
（茎葉）

25.0%顆粒水和剤
合計 0.871 lb ai/acre

茎葉処理
4

0

0

11

ブルーベリー 8 25.0%顆粒水和剤
合計 0.876 lb ai/acre

 茎葉処理
4 0

綿実
（種実）

6 40.4%ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
5 g ai/100 kg

種子処理
1

注１）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残
留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示し
た。

注２）(＃)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内では
ない試験条件を斜体で示した。
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（別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 

収穫後使用に係る作物残留試験 
 

 

 

① 作物残留試験方法の概要 

主に米国の州立農業試験場又は州立大学の付属施設で作物を栽培し、収穫した果実に防かび処理を施し

た後、分析機関でフルジオキソニルの残留量を測定した。試験に関与したすべての施設は、GLP 適合施設

であった。 

防かび処理は、水で規定の倍率に希釈したフルジオキソニル製剤をパッキングライン上又は箱詰め状態

で果実の全面に塗布した。残留データを作成した作物は以下のとおりである。 

 

 

（登録作物名） （残留データを作成した作物） 

かんきつ類 オレンジ、レモン、グレープフルーツ 

核果類 もも、すもも、おうとう 

仁果類 りんご、なし 

キウイフルーツ キウイフルーツ 

ざくろ ざくろ 
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（別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
② 作物残留試験結果及び米国の残留農薬基準 

 

（A）かんきつ類 

以下の表 A-1～A-4 の結果に基づき、米国におけるフルジオキソニルのかんきつ類の残留基準は 10ppm に設定

された。 

 

表 A-1．オレンジ 
作物名 

（品種） 

年度 

作物の収穫場所 
使用 
回数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果 (mg/kg)** 

最大値 最小値 

オレンジ 

（バレンシア） 

平成 13 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

2.4 g ai/L 

Dip 処理 
3.39 2.21 

米国 

フロリダ州 
1 

2.2 g ai/L 

Dip 処理 
1.56 1.28 

米国 

カリフォルニア州 
1 

2.4 g ai/L 

Dip 処理 

全果実：2.99 

果皮：1.92 

果肉：3.35 

1.41 

0.55 

0.92 

米国 

フロリダ州 
1 

2.4 g ai/L 

Dip 処理 
0.96 0.85 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

2.4＋2.4 g ai/L 

Dip 処理 
2.96 2.86 

米国 

フロリダ州 

1 

+ 

1 

2.2＋2.4 g ai/L 

Dip 処理 
1.98 1.40 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.096 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
1.09 0.91 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.097 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
0.49 0.48 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.098＋0.097 g ai 

/kg 果実 

Spray 処理 

0.70 0.41 

オレンジ 

（バレンシア） 

平成 14 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.002 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

全果実：0.85 

果 肉：0.08 

0.62 

0.03 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.004 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

全果実：1.0 

全果実(洗浄後)： 

0.19 

果 肉：0.11 

0.90 

 

0.06 

0.05 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.29 g ai/L   

Drench 処理 

+ 

0.001 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

冷蔵 6日後： 

0.58 

冷蔵 14 日後： 

0.60 

 

0.33 

 

0.35 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai /L   

Drench 処理 

+ 

0.002 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

冷蔵 6日後： 

0.71 

冷蔵 14 日後： 

0.72 

 

0.53 

 

0.2 

*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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 （別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
表 A-2．レモン           

作物名 

（品種） 

年度 

作物の収穫場所 
使用 

回数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果 (mg/kg)** 

最大値 最小値 

レモン 

（ユーレカ） 

平成 13 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

2.4 kg ai/L 

Dip 処理 
3.28 3.02 

米国 

カリフォルニア州 
1 

2.4 kg ai/L 

Dip 処理 
3.29 2.45 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.10 g ai/kg 

果実 

Spray 処理 

1.14 1.01 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.093 g ai/kg 

果実 

Spray 処理 

0.54 0.53 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.093 g ai/kg 

果実 

Spray 処理 

果実  ：0.65 

ジュース：<0.02 

オイル ：39.7 

絞り粕 ：1.39 

米国 

カリフォルニア州 
1 

2.4 g ai /L 

Dip 処理 
1.13 1.04 

米国 

カリフォルニア州 
1 

2.4 g ai /L 

Dip 処理 
1.39 0.64 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.10 g ai/kg 

果実 

Spray 処理 

0.47 0.46 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

2.4＋2.4 g ai/L 

Dip 処理 
3.11 2.56 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

2.4＋2.4 g ai/L 

Dip 処理 
4.28 2.01 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.105＋0.102 g ai/kg 

果実 

Spray 処理 

1.01 0.65 

*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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 （別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
表 A-3．レモン 

作物名 

（品種） 

年度 

作物の収穫場所 
使用 

回数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果 (mg/kg)** 

最大値 最小値 

レモン 

（ユーレカ） 

平成 16 年 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L  

Drench 処理 

＋ 

0.004 g ai/kg 果実   

Spray 処理 

2.5 2.0 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L  

Drench 処理 

＋ 

0.002 g ai/kg 果実   

Spray 処理 

2.1 2.1 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L  

Drench 処理 

＋ 

14 日間冷蔵保存 

＋ 

0.002 g ai/kg 果実   

Spray 処理 

1.7 1.3 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L 

Drench 処理 
1.1 0.80 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L  

Drench 処理 

＋ 

0.004 g ai/kg 果実   

Spray 処理 

処理当日： 

2.5 

14 日後(洗浄後)： 

2.1 

 

2.0 

 

2.1 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L  

Drench 処理 

＋ 

0.002 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

処理当日： 

2.1 

14 日後(洗浄後)： 

1.5 

 

2.1 

 

1.2 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L  

Drench 処理 

＋ 

0.002 g ai/kg 果実  

Spray 処理 

処理当日： 

1.7 

14 日後(洗浄後)： 

1.8 

 

1.3 

 

1.6 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L  

Drench 処理 

処理当日： 

1.1 

30-31 日後 

(洗浄後)： 

1.4 

 

0.80 

 

 

0.72 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 kg ai/L  

Drench 処理 

処理当日： 

0.55 

30-31 日後 

(洗浄後)： 

1.1 

 

0.46 

 

 

0.44 
*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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 （別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
表 A-4．グレープフルーツ 

作物名 

（品種） 

年度 

作物の収穫場所 
使用 

回数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果(mg/kg)** 

最大値 最小値 

グレープフルーツ 

（ルビーレッド） 

平成 13 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

2.4 g ai/L 

Dip 処理 
4.16 3.43 

米国 

テキサス州 
1 

2.4 g ai/L 

Dip 処理 
6.79 3.53 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.099 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
1.28 0.61 

米国 

カリフォルニア州 
1 

2.4 g ai/L 

Dip 処理 
0.98 0.92 

米国 

テキサス州 
1 

2.4 g ai/L 

Dip 処理 
1.42 1.31 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.10 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
0.62 0.40 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

2.4 g ai/L   

Dip 処理 

＋ 

2.4 g ai/L   

Dip 処理 

4.57 4.25 

米国 

テキサス州 

1 

+ 

1 

2.4 g ai/L   

Dip 処理 

＋ 

2.4 g ai/L   

Dip 処理 

6.85 5.25 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.10 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

＋ 

0.099 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

0.55 0.49 

グレープフルーツ 

（Marsh） 

平成 16 年 

米国 

カリフォルニア州

及びテキサス州 

1 
0.002 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

全果実：0.92 

果 肉：0.04 

0.05 

<0.02 

米国 

カリフォルニア州

及びテキサス州 

1 
0.004 g ai /kg 果実 

Spray 処理 

全果実：1.5 

全果実(洗浄

後)：0.58 

果 肉：0.09 

1.5 

 

0.52 

0.09 

*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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 （別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
（B）核果類 

以下の表 B-1～B-3 の結果に基づき、米国におけるフルジオキソニルの核果類の残留基準は 5.0ppm に設定さ

れた。 

表 B-1．おうとう 

作物名 

（品種） 

年度 

作物の収穫場所 
使用 

回数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果 (mg/kg)** 

最大値 最小値 

おうとう 
（Bing） 
平成 10 年 

米国 
カリフォルニア州 

1 
0.21 g ai/L   
Dip 処理 

0.19 0.16 

米国 
カリフォルニア州 

1 
0.29 g ai/L   
Dip 処理 

0.42 0.15 

米国 
カリフォルニア州 

1 
0.61 g ai/L  
Dip 処理 

0.78 0.57 

おうとう 
（Hedelfingen） 

平成 10 年 

米国 
ミシガン州 

1 
0.21 g ai/L   
Dip 処理 

0.15 0.08 

米国 
ミシガン州 

1 
0.29 g ai/L   
Dip 処理 

0.20 0.19 

米国 
ミシガン州 

1 
0.61 g ai/L   
Dip 処理 

0.27 0.11 

おうとう 
（Chinook） 
平成 10 年 

米国 
ワシントン州 

1 
0.21 g ai/L   
Dip 処理 

0.73 0.73 

米国 
ワシントン州 

1 
0.37 g ai/L   
Dip 処理 

0.50 0.44 

米国 
ワシントン州 

1 
1.29 g ai/L   
Dip 処理 

1.08 0.91 

おうとう 
（Chinook） 
平成 10 年 

米国 
ワシントン州 

1 
0.21 g ai/L   
Dip 処理 

0.34 0.28 

米国 
ワシントン州 

1 
0.37 g ai/L   
Dip 処理 

0.53 0.49 

米国 
ワシントン州 

1 
1.29 g ai/L   
Dip 処理 

1.23 1.19 

おうとう 
(Montmorency 及び

Bing) 
平成 16 年 

米国 
ニューヨーク市 
及びカリフォルニア州 

1 
0.29 g ai/L  
Dip 処理 

1.0 0.75 

米国 
ニューヨーク市 
及びカリフォルニア州 

1 
0.61 g ai/L   
Dip 処理 

1.9 1.5 

米国 
ニューヨーク市 
及びカリフォルニア州 

1 
0.29 g ai/L   
Dip 処理 

全果実：1.7 
全果実(洗浄後)：

1.4 

1.4 
0.80 

米国 
ニューヨーク市 
及びカリフォルニア州 

1 
0.61 g ai/L   
Dip 処理 

全果実：1.7 
全果実(洗浄後)：

1.6 

1.1 
0.96 

米国 
ニューヨーク市 
及びカリフォルニア州 

1 
0.29 g ai/L   
Dip 処理 

冷蔵 5日後：1.2 
冷蔵 10 日後：1.3 

1.0 
0.85 

米国 
ニューヨーク市 
及びカリフォルニア州 

1 
0.61 g ai/L   
Dip 処理 

冷蔵 5日後：1.7 
冷蔵 10 日後：1.7 

1.4 
1.1 

*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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 （別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
表 B-2．もも 

作物名 

（品種） 

年度 

作物の収穫場所 
使用 

回数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果 (mg/kg)** 

最大値 最小値 

もも 

（Goldcrest） 

平成 10 年 

メキシコ国 1 
0.21 g ai/L   

Dip 処理 
1.7 1.5 

メキシコ国 1 
0.21 g ai/L   

Dip 処理 
2.2 2.1 

メキシコ国 1 
0.21 g ai/L   

Dip 処理 
3.6 3.5 

もも 

（Elegant Lady） 

平成 10 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.21 g ai/L   

Dip 処理 

冷凍 79 日後： 

0.16 

 

0.10 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.29 g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 79 日後： 

0.18 

 

0.05 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 79 日後： 

0.55 

 

0.19 

もも 

（Jefferson） 

平成 10 年 

米国 

サウスカロライナ州 
1 

0.21 g ai/L   

Dip 処理 

冷凍 68 日後： 

0.21 

 

0.15 

米国 

サウスカロライナ州 
1 

0.29 g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 68 日後： 

0.37 

 

0.17 

米国 

サウスカロライナ州 
1 

0.61 g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 68 日後： 

0.49 

 

0.35 

米国 

サウスカロライナ州 
1 

0.29 g ai/L   

Dip 処理 

冷蔵 3日後： 

0.28 

冷蔵 7日後： 

0.30 

冷蔵 10 日後： 

0.39 

 

0.28 

 

0.20 

 

0.34 

もも 

（Elegant Lady） 

平成 12 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理（多水量） 
1.8 1.3 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理（少水量） 
2.8 2.7 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.0018 g ai/kg 果実 

Spray 処理（少水量） 
1.9 1.3 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.0012 g ai/kg 果実 

Spray 処理（少水量） 
1.7 1.2 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.060 g ai/L   

Dip 処理 
3.8 3.0 

もも 

(Johnboy 及び

Elegant Lady) 

平成 15 年 

米国 

ニューヨーク市及び

カリフォルニア州 

1 
0.0012 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
3.9 1.4 

米国 

ニューヨーク市及び

カリフォルニア州 

1 
0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
5.5 2.3 

米国 

ニューヨーク市及び

カリフォルニア州 

1 
0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

全果実：5.5 

全果実(洗浄

後)： 

4.3 

2.3 

 

1.2 

*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 

多水量は 100gal（378.5L）、少水量は 10-30gal（37.8-113.6L） 
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 （別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
表 B-3．すもも  

作物名 

（品種） 

年度 

作物の収穫場所 
使用 

回数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果 (mg/kg)** 

最大値 最小値 

すもも 

（Casselman） 

平成 10 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.21 g ai/L   

Dip 処理 

冷凍 54 日後： 

0.12 

 

0.09 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.29 g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 54 日後： 

0.05 

 

0.05 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.60 g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 54 日後： 

0.10 

 

0.09 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.00088 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

冷凍 60 日後： 

0.14 

 

0.13 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.0012 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

冷凍 60 日後： 

0.47 

 

0.42 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

冷凍 60 日後： 

1.06 

 

0.79 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.0012 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

冷蔵 3日後： 

0.59 

冷蔵 7日後： 

0.47 

冷蔵 10 日後： 

0.47 

 

0.41 

 

0.42 

 

0.17 

すもも 

（Casselman） 

平成 16 年 

米国カリフォルニア州

及びニューヨーク市 
1 

0.0012 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
0.71 0.19 

米国カリフォルニア州

及びニューヨーク市 
1 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

処理当日：1.3 

処理当日 

(洗浄後)：1.7 

<0.02 

 

0.08 

米国カリフォルニア州

及びニューヨーク市 
1 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

冷蔵 5日後： 

1.9 
0.31 

米国カリフォルニア州

及びニューヨーク市 
1 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

冷蔵 15 日後： 

1.7 

冷蔵 15 日後 

(洗浄後)：1.3 

 

0.12 

 

0.20 

米国カリフォルニア州

及びニューヨーク市 
1 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

冷蔵 25 日後： 

1.5 
0.24 

*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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 （別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
（C）仁果類 

以下の表 C-1～C-3 の結果に基づき、米国におけるフルジオキソニルの仁果類の残留基準は 5.0ppm に設定さ

れた。 

 

 

表 C-1．りんご 

作物名 

（品種） 

年度 

作物の収穫場所 
使用 

回数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果(mg/kg)** 

最大値 最小値 

りんご 

（ふじ） 

平成 13 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L 

Dip 処理 
1.1 0.76 

米国 

カリフォルニア州 
1 

2.4-8.7 g ai/L 

Dip 処理 
1.7 1.3 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L 

Dip 処理 

＋ 

2.4-8.7 g ai/L  

Dip 処理 

2.4 2.1 

りんご 

(Red Spur Delicious) 

平成 13 年 

米国 

アイダホ州 
1 

0.61 g ai/L 

Dip 処理 
0.75 0.59 

りんご 

（Red Delicious） 

平成 13 年 

米国 

ミシガン州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 
0.52 0.35 

りんご 

(マッキントッシュ) 

平成 13 年 

米国 

ニュージャージー州 
1 

0.61 g ai/L 

Dip 処理 
0.56 0.50 

りんご 

（Red Delicious） 

平成 13 年 

米国 

ワシントン州 
1 

0.61 g ai/L 

Dip 処理 
1.1 0.72 

米国 

ワシントン州 
1 

2.4-8.7 g ai/L 

Dip 処理 
0.68 0.57 

米国 

ワシントン州 

1 

+ 

1 

0.21 g ai/L 

Dip 処理 

＋ 

2.4-8.7 g ai/L   

Dip 処理 

2.2 1.8 

米国 

ワシントン州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 

全果実：1.1 

ジュース：0.10 

絞り粕：7.3 
*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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 （別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
表 C-2．りんご 

作物名 

（品種） 

年度 

作物の収穫場所 

使

用 

回

数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果(mg/kg)** 

最大値 最小値 

りんご 

（Golden Delicious

及び Empire） 

平成 16 年 

米国カリフォルニア州

及びニューヨーク市 

1 

+ 

1 

0.29 g ai/L   

Dip 処理 

＋ 

洗浄 

＋ 

0.29 g ai/L   

Dip 処理 

無洗浄： 

0.73 

洗浄後： 

0.30 

 

0.39 

 

＜0.02 

米国カリフォルニア州

及びニューヨーク市 
1 

0.025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
0.51 0.05 

りんご 

（Golden Delicious） 

平成 15 年 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 

＋ 

0.025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

2.6 2.3 

*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
表 C-3．なし 

作物名 

（品種） 

年度 

作物の収穫場所 
使用 

回数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果(mg/kg)** 

最大値 最小値 

なし 

（Bartlett） 

平成 12 年 

米国 

ニュージャージー州 
1 

0.48 g ai/L   

Drench 処理 
0.76 0.71 

米国 

ニュージャージー州 
1 

0.48 g ai/L   

Dip 処理 
1.2 0.79 

なし 

（Shinko） 

平成 12 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L   

Drench 処理 
1.6 1.3 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
2.5 1.4 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 

＋ 

0.60 g ai/L   

Dip 処理 

2.8 2.7 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 
2.7 1.6 

なし 

（Anjou） 

平成 12 年 

米国 

ワシントン州 
1 

0.60 g ai/L   

Drench 処理 
1.3 1.1 

米国 

ワシントン州 
1 

0.0029 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
1.6 1.3 

米国 

ワシントン州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L   

Drench 処理 

＋ 

0.0029 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

1.6 1.5 

米国 

ワシントン州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 
0.68 0.67 

なし 

（D’Anjou） 

平成 12 年 

米国 

アイダホ州 
1 

0.61 g ai/L   

Drench 処理 
3.5 2.2 

米国 

アイダホ州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 
1.4 0.93 

なし 

（Bosc 及び

Bertlett） 

平成 16 年 

米国カリフォルニア

州及びニューヨーク

市 

1 

+ 

1 

0.29 g ai/L   

Drench 処理 

＋ 

洗浄 

＋ 

0.0012 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

無洗浄： 

0.97 

洗浄後： 

0.63 

 

0.42 

 

0.09 

米国カリフォルニア

州及びニューヨーク

市 

1 
0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
1.6 0.12 

なし 

（Bartlett） 

平成 15 年 

米国 

カリフォルニア州 

1 

+ 

1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 

＋ 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 

1.2 1.1 

*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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 （別紙 1-3） 

食品衛生分科会添加物部会(平成 21 年 6 月 24 日)資料 

 
（D）キウイフルーツ 

以下の結果に基づき、米国におけるフルジオキソニルのキウイフルーツの残留基準は 20ppm に設定された。 

 
表 D 

作物名 

（品種） 

年度 

試験実施場所 

使

用 

回

数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果(mg/kg)** 

最大値 最小値 

キウイフルーツ 

（Hayward） 

平成 12 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
2.7 0.6 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 
9.5 7.6 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.0025 g ai/kg 果実 

Spray 処理 
13.9 6.9 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 
8.0 4.2 

米国 

オレゴン州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 
5.4 5.1 

キウイフルーツ 

（Hayward） 

平成 16 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.29 g ai/L   

Dip 処理 
4.2 0.67 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 
7.5 5.5 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 

処理当日：

7.5 

30 日後： 

8.0 

 

5.5 

 

3.7 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.29 g ai/L   

Dip 処理 

処理当日： 

5.1 

30 日後： 

4.5 

 

2.5 

 

3.5 

*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 

 

 (E)ざくろ 

以下の結果に基づき、米国におけるフルジオキソニルのざくろの残留基準は 5.0ppm に設定された。 

 

表 E 

作物名 

（品種） 

年度 

試験実施場所 
使用 

回数 

防かび処理量* 

処理方法 

分析結果(mg/kg)** 

最大値 最小値 

ざくろ 

（Wonderful） 

平成 15 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 
0.80 0.50 

ざくろ 

（Wonderful） 

平成 14 年 

米国 

カリフォルニア州 
1 

0.61 g ai/L   

Dip 処理 
1.13 0.71 

*フルジオキソニル原体の含量を示す。 

**特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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（別紙 1-4）

食品衛生分科会添加物部会（平成 29 年 11 月 30 日）資料

フルジオキソニルの使用基準改正の根拠

フルジオキソニルの使用基準については、以下の理由から改正案を作成した。

１．米国等における残留基準

 ⑴ ばれいしょ 

① 米国

各種病原菌に対する効力試験の結果を基に、防除に必要な処理量を作物に散布処理

し、作物残留試験及び加工試験を実施した。当該結果に基づき、ばれいしょについて

は、想定最大残留基準値が 6.0ppm と算出された。

ばれいしょが米国における塊茎及び球茎状野菜（サブグループ１Ｃ）の代表作物で

あることから、最大残留基準値は塊茎及び球茎状野菜として 6.0ppm と設定された。

② Codex

米国に提出された資料を基に評価がなされ、米国の GAP を満たす５試験での収穫後

処理されたばれいしょにおけるフルジオキソニルの残留量はそれぞれ 0.66、1.1、1.5、

1.7 及び 2.9ppm であった。これらの試験成績を基に、STMR1(median）として 1.5ppm、

ばれいしょとして、５ppm が算出された。

 ⑵ パイナップル 

米国において、各種病原菌に対する効力試験の結果を基に、防除に必要な処理量を作

物に散布処理し、作物残留試験及び加工試験を実施した。当該結果に基づき、パイナッ

プルについては、想定最大残留基準値が 20ppm と算出された。

 ⑶ アボカド、パパイヤ及びマンゴー 

当該作物自体の作物残留試験結果は提出されていない。

しかしながら、米国においては、各種病原菌に対する効力試験の結果を基に、他の収

穫後処理を行った、かんきつ類、核果類、仁果類、キウイフルーツ、ざくろ、かんしょ

及びヤムイモに対する作物残留試験の結果を参照し、アボカド、パパイヤ及びマンゴー

の最大残留基準値として 5.0ppm と設定した。

２．食品安全委員会の評価結果

平成 29 年 11 月 28 日付け府食第 766 号により食品健康影響評価結果の通知がなされて

おり、「各試験で得られた無毒性量について用量設定間隔等を考慮して比較検討した結果、

イヌを用いた 1年間慢性毒性試験の無毒性量 33.1 mg/kg 体重/日を根拠として、安全係数

100 で除した 0.33 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。」とされている。

３．基準値に基づく摂取量の推計

平成 29 年 11 月 28 日付け府食第 766 号により食品健康影響評価結果の通知がなされて

おり、国民平均、小児（１～６歳）、妊婦及び高齢者（65 歳以上）について、それぞれ 1,350、

907、1,250、1,440µg／人／日とされている。   

1 STMR：Supervised Trials Median Residue
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農薬名 フルジオキソニル （別紙２）

食品名
基準値

案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz
米（玄米をいう。） 0.02 0.05 ○ <0.005(n=6)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A小麦 0.05 0.05 0.05
大麦 0.05 0.05 0.05
ライ麦 0.05 0.05 0.05
とうもろこし 0.05 0.05 0.01
そば 0.05 0.05 0.05
その他の穀類 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A大豆 0.5 0.5 ○ 0.5
小豆類 0.5 0.5 ○ 0.5
えんどう 0.07 0.07 0.07
そら豆 0.5 0.5 0.5
その他の豆類 0.5 0.5 0.5
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aばれいしょ 6 0.02 ○ 5 6.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験

成績に基づき設定

さといも類（やつがしらを含む。） 0.02 0.02 【米国ばれいしょ<0.01(n=11)】

その他のいも類 0.02 0.02 【米国ばれいしょ参照】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.5 0.5 0.3 【米国だいこんの根部（<0.01～
0.11(n=6)】

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 20 20 20 【米国だいこんの葉部（0.47～
11.3(n=6)）】

かぶ類の根 0.5 0.5 【米国だいこんの根部参照】

かぶ類の葉 20 20 【米国だいこんの葉部参照】

西洋わさび 0.5 0.5 【米国だいこんの根部参照】

クレソン 10 10 10
はくさい 2 2 2.0 米国 【米国キャベツ(0.03(#)～

1.20(n=16))、ブロッコリー(0.10～
0.53(n=8))】

キャベツ 2 2 ○ 2
芽キャベツ 2 2 2.0 米国 【米国キャベツ、ブロッコリー参照】

ケール 10 10 10 米国 【米国マスタードグリーン(0.06～
7.74(n=9))】

こまつな 10 10 10 米国 【米国マスタードグリーン参照】

きょうな 10 10 10 米国 【米国マスタードグリーン参照】

チンゲンサイ 10 10 10 米国 【米国マスタードグリーン参照】

カリフラワー 2 2 2.0 米国 【米国キャベツ、ブロッコリー参照】

ブロッコリー 10 2 申 0.7 2.0 米国 1.04,3.14,3.34($)

その他のあぶらな科野菜 10 10 10
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aごぼう 0.5 0.5 【米国だいこんの根部参照】

サルシフィー 0.5 0.5 【米国だいこんの根部参照】

チコリ 30 30
エンダイブ 30 30 30 米国 【米国レタス(0.42(#)～4.63(#)(n=8)

(結球部+外葉部)
<0.02(#)～1.62(#)(n=8)(結球)

0.81～23.44(#)(n=6)(非結球)）】

しゅんぎく 30 30 30 米国 【米国レタス参照】

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 40 40 40
その他のきく科野菜 30 30 ○ 9 30 米国 【米国レタス0.42(#)～

4.63(#)(n=8)(結球部+外葉
部),<0.02(#)～1.62(#)(n=8)(結

球),0.81～23.44(#)(n=6)(非結球),
米国ほうれんそう1.9～16（n=11)】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aたまねぎ 0.5 0.5 ○ 0.5
ねぎ（リーキを含む。） 7 7 ○ 7.0 米国 【米国たまねぎの葉部（0.17(#)～

6.6(#)(n=3))】
にんにく 0.2 0.2 ○ 【米国たまねぎの鱗茎<0.01～

0.11(#)(n=9）】

にら 9 10 ○ 9

わけぎ 10 0.2 申 4.58,4.66

その他のゆり科野菜 10 10 ○ 10
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

外国
基準値

ppm

参考基準値
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農薬名 フルジオキソニル （別紙２）

食品名
基準値

案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

外国
基準値

ppm

参考基準値

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aにんじん 5 5 ○ 0.7 0.62,1.68($)

パースニップ 0.5 0.5 【米国だいこんの根部参照】

パセリ 10 10 9 【米国パセリ（1.62～3.87）(n=4)】

その他のせり科野菜 20 20 9 【米国だいこんの葉部参照】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aトマト 5 5 ○ 3 0.6(#),2.8(#)(ミニトマト)

ピーマン 5 5 ○ 1 0.64,1.98($)

なす 1 1 ○ 0.3 0.404,0.468

その他のなす科野菜 1 1 1
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 2 2 ○ 0.5 0.451(#),0.701(#)

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.5 0.5 0.5
しろうり 0.5 0.5 0.5
すいか 0.2 0.2 ○ 0.03,0.04

メロン類果実 0.1 0.1 ○ ＜0.01,0.02

その他のうり科野菜 0.5 0.5 0.5
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aほうれんそう 30 30 ○ 30
しょうが 0.02 0.02 【米国ばれいしょ参照】

未成熟えんどう 5 5 ○ 0.6 0.71,2.21($)

未成熟いんげん 5 5 ○ 0.6 0.734,1.60($)

えだまめ 5 5 ○ 1.7,2.8

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の野菜 60 10 ○･申 9 23.9(#),45.5($)(オリーブ葉),

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aみかん 0.1 0.1 ○ 0.022,0.023

なつみかんの果実全体 10 10 ○ 10 10 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

レモン 10 10 ○ 10 10 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 10 10 ○ 10 10 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

グレープフルーツ 10 10 ○ 10 10 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

ライム 10 10 ○ 10 10 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

その他のかんきつ類果実 10 10 ○ 10 10 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
りんご※1 5 5 5 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験

成績に基づき設定

西洋なし※1 5 5 5 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

マルメロ※1 5 5 5 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

びわ※1 5 5 5 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
もも※2 5 5 5 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験

成績に基づき設定

ネクタリン※2 5 5 5 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

あんず（アプリコットを含む。）※2 5 5 5 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

すもも（プルーンを含む。）※2 5 5 5 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

うめ 0.5 0.5 ○ 0.032(#),0.142(#)($)

おうとう（チェリーを含む。）※2 5 5 5 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aいちご 5 5 ○ 3 1.05～1.94($)(n=4)

ラズベリー 5 5 5
ブラックベリー 5 5 5
ブルーベリー 2 2 2
ハックルベリー 2 2 2.0 米国 【米国ブルーベリー（<0.05(#)～

1.70(n=8)）】

その他のベリー類果実 5 5 5
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aぶどう 5 5 ○ 2 0.60, 2.68

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
キウィー※1 20 20 15 20 米国 収穫後使用に係る作物残留試験

成績に基づき設定

パパイヤ 5 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定
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農薬名 フルジオキソニル （別紙２）

食品名
基準値

案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

外国
基準値

ppm

参考基準値

アボカド 5 0.4 0.4 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

パイナップル 20 20 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

マンゴー 5 2 5.0 米国 収穫後使用に係る作物残留試験
成績に基づき設定

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他の果実 15 5 申 5.68,8.05(#)(オリーブ果実)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aひまわりの種子 0.01 0.01 0.01
綿実 0.05 0.05 0.05
なたね 0.02 0.02 0.02
その他のオイルシード 0.05 0.05 0.05 米国 【米国綿実(<0.05(#)(n=6))】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他のナッツ類 0.2 0.2 0.2
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他のスパイス 10 10 ○ 1 3.77～4.32（n=4）(みかん果皮)

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Aその他のハーブ 40 40 ○ 9 22.3,25.1($)（しそ葉）

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の筋肉 0.01 0.01 0.01
豚の筋肉 0.01 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の脂肪 0.05 0.05 0.05
豚の脂肪 0.05 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の肝臓 0.05 0.05 0.05
豚の肝臓 0.05 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の腎臓 0.05 0.05 0.05
豚の腎臓 0.05 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A牛の食用部分 0.05 0.05 0.05
豚の食用部分 0.05 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A乳 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の筋肉 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの筋肉 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の脂肪 0.05 0.05 0.05
その他の家きんの脂肪 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の肝臓 0.05 0.05 0.05
その他の家きんの肝臓 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の腎臓 0.05 0.05 0.05
その他の家きんの腎臓 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の食用部分 0.05 0.05 0.05
その他の家きんの食用部分 0.05 0.05 0.05
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A鶏の卵 0.01 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01 0.01
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A魚介類 0.04 0.04 【推：0.040】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。
($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。
「作物残留試験」欄に「推」の記載のあるものは、推定残留濃度であることを示している。
※1　りんご、西洋なし、マルメロ、びわ、キウィーの基準値については、果実全体に適用するものとする。

※2　もも、ネクタリン、あんず、すもも及びおうとうの基準値については、種子を除いた果実全体に適用するものとする。

「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、国内において農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示してい
る。

申請（国内における登録、承認等の申請、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基準値案につ
いては、太枠線で囲んで示した。
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（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

幼小児
(1～6歳)
TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI
米（玄米をいう。） 0.02 3.3 1.7 2.1 3.6zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
小麦 0.05 3.0 2.2 3.5 2.5
大麦 0.05 0.3 0.2 0.4 0.2
ライ麦 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
とうもろこし 0.05 0.2 0.3 0.3 0.2
そば 0.05 0.1 0.0 0.1 0.1
その他の穀類 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.5 19.5 10.2 15.7 23.1
小豆類 0.5 1.2 0.4 0.4 2.0
えんどう 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
そら豆 0.5 0.4 0.1 0.4 0.4
その他の豆類 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 6 230.4 204.0 251.4 210.6
さといも類（やつがしらを含む。） 0.02 0.1 0.0 0.0 0.2
その他のいも類 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.5 16.5 5.7 10.3 22.9
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 20 34.0 12.0 62.0 56.0
かぶ類の根 0.5 1.4 0.4 0.1 2.5
かぶ類の葉 20 6.0 2.0 2.0 12.0
西洋わさび 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
クレソン 10 1.0 1.0 1.0 1.0
はくさい 2 35.4 10.2 33.2 43.2
キャベツ 2 48.2 23.2 38.0 47.6
芽キャベツ 2 0.2 0.2 0.2 0.2
ケール 10 2.0 1.0 1.0 2.0
こまつな 10 50.0 18.0 64.0 64.0
きょうな 10 22.0 4.0 14.0 27.0
チンゲンサイ 10 18.0 7.0 18.0 19.0
カリフラワー 2 1.0 0.4 0.2 1.0
ブロッコリー 10 52.0 33.0 55.0 57.0
その他のあぶらな科野菜 10 34.0 6.0 8.0 48.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ごぼう 0.5 2.0 0.8 2.0 2.3
サルシフィー 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
チコリ 30 3.0 3.0 3.0 3.0
エンダイブ 30 3.0 3.0 3.0 3.0
しゅんぎく 30 45.0 9.0 78.0 75.0
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 40 384.0 176.0 456.0 368.0
その他のきく科野菜 30 45.0 3.0 18.0 78.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 0.5 15.6 11.3 17.7 13.9
ねぎ（リーキを含む。） 7 65.8 25.9 47.6 74.9
にんにく 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1
にら 9 18.0 8.1 16.2 18.9
わけぎ 10 2.0 1.0 1.0 2.0
その他のゆり科野菜 10 6.0 1.0 2.0 12.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
にんじん 5 94.0 70.5 112.5 93.5
パースニップ 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
パセリ 10 1.0 1.0 1.0 2.0
その他のせり科野菜 20 4.0 2.0 6.0 6.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
トマト 5 160.5 95.0 160.0 183.0
ピーマン 5 24.0 11.0 38.0 24.5
なす 1 12.0 2.1 10.0 17.1
その他のなす科野菜 1 1.1 0.1 1.2 1.2zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
きゅうり（ガーキンを含む。） 2 41.4 19.2 28.4 51.2

フルジオキソニルの推定摂取量 （単位：μg／人／day)
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（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

幼小児
(1～6歳)
TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI

フルジオキソニルの推定摂取量 （単位：μg／人／day)

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.5 4.7 1.9 4.0 6.5
しろうり 0.5 0.3 0.1 0.1 0.5
すいか 0.2 1.5 1.1 2.9 2.3
メロン類果実 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4
その他のうり科野菜 0.5 1.4 0.6 0.3 1.7zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ほうれんそう 30 384.0 177.0 426.0 522.0
しょうが 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0
未成熟えんどう 5 8.0 2.5 1.0 12.0
未成熟いんげん 5 12.0 5.5 0.5 16.0
えだまめ 5 8.5 5.0 3.0 13.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 60 804.0 378.0 606.0 846.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん 0.1 1.8 1.6 0.1 2.6
なつみかんの果実全体 10 13.0 7.0 48.0 21.0
レモン 10 5.0 1.0 2.0 6.0
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 10 70.0 146.0 125.0 42.0
グレープフルーツ 10 42.0 23.0 89.0 35.0
ライム 10 1.0 1.0 1.0 1.0
その他のかんきつ類果実 10 59.0 27.0 25.0 95.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
りんご 5 121.0 154.5 94.0 162.0
西洋なし 5 3.0 1.0 0.5 2.5
マルメロ 5 0.5 0.5 0.5 0.5
びわ 5 2.5 1.5 9.5 2.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
もも 5 17.0 18.5 26.5 22.0
ネクタリン 5 0.5 0.5 0.5 0.5
あんず（アプリコットを含む。） 5 1.0 0.5 0.5 2.0
すもも（プルーンを含む。） 5 5.5 3.5 3.0 5.5
うめ 0.5 0.7 0.2 0.3 0.9
おうとう（チェリーを含む。） 5 2.0 3.5 0.5 1.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
いちご 5 27.0 39.0 26.0 29.5
ラズベリー 5 0.5 0.5 0.5 0.5
ブラックベリー 5 0.5 0.5 0.5 0.5
ブルーベリー 2 2.2 1.4 1.0 2.8
ハックルベリー 2 0.2 0.2 0.2 0.2
その他のベリー類果実 5 0.5 0.5 1.0 0.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぶどう 5 43.5 41.0 101.0 45.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
キウィー 20 44.0 28.0 46.0 58.0
パパイヤ 5 1.0 1.5 0.5 0.5
アボカド 5 1.5 0.5 0.5 2.0
パイナップル※3 20 34.0 46.0 28.0 34.0
マンゴー 5 1.5 1.5 0.5 1.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の果実 15 18.0 6.0 13.5 25.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ひまわりの種子 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
綿実 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
なたね 0.02 0.1 0.1 0.1 0.1
その他のオイルシード 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のナッツ類 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス 10 1.0 1.0 1.0 2.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のハーブ 40 36.0 12.0 4.0 56.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
陸棲哺乳類の肉類 0.05 2.9 2.2 3.2 2.1

陸棲哺乳類の食用部分（肉類除く） 0.05 0.1 0.0 0.2 0.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

陸棲哺乳類の乳類 0.01 2.6 3.3 3.6 2.2zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

幼小児
(1～6歳)
TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上）

TMDI

フルジオキソニルの推定摂取量 （単位：μg／人／day)

家きんの肉類 0.05 1.1 0.8 1.1 0.8zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの卵類 0.01 0.4 0.3 0.5 0.4zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
魚介類 0.04 3.7 1.6 2.1 4.6

計 3300.2 1937.1 3288.3 3767.5
ADI比（％） 18.2 35.6 17.0 20.4

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake)

「陸棲哺乳類の肉類」については、TMDI計算では、牛・豚・その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪の
摂取量にその範囲の基準値案で最も高い値を乗じた。

TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
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（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

米（玄米） 米 0.02 ○ 0.005 0.0 0

小麦 小麦 0.05 ○ 0.02 0.0 0

大麦 0.05 ○ 0.02 0.0 0

麦茶 0.05 ○ 0.02 0.0 0

とうもろこし スイートコーン 0.05 0.05 0.6 0

そば そば 0.05 ○ 0.02 0.0 0

大豆 大豆 0.5 ○ 0.04 0.0 0

小豆類 いんげん 0.5 ○ 0.04 0.1 0

ばれいしょ ばれいしょ 6 6 56.3 2

さといも類（やつがしらを含む。） さといも 0.02 0.02 0.1 0

だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 0.5 ○ 0.13 1.5 0

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 だいこんの葉 20 ○ 11.3 93.4 4

かぶ類の根 かぶの根 0.5 0.5 3.7 0

かぶ類の葉 かぶの葉 20 20 53.2 2

はくさい はくさい 2 2 25.9 1
キャベツ キャベツ 2 ○ 1.2 11.5 0

ケール ケール 10 10 80.3 3

こまつな こまつな 10 10 42.4 2

きょうな きょうな 10 10 33.3 1

チンゲンサイ チンゲンサイ 10 10 74.2 3

カリフラワー カリフラワー 2 2 14.8 1

ブロッコリー ブロッコリー 10 10 60.1 2

たかな 10 10 78.5 3

菜花 10 10 27.6 1

ごぼう ごぼう 0.5 0.5 2.5 0

しゅんぎく しゅんぎく 30 30 97.8 4

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） レタス類 40 ○ 22 124.1 5
たまねぎ たまねぎ 0.5 ○ 0.34 2.8 0
ねぎ（リーキを含む。） ねぎ 7 7 26.7 1

にんにく にんにく 0.2 0.2 0.1 0

にら にら 9 9 12.1 0

わけぎ わけぎ 10 10 19.8 1

にんにくの芽 10 10 17.7 1

らっきょう 10 10 10.6 0

にんじん 5 5 22.4 1

にんじんジュース 5 ○ 1.15 7.8 0

パセリ（生） 10 ○ 3.87 0.6 0

パセリ（乾燥） 10 ○ 2.715 2.4 0

その他のせり科野菜 せり 20 20 32.8 1

トマト トマト 5 5 54.7 2
ピーマン ピーマン 5 5 12.8 1
なす なす 1 1 6.5 0

とうがらし（生） 1 1 1.6 0
ししとう 1 1 1.0 0

きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 2 2 12.7 1
かぼちゃ 0.5 0.5 4.9 0
ズッキーニ 0.5 0.5 3.6 0

しろうり しろうり 0.5 0.5 4.1 0

すいか すいか 0.2 0.2 6.6 0
メロン類果実 メロン 0.1 0.1 1.7 0

とうがん 0.5 0.5 8.5 0

にがうり 0.5 0.5 4.0 0

ほうれんそう ほうれんそう 30 ○ 16 77.5 3

しょうが しょうが 0.02 0.02 0.0 0

未成熟えんどう（さや） 5 5 8.1 0

未成熟えんどう（豆） 5 5 8.5 0

未成熟いんげん 未成熟いんげん 5 5 9.7 0

えだまめ えだまめ 5 5 12.7 1

ずいき 60 60 607.2 20

もやし 60 60 137.6 6

れんこん 60 60 373.1 10

そら豆（生） 60 60 176.2 7

フルジオキソニルの推定摂取量（短期）：国民全体（1歳以上）

その他のあぶらな科野菜

パセリ

かぼちゃ（スカッシュを含む。）

その他のなす科野菜

その他のうり科野菜

未成熟えんどう

その他の野菜

大麦

にんじん

評価に用いた
数値
(ppm)

その他のゆり科野菜
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（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

フルジオキソニルの推定摂取量（短期）：国民全体（1歳以上）

評価に用いた
数値
(ppm)

みかん みかん 0.1 0.1 0.9 0
なつみかんの果実全体 なつみかん 10 10 124.3 5
レモン レモン 10 ○ 4.28 9.0 0

オレンジ 10 ○ 3.39 31.9 1

オレンジ果汁 10 ○ 1 9.9 0

グレープフルーツ グレープフルーツ 10 ○ 6.85 117.9 5
きんかん 10 10 23.9 1
ぽんかん 10 10 105.2 4
ゆず 10 10 15.8 1
すだち 10 10 15.7 1
りんご 5 ○ 2.6 37.1 1
りんご果汁 5 ○ 1.1 11.6 0

西洋なし 西洋なし 5 ○ 3.5 49.1 2

びわ びわ 5 5 35.9 1

もも もも 5 5 67.8 3
すもも（プルーンを含む。） プルーン 5 ○ 1.9 11.1 0
うめ うめ 0.5 0.5 0.7 0
おうとう（チェリーを含む。） おうとう 5 ○ 1.9 4.7 0
いちご いちご 5 ○ 1.94 7.4 0

ブルーベリー ブルーベリー 2 ○ 1.4 2.0 0

ぶどう ぶどう 5 5 67.4 3
キウィー キウィー 20 ○ 13.9 78.7 3
アボカド アボカド 5 5 35.6 1

パイナップル パイナップル 20 20 299.4 10

マンゴー マンゴー 5 5 67.4 3

その他の果実 いちじく 15 15 115.0 5

その他のかんきつ類果実

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

りんご

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR)又は中央値（STMR)を用いて短期摂取量を推計した。
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（別紙4-2）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI/ARfD
(%)

米（玄米） 米 0.02 ○ 0.005 0.1 0
小麦 小麦 0.05 ○ 0.02 0.1 0

大麦 0.05 ○ 0.02 0.0 0
麦茶 0.05 ○ 0.02 0.0 0

とうもろこし スイートコーン 0.05 0.05 1.2 0
大豆 大豆 0.5 ○ 0.04 0.0 0
ばれいしょ ばれいしょ 6 6 136.1 5
さといも類（やつがしらを含む。） さといも 0.02 0.02 0.3 0
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 0.5 ○ 0.13 2.8 0
はくさい はくさい 2 2 31.4 1
キャベツ キャベツ 2 ○ 1.2 18.8 1
こまつな こまつな 10 10 88.8 4
ブロッコリー ブロッコリー 10 10 144.1 6
ごぼう ごぼう 0.5 0.5 3.2 0
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） レタス類 40 ○ 22 216.1 9
たまねぎ たまねぎ 0.5 ○ 0.34 6.0 0
ねぎ（リーキを含む。） ねぎ 7 7 45.4 2
にんにく にんにく 0.2 0.2 0.1 0
にら にら 9 9 19.0 1
にんじん にんじん 5 5 51.9 2
パセリ パセリ（生） 10 ○ 3.87 0.7 0
トマト トマト 5 5 135.8 5
ピーマン ピーマン 5 5 32.7 1
なす なす 1 1 15.6 1
きゅうり（ガーキンを含む。） きゅうり 2 2 29.2 1

かぼちゃ 0.5 0.5 8.0 0
すいか すいか 0.2 0.2 17.3 1
メロン類果実 メロン 0.1 0.1 2.9 0
ほうれんそう ほうれんそう 30 ○ 16 179.6 7
しょうが しょうが 0.02 0.02 0.0 0

未成熟えんどう（さや） 5 5 6.2 0
未成熟えんどう（豆） 5 5 9.0 0

未成熟いんげん 未成熟いんげん 5 5 20.1 1
えだまめ えだまめ 5 5 14.0 1

もやし 60 60 251.6 10
れんこん 60 60 616.5 20

みかん みかん 0.1 0.1 2.7 0
オレンジ 10 ○ 3.39 91.4 4
オレンジ果汁 10 ○ 1 17.8 1
りんご 5 ○ 2.6 83.5 3
りんご果汁 5 ○ 1.1 37.1 1

もも もも 5 5 212.1 8
うめ うめ 0.5 0.5 1.7 0
いちご いちご 5 ○ 1.94 21.0 1
ぶどう ぶどう 5 5 153.1 6

かぼちゃ（スカッシュを含む。）

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における最高残留濃度（HR)又は中央値（STMR)を用いて短期摂取量を推計した。

フルジオキソニルの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

その他の野菜

未成熟えんどう

大麦

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

りんご

評価に用いた
数値
(ppm)
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（参考） 

これまでの経緯 

平成１７年１１月２９日 

平成１９年 ６月２５日 

 

平成２０年１１月２０日 

 

平成２１年 ７月１６日 

 

平成２２年 ７月３０日 

平成２３年 ８月３１日 

 

平成２１年 ８月１８日 

 

平成２２年１１月１０日 

 

平成２３年 ６月３０日 

 

平成２３年１０月１４日 

平成２４年 ８月２０日 
 
平成２４年 ７月２６日 
平成２５年 １月１７日 

 

平成２５年 ８月１９日 

 

平成２５年１１月１１日 

 

平成２６年 ３月１８日 

平成２６年１１月１７日 

 

平成２７年 ６月２３日 
 
 
平成２７年 ６月２４日 
平成２８年 １月 ４日 

 

平成２８年 ５月１７日 

残留農薬基準告示 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに添加物の指定に

係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 
残留農薬基準告示 

 

農林水産省より厚生労働省へ適用拡大申請に係る連絡及び基準

設定依頼（適用拡大：ピーマン、すいか及びにんじん） 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 
残留農薬基準告示 

 

インポートトレランス申請（小豆類、そら豆等） 

農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：ミニトマト及びメロン） 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

残留農薬基準告示 
 

農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：ぶどう）及び魚介類への基準値設定依

頼 

インポートトレランス申請（その他のきく科野菜） 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評
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平成２８年１１月２１日 

平成２８年１２月２７日 

平成２９年 ７月１８日 

 
平成２８年 ７月 １日 
 
平成２９年 ４月１９日 
 
平成２９年 ７月 ４日 
 

平成２９年１２月１９日 

平成２９年１２月２１日 

価について通知 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

残留基準値告示 

 

農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及び基準

値設定依頼（適用拡大：わけぎ、ブロッコリー等） 

厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係る食品健康影響評価について要請 

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知 

薬事・食品衛生審議会へ諮問 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

 

 

● 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会 

[委員] 

○穐山 浩    国立医薬品食品衛生研究所食品部長 

 石井 里枝   埼玉県衛生研究所化学検査室長 

  井之上 浩一    立命館大学薬学部薬学科臨床分析化学研究室准教授 

  折戸 謙介      麻布大学獣医学部生理学教授 

  魏 民          大阪市立大学大学院医学研究科分子病理学准教授 

  佐々木 一昭  東京農工大学大学院農学研究院動物生命科学部門准教授 

  佐藤 清        元 一般財団法人残留農薬研究所理事 

 佐野 元彦   東京海洋大学海洋生物資源学部門教授 

  永山 敏廣      明治薬科大学薬学部薬学教育研究センター基礎薬学部門教授 

 根本 了    国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長 

 二村 睦子   日本生活協同組合連合会組織推進本部長 

  宮井 俊一   一般社団法人日本植物防疫協会技術顧問 

  由田 克士   大阪市立大学大学院生活科学研究科公衆栄養学教授 

  吉成 浩一   静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授 

（○：部会長） 
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答申（案） 

フルジオキソニル

残留基準値

食品名

ppm
zzz #N/A米（玄米をいう。） 0.02

#N/A#N/A小麦 0.05
大麦 0.05
ライ麦 0.05
とうもろこし 0.05
そば 0.05

その他の穀類注1） 0.05
#N/A#N/A大豆 0.5

小豆類注2） 0.5

えんどう 0.07
そら豆 0.5

その他の豆類注3） 0.5
#N/A#N/Aばれいしょ 6

さといも類（やつがしらを含む。） 0.02

その他のいも類注4） 0.02
#N/A#N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 0.5

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 20
かぶ類の根 0.5
かぶ類の葉 20
西洋わさび 0.5
クレソン 10
はくさい 2
キャベツ 2
芽キャベツ 2
ケール 10
こまつな 10
きょうな 10
チンゲンサイ 10
カリフラワー 2
ブロッコリー 10

その他のあぶらな科野菜注5） 10
#N/A#N/Aごぼう 0.5

サルシフィー 0.5
チコリ 30
エンダイブ 30
しゅんぎく 30
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 40

その他のきく科野菜注6） 30
#N/A#N/Aたまねぎ 0.5

ねぎ（リーキを含む。） 7
にんにく 0.2
にら 9
わけぎ 10

その他のゆり科野菜注7） 10
#N/A#N/Aにんじん 5

パースニップ 0.5
パセリ 10

注4）「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれ
いしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこん
にゃくいも以外のものをいう。

今回基準値を設定するフルジオキソニルとは、農
産物及び魚介類にあってはフルジオキソニルの
みをいい、畜産物にあってはフルジオキソニル及
び酸化反応により代謝物K【2,2-ジフルオロ-1,3-
ベンゾジオキソール-4-カルボン酸】に変換される
代謝物をフルジオキソニルに換算したものの和を
いう。

注1）「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小
麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のも
のをいう。

注2）いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア
豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及
びレンズを含む。

注3）「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小
豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス
以外のものをいう。

注7）「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のう
ち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガ
ス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

注6）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のう
ち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコ
リ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外
のものをいう。

注5）「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科
野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、
かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、
はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ
な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコ
リー及びハーブ以外のものをいう。
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残留基準値

食品名

ppm

その他のせり科野菜注8） 20
#N/A#N/Aトマト 5

ピーマン 5
なす 1

その他のなす科野菜注9） 1
#N/A#N/Aきゅうり（ガーキンを含む。） 2

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 0.5
しろうり 0.5
すいか 0.2
メロン類果実 0.1

その他のうり科野菜注10） 0.5
#N/A#N/Aほうれんそう 30

しょうが 0.02
未成熟えんどう 5
未成熟いんげん 5
えだまめ 5

#N/A#N/Aその他の野菜注11） 60
#N/A#N/Aみかん 0.1

なつみかんの果実全体 10
レモン 10
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 10
グレープフルーツ 10
ライム 10

その他のかんきつ類果実注12） 10
#N/A#N/Aりんご※1 5

西洋なし※1 5

マルメロ※1 5

びわ※1 5
#N/A#N/Aもも※2 5

ネクタリン※2 5

あんず（アプリコットを含む。）※2 5

すもも（プルーンを含む。）※2 5

うめ 0.5

おうとう（チェリーを含む。）※2 5
#N/A#N/Aいちご 5

ラズベリー 5

ブラックベリー 5

ブルーベリー 2
ハックルベリー 2

その他のベリー類果実注13） 5
#N/A#N/Aぶどう 5
#N/A#N/Aキウィー※1 20

パパイヤ 5
アボカド 5
パイナップル 20
マンゴー 5

#N/A#N/Aその他の果実注14） 15
#N/A#N/A

注12）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ
類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかん
の外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレ
ンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外
のものをいう。

注13）「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果
実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブ
ルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外
のものをいう。

注8）「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のう
ち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつ
ば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

注14）「その他の果実」とは、果実のうち、かんき
つ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメ
ロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、
おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キ
ウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グア
バ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及
びスパイス以外のものをいう。

注9）「その他のなす科野菜」とは，なす科野菜の
うち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

注10）「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のう
ち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類
果実及びまくわうり以外のものをいう。

注11）「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、
てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野
菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科
野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、
未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きの
こ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
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残留基準値

食品名

ppm

ひまわりの種子 0.01

綿実 0.05
なたね 0.02

その他のオイルシード注15） 0.05
#N/A#N/A

その他のナッツ類注16） 0.2
zzz

#N/Aその他のスパイス注17） 10zzz
#N/A

zzz
#N/Aその他のハーブ注18） 40zzz
#N/A

zzz
#N/A

牛の筋肉 0.01

豚の筋肉 0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物注19）の筋肉 0.01
#N/A#N/A牛の脂肪 0.05

豚の脂肪 0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05
zzz

#N/A
zzz

#N/A牛の肝臓 0.05
豚の肝臓 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.05

#N/A#N/A牛の腎臓 0.05
豚の腎臓 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.05

#N/A#N/A牛の食用部分注20） 0.05

豚の食用部分 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.05zzz

#N/A
zzz

#N/A乳 0.01zzz
#N/A

zzz
#N/A鶏の筋肉 0.01

その他の家きん注21）の筋肉 0.01
#N/A#N/A鶏の脂肪 0.05

その他の家きんの脂肪 0.05
#N/A#N/A鶏の肝臓 0.05

その他の家きんの肝臓 0.05
#N/A#N/A鶏の腎臓 0.05

その他の家きんの腎臓 0.05
#N/A#N/A鶏の食用部分 0.05

その他の家きんの食用部分 0.05
zzz #N/Azzz #N/A鶏の卵 0.01
その他の家きんの卵 0.01
zzz #N/Azzz #N/A魚介類 0.04

#N/A #N/A

注16）「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、
ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以
外のものをいう。

注17）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、
西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、
パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果
皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをい
う。

注18）「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレ
ソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及
びセロリの葉以外のものをいう。

注19）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、
陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外
のものをいう。

※1　りんご、西洋なし、マルメロ、びわ、キウィー
の基準値については、果実全体に適用するもの
とする。

※2　もも、ネクタリン、あんず、すもも及びおうとう
の基準値については、種子を除いた果実全体に
適用するものとする。

注20）「食用部分」とは、食用に供される部分のう
ち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をい
う。

注21）「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以
外のものをいう。

注15）「その他のオイルシード」とは、オイルシード
のうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの
種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをい
う。
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平成 30年１月 23日 

 

 

薬事・食品衛生審議会 

食品衛生分科会 

  会長 村 田 勝 敬 殿 

 

 

薬事・食品衛生審議会   

食品衛生分科会添加物部会 

会長 若 林 敬 二  

 

 

 

食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会 

食品衛生分科会添加物部会報告について 

 

 

   

  平成 29年 11月 28日付け厚生労働省発生食 1128第 32号をもって厚生労働大

臣から諮問された、下記の事項について、当部会において審議を行った結果を

別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。 

 

 

記 

 

 

フルジオキソニルの添加物としての規格基準の改正について 
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フルジオキソニルの規格基準の改正に関する部会報告書 

 

今般の添加物としての規格基準の改正の検討については、事業者より規格基準の改正

にかかる要請がなされたことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなさ

れたことを踏まえ、添加物部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめるもので

ある。 

 

１．品目名 

和名：フルジオキソニル 

英名：fludioxonil 

CAS 番号：131341-86-1 

 

２．構造式、分子式及び分子量 

構造式： 

HN

CN

O

O

F

F
 

分子式及び分子量： 

C12H6F2N2O2 248.19  

 

３．用途 

防かび剤 

 

４．概要及び諸外国での使用状況等 

⑴ 概要 

フルジオキソニルは、フェニルピロール系の非浸透移行性殺菌剤である。糸状菌

の原形質膜に作用することにより物質の透過性に影響を及ぼし、アミノ酸やグルコ

ースの細胞内取り込みを阻害して、抗菌作用を示すものと考えられている。 

 

⑵ 諸外国での使用状況等 

コーデックス委員会による農薬残留基準では、収穫前及び収穫後の防かび目的で

の使用による残留基準が設定されている。収穫後の防かび目的1として、ばれいし

                                                                                                                                                     
1 食品添加物は、食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）第４条第２項により、「食品の製造の過程におい

て又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、湿潤その他の方法によつて使用する物」と

定義されている。収穫後に使用されたことが明らかであり、かつ、かび等による腐敗・変敗の防止の目的

で使用されている場合には、「保存の目的」で使用されていると解され、添加物に該当する。 
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ょ及びマンゴーに対し、それぞれ５ppm、２ppmの残留基準での使用が認められてい

る。また、FAO／WHO合同残留農薬専門家会議（JMPR）では、2004年に評価され、ADI

（一日摂取許容量）が0.37mg／kg体重／日に設定されている。 

米国では、収穫前の農薬として、豆類、かんきつ類、綿実等に使用されている。

また、収穫後の防かびを目的として、パイナップル、塊茎及び球茎状野菜2、アボ

カド等に対し、それぞれ20ppm、6.0ppm、5.0ppmの残留基準で使用が認められてい

る。 

欧州連合（EU）では、収穫前の農薬として、ぶどう、いちご、トマト等に使用さ

れている。 

我が国では、平成８年に農薬登録され、収穫前の農薬として稲、トマト、キャベ

ツ等に使用されている。食品添加物としては平成23年に指定され、キウィー、かん

きつ類（みかんを除く。）等に使用が認められている。 

 

５．食品添加物としての有効性 

 ⑴ 活性の範囲 

フルジオキソニルは、単独又は他剤との併用により、子のう菌類、担子菌類及び

不完全菌類に属する数多くの種類の糸状菌に対して高い防除活性を示し、ばれいし

ょの乾腐病、疫病及び腐敗病、パイナップルの青かび病及び黒星病、パパイヤの軸

腐病並びにマンゴーの軸腐病及び炭そ病に効果を示す。 

 

 ⑵ ばれいしょにおける有効性 

   収穫後の作物に対して、効果試験（別紙１－１）が行われており、乾腐病、疫病、

及び腐敗病に対して、他剤との併用により、一定範囲の有効性が確認されている。 

 

 ⑶ パイナップルにおける有効性 

   収穫後の作物に対して、効果試験（別紙１－２）が行われており、青かび病及び

黒星病に対して、単剤により、一定範囲の有効性が確認されている。 

 

 ⑷ パパイヤにおける有効性 

   収穫後の作物に対して、効果試験（別紙１－３）が行われており、軸腐病及び炭

そ病に対して、単剤により、一定範囲の有効性が確認されている。 

 

 ⑸ マンゴーにおける有効性 

   収穫後の作物に対して、効果試験（別紙１－４）が行われており、軸腐病及び炭

                                                                                                                                                     
2 米国の作物分類において、サブグループ１Ｃとされているもので、さといも、ばれいしょ、さつまいも

等を含む。 
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そ病に対して、単剤により、一定範囲の有効性が確認されている。 

 

 ⑹ 食品中での安定性 

  ① ばれいしょに対する作物残留試験の結果 

    収穫後加工前に合計 0.0187 lb ai/2000 lb3塊茎を１回、Spray処理した結果、

最大で 3.81mg/kg の残留が認められた。 

  ② パイナップルに対する作物残留試験の結果 

    収穫後に 0.61g ai/L を１回、Drench処理した後に、8.68g ai/Lを１回、Spray

処理した結果、最大で 7.18mg/kgの残留が認められた。 

  ③ アボカド、パパイヤ及びマンゴーに対する作物残留試験の結果 

     当該作物に対する作物残留試験の結果は得られていない。 

なお、米国においては、アボカド、パパイヤ、マンゴーを含むトロピカルフル

ーツに残留基準値を設定するに当たり、収穫後処理を行った他の作物4に対する

作物残留試験の結果を準用している。 

 

 ⑺ 食品中の栄養成分に及ぼす影響 

食品中の栄養成分に影響を及ぼすとの報告はない。  

 

６．食品安全委員会における評価結果 

食品添加物としての規格基準改正及び農薬としての食品中の残留基準設定のため、

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第１項第１号の規定に基づき、平

成 29 年 10 月 26 日付け厚生労働省発生食 1026 第 10 号により食品安全委員会に対し

て意見を求めたフルジオキソニルに係る食品健康影響評価については、以下の評価結

果が平成 29年 11月 28日付け府食第 766号で通知されている。 

 

【食品健康影響評価（農薬・添加物評価書抜粋）】 

フェニルピロール系の殺菌剤である「フルジオキソニル」（CAS No. 131341-86-1）に

ついて、各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。なお、今回、食品添加物の規

格基準の改正案等の資料が新たに提出された。 

評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット、ヤギ及びニワトリ）、植物体内運

命（稲、小麦等）、作物等残留、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒性（イ

ヌ）、慢性毒性/発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2 世代繁殖（ラット）、

発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等の試験成績である。 

                                                                                                                                                     
3 １lb≒0.45kg、ai:active ingredient(有効成分量) 

4 かんきつ類（オレンジ、グレープフルーツ及びレモン）、核果類（おうとう、すもも及びもも）、仁果類

（なし及びりんご）、キウイフルーツ、ざくろ、かんしょ及びヤムイモ 
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各種毒性試験結果から、フルジオキソニル投与による影響は主に体重（増加抑制）、

肝臓（肝細胞肥大等）、腎臓（慢性腎症：ラット、腎症等：マウス）及び血液（貧血）

に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び免疫毒性は認められなか

った。遺伝毒性については、in vitro 染色体異常試験で陽性結果が得られ、また、復

帰突然変異試験及び SOS Chromotest で陽性との文献報告があったが、復帰突然変異試

験及び in vivoでの全ての試験結果が陰性であったため、フルジオキソニルに生体にお

いて問題となる遺伝毒性はないものと判断した。 

各種試験結果から、農産物、畜産物及び魚介類中の暴露評価対象物質をフルジオキソ

ニル（親化合物のみ）と設定した。 

各試験で得られた無毒性量について用量設定間隔等を考慮して比較検討した結果、イ

ヌを用いた 1年間慢性毒性試験の無毒性量 33.1 mg/kg体重/日を根拠として、安全係数

100で除した 0.33 mg/kg体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。 

フルジオキソニルの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無

毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、マウスを用いた薬理試験における最大無作用量

300 mg/kg体重であった。一方、ラットを用いた急性神経毒性試験における最小毒性量

は 500 mg/kg体重であり、同投与量で認められた自発運動量の低下は軽微であったこと

から、食品安全委員会はラットを用いた急性神経毒性試験における最小毒性量の 500 

mg/kg体重を根拠に追加の安全係数 2を用いることが妥当であると判断した。したがっ

て、これを根拠として、安全係数 200（種差：10、個体差：10、最小毒性量を用いたこ

とによる追加係数：2）で除した 2.5 mg/kg体重を急性参照用量（ARfD）と設定した。
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７．摂取量の推計 

食品安全委員会の評価の結果によると次の表のとおりである。また、推定一日摂取

量について、食品安全委員会において設定された ADIに対する割合は、国民平均、小

児（１～６歳）、妊婦、高齢者（65歳以上）において、それぞれ 7.4％、16.7％、6.5％、

7.8％となっている。 

なお、本推定摂取量の算定は、農薬として使用した場合は、登録されている又は申

請された使用方法からフルジオキソニルが最大の残留を示す使用条件で、全ての適用

作物に使用され、加工・調理による増減が全くないとの仮定の下に行ったとされてい

る。 

【推定摂取量（農薬・添加物評価書抜粋）】 

農畜水産物 
残留値 

(mg/kg) 

国民平均 

（体重：55.1 kg） 

小児（1~6 歳） 

（体重：16.5 kg） 

妊婦 

（体重：58.5 kg） 

高齢者(65 歳以上) 

（体重：56.1 kg） 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

小豆類 0.08 2.4 0.19 0.8 0.06 0.8 0.06 3.9 0.31 

ばれいしょ 6.0** 38.4 230 34 204 41.9 251 35.1 210 

キャベツ 0.304 24.1 7.33 11.6 3.53 19.0 5.78 23.8 7.24 

ブロッコリ
ー 

3.34 5.2 17.4 3.3 11.0 5.5 18.4 5.7 19.0 

その他の 
きく科野菜 

0.78 1.5 1.17 0.1 0.08 0.6 0.47 2.6 2.03 

たまねぎ 0.014 31.2 0.44 22.6 0.32 35.3 0.49 27.8 0.39 

ねぎ 2.98 9.4 28.0 3.7 11.0 6.8 20.3 10.7 31.9 

にら 5.97 2.0 11.9 0.9 5.37 1.8 10.8 2.1 12.5 

わけぎ 4.66 0.2 0.93 0.1 0.47 0.1 0.47 0.2 0.93 

にんじん 1.68 18.8 31.6 14.1 23.7 22.5 37.8 18.7 31.4 

トマト 2.8 32.1 89.9 19.0 53.2 32.0 89.6 36.6 102 

ピーマン 1.98 4.8 9.50 2.2 4.36 7.6 15.1 4.9 9.70 

なす 0.468 12.0 5.62 2.1 0.98 10.0 4.68 17.1 8.00 

きゅうり 0.678 20.7 14.0 9.6 6.51 14.2 9.63 25.6 17.4 

すいか 0.04 7.6 0.30 5.5 0.22 14.4 0.58 11.3 0.45 

 メロン類果実 0.02 3.5 0.07 2.7 0.05 4.4 0.09 4.2 0.08 

未成熟 
えんどう 

2.21 1.6 3.54 0.5 1.11 0.2 0.44 2.4 5.30 
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農畜水産物 
残留値 

(mg/kg) 

国民平均 

（体重：55.1 kg） 

小児（1~6 歳） 

（体重：16.5 kg） 

妊婦 

（体重：58.5 kg） 

高齢者(65 歳以上) 

（体重：56.1 kg） 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

未成熟 
いんげん 

1.60 2.4 3.84 1.1 1.76 0.1 0.16 3.2 5.12 

えだまめ 2.8 1.7 4.76 1.0 2.80 0.6 1.68 2.7 7.56 

その他の野菜 45.5 13.4 610 6.3 287 10.1 460 14.1 642 

みかん 0.023 17.8 0.41 16.4 0.38 0.6 0.01 26.2 0.60 

なつみかん
の果皮 

1.00 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1 0.10 

なつみかん
の果実全体 

0.27 1.3 0.35 0.7 0.19 4.8 1.30 2.1 0.57 

レモン 4.28* 0.5 2.14 0.1 0.43 0.2 0.86 0.6 2.57 

オレンジ 3.39* 7.0 23.7 14.6 49.5 12.5 42.4 4.2 14.2 

グレープ 
フルーツ 

6.85* 4.2 28.8 2.3 15.8 8.9 61.0 3.5 24.0 

その他の 
かんきつ類

果実 
0.162 5.9 0.96 2.7 0.44 2.5 0.41 9.5 1.54 

りんご 2.6* 24.2 62.9 30.9 80.3 18.8 48.9 32.4 84.2 

西洋なし 3.5* 0.6 2.10 0.2 0.70 0.1 0.35 0.5 1.75 

もも 5.5* 3.4 18.7 3.7 20.4 5.3 29.2 4.4 24.2 

すもも 1.9* 1.1 2.09 0.7 1.33 0.6 1.14 1.1 2.09 

うめ 0.142 1.4 0.20 0.3 0.04 0.6 0.09 1.8 0.26 

おうとう 1.9* 0.4 0.76 0.7 1.33 0.1 0.19 0.3 0.57 

いちご 1.94 5.4 10.5 7.8 15.1 5.2 10.1 5.9 11.5 

ぶどう 2.68 8.7 23.3 8.2 22.0 20.2 54.1 9.0 24.1 

キウィー 13.9* 2.2 30.6 1.4 19.5 2.3 32.0 2.9 40.3 

パパイヤ 5.0** 0.2 1.00 0.3 1.50 0.1 0.50 0.1 0.50 

アボカド 5.0** 0.3 1.50 0.1 0.50 0.1 0.50 0.4 2.00 

パイナップ
ル 

20** 1.7 34.0 2.3 46.0 1.4 28.0 1.7 34.0 

マンゴー 5.0** 0.3 1.50 0.3 1.50 0.1 0.50 0.3 1.50 

その他の果実 8.05 1.2 9.66 0.4 3.22 0.9 7.25 1.7 13.7 
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農畜水産物 
残留値 

(mg/kg) 

国民平均 

（体重：55.1 kg） 

小児（1~6 歳） 

（体重：16.5 kg） 

妊婦 

（体重：58.5 kg） 

高齢者(65 歳以上) 

（体重：56.1 kg） 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

ff 

(g /人/日) 

摂取量 

(g /人/日) 

その他の 
ハーブ 

25.1 0.9 22.6 0.3 7.53 0.1 2.51 1.4 35.1 

その他の 
スパイス 

4.32 0.1 0.43 0.1 0.43 0.1 0.43 0.2 0.86 

鶏・肝臓 0.076 0.7 0.05 0.5 0.04 0.0 0.00 0.8 0.06 

魚介類 0.040 93.1 3.72 39.6 1.58 53.2 2.13 114.8 4.59 

合計  1,350  907  1,250  1,440 

注）・農薬として使用した場合の残留値は、登録又は申請されている使用時期・使用回数による各試
験区の平均値のうち最大値を用いた。 

・添加物として使用した場合の残留値（*印）及び畜産物の残留値は最大値を用いた。 

・食品添加物の規格基準改正案の値（**印）を用いた。 

・「ff」：平成17～19年の食品摂取頻度・摂取量調査の結果に基づく食品摂取量（g/人/日）。 

・「摂取量」：残留値から求めたフルジオキソニルの推定摂取量（g/人/日）。 

・定量限界未満であった作物及び畜産物については、摂取量の計算に含めていない。 

・「小豆類」については、あずき及びいんげんのうち残留値の高いいんげんの値を用いた。 

・「その他のきく科野菜」については、ふきの値を用いた。 

・「トマト」については、トマト及びミニトマトのうち残留値の高いミニトマトの値を用いた。 

・「メロン類果実」については、メロンの値を用いた。 

・「その他の野菜」については、オリーブ（葉）、未成熟ささげ及び食用金魚草のうち残留値の高
いオリーブ（葉）の値を用いた。 

・「その他のかんきつ類果実」については、すだち、かぼす及びゆずのうち残留値の高いゆずの値
を用いた。 

・「その他の果実」については、オリーブ（果実）及びざくろのうち残留値の高いオリーブ（果
実）の値を用いた。 

・「その他のハーブ」については、しその値を用いた。 

・「その他のスパイス」については、みかんの皮の値を用いた。 
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８．規格基準の改正について 

食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）第 11条第１項の規定に基づく規格基準につ

いては、次のとおり改正することが適当である。 

 

⑴ 使用基準について 

   以下のとおり使用基準を改正することが適当である（使用基準の改正根拠は別紙

２のとおりである。）。 

  （現行） 

フルジオキソニルは、あんず、おうとう、かんきつ類(みかんを除く。)、キウィ

ー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、びわ、マルメロ、もも及びりんご以

外の食品に使用してはならない。 

フルジオキソニルは、フルジオキソニルとして、キウィーにあってはその１kg

につき 0.020ｇ、かんきつ類(みかんを除く。)にあってはその１kgにつき 0.010ｇ、

あんず、おうとう、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、びわ、マルメロ、も

も及びりんごにあってはその１kg(あんず、おうとう、すもも、ネクタリン及びも

もにあっては種子を除く。)につき 0.0050ｇを、それぞれ超えて残存しないように

使用しなければならない。 

 

  （改正案） 

フルジオキソニルは、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類(みかんを除く。)、

キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、パパイヤ、ば

れいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご以外の食品に使用してはな

らない。 

フルジオキソニルは、フルジオキソニルとして、キウィー及びパイナップルにあ

ってはその１kg（パイナップルにあっては冠芽を除く。）につき 0.020ｇ、かんき

つ類(みかんを除く。)にあってはその１kgにつき 0.010ｇ、ばれいしょにあっては

その１kg につき 0.0060ｇ、アボカド、あんず、おうとう、ざくろ、すもも、西洋

なし、ネクタリン、パパイヤ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごにあっ

てはその１kg(アボカド、あんず、おうとう、すもも、ネクタリン、マンゴー及び

ももにあっては種子を除く。)につき 0.0050ｇを、それぞれ超えて残存しないよう

に使用しなければならない。 

  

⑵ 成分規格について 

成分規格は別紙３のとおり設定されている。本規格基準改正において変更の必要は

ない。 
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これまでの経緯 

 

平成２９年１０月２６日  厚生労働大臣から食品安全員会委員長宛てに食品添加物 

     の規格基準改正に係る食品健康影響評価を依頼 

平成２９年１０月３１日  第 671回食品安全委員会（要請事項説明） 

平成２９年１１月２８日  第 675回食品安全委員会（報告） 

平成２９年１１月２８日  食品安全委員会より食品健康影響評価の結果の通知 

平成２９年１１月２８日  薬事・食品衛生審議会へ諮問 

平成２９年１１月３０日  薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会 

 

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会 

※部会長 

氏  名 所   属 

石見 佳子 
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研

究所シニアアドバイザー 

小川 久美子 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター病理部長 

鎌田 洋一 甲子園大学栄養学部フードデザイン学科教授 

笹本 剛生 東京都健康安全研究センター食品化学部食品成分研究科長 

佐藤 恭子 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部長 

杉本 直樹 国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部第二室長 

戸塚 ゆ加里 
国立研究開発法人国立がん研究センター研究所発がん・予防研究

分野ユニット長 

中島 春紫 明治大学農学部農芸化学科教授 

 原  俊太郎 昭和大学薬学部社会健康薬学講座衛生薬学部門教授 

二村 睦子 日本生活協同組合連合会組織推進本部長 

由田 克士 大阪市立大学大学院生活科学研究科教授 

吉成 浩一 静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野教授  

若林 敬二※ 静岡県立大学特任教授 

（参考） 
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かびが原因となる病害へのフルジオキソニルのばれいしょにおける効果試験成績の概要 

  

フルジオキソニルの、単剤又は他剤との併用によるばれいしょの乾腐病（Fusarium 

sambucinum）、疫病（Phytophthora infestans）及び腐敗病（Pythium leak、Pythium ultimum）

に対する効果試験成績の結果が提出されている。 

その結果、乾腐病、疫病及び腐敗病に対し、他剤との併用により、一定範囲の有効性

が確認されている。 

 

試験①（疫病、腐敗病に対する多剤併用試験） 

ばれいしょの疫病、腐敗病に対して、以下の投与群を設定し、フルジオキソニルと他剤

との混合剤等の Spray 処理を行い、10℃・暗所条件下で 90日間保存した後、病害の発生

した塊茎の占める割合を測定する試験が実施されている。 

群 処理方法 

１ 対照群（無処理（未接種）） 

２ 対照群（無処理（接種）） 

３ 対照薬剤Ａ単独（0.14 oz） 

４ 対照薬剤Ａ（0.14 oz）と対照薬剤Ｂ（0.03 fl oz1）の混合剤 

５ 対照薬剤Ａ（0.14 oz）とフルジオキソニル（0.03 fl oz）の混合剤 

６ 対照薬剤Ａ（0.14 oz）、対照薬剤Ｂ（0.03 fl oz）とフルジオキソニル（0.03 

fl oz）の混合剤 

 

その結果、疫病について、１群から６群でそれぞれ 0.01％、58.8％、12.5％、7.5％、

3.8％、1.3％の病害発生率となり、フルジオキソニルの混合剤としての有効性が確認され

たとされている。 

また、腐敗病について、１群から６群でそれぞれ 0.0％、60.0％、7.5％、6.3％、6.3％、

6.3％の病害発生率となり、フルジオキソニルの混合剤としての有効性が確認されたとさ

れている。 

 

試験②（乾腐病に対する多剤併用試験） 

ばれいしょの乾腐病に対して、以下の投与群を設定し、フルジオキソニルと他剤との混

合剤等の Spray処理を行い、10℃・暗所条件下で 90日間保存した後、各病変の発生率、

重症度指数2を測定する試験が実施されている。 

群 処理方法 

１ 対照群（無処理（未接種）） 

                                                   
1 1 fl oz≒28.4mL 
2 重症度指数：塊茎に認められた病斑の面積に応じて、重症度を０から４までの５分類（病変面積が０％
を「０」、１－10％を「１」、11－20％を「２」、21－50％を「３」、51－100％を４として分類）とし、そ

の平均の値を０－100のスケールで表したもの 

別紙１－１ 
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２ 対照群（無処理（接種）） 

３ 対照薬剤Ｃ（0.03 fl oz）とフルジオキソニル（0.03 fl oz）の混合剤 

４ 対照薬剤Ｂ単独（0.015 fl oz） 

５ 対照薬剤Ｂ（0.0075 fl oz）、対照薬剤Ｃ（0.03 fl oz）とフルジオキソニ

ル（0.03 fl oz）の混合剤 

６ 対照薬剤Ｂ（0.015 fl oz）、対照薬剤Ｃ（0.03 fl oz）とフルジオキソニル

（0.03 fl oz）の混合剤 

７ 対照薬剤Ｂ（0.0226 fl oz）、対照薬剤Ｃ（0.03 fl oz）とフルジオキソニ

ル（0.03 fl oz）の混合剤 

８ 対照薬剤Ｂ（0.03 fl oz）、対照薬剤Ｃ（0.03 fl oz）とフルジオキソニル

（0.03 fl oz）の混合剤 

 

その結果、乾腐病について、１群から８群でそれぞれ 2.5％、70.0％、22.5％、20.0％、

13.8％、7.5％、8.8％、3.8％の病害発生率となり、フルジオキソニルの混合剤としての

有効性が確認された。また、５群から８群の結果から、フルジオキソニルの濃度が一定範

囲である場合には、併用すると、13.8％、7.5％、8.8％、3.8％の病害発生率であり、対

照薬剤Ｂの濃度依存的に防除効果が確認されたとされている。 

また、重症度指数については、１群から８群でそれぞれ 0.6、30.6、5.9、5.0、4.4、

2.2、2.8、0.9であり、重症度指数についても、病害発生率と同様の傾向が認められたと

されている。 

 

試験③（乾腐病に対する多剤併用試験） 

ばれいしょの乾腐病に対して、以下の投与群を設定し、フルジオキソニルと他剤との混

合剤等の Spray処理を行い、10℃・暗所条件下で 120日間保存した後、乾腐病発生率、重

症度指数を測定する試験が実施されている。 

群 処理方法 

１ 対照群（無処理（未接種）） 

２ 対照群（無処理（接種）） 

３ 対照薬剤Ｂ（0.075 fl oz）と対照薬剤Ｃ（0.03 fl oz）の混合剤 

４ 対照薬剤Ｂ（0.075 fl oz）、対照薬剤Ｃ（0.03 fl oz）とフルジオキソニル

（0.03 fl oz）の混合剤 

 

その結果、乾腐病について、１群から４群でそれぞれ 0.0％、60.0％、2.5％、0.5％の

病害発生率となり、フルジオキソニルの混合剤としての有効性が確認されたとされている。 

また、重症度指数については、１群から４群でそれぞれ 0.0、26.3、1.0、0.3であり、

重症度指数についても、病害発生率と同様の傾向が認められたとされている。 
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かびが原因となる病害へのフルジオキソニルのパイナップルにおける効果試験成績の概要 

 

パイナップルの青かび病（Penici llium spp.）及び黒星病（Cladosporium spp.）に対し

て、２種類の試験結果が提出されており、単剤での一定範囲の有効性が確認された。 

 

試験①（青かび病、黒星病に対する単剤試験） 

パイナップルの青かび病、黒星病に対して、以下の投与群を設定し、フルジオキソニルと

対照薬剤の Spray処理を行い、果実を乾燥後、トレーに移して約 7℃で 14、21、及び 28日

間、7℃で 28日間の後に室温で 2日間保管し、腐敗の程度を６段階（かびが全く観察されな

い状態を「０」、かびの胞子で果梗部全体が覆われた状態を「５」としたもの）で評価する

試験が実施されている。 

群 処理方法 

１ 石灰硫黄合剤水溶液 2000ppm 

２ 石灰硫黄合剤水溶液 3000ppm 

３ 石灰硫黄合剤水溶液 6000ppm 

４ フルジオキソニル 4109ppm 

５ 塩素 150ppm 

６ トリアジメホン 250ppm 

 

 その結果、下図のとおりの結果が得られており、４群で、青かび病及び黒星病に対して、

防除効果が認められたとされている。 

別紙１－２ 
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試験② 

パイナップルの青かび病、黒星病に対して、以下の投与群3を設定し、１次処理を果梗に

Spray処理した後、２次処理を果実全体に Drench処理した。試料に処理後、約 7℃で 21日

間保管し、病害発生率を評価した。 

群 １次処理方法 ２次処理方法 

１ － トリアジメホン 250ppm(４％総固形分) 

２ － トリアジメホン 250ppm(４％総固形分) 

＋フルジオキソニル 575ppm(４％総固形分) 

３ 石灰硫黄合剤 － 

４ フルジオキソニル 1200ppm トリアジメホン 250ppm(４％総固形分) 

５ フルジオキソニル 1200ppm トリアジメホン 250ppm(４％総固形分) 

＋フルジオキソニル 575ppm(４％総固形分) 

６ フルジオキソニル 600ppm トリアジメホン 250ppm(４％総固形分) 

７ フルジオキソニル 600ppm トリアジメホン 250ppm(４％総固形分) 

＋フルジオキソニル 575ppm(４％総固形分) 

８ フルジオキソニル（0.1% TritonX-100）1200ppm トリアジメホン 250ppm(４％総固形分) 

９ フルジオキソニル（0.1% TritonX-100）1200ppm トリアジメホン 250ppm(４％総固形分) 

＋フルジオキソニル 575ppm(４％総固形分) 

                                                   
3 ４群～７群については、ワックスによる処理、８群～１１群については、水溶液による処

理を行った。 
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10 フルジオキソニル（0.1% TritonX-100）600ppm トリアジメホン 250ppm(４％総固形分) 

11 フルジオキソニル（0.1% TritonX-100）600ppm トリアジメホン 250ppm(４％総固形分) 

＋フルジオキソニル 575ppm(４％総固形分) 

 

その結果、下図のとおりの結果が得られており、４群～１１群で、１～３群よりも高

い防除効果が認められたとされている。 
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かびが原因となる病害へのフルジオキソニルのパパイヤにおける効果試験成績の概要 

 

パパイヤの軸腐病（Lasiodiplodia spp.、Colletotrichum gleoporioides、Phoma sp.、

Botryodiplodia sp.）に対して、２種類の試験結果が提出されており、単剤での一定範囲の

有効性が確認された。 

 

試験①（Lasiodiplodia spp.） 

パパイヤの軸腐病に対して、以下の投与群を設定し、果実全体に Dip処理した。４箇所に

おいて試料を乾燥後、室温 12±2℃及び相対湿度～85%において 26日間保管し、果実表面の

腐敗の程度を５段階で評価した。 

群 処理方法 

１ 対照群（水） 

２ フルジオキソニル懸濁液 200ppm 

３ フルジオキソニル懸濁液 300ppm 

４ フルジオキソニル懸濁液 600ppm 

その結果、下図のとおりの結果が得られており、いずれの場所においても、２群～４

群で、防除効果が認められたとされている。 

 

 

試験②（Colletotrichum gleoporioides、Phoma sp.、Botryodiplodia sp.） 

パパイヤの軸腐病に対して、薬剤をませたフルーツワックスに果実を、30秒間 Dip処理

し、乾燥後にビニル袋に入れ室温で７～９日間保存して、腐敗の程度を５段階（腐敗のない

ものを「０」、果梗部が完全に腐敗したものを「４」としたもの）で評価した。 

 その結果、下図のとおり結果が得られており、フルジオキソニルの処理により、防除効果

が認められた。 
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供試薬剤 濃度（ppm） 評価 

無処理区 -- 2.5a 

フルジオキソニル 187 0.0b 

フルジオキソニル 300 0.0b 

フルジオキソニル 600 0.0b 

フルジオキソニル＋対照薬剤Ｂ 600 0.0b 

   ※図中、a、bは有意差を表している。 
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かびが原因となる病害へのフルジオキソニルのマンゴーにおける効果試験成績の概要 

 

マンゴーの軸腐病（Lasiodiplodia spp.）及び炭そ病（Colletotrichum spp.）に対して、

３種類の試験結果が提出されており、単剤での一定範囲の有効性が確認された。 

 

試験① 

 マンゴーの軸腐病、炭そ病に対して、以下の投与群を設定し、無処理区を除いては１次処

理を５分間 Dip処理した後、２次処理を 30秒間 Dip処理し、果実試料は 11℃において 28

日間保管した後、室温に移し、更に 7日間保管し、果実の腐敗の程度を評価する試験が実施

されている。 

群 １次処理 ２次処理 

１ － 対照群（無処理） 

２ 塩素（200ppm、50℃） プロクラズ 405ppm 

３ 塩素（200ppm、50℃） フルジオキソニル 300ppm 

４ － 対照群（無処理） 

５ 塩素（200ppm、50℃） プロクラズ 405ppm 

６ 塩素（200ppm、50℃） フルジオキソニル 300ppm 

その結果、下図のとおりの結果4が得られており、２群、３群、５群、６群で、防除効

果が認められたとされている。 

 

 

                                                   
4 Stem-end rotは軸腐病、Anthracnoseは炭そ病、Total decayは全腐敗を表す。 

別紙１－４ 

１群  ２群   ３群  ４群   ５群  ６群 
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試験② 

南アフリカ共和国における３箇所（Bavaria、Jonkmansspruit 及び Ryfontein）で採取し

たマンゴーにフルジオキソニル（150g/水 100L）、プロクロラズ（180mL/水 100L）をポスト

ハーベスト処理した際の病害を受けた果実の割合を評価する試験が実施された。 

その結果、図１～図３のとおりの結果が得られ、地域差はあるものの、いずれの地域にお

いても、無処理区に比べ、プロクラズ、フルジオキソニルの防除効果が認められたとされて

いる。 

 

図 1. Bavariaにおける結果 

 

図 2. Jonkmansspruitにおける結果 
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図 3. Ryfonteinにおける結果 

 

試験③ 

塩素を用いてマンゴー（２品種）を洗浄（温水は用いない）した後、下図にそれぞれ規定

する濃度及び温度となるよう調整した薬剤に、30秒間 Dip処理を行った。果実をワックス

処理した後、11℃で 28日間及び 27℃で 7日間保存し、病害を受けた果実の割合を評価する

試験が実施された。 

その結果、図１～図４5のとおりの結果が得られ、１品種については、軸腐病に対するフ

ルジオキソニルの防除効果が得られ、もう１品種については、炭そ病に対する防除効果が認

められたとされている。 

 

 

 

                                                   
5 SER:軸腐病、ANT：炭そ病、Decay：全腐敗 
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図 1. 25℃における軸腐病、炭そ病及び Soft Brown rotに対する効果（Kent Mango） 

 

図 2. 50℃における軸腐病、炭そ病及び Soft Brown rotに対する効果（Kent Mango） 
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図 3. 25℃における軸腐病、炭そ病及び Soft Brown rotに対する効果（Keitt Mango） 

 

図 4. 50℃における軸腐病、炭そ病及び Soft Brown rotに対する効果（Keitt Mango） 
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別紙２ 

 

フルジオキソニルの使用基準改正の根拠 

 

 フルジオキソニルの使用基準については、以下の理由から改正案を作成した。 

 

１．米国等における残留基準 

 ⑴ ばれいしょ 

  ① 米国 

   各種病原菌に対する効力試験の結果を基に、防除に必要な処理量を作物に散布処理

し、作物残留試験及び加工試験を実施した。当該結果に基づき、ばれいしょについて

は、想定最大残留基準値が 6.0ppmと算出された。 

   ばれいしょが米国における塊茎及び球茎状野菜（サブグループ１Ｃ）の代表作物で

あることから、最大残留基準値は塊茎及び球茎状野菜として 6.0ppmと設定された。 

  ② Codex 

    米国に提出された資料を基に評価がなされ、米国の GAPを満たす５試験での収穫後

処理されたばれいしょにおけるフルジオキソニルの残留量はそれぞれ 0.66、1.1、1.5、

1.7及び 2.9ppmであった。これらの試験成績を基に、STMR1(median）として 1.5ppm、

ばれいしょとして、５ppmが算出された。 

 ⑵ パイナップル 

   米国において、各種病原菌に対する効力試験の結果を基に、防除に必要な処理量を作

物に散布処理し、作物残留試験及び加工試験を実施した。当該結果に基づき、パイナッ

プルについては、想定最大残留基準値が 20ppmと算出された。 

 ⑶ アボカド、パパイヤ及びマンゴー 

   当該作物自体の作物残留試験結果は提出されていない。 

しかしながら、米国においては、各種病原菌に対する効力試験の結果を基に、他の収

穫後処理を行った、かんきつ類、核果類、仁果類、キウイフルーツ、ざくろ、かんしょ

及びヤムイモに対する作物残留試験の結果を参照し、アボカド、パパイヤ及びマンゴー

の最大残留基準値として 5.0ppmと設定した。 

２．食品安全委員会の評価結果 

  平成 29年 11月 28日付け府食第 766号により食品健康影響評価結果の通知がなされて

おり、「各試験で得られた無毒性量について用量設定間隔等を考慮して比較検討した結果、

イヌを用いた 1年間慢性毒性試験の無毒性量 33.1 mg/kg体重/日を根拠として、安全係数

100で除した 0.33 mg/kg体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。」とされている。 

３．基準値に基づく摂取量の推計 

  平成 29年 11月 28日付け府食第 766号により食品健康影響評価結果の通知がなされて

おり、国民平均、小児（１～６歳）、妊婦及び高齢者（65歳以上）について、それぞれ 1,350、

907、1,250、1,440µg／人／日とされている。   

                                                   
1 STMR：Supervised Trials Median Residue 
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別紙３ 

 

成分規格 

 

フルジオキソニル 

Fludioxonil 

 

 

 

Ｃ12Ｈ６Ｆ２Ｎ２Ｏ２                                   分子量 248.19 

4-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile ［1

31341－86－1］ 

含  量 本品は、フルジオキソニル（Ｃ12Ｈ６Ｆ２Ｎ２Ｏ２）97.0％以上を含む。 

性  状 本品は、無～白色の結晶又は白～やわらかい黄色の粉末であり、に

おいがない。 

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中のペースト法により測定し、本

品のスペクトルを参照スペクトルと比較するとき、同一波数のところに同様

の強度の吸収を認める。 

融  点 199～201℃ 

純度試験 鉛 Pbとして２μg／ｇ以下（2.0ｇ、第３法、比較液 鉛標準液4.0

mL、フレーム方式） 

水  分 0.50％以下（２ｇ、容量滴定法、直接滴定） 

定 量 法 本品及び定量用フルジオキソニル約60mgずつを精密に量り、それぞ

れをメタノールに溶かして正確に100mLとし、検液及び標準液とする。検液及

び標準液をそれぞれ10μLずつ量り、次の操作条件で液体クロマトグラフィー

を行う。検液及び標準液のフルジオキソニルのピーク面積ＡＴ及びＡＳを測定

し、次式により含量を求める。 

フルジオキソニル（Ｃ12Ｈ６Ｆ２Ｎ２Ｏ２）の含量（％） 

定量用フルジオキソニルの採取量（ｇ）  ＡＴ 

＝―――――――――――――――――――×―――×100 

     試料の採取量（ｇ）      ＡＳ 

操作条件 

検出器 紫外吸光光度計（測定波長 270nm） 

カラム充塡剤 ５μmの液体クロマトグラフィー用オクタデシルシリル化

シリカゲル 
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カラム管 内径4.6mm、長さ15cmのステンレス管 

カラム温度 25～40℃付近の一定温度 

移動相 リン酸二水素カリウム3.8ｇ及びリン酸水素二ナトリウム5.8ｇに

水を加えて溶かし、１Ｌとする。この液100mLに水500mL、アセトニトリ

ル300mL及びメタノール350mLを加える。 

流量 １mL／分 
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2013 年 1 月 17 日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及

び基準値設定依頼（適用拡大：ミニトマト及びメロン） 
2013 年 8 月 19 日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価

について要請（厚生労働省発食安 0819 第 6 号） 
2013 年 8 月 20 日 関係書類の接受（参照 44～47） 
2013 年 8 月 26 日 第 486 回食品安全委員会（要請事項説明） 
2013 年 11 月 11 日 第 493 回食品安全委員会（審議） 

   （同日付け厚生労働大臣へ通知） 
2014 年 11 月 17 日 残留農薬基準告示（参照 48） 

 
－第 4 版関係－ 

2015 年 6 月 23 日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及

び基準値設定依頼（適用拡大：ぶどう）及び魚介類への基

準値設定依頼 
2015 年 6 月 24 日 インポートトレランス設定の要請（その他のきく科野菜）

2016 年 1 月 4 日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価

について要請（厚生労働省発生食 0104 第 3 号） 
2016 年 1 月 6 日 関係書類の接受（参照 49～68） 
2016 年 1 月 12 日 第 590 回食品安全委員会（要請事項説明） 
2016 年 2 月 24 日 第 51 回農薬専門調査会評価第四部会 
2016 年 3 月 24 日 第 134 回農薬専門調査会幹事会 
2016 年 4 月 5 日 第 601 回食品安全委員会（報告） 
2016 年 4 月 6 日 から 5 月 5 日まで 国民からの意見・情報の募集 
2016 年 5 月 11 日 農薬専門調査会座長から食品安全委員会委員長へ報告 
2016 年 5 月 17 日 第 606 回食品安全委員会（報告） 

   （同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照 70） 
2017 年 7 月 18 日 残留農薬基準告示（参照 74） 
 
－第 5 版関係－ 

2016 年 7 月 1 日 農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係る連絡及
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び基準値設定依頼（適用拡大：わけぎ、ブロッコリー等）

2017 年 4 月 19 日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価

について要請（厚生労働省発生食 0419 第 4 号）、関係資

料の接受（参照 71～73） 
2017 年 4 月 25 日 第 647 回食品安全委員会（要請事項説明） 
2017 年 7 月 4 日 第 656 回食品安全委員会（審議） 

   （同日付け厚生労働大臣へ通知）（参照 75） 
 
－第 6 版関係－ 

2017 年 10 月 23 日 食品添加物の使用基準改正の要請（ばれいしょ、パパイヤ

等） 
2017 年 10 月 26 日 厚生労働大臣から残留基準設定に係る食品健康影響評価

について要請（厚生労働省発生食 1026 第 10 号）、関係

資料の接受（参照 76～78） 
2017 年 10 月 31 日 第 671 回食品安全委員会（要請事項説明） 
2017 年 11 月 28 日 第 675 回食品安全委員会（審議） 

   （同日付け厚生労働大臣へ通知） 
    

＜食品安全委員会委員名簿＞ 

（2009 年 6 月 30 日まで） （2011 年 1 月 6 日まで） （2012 年 6 月 30 日まで）

見上 彪（委員長） 小泉直子（委員長） 小泉直子（委員長） 
小泉直子（委員長代理*） 見上 彪（委員長代理*） 熊谷 進（委員長代理*）
長尾 拓 長尾 拓 長尾 拓 

野村一正 野村一正 野村一正 

畑江敬子 畑江敬子 畑江敬子 
廣瀬雅雄** 廣瀬雅雄 廣瀬雅雄 
本間清一 村田容常 村田容常 
*：2007 年 2 月 1 日から *：2009 年 7 月 9 日から *：2011 年 1 月 13 日から 
**：2007 年 4 月 1 日から   

 

（2015 年 6 月 30 日まで） （2017 年 1 月 6 日まで） （2017 年 1 月 7 日から） 
熊谷 進（委員長） 佐藤 洋（委員長） 佐藤 洋（委員長） 
佐藤 洋（委員長代理） 山添 康（委員長代理） 山添 康（委員長代理） 
山添 康（委員長代理） 熊谷 進 吉田 緑 
三森国敏（委員長代理） 吉田 緑 山本茂貴 

 石井克枝  石井克枝 石井克枝 
 上安平洌子  堀口逸子 堀口逸子 
 村田容常  村田容常 村田容常 
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＜食品安全委員会農薬専門調査会専門委員名簿＞ 

（2008 年 3 月 31 日まで）   
 鈴木勝士（座長） 佐々木有 根岸友惠 
 林  真（座長代理*） 代田眞理子**** 平塚 明 
 赤池昭紀 高木篤也 藤本成明 
 石井康雄 玉井郁巳 細川正清 
 泉 啓介 田村廣人 松本清司 
 上路雅子 津田修治 柳井徳磨 
 臼井健二 津田洋幸 山崎浩史 
 江馬 眞 出川雅邦 山手丈至 
 大澤貫寿 長尾哲二 與語靖洋 
 太田敏博 中澤憲一 吉田 緑 
 大谷 浩 納屋聖人 若栗 忍 
 小澤正吾 成瀬一郎*** *：2007 年 4 月 11 日から 

 小林裕子 西川秋佳** **：2007 年 4 月 25 日から 

 三枝順三 布柴達男 ***：2007 年 6 月 30 日まで 

   ****：2007 年 7 月 1 日から 

    

（2010 年 3 月 31 日まで）   
 鈴木勝士（座長） 佐々木有 平塚 明 
 林  真（座長代理） 代田眞理子 藤本成明 
 相磯成敏 高木篤也 細川正清 
 赤池昭紀 玉井郁巳 堀本政夫 
 石井康雄 田村廣人 本間正充 
 泉 啓介 津田修治 松本清司 
 今井田克己 津田洋幸 柳井徳磨 
 上路雅子 長尾哲二 山崎浩史 
 臼井健二 中澤憲一* 山手丈至 
 太田敏博 永田 清 與語靖洋 
 大谷 浩 納屋聖人 義澤克彦** 
 小澤正吾 西川秋佳 吉田 緑 
 川合是彰 布柴達男 若栗 忍 
 小林裕子 根岸友惠 *：2009 年 1 月 19 日まで 

 三枝順三*** 根本信雄 **：2009 年 4 月 10 日から 

   ***：2009 年 4 月 28 日から 

    

（2012 年 3 月 31 日まで）   
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 納屋聖人（座長） 佐々木有 平塚 明 
 林  真（座長代理） 代田眞理子 福井義浩 
 相磯成敏 高木篤也 藤本成明 
 赤池昭紀 玉井郁巳 細川正清 
 浅野 哲** 田村廣人 堀本政夫 
 石井康雄 津田修治 本間正充 
 泉 啓介 津田洋幸 増村健一** 
 上路雅子 長尾哲二 松本清司 
 臼井健二 永田 清 柳井徳磨 
 太田敏博 長野嘉介* 山崎浩史 
 小澤正吾 西川秋佳 山手丈至 
 川合是彰 布柴達男 與語靖洋 
 川口博明 根岸友惠 義澤克彦 
 小林裕子 根本信雄 吉田 緑 
 三枝順三 八田稔久 若栗 忍 
   *：2011 年 3 月 1 日まで 

   **：2011 年 3 月 1 日から 

    

（2014 年 3 月 31 日まで）   
・幹事会   
納屋聖人（座長） 上路雅子 松本清司 
西川秋佳*（座長代理） 永田 清 山手丈至** 
三枝順三（座長代理**） 長野嘉介 吉田 緑 
赤池昭紀 本間正充  

・評価第一部会   
上路雅子（座長） 津田修治 山崎浩史 
赤池昭紀（座長代理） 福井義浩 義澤克彦 
相磯成敏 堀本政夫 若栗 忍 

・評価第二部会   
吉田 緑（座長） 桑形麻樹子 藤本成明 
松本清司（座長代理） 腰岡政二 細川正清 
泉 啓介 根岸友惠 本間正充 

・評価第三部会   
三枝順三（座長） 小野 敦 永田 清 
納屋聖人（座長代理） 佐々木有 八田稔久 
浅野 哲 田村廣人 増村健一 

・評価第四部会   
西川秋佳*（座長） 川口博明 根本信雄 
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長野嘉介（座長代理*; 
座長**） 

代田眞理子 森田 健 

山手丈至（座長代理**） 玉井郁巳 與語靖洋 
井上 薫**  *：2013 年 9 月 30 日まで 
  **：2013 年 10 月 1 日から 

 

（2016 年 3 月 31 日まで）   
・幹事会   
西川秋佳（座長） 小澤正吾 林  真 
納屋聖人（座長代理） 三枝順三 本間正充 
赤池昭紀 代田眞理子 松本清司 
浅野 哲 永田 清 與語靖洋 
上路雅子 長野嘉介 吉田 緑* 

・評価第一部会   
上路雅子（座長） 清家伸康 藤本成明 
赤池昭紀（座長代理） 林  真 堀本政夫 
相磯成敏 平塚 明 山崎浩史 
浅野 哲 福井義浩 若栗 忍 
篠原厚子   

・評価第二部会   
吉田 緑（座長）* 腰岡政二 細川正清 
松本清司（座長代理） 佐藤 洋 本間正充 
小澤正吾 杉原数美 山本雅子 
川口博明 根岸友惠 吉田 充 
桑形麻樹子   

・評価第三部会   
三枝順三（座長） 高木篤也 中山真義 
納屋聖人（座長代理） 田村廣人 八田稔久 
太田敏博 中島美紀 増村健一 
小野 敦 永田 清 義澤克彦 

・評価第四部会   
西川秋佳（座長） 佐々木有 本多一郎 
長野嘉介（座長代理） 代田眞理子 森田 健 
井上 薫** 玉井郁巳 山手丈至 
加藤美紀 中塚敏夫 與語靖洋 
  *：2015 年 6 月 30 日まで 
  **：2015 年 9 月 30 日まで 
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＜第 51 回農薬専門調査会評価第四部会専門参考人名簿＞ 

豊田武士   
 

〔調査審議に参画した食品安全委員会添加物専門調査会専門委員〕1 

伊藤清美（第 2 版） 髙須伸二（第 4 版）  
   

＜食品安全委員会添加物専門調査会専門委員名簿＞ 

（2009 年 7 月 16 日まで） 

 福島昭治（座長） 梅村隆志 中島恵美 
 山添 康（座長代理） 江馬 眞 林  真 
 石塚真由美 久保田紀久枝 三森国敏 
 井上和秀 頭金正博 吉池信男 
 今井田克己 中江 大  
    
 〈参考人〉   
 池 康嘉 森田明美  

                                            
1 「農薬であって農作物の収穫後に添加物としても使用されるものについて、食品安全基本法第 24 条
の規定に基づき意見を求められた場合の取扱いについて」（平成 22 年 5 月 20 日食品安全委員会決
定）に基づき調査審議の際に招聘した添加物専門調査会の専門委員 
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要 約 

 
フェニルピロール系の殺菌剤である「フルジオキソニル」（CAS No. 131341-86-1）

について、各種資料を用いて食品健康影響評価を実施した。なお、今回、食品添加物

の規格基準の改正案等の資料が新たに提出された。 
評価に用いた試験成績は、動物体内運命（ラット、ヤギ及びニワトリ）、植物体内

運命（稲、小麦等）、作物等残留、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒

性（イヌ）、慢性毒性/発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2 世代繁殖（ラ

ット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性等の試験成績である。 
各種毒性試験結果から、フルジオキソニル投与による影響は主に体重（増加抑制）、

肝臓（肝細胞肥大等）、腎臓（慢性腎症：ラット、腎症等：マウス）及び血液（貧血）

に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び免疫毒性は認められな

かった。遺伝毒性については、in vitro 染色体異常試験で陽性結果が得られ、また、

復帰突然変異試験及び SOS Chromotest で陽性との文献報告があったが、復帰突然変

異試験及び in vivo での全ての試験結果が陰性であったため、フルジオキソニルに生

体において問題となる遺伝毒性はないものと判断した。 
各種試験結果から、農産物、畜産物及び魚介類中の暴露評価対象物質をフルジオキ

ソニル（親化合物のみ）と設定した。 
各試験で得られた無毒性量について用量設定間隔等を考慮して比較検討した結果、

イヌを用いた 1 年間慢性毒性試験の無毒性量 33.1 mg/kg 体重/日を根拠として、安全

係数 100 で除した 0.33 mg/kg 体重/日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。 
フルジオキソニルの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する

無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、マウスを用いた薬理試験における最大無作

用量 300 mg/kg 体重であった。一方、ラットを用いた急性神経毒性試験における最小

毒性量は 500 mg/kg 体重であり、同投与量で認められた自発運動量の低下は軽微であ

ったことから、食品安全委員会はラットを用いた急性神経毒性試験における最小毒性

量の 500 mg/kg 体重を根拠に追加の安全係数 2 を用いることが妥当であると判断し

た。したがって、これを根拠として、安全係数 200（種差：10、個体差：10、最小毒

性量を用いたことによる追加係数：2）で除した 2.5 mg/kg 体重を急性参照用量

（ARfD）と設定した。 
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Ⅰ．評価対象農薬・添加物の概要 

１．用途 

殺菌剤（添加物としては防かび剤） 

 
２．有効成分の一般名 

和名：フルジオキソニル 
英名：fludioxonil（ISO 名） 

 
３．化学名 

IUPAC 
和名：4-(2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル)ピロール- 
      3-カルボニトリル 
英名：4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole- 

3-carbonitrile 
CAS（No.131341-86-1） 

和名：4-(2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル)-1H-ピロール- 
      3-カルボニトリル 
英名：4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole- 

3-carbonitrile 
 

４．分子式 

C12H6F2N2O2 

 
５．分子量 

248.19 
 
６．構造式 

O
O

F
F

N
H

CN

 

 
７．開発及び評価要請の経緯 

フルジオキソニルは、1984 年にスイス国チバガイギー社（現 シンジェンタ社）

が合成したフェニルピロール系の殺菌剤であり、主に植物体の表層に留まった状態

で抗菌活性を発揮する。本剤は、糸状菌の原形質膜に作用してグリセロール生合成
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を阻害することにより物質の透過性に影響を及ぼし、アミノ酸やグルコースの細胞

内取り込みを阻害することで抗菌作用を示すことが示唆されている。我が国では

1996 年に農薬登録され、水稲及び野菜類の種子消毒剤並びに各種野菜類への茎葉

処理剤として使用されている。海外では、90 か国以上の国において登録されてい

る。また、2011 年に国内において、防かび目的で収穫後の農作物に使用するため

の添加物として指定されている。 
今回、食品添加物の規格基準改正（ばれいしょ、パパイヤ等）の要請がなされて

いる。 
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Ⅱ．安全性に係る試験の概要 

各種運命試験［Ⅱ.1～4］は、フルジオキソニルのピロール環の 4 位の炭素を 14C
で標識したもの（以下「[pyr-14C]フルジオキソニル」という。）又はフェニル基の

炭素を均一に 14C で標識したもの（以下「[phe-14C]フルジオキソニル」という。）

を用いて実施された。残留放射能濃度及び代謝物濃度は、特に断りがない場合は比

放射能（質量放射能）からフルジオキソニルの濃度（mg/kg 又はg/g）に換算した

値として示した。 
代謝物/分解物/原体混在物略称及び検査値等略称は別紙1及び2に示されている。 

 
１．動物体内運命試験 

（１）ラット 

① 吸収 

ａ．血中濃度推移 

Tif：RAIf ラット（一群雌 3 匹）に、[pyr-14C]フルジオキソニルを 0.5 mg/kg
体重（以下［1.(1)］において「低用量」という。）で単回経口投与して、血中

濃度推移について検討された。さらに、十分なデータを得るために、Tif：RAIf
ラット（一群雌雄各 3 匹）に[pyr-14C]フルジオキソニルを低用量又は 100 mg/kg
体重（以下［1.(1)］において「高用量」という。）で単回経口投与した試験が

実施された。 
各投与群における血中薬物動態学的パラメータは表 1 に示されている。（参照

2、3、12、49） 
 

表 1 血中薬物動態学的パラメータ 

投与量 (mg/kg 体重) 0.5 0.5 100 

性別 雌 雄 雌 雄 雌 

Tmax (hr) 0.5 0.25 0.25 8 4 

Cmax (g/g) 0.0302 0.0652 0.0268 4.5 3.2 

TCmax/2 (hr) 9 1 約 1 14.5 13 

AUC0-48h (hr・g /g) － 0.407 0.368 65.1 55.7 
－：参照した資料に記載なし 

 

ｂ．吸収率 

胆汁中排泄試験［1.(1)④b.］から得られた胆汁及び尿中への排泄率の合計か

ら、経口投与されたフルジオキソニルの吸収率は投与後 24 時間で少なくとも

60.3%、投与後 48 時間で少なくとも 77.5%と算出された。（参照 2、3、12、49） 
 

② 分布 

Tif：RAIf ラット（雌 10 匹）に、[pyr-14C]フルジオキソニルを低用量で単回

- 960-



15 

経口投与して、また、排泄試験［1.(1)④a.］に用いた動物の投与 168 時間後の

組織を採取して、体内分布試験が実施された。さらに、十分なデータを得るため

に、Tif：RAIf ラット（一群雌雄各 12 匹）に、[pyr-14C]フルジオキソニルを低

用量又は高用量で単回経口投与して、体内分布について検討された。 

低用量単回投与群の雌における組織中残留放射能濃度は、Cmax時点（投与 0.5
時間後）で肝臓、腎臓、血漿及び肺を除き 0.05 g/g 以下、1/2 Cmax時点（投与 9
時間後）では、肝臓、腎臓及び血漿を除き 0.01g/g 以下であった。投与 168 時

間後では、動物体中の総残留放射能は 0.06%TAR～0.17%TAR まで低下し、各組

織中の残留量も急速に減少した。 
雌雄に低用量又は高用量を投与した試験では、低用量群の Tmax 時点（0.25 時

間）で、組織中残留放射能は雌雄の肝臓（1.05～1.08g/g）、腎臓（0.60～0.92 
g/g）、肺（0.12～0.22 g/g）、血漿（0.16～0.18 g/g）、雌の血液（0.10 g/g）
及び心臓（0.13 g/g）を除き 0.1 g/g 以下であった。高用量群の Tmax時点（雄：

8 時間、雌：4 時間）では、肝臓（11.5～12.8 g/g）、腎臓（9.46～10.3 g/g）
及び腹部脂肪（2.70～7.28 g/g）で比較的高かった。低用量群、高用量群とも、

組織中残留放射能は経時的に二相性を示して減少したが、高用量群では低用量群

と比較して明瞭ではなかった。（参照 2、3、12、49） 

 
③ 代謝 

排泄試験［1.(1)④］で得られた尿、糞及び胆汁を用いて、代謝物同定・定量

試験が実施された。 

尿中では代謝物 B（0.5%TAR～0.8%TAR）、C（0.5%TAR 以下～1.1%TAR）、

D（0.6%TAR～1.0%TAR）、E（0.5%TAR～1.1%TAR）及び F（1.1%TAR～

2.2%TAR）が、胆汁中では B（55.5%TAR）、C（0.2%TAR 以下）、D（2.1%TAR）

及び E（1.7%TAR）が同定された。糞中ではこれらの代謝物は認められず、未

変化のフルジオキソニル（1.5%TAR～12.2%TAR）が検出された。 
以上の代謝物のほかに、尿から青色物質（フルジオキソニルの二量体）が検出

された。 

主要代謝経路は、①ピロール環の 2 位の水酸化及び抱合（代謝物 B 及び C の

生成）、②ピロール環の 5 位の水酸化及び抱合（代謝物 D 及び F の生成）並び

に③ベンゾジオキソール環の水酸化及び抱合（代謝物 E の生成）であると推定さ

れた。（参照 2、3、12、49） 
 

④ 排泄 

ａ．尿、糞及び呼気中排泄 

Tif：RAIf ラット（一群雌雄各 5 匹）に、[pyr-14C]フルジオキソニルを低用量

若しくは高用量で単回経口投与又は低用量の非標識体を 14 日間反復経口投与後

に[pyr-14C]フルジオキソニルを低用量で単回経口投与（以下［1.(1)④］におい
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て「反復経口投与」という。）して排泄試験が実施された。 
各投与群の尿及び糞中排泄率は表 2 に示されている。 
投与後 168 時間で、糞中に 78%TAR～83%TAR、尿中に 13%TAR～20%TAR

が排泄された。排泄率及び排泄経路には、性別及び投与量による差はみられなか

った。反復経口投与群では、尿中への排泄率がやや低い傾向にあった。いずれの

投与群でも、投与後 24 時間で 76%TAR～91%TAR、投与後 168 時間で 94%TAR
～97%TAR が尿及び糞中に排泄された。この結果及び［1.(1)④b］の結果から

腸肝循環は認められるものの、吸収された放射能は数日以内に完全に排泄された。 

高用量群で測定された呼気への排泄は、雌雄とも投与後 48 時間で 0.01%TAR
未満であった。（参照 2、3、12、49） 

 

表 2 尿及び糞中排泄率（%TAR） 

投与量 (mg/kg 体重) 0.5  100  0.5  

投与方法 単回経口 単回経口 反復経口 

性別 雄 雌 雄 雌 雄 雌 

投与後 
24 時間 a 

尿 15.6 15.9 15.8 17.6 12.9 14.1 

糞 75.1 64.2 69.0 58.7 77.1 74.2 

合計 90.7 80.1 84.8 76.3 90.0 88.3 

投与後 
168 時間 a 

尿 16.2 16.9 16.8 19.5 13.4 14.6 

糞 81.2 79.1 77.6 77.6 82.8 81.5 

合計 97.4 96.0 94.4 97.1 96.2 96.1 
a：反復経口投与群では最終投与後の時間 

 

ｂ．胆汁中排泄 

胆管カニューレを挿入した Tif：RAIf ラット（一群雌 5 匹）に、[pyr-14C]フル

ジオキソニルを高用量で単回経口投与して、胆汁中排泄試験が実施された。 
胆汁、尿及び糞中排泄率は表 3 に示されている。 
投与後 48 時間で、胆汁、尿及び糞中にそれぞれ 67.5%TAR、10.0%TAR 及び

14.3%TAR が排泄された。（参照 2、3、12、49） 
 

表 3 胆汁、尿及び糞中排泄率（%TAR） 

試料 投与後 24 時間 投与後 48 時間 

胆汁 55.4 67.5 

尿 4.85 10.0 

糞 6.04 14.3 

合計 66.3 91.8 

 

（２）ラット（青色物質の同定） 

ラットを用いたフルジオキソニルの亜急性毒性試験［10.(1)］及び慢性毒性/
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発がん性併合試験［11.(2)］において尿の青色着色が認められたので、着色の程

度及び原因を明らかにするために、着色物質の分析が行われた。 
ラット慢性毒性/発がん性併合試験［11.(2)］の 1,000 ppm 及び 3,000 ppm 投

与群の衛星群から選抜した雌雄の尿を採取し、着色物質の同定が行われた。また、

3,000 ppm 投与群の衛星群から選抜した雄に、[pyr-14C]フルジオキソニルを約

10～16 mg/kg 体重の用量で単回強制経口投与した後、24 時間尿を採取し、着色

物質の同定が行われた。 
その結果、青色物質は、フルジオキソニルの二量体であることが確認された。

すなわち、ピロール環が代謝的酸化を受け、さらに化学的酸化によって二量体が

生成するものと考えられた。また、胆汁中における主要代謝物である B を-グル

クロニダーゼで加水分解した場合にも生成した。 
この物質の着色の程度は用量に依存し、雌より雄の方が強かった。着色物質の

排泄は投与開始後 3 か月で定常状態に達した。（参照 2、12、49） 
 

（３）ヤギ 

泌乳ヤギ（アルパイン種/ヌビアン種交配種、2 匹）に、[pyr-14C]フルジオキ

ソニルを 150 mg/日（103 mg/kg 飼料相当）の用量で 4 日間カプセル経口投与し、

動物体内運命試験が実施された。尿、糞及び乳汁を、投与 2 日前からと殺まで連

日採取し、最終投与 6 時間後にと殺して、臓器及び組織が採取された。 
最終投与 6 時間後の血中残留放射能濃度は 0.47 及び 0.49 g/g であり、臓器及

び組織中残留放射能濃度は、肝臓（5.37 及び 6.18 g/g）及び腎臓（2.89 及び 2.92 
g/g）で高かった。乳汁中の残留放射能濃度は、投与中徐々に上昇し、投与 4 日

に 1.64 及び 2.92 g/g に達した。他の可食組織中の残留放射能濃度は、全て血中

濃度より低かった。 
乳汁中の主要代謝物は D（64.6%TRR、1.32 g/g）及び C（又は F）（13.8%TRR、

0.28 g/g）であり、腎臓中の主要代謝物は D（22.8%TRR、0.67 g/g）及び B
（14.9%TRR、0.44 g/g）で、ほかに代謝物 C（又は F）、E 及び未変化のフル

ジオキソニル（いずれも 10%TRR 未満）が検出された。肝臓及び腹膜脂肪中で

は未変化のフルジオキソニルのみが、それぞれ 13.9%TRR 及び 82.6%TRR 認め

られた。テンダーロイン中残留放射能の主要成分は未変化のフルジオキソニル

（23.6%TRR～42.7%TRR）で、ほかに代謝物 B（2.3%TRR）、代謝物 C（又は

F）（7.2%TRR～21.8%TRR）、代謝物 D 及び E（合計 5.6%TRR）が検出され

た。 
投与放射能の大部分が糞中（51%TAR～60%TAR）及び尿中（15%TAR～

23%TAR）に排泄され、総回収率（胃腸管内容物を含む）は 94%～98%であった。 
主要代謝経路は、①ピロール環の 2 位の水酸化及びグルクロン酸抱合（代謝物

B の生成）、②ベンゾジオキソール環の 7 位の水酸化及びグルクロン酸抱合（代

謝物 E の生成）、③代謝物 E の代謝による腎臓中の安定なアグリコンの生成、
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④ピロール環の 5 位の水酸化及びグルクロン酸抱合（代謝物 D の生成）、⑤ピ

ロール環の 2 位又は 5 位の硫酸抱合（代謝物 C 又は F の生成）であると考えら

れた。（参照 2、4、12、49） 

 
（４）ニワトリ 

産卵鶏（白色レグホン種、5 羽）に、[pyr-14C]フルジオキソニルを 10 mg/羽/
日（平均飼料中濃度 88 mg/kg に相当）の用量で 8 日間カプセル経口投与し、動

物体内運命試験が実施された。卵及び排泄物を投与 2 日前から投与 8 日まで毎日

採取し、最終投与 6 時間後にと殺して、臓器及び組織が採取された。 
最終投与 6 時間後における血漿及び全血中放射能濃度は、それぞれ 2.45 及び

1.78 g/g であった。臓器及び組織中放射能濃度は、砂嚢（10.9 g/g）、肝臓（8.95 
g/g）及び腎臓（5.27 g/g）で高く、胸筋、大腿筋及び腹膜脂肪では 1 g/g 未

満であった。 
卵黄中残留放射能濃度は、投与 2 日（0.41 g/g）から経時的に上昇し、投与 8

日には 2.22 g/g に達した。卵白中放射能濃度は投与 2 日に 0.035 g/g に達した

後は投与 8 日までほとんど変化しなかった。 
筋及び皮膚/脂肪中放射能の主要成分は未変化のフルジオキソニル（7.9%TRR

～28.9%TRR）及び代謝物 V（10.7%TRR～30.3%TRR、0.012～0.036 g/g）で

あった。肝臓では未変化のフルジオキソニル、代謝物 B（又は D）、K、P、T、
U、V、W 及び X（いずれも 6%TRR 未満）が、腎臓では未変化のフルジオキソ

ニル、代謝物 B（又は D）、U、V 及び X（いずれも 5%TRR 未満）が検出され

た。卵白中の主要代謝物は T（28.3%TRR、0.015 g/g）で、ほかに C（又は F）、

K、U、V 及び W（いずれも 7%TRR 未満）が検出され、卵黄中の主要代謝物は

V（42.2%TRR、0.780 g/g）及び C（又は F）（14.0%TRR、0.258 g/g）で、

ほかに未変化のフルジオキソニル、代謝物 K、T、U 及び W（いずれも 10%TRR
未満）が検出された。 
投与放射能の大部分（89%TAR～112%TAR）が排泄物中に排泄された。（参

照 4、24、49） 

 
２．植物体内運命試験 

（１）稲 

稲（品種：Labonnet）の種もみを[pyr-14C]フルジオキソニルの 267 mg ai/L
溶液に浸漬処理し、播種 38 日後（成熟度 25%）、76 日後（成熟度 50%）及び

152 日後（収穫期）に植物試料を採取して、植物体内運命試験が実施された。播

種直後及び植物試料採取時に、播種地点から 5～10 cm 離れた位置から深さ 6 イ

ンチ（約 15 cm）の土壌試料が採取された。 

稲体各部及び土壌の残留放射能濃度は表 4 に示されている。 

浸漬直後の種もみ中の残留放射能濃度は 65.2 mg/kg であった。収穫時（播種
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152 日後）の稲体各部の残留放射能濃度は検出限界（0.002 mg/kg）以下に減少

し、残留量は極めて低かった。土壌中の残留放射能濃度は収穫時にはやや増加し、

種もみから[pyr-14C]フルジオキソニルが徐々に土壌中へ浸出することが想定さ

れた。（参照 2、12、49） 
 

表 4 稲体各部及び土壌の残留放射能濃度（mg/kg） 

試料 植物体全体 茎 もみ殻 穀粒 土壌 

播種 38 日後 0.004 － － － <0.001 

播種 152 日後 － <0.002 0.002 <0.002 0.005 
－：検出せず 

 
（２）小麦 

春小麦（品種不明）の種子に[pyr-14C]フルジオキソニルを約 15 g ai/ha の用量

で粉衣処理した後、ビーカーに播種して温室栽培又はほ場に播種して栽培した。

温室栽培した植物は播種 11～53 日後に、ほ場栽培した植物は播種 48 日後（出

穂期）、83 日後（乳熟期）及び 106 日後（登熟期）にそれぞれ植物試料を採取

して、植物体内運命試験が実施された。植物試料採取時に土壌試料（深さ 30 cm）

が採取された。また、無処理種子を播種し、1 か月間温室で栽培した後、[pyr-14C]
フルジオキソニルを植物体 1 本当たり 2 L（160 g）の割合で土壌表面から約

10 cm 離れた茎に注入し、注入 69 日後に植物試料が採取された。 
温室試験、ほ場試験及び茎部注入試験における各試料の総残留放射能及び放射

能分布はそれぞれ表 5、6 及び 7 に示されている。 
温室試験では、約 80%TAR が土壌中に認められ、その大部分が未変化のフル

ジオキソニルであった。植物体及び土壌における非抽出性放射能は、処理後時間

の経過とともに増加した。 
ほ場試験における収穫時の植物体各部の総残留放射能濃度は極めて低く

（0.003～0.015 mg/kg）、代謝物の同定が困難であったため、茎部注入試料を用

いて代謝物の同定が行われた。その結果、各部の残留放射能の主要成分は未変化

のフルジオキソニルであり、茎葉で 49.2%TRR、もみ殻で 48.6%TRR、穀粒で

35.5%TRR検出された。各試料に代謝物としてG、H、I、J及びKが少量（0.3%TRR
～2.5%TRR）認められ、茎葉からは代謝物 P が同定された。（参照 2、4、12、
49） 
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表 5 温室試験における各試料の総残留放射能及び放射能分布 

試料 
総残留放射能 

フルジオキ

ソニル 
抽出性 
放射能 

非抽出性 
放射能 

mg/kg %TAR mg/kg %TRR %TRR 

播種 
11日後 

茎葉 0.315 0.9 0.005 96.4 3.6 

根部 8.64 22.6 2.85 86.3 13.7 

土壌 0.015 78.2 0.013 96.7 3.3 

播種 
53日後 

茎葉 0.056 3.1 <0.001 77.7 22.3 

根部 1.95 13.0 0.203 32.2 67.8 

土壌 0.016 82.6 0.010 83.0 17.0 

 
表 6 ほ場試験における各試料の総残留放射能及び放射能分布 

試料 
総残留 
放射能 

フルジオキ

ソニル 
抽出性 
放射能 

非抽出性 
放射能 

mg/kg mg/kg %TRR %TRR 

播種 
48 日後 

茎葉 0.005 NA 80.0 35.5 

土壌（上層部＊） 0.035 0.017 77.1 29.4 

播種 
106 日後 

茎葉 0.015 NA 54.7 63.2 

もみ殻 0.005 NA NA NA 

穀粒 0.003 NA NA NA 

土壌（上層部＊） 0.048 0.017 59.2 43.1 
NA：分析せず ＊：土壌深度＝0~5 cm 

 
表 7 茎部注入試験における各試料の総残留放射能及び放射能分布 

試料 
総残留 
放射能 

フルジオキ

ソニル 
抽出性 
放射能 

非抽出性 
放射能 

mg/kg mg/kg %TRR %TRR 

注入 
69 日後 

穀粒 0.463 0.193 80.0 19.9 

もみ殻 8.81 4.20 90.0 10.0 

茎葉 75.5 41.2 85.3 14.7 

 
（３）ぶどう 

野外のぶどう（品種不明）に[pyr-14C]フルジオキソニルを 500 g ai/ha の用量

で 3 週間間隔で 3 回散布し、最終散布 0.5 時間後、14 日後及び 35 日後（成熟期）

に葉及び果実試料を採取して、植物体内運命試験が実施された。果実の一部は搾

汁され、果汁の一部はワインに加工された。各植物試料採取時には、土壌試料が

採取された。 

最終散布 35 日後における植物体各部の総残留放射能濃度は、葉で 5.24 mg/kg、
果実全体で2.79 mg/kgであった。土壌中の残留放射能濃度は、0～5 cm層で0.796 
mg/kg、5～10 cm 層で 0.090 mg/kg、10～20 cm 層で 0.020 mg/kg であった。 
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各試料の残留放射能の主要成分は未変化のフルジオキソニルであり、果実全体

で 70.3%TRR、葉で 69.1%TRR、土壌で 53.8%TRR～68.4%TRR 検出された。

ワイン中の総残留放射能濃度は 0.432 mg/kg であり、78.9%TRR が未変化のフル

ジオキソニルであった。収穫時の果実中に代謝物として G、H、I、I の配糖体（N）、

P、T 及び T 水酸化物が少量（0.2%TRR～1.7%TRR）認められた。（参照 2、4、
12、49） 

 
（４）トマト 

トマト（品種不明）に[pyr-14C]フルジオキソニルを 750 g ai/ha の用量で 2 週

間間隔で 3 回散布し、1 回目散布直後（0 日後）、3 回目散布直後（1 回目散布 28
日後）及び 1 回目散布 68 日後（収穫時）に、果実及び葉を採取して、植物体内

運命試験が実施された。 
収穫時における総残留放射能濃度は、果実で 0.279 mg/kg、葉で 7.06 mg/kg

であった。果実及び葉における主要残留成分は未変化のフルジオキソニルであり、

それぞれ 73.2%TRR（0.204 mg/kg）及び 68.8%TRR（4.86 mg/kg）検出された。

収穫時の果実中に、代謝物 G、H、L 及び M が少量（0.3%TRR～1.6%TRR）認

められた。（参照 2、4、12、49） 

 

（５）たまねぎ 

たまねぎ（品種不明）に[phe-14C]フルジオキソニルを 1,120 g ai/ha（慣行量）

又は 5,580 g ai/ha（5 倍量）の用量で 14 日間隔で 2 回茎葉散布し、各散布の 2
時間後、2 回目散布 7 日後（早期）、14 日後（成熟期）及び 28 日後（遅延期）

に試料を採取して、植物体内運命試験が実施された。 
慣行量散布区では、早期、成熟期及び遅延期における試料中の総残留放射能濃

度は、それぞれ 1.80、1.57 及び 0.976 mg/kg であり、そのうち未変化のフルジ

オキソニルがそれぞれ 38.4%TRR、36.6%TRR 及び 12.0%TRR 検出された。5
倍量散布区では、フルジオキソニルの代謝がやや遅かった。代謝物として G、I、
K、P、R 及び T が少量（0.5%TRR～7.9%TRR）認められた。（参照 2、4、12、
49） 

 

（６）もも 

もも（品種：Reliance 又は Tra-Zee）の木に[pyr-14C]フルジオキソニル 840 g 
ai/ha（1 倍量）の用量を 3 回に分けて、又はその 10 倍量を 2～3 回に分けて散

布し、最終散布 28 日後又は 114 日後に果実及び葉を採取して、植物体内運命試

験が実施された。 
各試料の総残留放射能濃度は、1 倍量散布区の最終散布 28 日後の成熟果実で

0.083 mg/kg、成熟葉で 3.52 mg/kg、10 倍量散布区では、最終散布 28 日後の成

熟果実で 0.977 mg/kg、成熟葉で 45.8 mg/kg、最終散布 114 日後の成熟果実で
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0.255 mg/kg、成熟葉で 37.7 mg/kg であった。 
成熟果実における主要残留成分は未変化のフルジオキソニルであり、1 倍量散

布区で 22%TRR、10 倍量散布区では 35.6%TRR～61.6%TRR 検出された。主要

代謝物はグルコース抱合体（3.7%TRR～11.0%TRR）で、ほかに代謝物 T
（0.8%TRR～3.7%TRR）、R（2.3%TRR～5.6%TRR）、G 及び I（合わせて

3.6%TRR～5.3%TRR）が認められた。成熟葉でも果実試料でみられたものと同

様の代謝物が認められた。（参照 2、4、12、49） 

 
（７）だいず 

だいず（系統：3474）に[pyr-14C]フルジオキソニルを 0.05 g ai/kg 種子（慣行

量）の用量で種子処理した後、砂壌土を充填したポットに播種し、播種 28 日後

（第 6 節形成期）及び 38 日後（開花中期）に茎葉を、133 日後（成熟期）にさ

や及び茎葉を採取して、植物体内運命試験が実施された。 
各試料中の残留放射能濃度は、28 日後の茎葉で 0.096 mg/kg、38 日後の茎葉

で 0.041 mg/kg、133 日後の子実（乾燥）で 0.015 mg/kg であった。いずれの試

料中にもフルジオキソニルは検出されず、代謝物はいずれも 0.01 mg/kg 未満で

あった。（参照 20、21、49） 

 
（８）ばれいしょ 

ばれいしょ（品種：Bintje）に[pyr-14C]フルジオキソニルを 0.025 g ai/kg 塊茎

の用量で種いも処理し、乾燥後にほ場に植え付け、植付け 40 日後に茎葉及び種

いもを、71 及び 95 日後（収穫期）に茎葉及び新生塊茎を採取して、植物体内運

命試験が実施された。 
各試料中の残留放射能濃度は、茎葉では 0.019～0.024 mg/kg、新生塊茎では

0.006 mg/kg であった。新生塊茎の皮の残留放射能のうち 44.4%TRR が未変化の

フルジオキソニルで、そのほかは 4%TRR 未満の未同定画分であった。また、皮

を除いた塊茎中の放射能濃度は低く、分析は困難であった。（参照 20、22、49） 

 
（９）レタス 

レタス（品種：Iceberb Floreal）に[pyr-14C]フルジオキソニルを 200 g ai/ha
（通常量）又は 600 g ai/ha（3 倍量）の用量で、定植 9、18 及び 29 日後に 3 回

処理し、最終処理 1 時間後及び 6 日後に幼球を、13 日後に成熟レタスを採取し

て、植物体内運命試験が実施された。 
通常処理量区における残留放射能濃度は、最終処理 1 時間後及び 6 日後の幼球

で 5.33 及び 1.31 mg/kg、13 日後の成熟レタスで 0.638 mg/kg であった。いず

れの試料においても残留放射能の主要成分は未変化のフルジオキソニルで、13
日後には 53.7%TRR（0.343 mg/kg）検出された。代謝物として K、P、I のグル

コース抱合体（代謝物 N）、T のグルコース抱合体、フルジオキソニルの乳酸抱
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合体及び代謝物 R を含む複数成分の混合物が認められたが、いずれも 3.5%TRR
以下であった。3 倍量処理区においてもフルジオキソニルの割合が高く、代謝物

は通常処理量区と同様のものが検出されたが、2.6%TRR 以下であった。（参照

20、23、49） 

 
フルジオキソニルの植物における主な代謝経路として、①ピロール環の酸化

（代謝物 G、H 及び P の生成）、②ピロール環の開裂（代謝物 I、J、K、M、R
及び T の生成）、③代謝物 G のピロール環の還元及びその後の酸化（代謝物 L
の生成）及び④グルコース抱合体の形成（代謝物 I の配糖体及びフルジオキソニ

ルの酸化物の配糖体の生成）が考えられた。 

 
３．土壌中運命試験 

（１）好気的土壌中運命試験① 

埴壌土（スイス）に[phe-14C]フルジオキソニルを 0.2、0.4 又は 0.8 mg/kg 乾

土となるように処理し、暗条件下、20±2℃で 363 日間インキュベートして好気

的土壌中運命試験が実施された。 
各処理区の処理363日後の土壌における放射能分布及び推定半減期は表8に示

されている。 
抽出性放射能は、試験開始時の 102%TAR～106%TAR から処理 363 日後には

30.4%TAR～43.3%TAR へと減少し、非抽出性放射能は 0.55%TAR～1.02%TAR
から 24.9%TAR～26.5%TAR へと増加した。未同定抽出物のうち、単一画分の最

大値は、0.2、0.4 及び 0.8 mg/kg 処理区でそれぞれ 2.57%TAR、4.83%TAR 及

び 3.00%TAR であった。主要分解物は 14CO2であり、処理 363 日後に 32.4%TAR
～44.9%TAR 検出されたが、14CO2以外の揮発性放射能は認められなかった。（参

照 2） 
 

表 8 各処理区の処理 363 日後の土壌における放射能分布及び推定半減期 

処理区 0.2 mg/kg 0.4 mg/kg 0.8 mg/kg 

フルジオキソニル（%TAR） 29.0 41.6 31.2 
14CO2（%TAR） 44.9 32.4 38.6 

未同定抽出物（%TAR） 1.36 1.89 1.88 

非抽出物（%TAR） 26.5 24.7 26.3 

推定半減期（日） 143 220 183 

 

（２）好気的土壌中運命試験② 

砂壌土（スイス）に[pyr-14C]フルジオキソニルを 0.2 mg/kg 乾土となるように

処理し、暗条件下、20±2℃又は 30±2℃で 84 日間インキュベートして好気的土

壌中運命試験が実施された。 
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処理 84 日後の各条件下の土壌における放射能分布及び推定半減期は表 9 に示

されている。 
抽出性放射能は、試験開始時の 98%TAR から処理 84 日後には 52%TAR～

69%TAR へと減少し、非抽出性放射能は 0.5%TAR から 18%TAR～29%TAR へ

と増加した。未同定抽出物のうち、単一画分の最大値は 2.3%TAR～2.7%TAR で

あった。14CO2以外の揮発性放射能は認められなかった。（参照 2） 
 

表 9 処理 84 日後の各温度条件下の土壌における放射能分布及び推定半減期 

温度条件（℃） 20 30 

フルジオキソニル（%TAR） 65.4 46.6 
14CO2（%TAR） 11.1 16.1 

未同定抽出物（%TAR） 4.0 5.3 

非抽出物（%TAR） 18.0 28.6 

推定半減期（日） 151 79 

 
（３）好気的及び好気的/嫌気的土壌中運命試験 

砂壌土（スイス）に[pyr-14C]フルジオキソニルを 0.2 mg/kg 乾土となるように

処理し、好気的試験では 364 日間好気的条件で、好気的/嫌気的試験では 28 日間

好気的条件でインキュベートした後、湛水し、窒素通気により嫌気的条件として、

62 日間インキュベートした。インキュベーションは、暗条件下、20±2℃で行っ

た。 
処理 90 日後の土壌における放射能分布及び推定半減期は表 10 に示されている。 

未同定抽出物のうち、単一画分の最大値は好気的条件下における 2.6%TAR であ

った。14CO2以外の揮発性放射能は認められなかった。嫌気的条件下では、好気

的条件と比較してフルジオキソニルの分解が遅かった。（参照 2） 
 

表 10 処理 90 日後の土壌における放射能分布及び推定半減期 

試験条件 好気的土壌 好気/嫌気的土壌 

フルジオキソニル（%TAR） 77.0 84.8 
14CO2（%TAR） 8.4 2.9 

未同定抽出物（%TAR） 2.3 2.9 

非抽出物（%TAR） 13.4 11.9 

推定半減期（日） 313 － 
－：算出できず 

 

（４）土壌吸着試験 

4 種類の国内土壌［軽埴土（福島）、砂壌土（宮崎）、砂質埴壌土（愛知）及

びシルト質埴壌土（熊本）］を用いて、土壌吸着試験が実施された。 
Freundlich の吸着係数 Kadsは 21.9～475 であり、有機炭素含有率により補正
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した吸着係数 Koc は 1,470～3,680 であった。（参照 2） 
 

４．水中運命試験 

（１）加水分解試験 

pH 5.0（酢酸緩衝液）、pH 7.0（オルトデヒドロリン酸緩衝液）及び pH 9.0
（ホウ酸緩衝液）の各緩衝液に、[pyr-14C]フルジオキソニルを約 1 mg/L となる

ように添加し、25℃で 30 日間インキュベートして、加水分解試験が実施された。 
各緩衝液中で、フルジオキソニルは 30 日間安定であった。（参照 2、12） 

 

（２）水中光分解試験 

① 蒸留水及び自然水中光分解試験 

滅菌蒸留水及び自然水（河川水、埼玉、pH 7.1）に、フルジオキソニルを 1 mg/L
となるように添加した後、25℃で 168 時間キセノン光（紫外部：光強度 50 W/m2、

波長 300～400 nm、紫外・可視全体：光強度 950 W/m2、波長 300～800 nm）

を照射して、水中光分解試験が実施された。 
滅菌蒸留水及び自然水中で、照射 168 時間後のフルジオキソニルの濃度は、そ

れぞれ 0.16 及び 0.039mg/L、推定半減期は、それぞれ 69 及び 39 日と算出され

た。（参照 2、12） 
 

② 滅菌緩衝液中光分解試験（[phe-14C]フルジオキソニル） 

高純度水を用いた pH 7 の滅菌緩衝液に、[phe-14C]フルジオキソニルを 0.5 
mg/L となるように添加した後、24.4～25.5℃で 30 日間キセノン光（光強度：18.9 
W/m2、波長：290～400 nm）を照射して、水中光分解試験が実施された。 
未変化のフルジオキソニルは経時的に減少し、照射 30 日後には認められなか

った。主要分解物として R、S 及び T がそれぞれ最大 10.4%TAR（照射 6 日後）、

5.3%TAR（照射 6 日後）及び 5.3%TAR（照射 13 日後）検出された。14CO2は

経時的に増加し、照射 30 日後には約 20%TAR に達し、分解物は最終的には無機

化されることが示された。推定半減期は 3.51 日（東京、春季自然太陽光換算：

約 8.54 日）と算出された。（参照 2、12） 
 

③ 滅菌緩衝液中光分解試験（[pyr-14C]フルジオキソニル） 

蒸留水を用いた pH 7 の滅菌緩衝液に、[pyr-14C]フルジオキソニルを 1 mg/L
となるように添加した後、25±1℃で 7 日間キセノン光（光強度：140 W/m2、波

長：300～400 nm）を照射して、水中光分解試験が実施された。 
未変化のフルジオキソニルは経時的に減少（照射 7 日後で 12.5%TAR）し、分

解物が漸増した。主要分解物として R、S 及び T が、照射 7 日後にそれぞれ

15.1%TAR、7.3%TAR 及び 12.4%TAR 検出された。14CO2 は照射 7 日後で約

5%TAR 検出された。推定半減期は 1.99 日（東京、春季自然太陽光換算：約 35.9
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日）と算出された。（参照 2、12） 
 

④ 滅菌自然水中光分解試験 

滅菌自然水（池水、スイス、pH 8.03）に、[phe-14C]フルジオキソニルを 0.89 
mg/L となるように添加した後、24.4℃で 22 日間キセノン光（光強度：29.1 W/m2、

波長：300～400 nm）を照射して、水中光分解試験が実施された。 

未変化のフルジオキソニルは照射 7 日後で 0.7%TAR にまで減少した。主要分

解物として R、K 及び I がそれぞれ最大 32.6%TAR（照射 1 日後）、8.3%TAR
（照射 2 日後）及び 4.6%TAR（照射 18 日後）検出された。照射 22 日後には、

分解物 R は 9.1%TAR に減少し、14CO2が約 28%TAR 検出された。推定半減期

は 0.705 日（東京、春季自然太陽光換算：約 2.63 日）と算出された。自然水中

の推定分解経路は、ピロール環のエポキシ化及び加水分解による分解物 R の生成

であり、その後分解物 I から K へと分解すると考えられた。（参照 2、12） 

 

５．土壌残留試験 

沖積土・埴壌土（新潟）、火山灰土・埴壌土（栃木①、鳥取②）、洪積土・埴壌

土（和歌山）及び沖積土・埴壌土（新潟）を用いて、フルジオキソニルを分析対象

化合物とした土壌残留試験（容器内及びほ場）が実施された。 
結果は表 11 に示されている。（参照 2） 

 
表 11 土壌残留試験成績 

試験 濃度 1) 土壌 
推定半減期（日） 

フルジオキソニル 

容器内試験 

湛水状態 0.1 mg/kg 
沖積土・埴壌土 181 

火山灰土・埴壌土① 46 

畑水分状態 0.6 mg/kg 
火山灰土・埴壌土② 87.5 

洪積土・埴壌土 84.3 

ほ場試験 

水田状態 100 g ai/ha 
沖積土・埴壌土 2.0 

火山灰土・埴壌土① 11.2 

畑地状態 
60 g ai/ha 

×5 
火山灰土・埴壌土② 36.7 

洪積土・埴壌土 59.6 
1)：容器内試験では純品、ほ場試験の水田状態では 50%水和剤、畑地状態では 20%フロアブル剤を

使用 
 

６．作物等残留試験 

（１）作物残留試験 

国内において、水稲、いんげん等を用いて、フルジオキソニルを分析対象化合

物とした作物残留試験が実施された。 
結果は別紙 3 に示されている。フルジオキソニルの最大残留値は、最終散布
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60 日後に収穫したオリーブ（葉）で認められた 47.1 mg/kg であった。 
海外において、かんきつ類、核果類、仁果類等を用いて、フルジオキソニルを

分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。 
結果は別紙 4 及び 5 に示されている。フルジオキソニルの最大残留値は、農薬

としては最終散布 7～8 日後に収穫したさやいんげん（さや+子実）で認められた

0.41 mg/kg、添加物としては処理当日にキウイフルーツで認められた 13.9 mg/kg
であった。（参照 2、12、45、46、47、49、55、72、73） 

 
（２）家畜残留試験 

① 産卵鶏 

産卵鶏（ロードアイランドレッド種、一群雌 10 羽）に、フルジオキソニルを

0.3、0.9 及び 3.0 mg/羽/日［0.16、0.48 及び 1.59 mg/kg 体重/日；1.5（1 倍用量）、

4.64（3 倍用量）及び 15.4（10 倍用量）mg/kg 飼料に相当］の用量で 28 日間カ

プセル経口投与し、卵は投与 28 日まで 1 日 2 回（9 時及び 15 時）、臓器及び組

織は最終投与約 6 時間後に採取して家畜残留試験が実施された。なお、フルジオ

キソニル及び代謝物は全て代謝物 K に転換して測定され、残留値はフルジオキソ

ニルに換算された。 
結果は別紙 6-①に示されている。 
フルジオキソニルの最大残留値は、投与 28 日に採取した肝臓における 0.284 

g/g であった。（参照 20、25、49） 

 
② 乳牛① 

泌乳牛（ホルスタイン種、一群雌 3 頭）に、フルジオキソニルを 0.55（1 倍用

量）、1.6（3 倍用量）及び 5.5（10 倍用量）mg/kg 飼料の用量で 28～30 日間カ

プセル経口投与し、乳汁は投与期間中毎日 2 回（午前及び午後）、臓器及び組織

は最終投与 20～24 時間後に採取して家畜残留試験が実施された。なお、フルジ

オキソニル及び代謝物は全て代謝物 K に転換して測定され、残留値はフルジオキ

ソニルに換算された。 
結果は別紙 6-②に示されている。 
フルジオキソニルの最大残留値は、投与 14 日に採取した乳汁の 0.019 g/g で

あった。投与 28～30 日に採取した臓器及び組織中の残留値はいずれも定量限界

未満であった。（参照 49、56） 

 
③ 乳牛② 

泌乳牛（ホルスタイン種、一群雌 3 頭）に、フルジオキソニルを 20（36 倍用

量）及び 100（180 倍用量）mg/kg 飼料の用量で 28 日間カプセル経口投与し、

乳汁は投与期間中毎日 2 回（午前及び午後）、臓器及び組織は最終投与 22～24
時間後に採取して家畜残留試験が実施された。なお、フルジオキソニル及び代謝
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物は全て代謝物 K に転換して測定され、残留値はフルジオキソニルに換算された。 
結果は別紙 6-③に示されている。 
フルジオキソニルの最大残留値は、投与 28 日に採取した肝臓の 0.349 g/g で

あった。（参照 49、57） 

 
（３）魚介類における最大推定残留値 

フルジオキソニルの公共用水域における予測濃度である水産動植物被害予測

濃度（水産 PEC）及び生物濃縮係数（BCF）を基に、魚介類の最大推定残留値

が算出された。 
フルジオキソニルの水産 PEC は 0.022 g/L、BCF は 366（試験魚種：ブルー

ギル）、魚介類における最大推定残留値は 0.040 mg/kg であった。（参照 49、
58、59） 

 
（４）推定摂取量 

別紙 3～6 の作物残留試験及び家畜残留試験の分析値並びに魚介類における最

大推定残留値を用いて、フルジオキソニルを暴露評価対象物質とした際に、食品

中から摂取される推定摂取量が表 12 に示されている（別紙 7 参照）。 
なお、本推定摂取量の算定は、農薬として使用した場合は、登録されている又

は申請された使用方法からフルジオキソニルが最大の残留を示す使用条件で、全

ての適用作物に使用され、かつ、魚介類への残留が上記の最大推定残留量を示し、

加工・調理による増減が全くないとの仮定の下に行った。 
 

表 12 食品中より摂取されるフルジオキソニルの推定摂取量 

 
国民平均 

(体重：55.1 kg) 
小児(1～6 歳) 

(体重：16.5 kg) 
妊婦 

(体重：58.5 kg) 
高齢者(65 歳以上)
(体重：56.1 kg) 

摂取量 
(g/人/日) 

1,350 907 1,250 1,440 

 
７．一般薬理試験 

フルジオキソニルのラット、マウス等を用いた一般薬理試験が実施された。 
結果は表 13 に示されている。（参照 2、12、49） 
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表 13 一般薬理試験概要 

試験の種類 動物種 動物数 
／群 

投与量
(mg/kg 体重) 
(投与経路) 

最大無作用量
(mg/kg 体重)

最小作用量 
(mg/kg 体重) 結果の概要 

中 
枢 
神 
経 
系 

一般状態 
(Irwin 法) 

ICR 
マウス 雄 12 

0､300､1,000､
3,000 

（経口）1) 
300 1,000 

1,000 mg/kg 体重以上
でグルーミング回数
減少（投与 30 分後）、
触反応低下及びとん
ぼかえり試験の着地
失敗（投与 60 分後）、
握力低下（投与 120 分
後）、散瞳（投与 240
分後） 
3,000 mg/kg 体重で受
動性低下、振戦、視認
性低下、反応性低下、
やや弛緩状態の体姿
勢、歩行異常、四肢筋
の緊張低下、正向反射
消失、呼吸数増加、疼
痛反応低下 

運動協調性 
筋弛緩作用 
(Rota-rod法) 

ICR 
マウス 雄 11 

0､300､1,000､
3,000 

（経口）1) 
1,000 3,000 

落下動物数増加

運動協調性 
筋弛緩作用 
(斜板法) 

ICR 
マウス 雄 11 

0､300､1,000､
3,000､10,000 
（経口）1) 

3,000 10,000 
落下動物数増加

睡眠延長 
作用 

ICR 
マウス 雄 12 0､30､100､300

（経口）1) 100 300 睡眠時間延長

体温 Wistar 
ラット 雄 8 

0､300､1,000､
3,000 

（経口）1) 
1,000 3,000 

0.6～1.4℃の体温下降

呼 
吸 
・ 
循 
環 
器 
系 

呼吸数、心電
図、心拍数、
血圧、血流
量、ACh 及
び NA によ
る血圧反応 

ビーグル犬 雄 3 0､5,000 
（腹腔内）2) 1,000 3) 5,000 

5,000 mg/kg 体重で呼
吸振幅減少傾向、ACh
による降圧反応を抑
制 

自 
律 
神 
経 
系 

摘出回腸 
(マグヌス法) 

Hartley 
モルモット

雄 4 

1×10 -6､1×10 -5､ 
1×10 -4､1×10 -3 

(g/mL) 
(in vitro) 

1×10 -5 
(g/mL) 

1×10 -4 
(g/mL) 

1×10-4 g/mL 以上で
His による収縮を抑制

消 
化 
器 
系 

腸管輸送能 ICR 
マウス 

雄
11~12 

0､300､1,000､
3,000､10,000 
（経口）1) 

3,000 10,000 

40%の抑制

血 
液 血液凝固能 Wistar 

ラット 雄 7~8 
0､300､1,000､
3,000､10,000 
（経口）1) 

3,000 10,000 
APTT 短縮

1)：溶媒として 0.5%CMC 水溶液を使用 
2)：溶媒として 0.5%CMC 生理食塩液を使用 
3)：予備試験の結果から引用 
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８．急性毒性試験 

（１）急性毒性試験 

フルジオキソニル（原体）、フルジオキソニルの代謝物 I、K、P 及び S、分解

物 R 並びに原体混在物 AA、BB 及び CC のラット又はマウスを用いた急性毒性

試験が実施された。 
結果は表 14 及び 15 に示されている。（参照 2、12、49） 

 

表 14 急性毒性試験概要（原体） 

投与

経路 
動物種 

LD50（mg/kg 体重）
観察された症状 

雄 雌 

経口 

SD ラット 
雌雄各 5 匹 

>5,000 >5,000 
投与量：5,000 mg/kg 体重 
5,000 mg/kg 体重で軟便（投与 1 時間後）

死亡例なし 

ICR マウス 
雌雄各 5 匹 

>5,000 >5,000 
投与量：5,000 mg/kg 体重 
5,000 mg/kg 体重で軟便（投与 1 時間後）

死亡例なし 

経皮 
Tif:RAIf ラット 
雌雄各 5 匹 

>2,000 >2,000 
立毛、うずくまり姿勢、呼吸困難、体重

増加抑制 
死亡例なし 

吸入 
Tif:RAIf ラット 
雌雄各 5 匹 

LC50（mg/L） 立毛、うずくまり姿勢、呼吸困難、体重

増加抑制 
死亡例なし 

>2.64 >2.64 
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表 15 急性毒性試験概要（代謝物、分解物及び原体混在物） 

被験物質 
投与 
経路 

動物種 
LD50（mg/kg 体重）

観察された症状 
雄 雌 

代謝物 I 経口 
Tif:RAI ラット 

雌 5 匹 
 1,140 

立毛、うずくまり姿勢、呼

吸困難、自発運動低下、運

動失調、振戦、開口障害 
2,000 mg/kg 体重で死亡例

代謝物 K 経口 
Tif:RAI ラット 
雌雄各 5 匹 

>2,000 >2,000 
立毛、うずくまり姿勢、呼

吸困難、下痢 
死亡例なし 

代謝物 P 経口 
Tif:RAI ラット 
雌雄各 5 匹 

>2,000 >2,000 

立毛、うずくまり姿勢、呼

吸困難、自発運動低下、呼

吸雑音、チアノーゼ、腹部

膨満 
死亡例なし 

代謝物 S 経口 
Tif:RAIf ラット

雌雄各 5 匹 
>2,000 >2,000 

立毛、円背位、呼吸困難、

自発運動低下 
死亡例なし 

分解物 R 経口 
Hanlbm:WIST

ラット 
雌雄各 5 匹 

>2,000 >2,000 

円背位、自発運動低下、筋

緊張低下、立毛、体温低下、

眼瞼下垂、体重減少 
死亡例なし 

原体混在物 
AA 

経口 
Tif:RAI ラット 
雌雄各 5 匹 

>2,000 >2,000 
立毛、うずくまり姿勢、呼

吸困難 
死亡例なし 

原体混在物 
BB 

経口 
Tif:RAI ラット 
雌雄各 5 匹 

>2,000 >2,000 

立毛、うずくまり姿勢、呼

吸困難、自発運動低下 
死亡例なし 

原体混在物 
CC 

経口 
Tif:RAI ラット 
雌雄各 5 匹 

>2,000 >2,000 
立毛、うずくまり姿勢、呼

吸困難、自発運動低下 
死亡例なし 

／：実施されず 

 
（２）急性神経毒性試験 

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた強制経口（原体：0、500、1,000 及び

2,000 mg/kg 体重）投与による急性神経毒性試験が実施された。 
各投与群で認められた毒性所見は表 16 に示されている。 
詳細な機能検査、脳重量及び大きさの計測並びに病理組織学的検査では、いず

れの投与群にも検体投与に関連した変化は認められなかった。自発運動量の測定

では、試験 0 日（投与 6 時間後）に 500 mg/kg 体重以上投与群の雄及び 1,000 
mg/kg 体重以上投与群の雌で総運動量及び歩行運動量の有意な減少が認められ

たが、試験 7 日及び 14 日にはいずれの投与群でも変化はみられなかった。 
本試験において、500 mg/kg 体重以上投与群の雄及び 1,000 mg/kg 体重以上投

与群の雌で自発運動量減少等が認められたので、無毒性量は雄で 500 mg/kg 体重
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未満、雌で 500 mg/kg 体重であると考えられた。明らかな急性神経毒性は認めら

れなかった。（参照 49、50） 

 
表 16 急性神経毒性試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

2,000 mg/kg 体重 ・体重減少（投与 1 日後） ・体重減少（投与 1 日後）/体重増 
 加抑制（投与 2 日後以降） 

1,000 mg/kg 体重 
以上 

・体重増加抑制（投与 1 日後） 
及び摂餌量減少（投与 0~1 日） 

・摂餌量減少（投与 0~1 日） 
・自発運動量減少（投与 6 時間後）

500 mg/kg 体重 
以上 

・自発運動量減少（投与 6 時間後） 500 mg/kg 体重 
毒性所見なし 

 
９．眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験 

NZW ウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。その結果、

適用 1 時間後でウサギの結膜に軽度の発赤及び浮腫が認められたが、48 時間後に

は消失し、眼に対して刺激性はないものと考えられた。皮膚においてもパッチ除去

1 時間後で軽度の紅斑及び浮腫が認められたが、浮腫は 24 時間後に、紅斑は 72 時

間後に消失し、皮膚に対する刺激性はないものと考えられた。（参照 2、12） 
Pirbright White モルモットを用いた皮膚感作性試験が実施され、Maximization

法で感作性は陰性であった。（参照 2、12） 

 
１０．亜急性毒性試験 

（１）90 日間亜急性毒性試験（ラット） 

SD ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、10、100、1,000、7,000
及び 20,000 ppm：平均検体摂取量は表 17 参照）投与による 90 日間亜急性毒性

試験が実施された。 

 
表 17 90 日間亜急性毒性試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 10 100 1,000 7,000 20,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雄 0.8 6.6 64 428 1,280 

雌 1.0 7.1 70 462 1,290 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 18 に示されている。 
7,000 ppm 以上投与群の雌雄で変色尿（琥珀色、褐色、青色又は緑色）、尾、

骨盤周囲、胃粘膜、腎臓等に青色色素沈着が観察された。動物体内運命試験にお

ける尿中青色物質の同定試験［1.(2)］から、この色素はフルジオキソニルの二

量体であることが確認されており、病理組織学的検査では、組織障害を示唆する

所見は認められなかったことから、本試験で認められた青色色素沈着は毒性学的

に意義のないものと考えられた。1,000 及び 7,000 ppm 投与群の雄で観察された
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小葉中心性肝細胞肥大は、その発現頻度に有意差はみられなかったことから毒性

影響とは考えられなかった。1,000 ppm 投与群の雌で観察された食餌効率の低下

は、投与初期に一過性に観察されたことから毒性影響とは考えられなかった。 
本試験において、7,000 ppm 以上投与群の雄で慢性腎症等が、雌で体重増加抑

制、小葉中心性肝細胞肥大等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 1,000 ppm
（雄：64 mg/kg 体重/日、雌：70 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、
3、5～8、10、12、49） 

 
表 18 90 日間亜急性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

20,000 
ppm 

・体重増加抑制及び摂餌量減少（投与 1
週以降） 

・食餌効率低下 
・BUN 及び GGT 増加 
・Glu 減少 
・小葉中心性肝細胞肥大 

・Ht、MCV 及び MCH 減少 
・BUN、T.Bil、GGT 及び ALP 増加 
・Glu 減少 
・肝対脳重量比増加 
・腎比重量増加 
・慢性腎症、腎慢性活動性炎症 

7,000 ppm 
以上 

・T.Bil 及び T.Chol 増加 
・尿中 Bil 陽性 
・肝及び腎比重量2増加 
・慢性腎症、腎慢性活動性炎症 

・体重増加抑制及び摂餌量減少（投与 1
週以降） 

・食餌効率低下 
・Hb 減少 
・T.Chol 増加 
・蓄積尿量減少 
・尿中 Bil 陽性 
・肝比重量増加 
・小葉中心性肝細胞肥大 

1,000 ppm 
以下 

毒性所見なし 毒性所見なし 

 

（２）90 日間亜急性毒性試験（マウス） 

ICR マウス（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（原体：0、10、100、1,000、
3,000 及び 7,000 ppm：平均検体摂取量は表 19 参照）投与による 90 日間亜急性

毒性試験が実施された。 

 
表 19 90 日間亜急性毒性試験（マウス）の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 10 100 1,000 3,000 7,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雄 1.3 13.9 144 445 1,050 

雌 1.9 17.0 178 559 1,310 

 

                                            
2 体重比重量のことを比重量という（以下同じ。）。 

- 979-



34 

各投与群で認められた毒性所見は表 20 に示されている。 

1,000 ppm 以上投与群の雄で変色尿（緑色、青色及び褐色）及び骨盤周囲の青

色色素沈着が、7,000 ppm 投与群の雌雄で胃粘膜及び腎臓に青色色素沈着が認め

られた。動物体内運命試験における尿中青色物質の同定試験［1.(2)］から、こ

の色素はフルジオキソニルの二量体であることが確認されており、病理組織学的

検査では、組織障害を示唆する所見は認められなかったことから、本試験で認め

られた青色色素沈着は毒性学的に意義のないものと考えられた。3,000 ppm 投与

群の雌に観察された肝比重量増加は、関連する病理組織学的変化を伴わないこと

から毒性影響とは考えられなかった。 

本試験において、7,000 ppm 投与群の雌雄で腎症等が認められたので、無毒性

量は雌雄とも 3,000 ppm（雄：445 mg/kg 体重/日、雌：559 mg/kg 体重/日）で

あると考えられた。（参照 2、3、5～8、10、12、49） 
 

表 20 90 日間亜急性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

7,000 ppm ・肝比重量及び対脳重量比増加 
・腎症 
・小葉中心性肝細胞肥大 

・体重増加抑制（投与 9 週以降） 
・肝絶対重量、比重量及び対脳重量比

増加 
・胸腺絶対重量及び対脳重量比減少 
・腎症 
・小葉中心性肝細胞肥大 

3,000 ppm 
以下 

毒性所見なし 毒性所見なし 

 
（３）90 日間亜急性毒性試験（イヌ） 

ビーグル犬（一群雌雄各 4～6 匹）を用いた混餌（原体：0、200、2,000 及び

15,000/10,000 ppm3：平均検体摂取量は表 21 参照）投与による 90 日間亜急性

毒性試験が実施された。対照群及び 15,000/10,000 ppm 投与群の雌雄各 2 匹につ

いては、投与期間終了後 4 週間の回復試験に用いられた。 

 
表 21 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 200 2,000 15,000/10,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雄 6.2 60.0 291 

雌 6.2 59.3 337 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 22 に示されている。 
2,000 ppm 以上投与群の雌雄に、糞の青色化及び腸粘膜に緑色内容物が観察さ

                                            
3 最高用量を 15,000 ppm として投与が開始されたが、顕著な体重及び摂餌量の減少がみられたため、
投与 18 日以降、投与量が 10,000 ppm に引き下げられた。 
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れた。しかし、関連した病理組織学的所見は認められず、回復試験では全く認め

られないことから、これは腸内に残存しているフルジオキソニル及びその代謝物

によるものと考えられた。15,000/10,000 ppm 投与群で認められた毒性所見には、

いずれも回復傾向がみられた。 
本試験において、2,000 ppm 以上投与群の雌雄で下痢が認められたので、無毒

性量は雌雄とも 200 ppm（6.2 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 2、
5～10、12、49） 

 
表 22 90 日間亜急性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

15,000/10,000 
ppm 

・体重減少§1（投与 1~3 週）、 
 体重増加抑制（投与 4 週以降）

・肝絶対及び比重量増加 
・胆管増生程度増強 

・体重減少§2（投与 1~3 週）、 
 体重増加抑制§2（投与 4 週以降）

・RBC、Hb 及び Ht 減少 
・T.Chol 増加 
・肝絶対及び比重量増加 

2,000 ppm 以上 ・下痢 a（投与 26 日以降） ・下痢 b（投与 32 日以降） 

200 ppm 毒性所見なし 毒性所見なし 
§1：投与 1 週では統計学的有意差はないが毒性影響と判断した。 
§2：統計学的有意差はないが毒性影響と判断した。 

a：15,000/10,000 ppm 投与群では投与 7 日以降 
b：15,000/10,000 ppm 投与群では投与 9 日以降 

 

（４）90 日間亜急性神経毒性試験（ラット） 

SD ラット（一群雌雄各 12 匹）を用いた混餌（原体：0、500、3,000 及び 8,000
（雄）/7,000（雌）ppm：平均検体摂取量は表 23 参照）投与による 90 日間亜急

性神経毒性試験が実施された。 

 
表 23 90 日間亜急性神経毒性試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 500 3,000 
8,000 (雄)/ 
7,000 (雌) 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雄 34.8 207 493 

雌 42.0 259 611 

 
3,000 ppm 以上投与群の雌雄で、尾若しくはケージの敷紙の青色着色、又は暗

色若しくは青色を呈する糞がみられ、8,000 ppm 投与群の雄で泌尿生殖器部位に

青色物質が認められたが、これらの変化は検体及びその代謝物が排泄されたこと

が原因であり、有害影響ではないと考えられた（青色物質については［1.(2)］

参照）。 
8,000 ppm 投与群の雄及び 7,000 ppm 投与群の雌で投与 1 週から 3 週におい

て体重増加抑制（雄では統計学的有意差なし、雌では投与 14～21 日のみ有意差
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あり）が認められた。8,000 ppm 投与群の雄では、投与 91 日の体重値並びに投

与 84～91 日及び投与 0～91 日の体重増加量にも有意な低下がみられた。 
詳細な機能検査、自発運動量の測定、脳重量及び大きさの計測、病理組織学的

検査では、いずれの投与群にも検体投与に関連した変化は認められなかった。 
本試験において、8,000 ppm 投与群の雄及び 7,000 ppm 投与群の雌で体重増

加抑制が認められたので、無毒性量は雌雄とも 3,000 ppm（雄：207 mg/kg 体重

/日、雌：259 mg/kg 体重/日）であると考えられた。亜急性神経毒性は認められ

なかった。（参照 49、51） 

 
（５）28 日間亜急性経皮毒性試験（ラット） 

SD（Tif:RAIf）ラット（一群雌雄各 5 匹）を用いた経皮（原体：0、40、200
及び 1,000 mg/kg 体重/日）投与による 28 日間亜急性経皮毒性試験が実施された。 
本試験において、1,000 mg/kg 体重/日投与群の雄で Cre の有意な増加傾向、

雌で胸腺皮質マクロファージの肥大が認められたので、無毒性量は雌雄とも 200 
mg/kg 体重/日であると考えられた。（参照 49、52） 

 
（６）90 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 K） 

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（代謝物 K：0、100、1,000
及び 7,000 ppm：平均検体摂取量は表 24 参照）投与による 90 日間亜急性毒性

試験が実施された。 

 
表 24 90 日間亜急性毒性試験（ラット、代謝物 K）の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 100 1,000 7,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雄 5.93 57.5 415 

雌 6.69 66.2 461 

 

本試験において、7,000 ppm投与群の雌雄で体重増加抑制（雄で投与8日以降、

雌で投与 22 日以降）が認められたので、無毒性量は雌雄とも 1,000 ppm（雄：

57.5 mg/kg 体重/日、雌：66.2 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 23、
29、49） 

 
（７）90 日間亜急性毒性試験（ラット、分解物 R） 

Wistar ラット（一群雌雄各 10 匹）を用いた混餌（分解物 R：0、10、100、
800、2,500 及び 7,000 ppm：平均検体摂取量は表 25 参照）投与による 90 日間

亜急性毒性試験が実施された。 
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表 25 90 日間亜急性毒性試験（ラット、分解物 R）の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 10 100 800 2,500 7,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雄 0.7 7.1 58.0 185 513 

雌 0.9 8.7 66.6 208 601 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 26 に示されている。 
本試験において、2,500 ppm 以上投与群の雄で小葉中心性肝細胞肥大等が、雌

で嗅上皮萎縮が認められたので、無毒性量は雌雄とも 800 ppm（雄：58.0 mg/kg
体重/日、雌：66.6 mg/kg 体重/日）であると考えられた。（参照 23、33、49） 

 

表 26 90 日間亜急性毒性試験（ラット、分解物 R）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

7,000 ppm ・体重増加抑制§1（投与 2 週以降）

・TG 減少、無機リン増加 
・肝比重量増加 

・体重増加抑制§2（投与 2 週以降）

・肝比重量及び脳重量比増加 
・小葉中心性肝細胞肥大 

2,500 ppm 
以上 

・小葉中心性肝細胞肥大 
・嗅上皮萎縮§3  

・嗅上皮萎縮§3  

800 ppm 以下 毒性所見なし 毒性所見なし 
§1：投与 8 週の体重値及び累積体重増加量にのみ統計学的有意差が認められた。 

§2：統計学的有意差は認められなかったが毒性影響と判断した。 
§3：2,500ppm 投与群では統計学的有意差は認められなかったが毒性影響と判断した。 

 
１１．慢性毒性試験及び発がん性試験 

（１）1 年間慢性毒性試験（イヌ） 

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いた混餌（原体：0、100、1,000 及び 8,000 
ppm：平均検体摂取量は表 27 参照）投与による 1 年間慢性毒性試験が実施され

た。 

 
表 27 1 年間慢性毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 100 1,000 8,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雄 3.1 33.1 298 

雌 3.3 35.5 331 

 
各投与群で認められた毒性所見は表 28 に示されている。 
1,000 ppm 以上投与群の雌雄全例に、糞の青色化が観察されたが、これは検体

及びその代謝物が腸内に存在していることと関連しており、毒性学的意義のない

ものと考えられた。 
1,000 ppm 投与群の雌において体重増加抑制傾向がみられたが、これは 1 個体

の体重減少によるものであった。8,000 ppm 投与群の雌では、4 匹中 3 例で体重

増加抑制が認められたが、1 例では体重は増加していた。また、いずれの個体に
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おいても持続的な体重減少は認められなかった。したがって、1,000 ppm 投与群

の雌にみられた体重減少は投与による毒性影響ではないと考えられた。 
本試験において、8,000 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたので、

無毒性量は雌雄で 1,000 ppm（雄：33.1 mg/kg 体重/日、雌：35.5 mg/kg 体重/
日）であると考えられた。（参照 2、3、10、12、49） 

 

表 28 1 年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

8,000 ppm ・体重増加抑制§（最終体重の低

 値） 
・T.Chol 増加 
・肝比重量増加 

・体重増加抑制（投与 14 週以降）

・肝絶対§及び比重量増加 
 

1,000 ppm 以下 毒性所見なし 毒性所見なし 
§：統計学的有意差はないが、毒性影響と判断した。 

 
（２）2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット） 

SD ラット（一群雌雄各 60～70 匹）を用いた混餌（原体：0、10、30、100、
1,000 及び 3,000 ppm：平均検体摂取量は表 29 参照）投与による 2 年間慢性毒

性/発がん性併合試験が実施された。 

 
表 29 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 10 30 100 1,000 3,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雄 0.37 1.1 3.7 37 113 

雌 0.44 1.3 4.4 44 141 

 
検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。 
各投与群で認められた毒性所見は表 30 に示されている。 
1,000 ppm 以上投与群の雄に暗色糞便、青色尿及び体表の青色着色が、3,000 

ppm 投与群の雌に尾及び骨盤部の青色着色が観察されたが、動物体内運命試験に

おける尿中青色物質の同定試験［1.(2)］から、この色素はフルジオキソニルの

二量体であることが確認されており、毒性学的意義のないものと考えられた。 
本試験において、3,000 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたので、

無毒性量は雌雄とも 1,000 ppm（雄：37 mg/kg 体重/日、雌：44 mg/kg 体重/日）

であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 2、3、5～8、12、
49） 
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表 30 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

3,000 ppm ・下痢（投与 436 日以降） 
・体重増加抑制（投与 1 週以降） 
・ウロビリノーゲン増加 
・腎嚢胞 
・慢性腎症 

・体重増加抑制（投与 5 週以降） 
・RBC、Hb、Ht 及び MCH 減少 
（投与 12 か月後） 
・ウロビリノーゲン増加 

1,000 ppm 以下 毒性所見なし 毒性所見なし 

 

（３）18 か月間発がん性試験（マウス）① 

ICR マウス（一群雌雄各 60 匹）を用いた混餌（原体：0、10、100、1,000 及

び 3,000 ppm：平均検体摂取量は表 31 参照）投与による 18 か月間発がん性試

験が実施された。 

 
表 31 18 か月間発がん性試験（マウス）①の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 10 100 1,000 3,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雄 1.1 11.3 112 360 

雌 1.4 13.5 133 417 

 

1,000 ppm 以上投与群の雄に青色尿及び体表の青色着色が、3,000 ppm 投与群

の雌に暗色便及び骨盤部の青色着色が観察されたが、動物体内運命試験における

尿中青色物質の同定試験結果［1.(2)］から、この色素はフルジオキソニルの二

量体であることが確認されており、毒性学的意義のないものと考えられた。 

3,000 ppm 投与群では、耳介の紅斑及び保定時の痙攣がやや高い発生率で観察

されたが、対照群と比較して統計学的有意差は認められなかった。3,000 ppm 投

与群の雌では、リンパ腫の僅かな発生増加（30%）がみられた。より高用量で実

施された発がん性試験（マウス）②［11.(4)］では癌の発生増加はみられず、両

試験における発生数を合わせて統計学的解析を行っても用量相関性は認められ

ず、この発生頻度は背景データの範囲内（13%～32%）にあった。したがって、

このリンパ腫は投与に起因するものではないと考えられた。 

本試験において、3,000 ppm 投与群の雌雄で肝絶対重量、比重量及び対脳重量

比増加（雄では対脳重量比のみ統計学的有意差あり）が認められたので、無毒性

量は雌雄とも 1,000 ppm（雄：112 mg/kg 体重/日、雌：133 mg/kg 体重/日）で

あると考えられた。本試験においては、最高用量である 3,000 ppm 投与群で認

められた毒性所見が肝重量の変化のみであったことから、食品安全委員会は、本

試験の結果のみから発がん性の有無を判断することはできないと判断した。（参

照 2、3、12、49） 
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（４）18 か月間発がん性試験（マウス）② 

ICR マウス（一群雌雄各 60 匹）を用いた混餌（原体：0、3、30、5,000 及び

7,000 ppm：平均検体摂取量は表 32 参照）投与による 18 か月間発がん性試験が

実施された。本試験は、発がん性試験（マウス）①［11.(3)］において、投与開

始 6 か月後の体重、体重増加量等のデータから、投与量が発がん性の有無を判断

するために十分でないことが示唆されたため、18 か月間発がん性試験（マウス）

①の投与開始から約 7 か月後に、より高用量の群を含んで開始された。 

 
表 32 18 か月間発がん性試験（マウス）②の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 3 30 5,000 7,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雄 0.33 3.3 590 851 

雌 0.41 4.1 715 1,010 

 
検体投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変は認められなかった。 
各投与群で認められた毒性所見は表 33 に示されている。 
5,000 ppm 以上投与群の雌雄に青色尿、青色便及び被毛の青色着色が認められ

たが、動物体内運命試験における尿中青色物質の同定試験［1.(2)］から、この

色素はフルジオキソニルの二量体であることが確認されており、毒性学的意義の

ないものと考えられた。 
本試験におけるリンパ腫の発生数は、0、3、30、5,000 及び 7,000 ppm 投与

群の雄でそれぞれ 3、1、2、4 及び 0 例、雌でそれぞれ 11、7、12、11 及び 8
例であり、対照群と投与群の間で経時的相関性や用量相関性のある差異はみられ

なかった。 
本試験において、7,000 ppm 投与群の雌雄で死亡率の上昇等が認められ、5,000 

ppm 以上投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は雌雄とも

30 ppm（雄：3.3 mg/kg 体重/日、雌：4.1 mg/kg 体重/日）であると考えられた。

発がん性は認められなかった。（参照 2、3、12、49） 
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表 33 18 か月間発がん性試験（マウス）②で認められた毒性所見 

投与群 雄 雌 

7,000 ppm ・死亡率上昇 a（投与 52 週以降） 
・呼吸困難、円背姿勢、低体温、全

身蒼白、活動低下、粗毛及び振戦 b

・Hb 及び Ht 減少 
・網状赤血球数増加 
・腎比重量減少 
・胆管増生 

・死亡率上昇 a（投与 52 週以降） 
・呼吸困難、円背姿勢、低体温、全

身蒼白、活動低下、粗毛及び振戦 b

・Hb、Ht、RBC 及び MCH 減少 
・網状赤血球数増加 
・腎及び脾絶対及び比重量増加 
・腎の慢性炎症 

5,000 ppm 
以上 

・体重増加抑制（投与 4 週以降） 
・食餌効率低下 
・肝絶対及び比重量増加 
・腎絶対重量減少 
・腎症 

・腎石灰化、腎の慢性炎症 

・体重増加抑制（投与 13 週以降） 
・リンパ球比増加 
・分葉好中球比減少 
・肝絶対及び比重量増加 
・腎症 
・腎石灰化 

30 ppm 以下 毒性所見なし 毒性所見なし 
a：主な死因は腎症であった。 
b：瀕死、死亡動物における所見 

 
マウスを用いた発がん性試験①及び②［11.(3)及び(4)］は、同施設で同系統

のマウスを用いて実施された一連の試験であることから、これらを総合して評価

するのが適当と考えられた。したがって、マウスの発がん性試験における無毒性

量は、雌雄とも 1,000 ppm（雄：112 mg/kg 体重/日、雌：133 mg/kg 体重/日）

であると考えられた。また、発がん性試験（マウス）①［11.(3)］における投与

量は発がん性の判断に当たっては十分でないと考えられたが、高用量まで投与し

た発がん性試験（マウス）②［11.(4)］の結果から、マウスにおいて発がん性は

ないと判断した。 

 
１２．生殖発生毒性試験 

（１）2 世代繁殖試験（ラット） 

SD ラット（一群雌雄各 30 匹）を用いた混餌（原体：0、30、300 及び 3,000 ppm：

平均検体摂取量は表 34 参照）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。 

 
表 34 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 30 300 3,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 

P 世代 
雄 1.88 18.9 190 

雌 1.81 17.9 183 

F1世代 
雄 2.06 21.1 213 

雌 2.24 22.0 227 
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3,000 ppm 投与群の P 及び F1世代の親動物では、雄で陰茎鞘及び陰のうの変

色、雌で下腹部及び膣の変色が認められた。これはフルジオキソニルの代謝物の

青色物質によるものであった。動物体内運命試験における尿中青色物質の同定試

験［1.(2)］から、この色素はフルジオキソニルの二量体であることが確認され

ており、毒性学的に意義のないものと考えられた。 
本試験において、親動物では 3,000 ppm 投与群の P 雌及び F1雄で体重増加抑

制及び摂餌量減少が、F1 及び F2 児動物で体重増加抑制が認められたので、無毒

性量は雌雄の親動物及び児動物で 300 ppm（P 雄：18.9 mg/kg 体重/日、P 雌：

17.9 mg/kg 体重/日、F1雄：21.1 mg/kg 体重/日、F1雌：22.0 mg/kg 体重/日）で

あると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 2、3、5～
10、12、49） 

 
（２）発生毒性試験（ラット） 

SD ラット（一群雌 25 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口（原体：0、10、100 及

び 1,000 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%MC 水溶液）投与して、発生毒性試験が実

施された。 
本試験において、1,000 mg/kg 体重/日投与群の母動物で体重増加抑制及び摂餌

量減少が認められたが、胎児には毒性所見は認められなかったので、無毒性量は

母動物で 100 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 1,000 mg/kg 体重/日であ

ると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照 2、3、9、12、49） 

 
（３）発生毒性試験（ウサギ） 

NZW ウサギ（一群雌 16 匹）の妊娠 6～18 日に強制経口（原体：0､10､100 及

び 300 mg/kg 体重/日、溶媒：0.5%MC 水溶液）投与して、発生毒性試験が実施

された。 
100 mg/kg 体重/日以上投与群の母動物に青色尿が観察されたが、肉眼的病理

検査では異常は認められなかった。青色尿はラット及びマウスを用いた他の試験

でも認められ、動物体内運命試験における尿中青色物質の同定試験［1.(2)］か

ら、この色素はフルジオキソニルの二量体であることが確認されており、毒性学

的に意義のないものと考えられた。 
本試験において、300 mg/kg 体重/日投与群の母動物に体重増加抑制（統計学

的有意差なし）及び摂餌量減少（妊娠 6～12 日）が認められたが、胎児には毒性

所見は認められなかったので、無毒性量は母動物で 100 mg/kg 体重/日、胎児で

本試験の最高用量 300 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められ

なかった。（参照 2、5～9、12、49） 
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１３．遺伝毒性試験 

（１）原体 

In vitro では、フルジオキソニル（原体）の細菌を用いた復帰突然変異試験、

チャイニーズハムスターV79 細胞を用いた遺伝子突然変異試験、チャイニーズハ

ムスター卵巣及び肺由来細胞を用いた染色体異常試験及びラット肝細胞を用い

た UDS 試験が実施され、in vivo では、チャイニーズハムスター及びラットを用

いた骨髄細胞染色体異常試験、ラットを用いた肝臓小核試験及び肝 UDS 試験、

マウスを用いた骨髄小核試験並びに優性致死試験が実施された。 
結果は表 35 に示されている。 
In vitro では、細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスターV79

細胞を用いた遺伝子突然変異試験及び UDS 試験の結果は陰性であった。チャイ

ニーズハムスター卵巣及び肺由来培養細胞を用いた in vitro 染色体異常試験では、

代謝活性化系存在下又は非存在下で数的異常又は構造異常が認められた。しかし、

エンドポイントを同じくする in vivo の骨髄又は肝臓を用いた染色体異常試験及

び小核試験では陰性であった。また、その他の in vivo 試験においても全て陰性

であった。これらのことから、フルジオキソニルには生体において問題となる遺

伝毒性はないものと考えられた。（参照 2、12、49、53） 
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表 35 遺伝毒性試験概要（原体） 

試験 対象 処理濃度・投与量 結果 

in 
vitro 

復帰突然 
変異試験 

Salmonella typhimurium 
(TA98、TA100、TA1535、
TA1537 株) 

Escherichia coli  
(WP2uvrA 株) 

20~5,000 g/プレート 

(+/-S9)a 
陰性 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
(TA98、TA100、TA1535、
TA1537 株) 

E. coli  
(WP2 uvrA- pKM101、WP2 
pKM101 株) 

50~5,000 g/プレート 
(+/-S9)a 

陰性 

遺伝子 
突然変異 
試験 

チャイニーズハムスター 
V79 細胞 

0.5~20 g/mL (-S9)a 
1.5~60 g/mL (+S9)a 陰性 

染色体 
異常試験 

チャイニーズハムスター 
卵巣由来培養細胞(CHO) 

10.9~43.8 g/mL (-S9) 
(3 時間処理、21 時間培養

後標本作製) 
構造異常：陽性 

2.73~10.9 g/mL (-S9) 
(24 時間処理後標本作製) 

数的異常：陽性 

5.47~350 g/mL (+S9) 
(3 時間処理、21 時間培養

後標本作製) 

構造異常：陽性 
数的異常：陽性 

染色体 
異常試験 

チャイニーズハムスター 
肺由来培養細胞(CHL/IU) 

7.5~30 g/mL (-S9) 
(24 時間処理後標本作製) 

陰性 

3.8~15 g/mL (-S9) 
(48 時間処理後標本作製) 

構造異常：疑陽性

数的異常：陽性 

10~40 g/mL (-S9) 
(6 時間処理、18 時間培養

後標本作製) 
数的異常：陽性 

20~80 g/mL (+S9) 
(6 時間処理、18 時間培養

後標本作製) 
陰性 

UDS 試験 ラット肝細胞 4.1~5,000 g/mLa 陰性 

in 
vivo 

染色体 
異常試験 

チャイニーズハムスター 
(骨髄細胞) 
(一群雌雄各 5 匹) 

1,250､2,500､ 
5,000 mg/kg 体重 
(単回強制経口投与)b 

陰性 

染色体 
異常試験 

SD ラット(骨髄細胞) 
(一群雌雄各 5 匹) 

1,250、2,500、 
5,000 mg/kg 体重 
(単回強制経口投与)c 

陰性 

小核試験 Tif:RAIf ラット(肝細胞) 1,250、2,500、 陰性 
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試験 対象 処理濃度・投与量 結果 

(一群雄 3 匹) 5,000 mg/kg 体重 
(単回強制経口投与)d 

小核試験 
Tiflbm:RAI ラット(肝細胞) 
(一群雄 5 匹) 

50、250、1,250  
mg/kg 体重 
(単回強制経口投与)e 

陰性 

小核試験 
Tif:MAGF マウス(骨髄細胞) 
(一群雌雄各 5 匹) 

1,250、2,500、 
5,000 mg/kg 体重 
(単回強制経口投与)f 

陰性 

優性致死

試験 

Tif:MAGF マウス 
(一群雄 30 匹、雌 60 匹) 

1,250、2,500、 
5,000 mg/kg 体重 
(単回強制経口投与)g 

陰性 

UDS 試験 
Tif:RAIf ラット(肝細胞) 
(一群雄 4 匹) 

2,500、5,000 mg/kg 体重 
(単回強制経口投与)h 

陰性 

+/-S9：代謝活性化系存在下及び非存在下 
a：本濃度範囲内で 2 回の試験を実施 
b：投与 24 時間後に標本作製；5,000 mg/kg 体重については投与 16 及び 48 時間後にも標本作製 
c：投与 30 時間後に標本作製（M2 細胞での数的異常評価） 
d：試験 1、投与 3 日後に 4-AAF を投与し、その 3 日後に標本作製；試験 2、4-AAF 投与 23 時間後に

被験物質を投与し、そのその 3 日後に標本作製 
e：4-AAF 投与 29 時間後に被験物質を投与し、そのその 3 日後に標本作製 
f：投与 24 時間後に標本作製；5,000 mg/kg 体重については投与 16 及び 48 時間後にも標本作製 
g：投与後第 1 週から第 8 週まで交配し評価 
h：投与 4 時間後標本作製 

 
（２）フルジオキソニル（試薬）を用いた復帰突然変異試験及び SOS Chromotest 

フルジオキソニル［試薬（Sigma-Aldrich Chemicals、純度 99.9%）］を用い

た復帰突然変異試験及び SOS Chromotest が実施された。 
結果は表 36 に示されている。（参照 35） 

 
表 36 遺伝毒性試験概要（試薬） 

試験 対象 処理濃度・投与量 結果 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium  
(TA98、TA100、 
TA1535 株) 

TA98、TA100： 
0.25~2.00 g/mL 
TA1535： 
0.04~0.50 g/mL 

TA98 (0.50~2.00 g/mL)：陽性 
TA100：陰性 
TA1535 (0.10~0.50 g/mL)：陽性

SOS 
Chromotest 

E. coli 
 (PQ37 株) 

1.0×10-3~1.0×10-1  
g/mL 

4.0×10-3~1.0×10-1 g/mL：陽性 

 
（３）フルジオキソニル（原体及び試薬）を用いた追加の復帰突然変異試験 

フルジオキソニル［原体、試薬（Sigma-Aldrich、純度 99.9%）］を用いた復

帰突然変異試験が実施された。 
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結果は表 37 に示されている。 

 
表 37 遺伝毒性試験概要（原体及び試薬） 

試験 対象 処理濃度・投与量 結果

復帰突然 
変異試験 

(原体) 

S. typhimurium 
(TA98、TA100、TA1535 株) 

313~5,000g/プレート 
(+/-S9) 陰性

復帰突然 
変異試験 

(試薬) 

S. typhimurium 
(TA98、TA100、TA1535 株) 

313~5,000g/プレート 
(+/-S9) 陰性

+/-S9：代謝活性化系存在下及び非存在下 

 
フルジオキソニル（試薬）を用いた復帰突然変異試験及び SOS Chromotest

［13.(2)］で陽性との文献報告があったが、評価要請者により実施された追加の

復帰突然変異試験［13.(3)］では、試薬、原体とも陰性であった。また、［13.(1)］

の in vitro の細菌を用いた復帰突然変異試験及びチャイニーズハムスターV79 細

胞を用いた遺伝子突然変異試験並びに小核試験を含む in vivo の全ての試験結果

は陰性であったことから、フルジオキソニルには生体において問題となる遺伝毒

性はないものと考えられた。（参照 36～40） 

 
（４）代謝物、分解物及び原体混在物 

フルジオキソニルの代謝物 I（植物由来）、P（植物由来）及び S（家畜、植

物及び光由来）並びに原体混在物 AA、BB 及び CC について細菌を用いた復帰

突然変異試験が、代謝物 K（植物由来）については細菌を用いた復帰突然変異試

験、ヒトリンパ球を用いた in vitro 染色体異常試験、マウスリンフォーマ TK 試

験及びマウスを用いた小核試験が、分解物 R（光由来、植物代謝物でもある）に

ついては細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスターV79 細胞を

用いた in vitro 染色体異常試験、マウスリンフォーマ TK 試験及びラットを用い

た小核試験がそれぞれ実施された。 
結果は表 38 に示されている。 
代謝物 I、P 及び S 並びに原体混在物 AA、BB 及び CC については、全て陰性

であった。 
代謝物 K について、ヒトリンパ球を用いた in vitro 染色体異常試験の代謝活

性化系非存在下で陽性が認められたが、小核試験では陰性であった。また、分解

物 R について、チャイニーズハムスターV79 細胞を用いた in vitro 染色体異常

試験の代謝活性化系非存在下で陽性が認められたが、小核試験では陰性であった。

以上より、代謝物 K 及び分解物 R に生体において問題となる遺伝毒性はないも

のと考えられた。（参照 2、20、27～29、31～33） 
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表 38 遺伝毒性試験概要（代謝物、分解物及び原体混在物） 

被験物質 試験 対象 処理濃度・投与量 結果

代謝物 I 
in 

vitro 
復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
(TA98、TA100、
TA1535、TA1537 株) 

E. coli  
(WP2uvrA 株) 

313~5,000 g/プレート 
(+/-S9)a 

陰性

代謝物 K 

in 
vitro 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
(TA98、TA100、
TA1535、TA1537 株) 

E. coli  
(WP2uvrA 株) 

78~5,000 g/プレート 
(+/-S9)a 

陰性

染色体 
異常試験 

ヒトリンパ球 379~1,160 g/mL (+/-S9) 

(4 時間処理、18 時間培養

後標本作製) 
陰性

379~1,160 g/mL (-S9)  

(22 時間処理後標本作製) 
陽性

マウス 
リンフォーマ

TK 試験 

マウスリンパ腫細胞 
(L5178Y TK+/-) 

126~2,020 g/mL 
(+/-S9)a 陰性

in 
vivo 

小核試験 
NMRI マウス 
(骨髄細胞) 
(一群雄 5 匹) 

500、1,000、2,000 mg/kg
体重 
(単回強制経口投与)b 

陰性

代謝物 P 
in 

vitro 
復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
(TA98、TA100、
TA1535、TA1537 株) 

E. coli  
(WP2uvrA 株) 

313~5,000 g/プレート 
(+/-S9)a 

陰性

分解物 R 
in 

vitro 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
(TA98、TA100、
TA1535、TA1537 株) 

E. coli  
(WP2uvrA 株) 

313~5,000 g/プレート 
(+/-S9)a 

陰性

染色体 
異常試験 

チャイニーズハムスタ

ーV79 細胞 
200~1,600 g/mL (-S9) 

(18 時間処理後標本作製) a
陽性

800~3,200 g/mL (-S9) 
(4 時間処理、14 時間培養

後標本作製) 
陰性

800 g/mL (-S9) 
(28 時間処理後標本作製) 

陰性

200~2,400 g/mL (+S9) 

(4 時間処理、14 時間培養
陰性
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被験物質 試験 対象 処理濃度・投与量 結果

後標本作成) a 

200~800 g/mL (+S9) 
(4 時間処理、24 時間培養

後標本作成) 
陰性

マウス 
リンフォーマ 

TK 試験 

マウスリンパ腫細胞 
(L5178Y TK+/-) 

200~ 2,400  g/mL (+/-S9)
(4 時間処理) 

陰性
400~3,200 g/mL (-S9) 
(24 時間処理) 

in 
vivo 

小核試験 
Wistar ラット(骨髄細

胞) 
(一群雌雄各 5 匹) 

500、1,000、2,000 mg/kg
体重 
(単回強制経口投与)b 

陰性

代謝物 S 
in 

vitro 
復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
(TA98、TA100、
TA1535、TA1537 株) 

E. coli  
(WP2uvrA 株) 

313~5,000 g/プレート 
(+/-S9)a 

陰性

原体混在

物 AA 

in 
vitro 

復帰突然 
変異試験 

S. typhimurium 
(TA98、TA100、
TA1535、TA1537 株) 

E. coli  
(WP2uvrA 株) 

313~5,000 g/プレート 
(+/-S9)a 

陰性

原体混在

物 BB 
陰性

原体混在

物 CC 
156~2,500 g/プレート 
(+/-S9)a 

陰性

+/-S9：代謝活性化系存在下及び非存在下 
a：本濃度範囲内で 2 回の試験を実施 
b：投与 24 時間後に標本作製；2,000 mg/kg 体重については投与 48 時間後にも標本作製 

 
１４．その他の試験 

（１）28 日間免疫毒性試験（マウス） 

ICR マウス（一群雌 10 匹）を用いた混餌（原体：0、1,000、2,000 及び 5,000 
ppm：平均検体摂取量は表 39 参照）投与による 28 日間免疫毒性試験が実施され

た。陽性対照群にはシクロホスファミドを 50 mg/kg 体重/日で、試験 24～27 日

の 4 日間腹腔内投与した。 
 

表 39 28 日間免疫毒性試験（マウス）の平均検体摂取量 

投与群（ppm） 1,000 2,000 5,000 

平均検体摂取量

（mg/kg 体重/日） 
雌 254 454 1,230 

 

体重、体重増加量、摂餌量、肝臓重量、脾臓重量、胸腺重量及び肉眼的病理検

査において、検体投与によると考えられる変化は認められなかった。 
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投与終了時に全動物から脾臓を摘出して脾臓細胞懸濁液を調製し、PFC アッ

セイ（plaque forming cell assay）によりヒツジ赤血球抗原に対する IgM 抗体産

生細胞数が計測された。 
その結果、1,000 及び 5,000 ppm 投与群で IgM 抗体産生細胞数の有意な増加

が認められたが、用量相関性はみられず、脾臓細胞数及び脾臓重量にも変化は認

められなかったことから、これらの増加は一部の個体で高値が散見されたためで

あり、投与とは関係のない偶発的な変化と考えられた。 
本試験において、いずれの投与群にも毒性及び体液性免疫機構に対する抑制作

用は認められなかったので、無毒性量は雌で本試験の最高用量 5,000 ppm（1,230 
mg/kg 体重/日）であると考えられた。本試験条件下で免疫毒性は認められなか

った。（参照 49、54） 

 
１５．耐性菌の選択 

フルジオキソニルの使用により、ヒトにおいて耐性菌が選択されるリスクについ

て、事業者から提出された資料（参照 14）に基づき検討を行った結果は次のとお

りである。 
 
（１）真菌以外の微生物（細菌等）に対する作用について 

フルジオキソニルと構造的に類似するピロールニトリンについては、黄色ブド

ウ球菌、大腸菌及び Mycobacterium 属の細菌に対する抗細菌活性は非常に低い

とされている。（参照 15～17） 
さらにフルジオキソニルについては、細菌を用いた復帰突然変異試験において

5,000 g/mL の濃度まで抗細菌活性が認められなかった。また、各種動物を用い

た本剤の高用量の投与による反復投与毒性試験において、フルジオキソニルが腸

内細菌叢に影響を与えたことを示唆する消化管粘膜上皮細胞の炎症等の症状は

認められなかった。認められた体重増加抑制及び下痢の症状が、本剤の腸内細菌

叢への影響によるものであったと仮定しても、その投与量はおよそ 100 mg/kg
体重/日を超える高用量である。（参照 2、12） 

以上より、ヒトにおいて、［Ⅲ.］で設定される一日摂取許容量（0.33 mg/kg
体重/日）に相当するフルジオキソニルを毎日摂取したとしても、耐性菌が選択さ

れ、保健衛生上の危害を生じるおそれはないものと考えられる。 

 
（２）真菌に対する作用について 

ヒトがフルジオキソニルを継続的に摂取することにより体内の真菌が耐性を

獲得し、保健衛生上の危害を生じるか否かについて考える上においては、我が国

において表在性真菌症及び深部皮膚真菌症を除くヒト真菌症、すなわち深在性真

菌症に主に関わるアスペルギルス属、カンジダ属及びクリプトコッカス属の真菌

に対象を絞って差し支えないものと考える。中でも内因性の深在性真菌症の主た
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る原因となる Candida albicans に対しては、フルジオキソニルは 1.6 g/mL の

濃度でその成長を緩やかに阻害するとされているが（参照 18）、ラットに 0.5 
mg/kg 体重のフルジオキソニルを単回経口投与したときの血中の Cmax は雄で

0.0652（g/g）、雌で 0.0268（g/g）であり（参照 2、12）、ヒトにおいて、［Ⅲ.］

で設定される一日摂取許容量（0.33 mg/kg 体重/日）に相当するフルジオキソニ

ルを毎日摂取した場合を想定しても Cmax/MIC は一般に抗真菌治療の目安とされ

るオーダーを下回るものと推定される。 
また、本剤の抗真菌作用の主たる機序は、MAP キナーゼカスケードを制御す

るタンパク質のリン酸化に関与するキナーゼ（PK-III）の阻害と考えられており、

既存の深在性真菌症の治療に用いられる医薬品の作用機序にはみられないもの

である。 
さらに、我が国における主たる深在性真菌症の原因真菌の中から、仮にフルジ

オキソニルに耐性のある真菌が選択されたとしても、そのような真菌症に対して

は複数の異なる作用機序をもつ医薬品が利用可能であり、実際の医療上の問題を

引き起こすことは考えにくい。 
以上より、ヒトがフルジオキソニルを継続的に経口摂取することによって耐性

真菌が選択され、保健衛生上の危害を生じる可能性は想定しがたい。 

 
（３）耐性の伝達について 

細菌間にみられるような耐性の伝達については、接合伝達はプラスミドや転移

遺伝子等により、薬剤に対する特異的耐性遺伝子が同種及び異種菌間で伝達され

ることが一般的である。真菌においては、無性、有性生殖により子孫に遺伝形質

が遺伝していくことはあっても、細菌のように薬剤耐性遺伝子が特異的に伝達さ

れることは報告されていない。 
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Ⅲ．食品健康影響評価 

参照に挙げた資料を用いて農薬・添加物「フルジオキソニル」の食品健康影響評

価を実施した。なお、今回、食品添加物の規格基準の改正案等の資料が新たに提出

された。 
14C で標識したフルジオキソニルを用いた動物体内運命試験の結果、ラットに経

口投与されたフルジオキソニルの吸収は比較的速やかであり、経口投与後の胆汁及

び尿中への排泄率の合計から、吸収率は投与後 48 時間で少なくとも 77.5%と算出

された。臓器及び組織への蓄積性は認められなかった。投与後 168 時間における糞

中排泄率は 78%TAR～83%TAR、尿中排泄率は 13%TAR～20%TAR で、主に糞中

に排泄された。胆汁中への排泄は、投与後 48 時間で 67.5%TAR であった。糞中で

は未変化のフルジオキソニル、尿中では代謝物 B、C、D、E 及び F、胆汁中では

代謝物 B、C、D 及び E がそれぞれ検出された。 
14C で標識したフルジオキソニルの畜産動物を用いた動物体内運命試験の結果、

10%TRR を超えて検出された代謝物は、ヤギでは代謝物 B、C（又は F）及び D、

ニワトリでは代謝物 C（又は F）、T 及び V であった。 
14C で標識したフルジオキソニルを用いた植物体内運命試験の結果、植物体中の

残留放射能の主要成分は未変化のフルジオキソニルであり、ほかに代謝物 G、H、

I、M、P 等多数の代謝物が同定されたが、いずれも 10%TRR 未満であった。 
国内の作物残留試験におけるフルジオキソニルの最大残留値はオリーブ（葉）の

47.1 mg/kg（農薬としての使用）、海外の作物残留試験における最大残留値はさや

いんげん（さや+子実）の 0.41 mg/kg（農薬としての使用）及びキウイフルーツの

13.9 mg/kg（添加物としての使用）であった。家畜残留試験におけるフルジオキソ

ニルの最大残留値は、乳牛の肝臓の 0.349 g/g であった。魚介類におけるフルジオ

キソニルの最大推定残留値は 0.040 mg/kg であった。 
各種毒性試験結果から、フルジオキソニル投与による影響は主に体重（増加抑制）、

肝臓（肝細胞肥大等）、腎臓（慢性腎症：ラット、腎症等：マウス）及び血液（貧

血）に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び免疫毒性は認め

られなかった。遺伝毒性については、in vitro 染色体異常試験で陽性結果が得られ、

また、復帰突然変異試験及び SOS Chromotest で陽性との文献報告があったが、復

帰突然変異試験及び in vivo での全ての試験結果が陰性であったため、フルジオキ

ソニルに生体において問題となる遺伝毒性はないものと判断した。 
畜産動物を用いた動物体内運命試験において、10%TRR を超える代謝物として B、

C（又は F）、D、T 及び V が認められたが、代謝物 B、C（又は F）及び D はラ

ットにおいても検出された。代謝物 T 及び V はそれぞれ 28.3%TRR（ニワトリ卵

白中）及び 42.2%TRR（ニワトリ卵黄中）認められたが、乳牛及びニワトリを用い

た家畜残留試験の結果から、飼料中濃度相当の投与量では残留濃度は低いと考えら

れた。以上より、農産物、畜産物及び魚介類中の暴露評価対象物質をフルジオキソ

ニル（親化合物のみ）と設定した。 
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各試験における無毒性量等は表 40 に、単回経口投与等により惹起されると考え

られる毒性影響等は表 41 に示されている。 
各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、イヌを用いた 90 日間亜急性毒性試

験の 6.2 mg/kg 体重/日であったが、より長期の 1 年間慢性毒性試験における無毒

性量は 33.1 mg/kg 体重/日であった。この差は用量設定の違いによるもので、イヌ

における無毒性量は 33.1 mg/kg 体重/日とするのが妥当と考えられた。 
ラットを用いた 2 世代繁殖試験において、親動物の無毒性量は P 雌で 17.9 mg/kg

体重/日、児動物の無毒性量は F1雄で 21.1 mg/kg 体重/日であったが、より長期の

2 年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量は 37 mg/kg 体重/日であった。

2 世代繁殖試験で認められた毒性所見は、繁殖に係る指標については影響がなく、

長期試験で認められた所見と同一であったことから、ラットにおける無毒性量は

37 mg/kg 体重/日とするのが妥当と考えられた。 
以上より、食品安全委員会は、イヌを用いた 1 年間慢性毒性試験の無毒性量 33.1 

mg/kg 体重/日を根拠として、安全係数 100 で除した 0.33 mg/kg 体重/日を一日摂

取許容量（ADI）と設定した。 
フルジオキソニルの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対す

る無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、マウスを用いた薬理試験における最大

無作用量 300 mg/kg 体重であった。一方、ラットを用いた急性神経毒性試験におけ

る最小毒性量は 500 mg/kg 体重であり、同投与量で認められた自発運動量の低下は

軽微であったことから、食品安全委員会はラットを用いた急性神経毒性試験におけ

る最小毒性量の 500 mg/kg 体重を根拠に追加の安全係数 2 を用いることが妥当で

あると判断した。したがって、これを根拠として、安全係数 200（種差：10、個体

差：10、最小毒性量を用いたことによる追加係数：2）で除した 2.5 mg/kg 体重を

急性参照用量（ARfD）と設定した。 

 
ADI 0.33 mg/kg 体重/日 
（ADI 設定根拠資料） 慢性毒性試験 
（動物種） イヌ 
（期間） 1 年間 
（投与方法） 混餌 
（無毒性量） 33.1 mg/kg 体重/日 
（安全係数） 100 

 
ARfD 2.5 mg/kg 体重 

（ARfD 設定根拠資料） 急性神経毒性試験 
（動物種） ラット 
（期間） 単回 
（投与方法） 強制経口 
（最小毒性量） 500 mg/kg 体重 
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（安全係数） 200 
 

また、ヒトにおける暴露量及び体内動態も勘案して検討を行った結果、ヒトがフ

ルジオキソニルを継続的に経口摂取することによって耐性菌が選択され、保健衛生

上の危害を生じるおそれはないものと考える。 

 
＜参考＞ 
JMPR（2004、2012 年） 

ADI 0.4 mg/kg 体重/日 
（ADI 設定根拠資料） 慢性毒性/発がん性併合試験 
（動物種） ラット 
（期間） 2 年間 
（投与方法） 混餌 
（無毒性量） 37 mg/kg 体重/日 
（安全係数） 100 

 
ARfD 設定の必要なし 

 
米国（2015 年） 

cRfD 0.33 mg/kg 体重/日 
（cRfD 設定根拠資料） 慢性毒性試験 
（動物種） イヌ 
（期間） 1 年間 
（投与方法） 混餌 
（無毒性量） 33.1 mg/kg 体重/日 
（不確実係数） 100 

 

aRfD（幼児、子供を含む一般の集団） 設定の必要なし 
 

EU（2007 年） 

ADI 0.37 mg/kg 体重/日 
（ADI 設定根拠資料） 慢性毒性/発がん性併合試験 
（動物種） ラット 
（期間） 2 年間 
（投与方法） 混餌 
（無毒性量） 37 mg/kg 体重/日 
（安全係数） 100 

 

- 999-



54 

ARfD 設定の必要なし 
  

（参照 3、60～62、65～67）
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加

 
抑

制
等

 
  (発

が
ん

性
は

認

め
ら

れ
な
い

) 

 
 雄

：
0
､

0.
37

､
1.

1
､

3.
7､

37
､1

13
 

雌
：

0
､

0.
44

､
1.

3
､

4.
4､

44
､1

41
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動
物
種

 
試

験
 

投
与

量
 

（
m

g/
kg

体
重

/日
）

 

無
毒
性
量
（

m
g/

kg
体

重
/日

）
1)

 

JM
P

R
 

E
U

 
米
国

 
豪
州

2)
 

カ
ナ

ダ
 

食
品

安
全
委

員
会

参
考

 
(農

薬
抄

録
) 

 

2
世
代

 
繁

殖
試

験
 

0
､

30
､

30
0
､

3,
00

0 
pp

m
 

親
動

物
：

21
 

児
動

物
：

21
 

    親
動

物
：

体
重

増

加
抑

制
 

児
動

物
：

体
重

増

加
抑

制
 

  (繁
殖

能
に

対
す

る
影

響
は

認
め

ら

れ
な

い
) 

親
動
物
：

21
 

児
動
物
：

21
 

繁
殖
能
：

21
2 

   親
動

物
：

体
重

増

加
抑
制

 
児

動
物

：
体

重
増

加
抑
制

 
  (繁

殖
能

に
対

す

る
影

響
は

認
め

ら

れ
な
い

) 
  

親
動
物
、
児
動
物

 
雄
：

22
.1

 
雌
：

24
.2

 
   親

動
物

、
雌

雄
：

体
重
増
加
抑
制
等

 
児

動
物

：
体

重
増

加
抑
制

 
  (繁

殖
能

に
対

す

る
影

響
は

認
め

ら

れ
な
い

) 

親
動
物
：

15
 

児
動
物
：

15
 

    親
動

物
：

体
重

増

加
抑
制

 
児

動
物

：
体

重
増

加
抑
制

 
  (繁

殖
能

に
対

す
る

影
響

は
認

め
ら

れ

な
い

) 

~
20

 3
)  

     母
動

物
：

体
重

増

加
抑

制
 

児
動

物
：

体
重

増

加
抑

制
 

  (繁
殖

能
に

対
す

る
影

響
は

認
め

ら

れ
な

い
) 

親
動

物
、
児

動
物

P
雄

：
18

.9
 

P
雌

：
17

.9
 

F
1
雄

：
21

.1
 

F
1
雌

：
22

.0
 

 親
動

物
、

雌
雄

：

体
重

増
加
抑

制
等

児
動

物
：

体
重

増

加
抑

制
 

 (繁
殖

能
に

対
す

る

影
響

は
認

め
ら

れ

な
い

) 

親
動

物
、
児

動
物

 
P
雄

：
18

.9
 

P
雌

：
17

.9
 

F
1
雄

：
21

.1
 

F
1
雌

：
22

.0
 

 親
動

物
、

雌
雄

：

体
重

増
加
抑

制
等

 
児

動
物

：
体

重
増

加
抑

制
 

 (繁
殖

能
に

対
す

る

影
響

は
認

め
ら

れ

な
い

) 

 
 P

雄
：

0
､

1.
88

､

18
.9
､1

90
 

P
雌

：
0
､

1.
81

､

17
.9
､1

83
 

F
1
雄

：
0
､

2.
06

､

21
.1
､2

13
 

F
1
雌

：
0
､

2.
24

､

22
.0
､2

27
 

 

発
生

毒
性

 
試
験

 

0､
10

､1
00

､
1,

00
0 

母
動

物
：

10
0 

胎
児

：
1,

00
0 

 母
動

物
：

体
重

増

加
抑

制
等

 
胎

児
：

毒
性

所
見

な
し

 
 (催

奇
形

性
は

認

め
ら

れ
な
い

) 

母
動
物
：

10
0 

胎
児
：

1,
00

0 
      (催

奇
形

性
は

認

め
ら
れ
な
い

) 

母
動
物
：

10
0 

胎
児
：

10
0 

 母
動

物
：

体
重

増

加
抑
制
等

 
胎
児
：
腎
盂
拡
張
、

尿
管
拡
張

 
     

母
動
物
：

10
0 

胎
児
：

1,
00

0 
 母

動
物

：
体

重
増

加
抑
制
等

 
胎

児
：

毒
性

所
見

な
し

 
 (催

奇
形

性
は

認

め
ら
れ
な
い

) 
   

母
動

物
：

10
0 

胎
児

：
10

0 
 母

動
物

：
体

重
増

加
抑

制
等

 
胎

児
：

腎
盂

拡
張

  (催
奇

形
性

は
認

め
ら

れ
な
い

) 

母
動

物
：

10
0 

胎
児

：
1,

00
0 

 母
動

物
：

体
重

増

加
抑

制
等

 
胎

児
：

毒
性

所
見

な
し

 
 (催

奇
形

性
は

認

め
ら

れ
な
い

) 

母
動

物
：

10
0 

胎
児

：
1,

00
0 

 母
動

物
：

体
重

増

加
抑

制
等

 
胎

児
：

毒
性

所
見

な
し

 
 (催

奇
形

性
は

認

め
ら

れ
な
い

) 
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動
物
種

 
試

験
 

投
与

量
 

（
m

g/
kg

体
重

/日
）

 

無
毒
性
量
（

m
g/

kg
体

重
/日

）
1)

 

JM
P

R
 

E
U

 
米
国

 
豪
州

2)
 

カ
ナ

ダ
 

食
品

安
全
委

員
会

参
考

 
(農

薬
抄

録
) 

マ
ウ
ス

 

90
日

間
 

亜
急

性
 

毒
性

試
験

 

0、
10

、
10

0、
1,

00
0、

3,
00

0、
7,

00
0 

pp
m

 

45
0 

  雌
雄

：
腎
症
等

 

 
雄
：

44
5 

雌
：

55
9 

 雌
雄

：
肝

比
重

量

増
加
等

 

14
 

  着
色
尿

 

44
5 

  雌
雄

：
臨

床
化

学

検
査

値
及

び
肝

臓

の
病

理
組

織
学

的

変
化

を
伴

う
肝

重

量
増

加
 

雄
：

44
5 

雌
：

55
9 

 雌
雄

：
腎
症

等
 

雄
：

44
5 

雌
：

55
9 

 雌
雄

：
尿

細
管

腎

症
等

 
 雄

：
0
､

1.
3
､

13
.9
､

14
4､

44
5､

1,
05

0 
雌

：
0
､

1.
9
､

17
.0
､

17
8､

55
9、

1,
31

0 

 

18
か
月

間

発
が

ん
性

 
試
験

①
 

0､
10

､
10

0､
1,

00
0､

3,
00

0 
pp

m
 

11
2 

  肝
重

量
増

加
、

胸

腺
及

び
脾
臓
腫
大

     (
発

が
ん

性
は

認

め
ら

れ
な
い

) 

         (発
が

ん
性

は
認

め
ら
れ
な
い

) 

雄
：

11
.3

 
雌
：

13
3 

 雄
：

保
定

時
の

痙

攣
 

雌
：

肝
絶

対
重

量

増
加
、
肝
腫
大

 
  リ

ン
パ

腫
増

加
傾

向
(雌

) 

11
.3

 
  着

色
尿

、
M

C
H

C
減
少
等

 
    リ

ン
パ

腫
増

加
傾

向
(雌

) 

慢
性

毒
性
：

36
0 

発
が

ん
性
：

85
1 

3)

 雄
：

食
餌

効
率

低

下
、
肝
重

量
増
加

、

肝
臓

の
壊

死
、

胆

管
増

生
 

雌
雄

：
腎

臓
石

灰

化
、

腎
症

 
(発

が
ん

性
は

認

め
ら

れ
な
い

) 

雄
：

11
2 

雌
：

13
3 

 雌
雄

：
肝

重
量

増

加
 

雄
：

11
2 

雌
：

13
3 

 雌
雄

：
脾

臓
腫

大

等
 

    (発
が

ん
性

は
認

め
ら

れ
な
い

) 

 雄
：

0
､

1.
1
､

11
.3
､

11
2､

36
0 

雌
：

0
､

1.
4
､

13
.5
､

13
3､

41
7 

 

18
か

月
間

 
発

が
ん

性
 

試
験

②
 

0
､

3
､

30
､

5,
00

0
､

7,
00

0 
pp

m
 

3.
3 

 体
重

増
加

抑
制

、

肝
重

量
増

加
、

腎

症
 

 （
発

が
ん

性
は

認

め
ら

れ
な
い
）

 

      （
発

が
ん

性
は

認

め
ら
れ
な
い
）

 

雄
：

59
0 

雌
：

71
5 

 雌
雄
：
腎
症
等

 
  （

発
が

ん
性

は
認

め
ら
れ
な
い
）

 

3.
3 

  肝
重

量
増

加
、

腎

症
 

 （
発

が
ん

性
は

認

め
ら
れ
な
い

）
 

(最
大

耐
量

) 
雌

雄
：

5,
00

0 
 p

pm
 

   （
発

が
ん

性
は

認

め
ら

れ
な
い

）
 

雄
：

3.
3 

雌
：

4.
1 

 雌
雄

：
体

重
増

加

抑
制

等
 

  （
発

が
ん

性
は

認

め
ら

れ
な
い

）
 

(最
大

耐
量

) 
雌

雄
：

5,
00

0 
 p

pm
 

   （
発

が
ん

性
は

認

め
ら

れ
な
い

）
 

 
 雄

：
0
､

0.
33

､
3.

3
､

59
0､

85
1 

雌
：

0
､

0.
41

､
4.

1
､

71
5､

1,
01

0 

  
18

か
月

間
発

が
ん

性
試

験
①

②
の

総
合

評
価

 

11
2 

 
 

 
雄

：
11

2 
雌

：
13

3 
雄

：
11

2 
雌

：
13

3 
（

発
が

ん
性

は
認

め
ら

れ
な
い

）
 

雄
：

11
2 

雌
：

13
3 
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動
物
種

 
試

験
 

投
与

量
 

（
m

g/
kg

体
重

/日
）

 

無
毒
性
量
（

m
g/

kg
体

重
/日

）
1)

 

JM
P

R
 

E
U

 
米
国

 
豪
州

2)
 

カ
ナ

ダ
 

食
品

安
全
委

員
会

参
考

 
(農

薬
抄

録
) 

ウ
サ
ギ

 

発
生

毒
性

 
試

験
 

0､
10

､1
00

､
30

0 
母

動
物

：
10

0 
胎

児
：

30
0 

 母
動

物
：

体
重

増

加
抑

制
、

摂
餌

量

減
少

 
胎

児
：

毒
性

所
見

な
し

 
 （

催
奇

形
性

は
認

め
ら

れ
な
い
）

 

母
動
物
：

10
 

胎
児
：

30
0 

 母
動

物
：

体
重

増

加
抑
制

 
胎

児
：

毒
性

所
見

な
し

 
  （

催
奇

形
性

は
認

め
ら
れ
な
い

 
 

母
動
物
：

10
 

胎
児
：

30
0 

 母
動

物
：

体
重

増

加
抑
制
等

 
胎

児
：

毒
性

所
見

な
し

 
  （

催
奇

形
性

は
認

め
ら
れ
な
い
）

 

母
動
物
：

10
 

胎
児
：

30
0 

 母
動

物
：

体
重

増

加
抑
制
等

 
胎

児
：

毒
性

所
見

な
し

 
  （

催
奇

形
性

は
認

め
ら
れ
な
い

）
 

母
動

物
：

10
0 

3)
 

胎
児

：
30

0 
3)

 
 母

動
物

：
体

重
増

加
抑

制
等

 
胎

児
：

毒
性

所
見

な
し

  
  （

催
奇

形
性

は
認

め
ら

れ
な
い

）
 

 

母
動

物
：

10
0 

胎
児

：
30

0 
 母

動
物

：
体

重
増

加
抑

制
等

 
胎

児
：

毒
性

所
見

な
し

 
  （

催
奇

形
性

は
認

め
ら

れ
な
い

）
 

母
動

物
：

10
0 

胎
児

：
30

0 
 母

動
物

：
体

重
増

加
抑

制
 

胎
児

：
毒

性
所

見

な
し

 
  （

催
奇

形
性

は
認

め
ら

れ
な
い

）
 

     

イ
ヌ

 

90
日

間
 

亜
急

性
 

毒
性

試
験

 

0､
20

0､
2,

00
0､

 
15

,0
00

/1
0,

00
0 

pp
m

 

59
 

 貧
血

、
T

.C
h

ol
増

加
 

58
.5

 
 （

2,
00

0 
pp

m
群

の
下

痢
に

つ
い

て
、

1
年

の
試

験

の
8,

00
0 

pp
m

で

も
認

め
ら

れ
な

い

こ
と

か
ら

、
毒

性

と
せ
ず
）

 

雌
雄
：

5 
 雌
雄
：
下
痢

 

6.
2 

 下
痢
等

 

5 
3)

 
 下

痢
 

雌
雄

：
6.

2 
 雌

雄
：

下
痢

 

雌
雄

：
6.

2 
 雌

雄
：

下
痢

 
 

 雄
：

0
､

6.
2
､

60
.0
､

29
1 

雌
：

0
､

6.
2
､

59
.3
､

33
7 

 

1
年
間

 
慢

性
毒

性
 

試
験

 

0
、

10
0
、

1,
00

0
、

8,
00

0 
pp

m
 

33
 

  体
重

増
加

抑
制

、

T
.C

h
ol

増
加
等

 

 
雄
：

33
.1

 
雌
：

3.
3 

 雌
雄

：
体

重
増

加

抑
制

 

3.
1 

  体
重
増
加
抑

制
等

33
.1

 
  体

重
増

加
抑

制
、

臨
床

化
学

検
査

値

及
び

肝
臓
の

変
化

雄
：

33
.1

 
雌

：
35

.5
 

 雌
雄

：
体

重
増

加

抑
制

等
 

雄
：

33
.1

 
雌

：
35

.5
 

 雌
雄

：
体

重
増

加

抑
制

等
 

 
 雄
：

0、
3.

1、
33

.1
、

29
8 

雌
：

0、
3.

3、
35

.5
、

33
1 
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動
物
種

 
試

験
 

投
与

量
 

（
m

g/
kg

体
重

/日
）

 

無
毒
性
量
（

m
g/

kg
体

重
/日

）
1)

 

JM
P

R
 

E
U

 
米
国

 
豪
州

2)
 

カ
ナ

ダ
 

食
品

安
全
委

員
会

参
考

 
(農

薬
抄

録
) 

A
D

I（
cR

fD
）

 

N
O

A
E

L
：

37
 

S
F
：

10
0 

A
D

I：
0.

4 

N
O

A
E

L
：

37
 

S
F
：

10
0 

A
D

I：
0.

37
 

<
20

12
年

> 
N

O
A

E
L
：

3.
3 

U
F
：

10
0 

cR
fD

：
0.

03
3 

<
20

15
年

> 
N

O
A

E
L
：

33
.1

 
U

F
：

10
0 

cR
fD

：
0.

33
 

 

N
O

E
L
：

3.
7 

S
F
：

10
0 

A
D

I：
0.

03
 

 N
O

E
L
：

3.
1 

S
F
：

10
0 

A
D

I：
0.

03
 

N
O

A
E

L
：

3.
3 

U
F
：

10
0 

cR
fD

：
0.

03
3 

N
O

A
E

L
：

33
.1

 
S

F
：

10
0 

A
D

I：
0.

33
 

N
O

A
E

L
：

33
.1

 
S

F
：

10
0 

A
D

I：
0.

33
 

A
D

I（
cR

fD
）

設
定

根
拠

資
料

 

ラ
ッ

ト
2
年
間

 
慢

性
毒

性
/発

が
ん

性
併

合
試
験

 

ラ
ッ
ト

2
年
間

 
慢
性
毒
性

/発
が
ん

性
併
合
試
験

 

イ
ヌ

1
年

間
慢
性

 
毒
性
試
験

 
ラ
ッ
ト

2
年
間

 
慢
性
毒
性

/発
が

ん

性
併
合
試
験

 
 イ
ヌ

1
年

間
慢
性

毒
性
試
験

 

イ
ヌ

1
年

間
慢
性

毒
性

試
験

 
イ

ヌ
1
年

間
慢
性

毒
性

試
験

 
イ

ヌ
1
年

間
慢
性

 
毒

性
試

験
 

N
O

A
E

L
：

無
毒

性
量

 
S

F
：

安
全

係
数

 
U

F
：
不
確
実
係
数
 

A
D

I：
一
日
摂
取
許
容
量
 

cR
fD

：
慢
性
参
照
用
量
 

N
O

E
L
：

無
影

響
量

 
1)
：

無
毒

性
量
欄

に
は

、
最

小
毒

性
量

で
認

め
ら
れ
た
主
な
毒
性
所
見
を
記
し
た
。

 
2)
：

豪
州

の
無
毒

性
量

欄
の

数
値

は
全
て

N
O

E
L
で
あ
る
。

 
3)
：

N
O

E
L
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表 41 単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等 

動物種 試験 
投与量 

（mg/kg 体重又は 
mg/kg 体重/日） 

無毒性量及び急性参照用量設定に 
関連するエンドポイント 1) 

（mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日） 
ラット 

急性毒性 
試験 

5,000 雌雄：－ 
 
雌雄：軟便（投与 1 時間後） 

 
急性神経 
毒性試験 

0、500、1,000、2,000 雄：－ 
雌：500 
 
雌雄：自発運動量減少（投与 6 時間後） 

マウス 
一般薬理試験 
（一般状態） 

0、300、1,000、3,000 雄：300 
 
雄：グルーミング回数減少等 

急性毒性 
試験 

5,000 雌雄：－ 
 
雌雄：軟便（投与 1 時間後） 

ARfD 
LOAEL：500 
SF：200 
ARfD：2.5 

ARfD 設定根拠資料 ラット急性神経毒性試験 

ARfD：急性参照用量 SF：安全係数 LOAEL：最小毒性量 
－：無毒性量は設定されなかった。 
1)：最小毒性量又は最小作用量で認められた主な毒性所見を記した。 
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＜別紙 1：代謝物/分解物/原体混在物略称＞ 

記号 名称（略称） 化学名 

 

[B] 
フルジオキソニルの 2-位 
ヒドロキシ体 
SYN518577 

4-(2,2-ジフルオロベンゾ [1,3]ジオキソール -4-イ
ル)-2-ヒドロキシ-1H-ピロール-3-カルボニトリル 

 

[C] 
フルジオキソニルの 5-位 
ヒドロキシ体 
SYN518578 

4-(2,2-ジフルオロベンゾ [1,3]ジオキソール -4-イ
ル)-5-ヒドロキシ-1H-ピロール-3-カルボニトリル 

B 
[B-1] 
SYN 518577 の 
グルクロン酸抱合体 

4-(2,2-ジフルオロ -1,3-ベンゾジオキソール -4-イ
ル)-2--グルクロニル-1H-ピロール-3-カルボニトリ

ル 

C 
[B-2] 
SYN 518577 の硫酸抱合体 

4-(2,2-ジフルオロ -1,3-ベンゾジオキソール -4-イ
ル)-1H-ピロール-3-カルボニトリル-2-硫酸 

D 
[C-1] 
SYN 518578 の 
グルクロン酸抱合体 

4-(2,2-ジフルオロ -1,3-ベンゾジオキソール -4-イ
ル)-5--D-グルクロニル-1H-ピロール-3-カルボニト

リル 

E 
[E-1] 
SYN 518576(代謝物 X)の 
グルクロン酸抱合体 

4-(2,2-ジフルオロ-7--グルクロニル-1,3-ベンゾジオ

キソール-4-イル)-1H-ピロール-3-カルボニトリル 

F 
[C-2] 
SYN518578 の硫酸抱合体 

4-(2,2-ジフルオロ -1,3-ベンゾジオキソール -4-イ
ル)-1H-ピロール-3-カルボニトリル-5-硫酸 

G 

[H] 
ピロール環の2位ヒドロキシル、

5 位酸化体 
又はその異性体 
[I] 
ピロール環の 2 位酸化、5 位ヒド

ロキシル体 
 
(フルジオキソニルの酸化体) 
SYN 518579 

1,2-ジヒドロ-2-ヒドロキシ-4-(2,2-ジフルオロ-1,3-
ベンゾジオキソール-4-イル)-5H-ピロール-5-オン-3-
カルボニトリル 
又は、その異性体 
1,5-ジヒドロ-5-ヒドロキシ-4-(2,2-ジフルオロ-1,3-
ベンゾジオキソール-4-イル)-2H-ピロール-2-オン-3-
カルボニトリル 

H 

[K] 
1-ヒドロキシピロールの 
2,5 ジオン体 
CGA265378(代謝物 P)の 
1-ヒドロキシ体 
SYN 518580 

1-ヒドロキシ-4-(2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキ

ソール-4-イル)-1H-ピロール-2,5-ジオン-3-カルボニ

トリル 

I 
[T] 
CGA308103 

-ヒドロキシ-(2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソ

ール-4-イル)-アセトアミド 

J 
[P] 
フルジオキソニルのピロール環

開裂プロパンアミド体 

2-シアノ-3-(2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソー

ル-4-イル)-3 -オキソ-プロパンアミド 
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記号 名称（略称） 化学名 

K 
[V] 
CGA192155 

2-2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール-4- 
カルボン酸 

L 
[L] 
CGA265378(代謝物 P)のカルボ

ン酸体 

4-(2,2-ジフルオロ -1,3-ベンゾジオキソール -4-イ
ル)-1H-ピロール-2,5-ジオン-3-カルボン酸 

M 
[Q] 
フルジオキソニルのピロール環

開裂プロピオンアミド体 

2-(2,2-ジフルオロ -1,3-ベンゾジオキソール -4-イ
ル)-3-シアノ-3-オキソ-プロピオンアミド 

N 
CGA308103 (代謝物 I)の 
グルコース抱合体 

-o-グルコシル-(2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキ

ソール-4-イル)-アセトアミド 

P 

[J] 
フルジオキソニルの 2,5-ジオン

体 
CGA265378 

4-(2,2-ジフルオロ -1,3-ベンゾジオキソール -4-イ
ル)-1H-ピロール-2,5-ジオン-3-カルボニトリル 

R 
[R] 
CGA339833 
 

シス-3-(アミノカルボニル)-2-シアノ-3-(2,2- 
ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル)-オキサ

レンカルボン酸  

S 
[N] 
CGA308565 
 

4-(2,2-ジフルオロ -1,3-ベンゾジオキソール -4-イ
ル)-1H-2,5-ジオキソ-3-ピロリジンカルバニトリル 

T 
[S] 
CGA344623 
 

3-アミノカルボニル -2-シアノ -3-(2,2-ジフルオロ

-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル）プロパン酸 

U 

[D] 
フルジオキソニルの 1-位ヒドロ

キシ体 
CGA335892 

4-(2,2-ジフルオロ -1,3-ベンゾジオキソール -4-イ
ル)-1-ヒドロキシピロール-3-カルボニトリル 

V 

[D-2] 
CGA335892(代謝物 U)の 
硫酸抱合体 
 

4-(2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル)
ピロール-3-カルボニトリル-1-硫酸 

W 

[U] 
CGA308103(代謝物 I)の 
酸化体 
CGA344624 

1,2-ジフルオロ-4-オキサミル-1,3-ベンゾジオキソー

ル 

X 

[E] 
フルジオキソニルのベンゾジオ

キソール環 7 位ヒドロキシ体 
SYN518576 

4-(2,2-ジフルオロ-7-ヒドロキシ-1,3-ベンゾジオキ

ソール-4-イル)-1H-ピロール-3-カルボニトリル 

AA 原体混在物 － 
BB 原体混在物 － 
CC 原体混在物 － 
注)[ ]は農薬抄録中の略称。 
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＜別紙 2：検査値等略称＞ 

略称 名称 

ACh アセチルコリン 

ai 有効成分量（active ingredient） 

ALP アルカリホスファターゼ 

APTT 活性化部分トロンボプラスチン時間 

AUC 薬物濃度曲線下面積 

Bil ビリルビン 

BUN 血液尿素窒素 

Cmax 最高濃度 

CMC カルボキシメチルセルロース 

Cre クレアチニン 

GGT 
-グルタミルトランスフェラーゼ 
［=-グルタミルトランスペプチダーゼ（-GTP）］ 

Glob グロブリン 

Glu グルコース（血糖） 

Hb ヘモグロビン（血色素量） 

His ヒスタミン 

Ht ヘマトクリット値 

IgM 免疫グロブリン M 

LC50 半数致死濃度 

LD50 半数致死量 

MC メチルセルロース 

MCH 平均赤血球血色素量 

MCV 平均赤血球容積 

NA ノルアドレナリン 

PHI 最終使用から収穫までの日数 

RBC 赤血球数 

T1/2 消失半減期 

TAR 総投与（処理）放射能 

T.Bil 総ビリルビン 

T.Chol 総コレステロール 

TCmax/2 Cmax時の濃度の 1/2 濃度に達した時間 

Tmax 最高濃度到達時間 

TP 総蛋白質 

TRR 総残留放射能 

UDS 不定期 DNA 合成 
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＜別紙 3：作物残留試験成績（国内）（農薬としての使用）＞ 

作物名 
［栽培形態］ 

(分析部位) 
実施年 

試 
験 
ほ 
場 
数 

使用量 
(g ai/ha) 

回

数

(回)

PHI
(日) 

残留値（mg/kg） 

フルジオキソニル 

公的分析機関 社内分析機関 

最高値 平均値 最高値 平均値 

水稲 
(玄米) 

1990 年 
2 

6.6 g ai/L WP 

乾燥種籾重の3%吹

き付け 

1 140 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

1 171 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

水稲 
(稲わら) 
1990 年 

2 
6.6 g ai/L WP 

乾燥種籾重の3%吹

き付け 

1 140 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 

1 171 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 

水稲 
(玄米) 

1990 年 
2 

50 g ai/L WP 

乾燥種籾重の0.5%
種子粉衣 
(湿粉衣) 

1 140 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

1 171 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

水稲 
(稲わら) 
1990 年 

2 

50 g ai/L WP 

乾燥種籾重の0.5%
種子粉衣 
(湿粉衣) 

1 140 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 

1 171 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 

水稲 
(玄米) 

1990 年 
2 

2.5g ai/L WP 

10 分間浸漬 

1 140 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

1 171 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

水稲 
(稲わら) 
1990 年 

2 
2.5g ai/L WP 

10 分間浸漬 

1 140 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 

1 171 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 

水稲 
(玄米) 

1990 年 
2 

0.25 g ai/L WP 

24 時間浸漬 

1 139 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

1 170 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

水稲 
(稲わら) 
1990 年 

2 
0.25 g ai/L WP 

24 時間浸漬 

1 139 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 

1 170 <0.01 <0.01 <0.005 <0.005 

だいず 
(乾燥子実) 

2008 年 
2 

11 g ai/L SC 

原液8 mL/kg種子 
塗抹処理 

1 125   <0.01 <0.01 

1 127   <0.01 <0.01 

あずき 
(乾燥子実) 

2009 年 
2 

11 g ai/L SC 

原液8 mL/kg種子 
塗抹処理 

1 125   <0.01 <0.01 

1 112   <0.01 <0.01 

いんげん 
［露地］ 

(乾燥子実) 
1997 年 

2 
600 SC 

散布 

3 
1
3 
7 

0.015
0.018 
0.016 

0.014 
0.018 
0.016 

0.012 
0.011 
0.010 

0.011
0.011 
0.009 

3 
1
3 
7 

0.083
0.065 
0.064 

0.080 
0.064 
0.062 

0.058 
0.050 
0.055 

0.056
0.048 
0.054 

いんげん 
［露地］ 

(乾燥子実) 
1998 年 

2 
600 SC 

散布 

3 
7

14 
21 

0.014
0.008 
0.007 

0.014 
0.008 
0.007 

0.008 
0.007 
0.006 

0.008
0.006 
0.006 

3 
7

14 
21 

0.007
<0.005 
<0.005 

0.006 
<0.005 
<0.005 

0.009 
<0.005 
<0.005 

0.009
<0.005 
<0.005 
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作物名 
［栽培形態］ 

(分析部位) 
実施年 

試 
験 
ほ 
場 
数 

使用量 
(g ai/ha) 

回

数

(回)

PHI
(日) 

残留値（mg/kg） 

フルジオキソニル 

公的分析機関 社内分析機関 

最高値 平均値 最高値 平均値 

いんげん 
［露地］ 

(乾燥子実) 
2011 年 

2 
11 g ai/L SC 

原液8 mL/kg種子 
塗抹処理 

1 94   <0.01 <0.01 

1 91   <0.01 <0.01 

ばれいしょ 
［露地］ 

(塊茎) 
2010 年 

2 
1.86 g ai/L SC 

3L/100kg 種いも 
種いも散布 

1 106 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

1 86 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

ばれいしょ 
［露地］ 

(塊茎) 
2010 年 

2 
1.86 g ai/L SC 

種いも瞬間浸漬 

1 106 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

1 86 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

てんさい 
(根部) 

2008 年 
2 

11 g ai/L SC 

原液8 mL/kg種子塗

抹処理 

1 208   <0.01 <0.01 

1 188   <0.01 <0.01 

飼料用稲 
(植物体全体) 

2006 年 
2 

20 g ai/L SC 

乾燥種籾重の0.5%
種子粉衣(湿粉衣)

1 132 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

1 133 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

飼料用 
とうもろこし 

(茎葉) 
2004 年 

2 

50 g ai/L WP 

種子重量の0.5%種

子粉衣 
(湿粉衣) 

1 89   <0.02 <0.02 

1 83   <0.02 <0.02 

キャベツ 
［露地］ 

(葉球) 
1993 年 

2 

50 g ai/L WP 

種子重量の0.5%種

子粉衣 
(湿粉衣) 

1 80 
133 

<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 

キャベツ 
［露地］ 

(葉球) 
1998 年 

2 

50 g ai/L WP 

種子重量の0.5%種

子粉衣 
(湿粉衣)×1 

＋ 
400 SC 

散布×3 

4 
3 
7 

14 

0.263 
0.073 

<0.005 

0.257 
0.070 

<0.005 

0.046 
<0.005 
<0.005 

0.040 
<0.005 
<0.005 

4 
3 
7 

14 

0.169 
0.305 
0.019 

0.166 
0.304 
0.018 

0.297 
0.060 

<0.005 

0.286 
0.054 

<0.005 

ブロッコリー 
［露地］ 

(花蕾) 
2011 年 

2 

600 SC 

散布 
3 

3
7 

14 
  

1.05 
0.69 
0.11 

1.04
0.68 
0.10 

428 SC 

散布 

3
7 

14 
  

3.36 
1.64 
0.07 

3.34
1.59 
0.07 

ブロッコリー 
［露地］ 

(花蕾) 
2013 年 

1 
488 SC 

散布 3 3 3.15 3.14   
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作物名 
［栽培形態］ 

(分析部位) 
実施年 

試 
験 
ほ 
場 
数 

使用量 
(g ai/ha) 

回

数

(回)

PHI
(日) 

残留値（mg/kg） 

フルジオキソニル 

公的分析機関 社内分析機関 

最高値 平均値 最高値 平均値 

ふき 
［施設］ 

(茎部) 
2002 年 

2 
300 SC 

散布 

2 
7

14 
21 

0.72
0.43 
0.21 

0.72 
0.42 
0.21 

0.41 
0.10 
0.02 

0.41
0.10 
0.02 

2 
7

14 
21 

0.78
0.11 

<0.03 

0.78 
0.11 

<0.03 

0.70 
0.56 
0.50 

0.70
0.56 
0.50 

たまねぎ 
(鱗茎) 

1996 年 
2 

300 SC 

散布 

3 
1 
3 
7 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

3 
1 
3 
7 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

たまねぎ 
(鱗茎) 

2001 年 
2 

0.4 g ai/L SC 

5分間苗浸漬×1 
＋ 

300 SC 

茎葉散布×3 

4 
1 
3 
7 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

0.005 
<0.005 
<0.005 

0.005 
<0.005 
<0.005 

4 
1 
3 
7 

0.014 
<0.005 
<0.005 

0.014 
<0.005 
<0.005 

0.011 
<0.005 
<0.005 

0.010 
<0.005 
<0.005 

たまねぎ 
(鱗茎) 

2002 年 
1 

0.4 g ai/L SC 

苗浸漬×1 
＋ 

230 WG 

散布×3 

4 
1 
7 

14 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

たまねぎ 
(鱗茎) 

2003 年 
1 

0.4 g ai/L SC 

苗浸漬×1 
＋ 

460 WG 

散布×3 

4 
1 
7 

14 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

ねぎ 
(茎葉) 

2010 年 

1 
320 SC 
散布 3 

1 
3 
7 

0.71 
0.63 
0.29 

0.70 
0.62 
0.28 

0.83 
0.36 
0.33 

0.80 
0.36 
0.32 

1 
360 SC 
散布 3 

1 
3 
7 

2.90 
2.56 
1.36 

2.86 
2.53 
1.36 

3.03 
2.47 
0.81 

2.98 
2.36 
0.80 

にんにく 
(鱗茎) 

2011 年 

1 
300 SC 
散布 3 

7 
14 
21 

  
<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

1 
200~250 SC 

散布 3 
7 

14 
21 

  
<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 
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作物名 
［栽培形態］ 

(分析部位) 
実施年 

試 
験 
ほ 
場 
数 

使用量 
(g ai/ha) 

回

数

(回)

PHI
(日) 

残留値（mg/kg） 

フルジオキソニル 

公的分析機関 社内分析機関 

最高値 平均値 最高値 平均値 

にら 
(茎葉) 

1999 年、 
2000 年 

2 
150 SC 

散布 1 

3
7 

14 

1.88
0.64 
0.30 

1.82 
0.63 
0.30 

1.81 
0.46 
0.30 

1.82
0.44 
0.30 

3
7 

14 

4.92
0.55 
0.22 

4.86 
0.54 
0.12 

6.14 
0.72 
0.25 

5.97
0.70 
0.24 

わけぎ 
(茎葉) 

2012 年 
2 

367 SC 

散布 
3 

3
7 

14 
  

4.75 
1.43 
0.58 

4.66
1.36 
0.58 

350 SC 

散布 

3
7 

14 
  

4.59 
3.59 
1.17 

4.58
3.54 
1.16 

らっきょう 
［露地］ 

(鱗茎) 
2010 年 

2 
600 SC 

散布 

3 

1 
3 
7 

14 

<0.08 
<0.08 
<0.08 
<0.08 

<0.08 
<0.08 
<0.08 
<0.08 

  

3 

1 
3 
7 

14 

<0.08 
<0.08 
<0.08 
<0.08 

<0.08 
<0.08 
<0.08 
<0.08 

  

にんじん 
［露地］ 

(根部) 
2004 年 

2 
400 SC 

散布 

3 
7 

14 
21 

0.33 
0.63 
0.42 

0.32 
0.62 
0.40 

0.30 
0.30 
0.28 

0.29 
0.29 
0.28 

3 
7 

14 
21 

1.73 
1.19 
1.12 

1.68 
1.18 
1.10 

1.25 
0.97 
0.99 

1.20 
0.88 
0.97 

トマト 
［施設］ 

(果実) 
1994 年 

2 

50 g ai/L WP 

種子重量の0.5%種

子粉衣×1 
＋ 

600 SC 

散布×3 

4 1 0.103 0.098 0.139 0.136 

6a 
1 
3 
7 

0.092 
0.115 
0.174 

0.089 
0.112 
0.172 

0.111 
0.058 
0.058 

0.108 
0.057 
0.057 

4 1 0.392 0.384 0.694 0.690 

6a 
1 
3 
7 

0.376 
0.287 
0.126 

0.370 
0.271 
0.125 

0.547 
0.210 
0.091 

0.538 
0.206 
0.088 

トマト 
［施設］ 

(果実) 
2010 年 

2 
400 g ai/L WP 

原液0.52 mL/kg 
種子塗抹処理 

1 146   <0.01 <0.01 

1 120   <0.01 <0.01 

ミニトマト 
［施設］ 

(果実) 
2004 年 

2 

50 g ai/L WP 

種子重量の0.5%種

子粉衣×1 
+ 

800 SC散布×3 

4 
1 
3 

14 

2.9 
2.6 
1.9 

2.8 
2.6 
1.8 

2.4 
1.9 
1.4 

2.4 
1.9 
1.4 
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作物名 
［栽培形態］ 

(分析部位) 
実施年 

試 
験 
ほ 
場 
数 

使用量 
(g ai/ha) 

回

数

(回)

PHI
(日) 

残留値（mg/kg） 

フルジオキソニル 

公的分析機関 社内分析機関 

最高値 平均値 最高値 平均値 
50 g ai/L WP 

種子重量の0.5%種

子粉衣×1 
+ 

400 SC散布×3 

4 
1 
3 

14 

0.6 
0.5 
0.4 

0.6 
0.5 
0.4 

0.5 
0.5 
0.4 

0.5 
0.5 
0.4 

ピーマン 
［施設］ 

(果実) 
2004 年 

2 

400 SC 
散布 3 

1 
7 

14 

0.66 
0.48 
0.13 

0.64 
0.48 
0.12 

0.67 
0.43 
0.19 

0.63 
0.41 
0.18 

462 SC 

散布 3 
1 
7 

14 

2.01 
0.69 
0.23 

1.98 
0.68 
0.22 

1.36 
0.50 
0.22 

1.35 
0.47 
0.22 

なす 
［施設］ 

(果実) 
1994 年 

2 
600 SC 

散布 

3 1 0.069 0.066 0.422 0.404

5a 
1
3 
7 

0.123
0.060 
0.017 

0.118 
0.059 
0.016 

0.247 
0.021 
0.023 

0.236
0.020 
0.022 

3 1 0.378 0.369 0.471 0.468

5a 
1
3 
7 

0.312
0.358 
0.134 

0.308 
0.345 
0.129 

0.667 
0.430 
0.205 

0.660
0.420 
0.202 

きゅうり 
［施設］ 

(果実) 
1993 年 

2 

600 SC 

散布 

3 1 0.346 0.343 0.420 0.416

5a 
1
3 
7 

0.368
0.235 
0.104 

0.362 
0.230 
0.098 

0.456 
0.370 
0.125 

0.451
0.368 
0.122 

500 SC 

散布 

3 1 0.603 0.582 0.699 0.678

5a 
1
3 
7 

0.716
0.375 
0.145 

0.696 
0.371 
0.140 

0.712 
0.354 
0.142 

0.701
0.351 
0.142 

すいか 
［施設］ 

(果実) 
2003 年 

2 

600 SC 

散布 
3 

1
7 

14 

<0.01
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

0.03 
0.01 
0.01 

0.03
0.01 
0.01 

593 SC 
散布 3 

1
7 

14 

<0.01
0.03 

<0.01 

<0.01 
0.03 

<0.01 

0.01 
0.04 
0.01 

0.01
0.04 
0.01 

メロン 
［施設］ 

(果実) 
2010 年 

2 

560 SC 

散布 
3 

1
3 
7 

<0.01
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01
<0.01 
<0.01 

600 SC 

散布 3 
1
3 
7 

<0.01
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

0.02 
0.01 
0.01 

0.02
0.01 
0.01 

ほうれん草 
［施設］ 

(茎葉) 
1991 年 

2 

50 g ai/L WP 

種子重量の0.5%種

子粉衣 
(湿粉衣) 

1 28 
35 

<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 

1 28 
35 

<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
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作物名 
［栽培形態］ 

(分析部位) 
実施年 

試 
験 
ほ 
場 
数 

使用量 
(g ai/ha) 

回

数

(回)

PHI
(日) 

残留値（mg/kg） 

フルジオキソニル 

公的分析機関 社内分析機関 

最高値 平均値 最高値 平均値 

さやえんどう 
［施設］ 

(さや) 
2003 年 

2 
400 SC 

散布 

2 
1 
3 
7 

  
0.50 
0.49 
0.43 

0.48 
0.48 
0.42 

3 
1 
3 
7 

  
0.71 
0.48 
0.29 

0.71 
0.46 
0.29 

2 
1 
3 
7 

  
2.07 
1.65 
0.26 

2.02 
1.62 
0.26 

3 
1 
3 
7 

  
2.28 
0.54 
0.48 

2.21 
0.52 
0.46 

未成熟 
いんげん 
［施設］ 

(さや) 
1997 年 

2 
600 SC 

散布 

3 
1 
3 
7 

1.62 
0.809 
0.157 

1.60 
0.805 
0.156 

1.14 
0.790 
0.119 

1.12 
0.764 
0.118 

3 
1 
3 
7 

0.753 
0.643 
0.301 

0.734 
0.626 
0.296 

0.306 
0.304 
0.090 

0.302 
0.302 
0.087 

えだまめ 
［施設］ 

(さや) 
2004 年 

2 
400 SC 

散布 

3 
1 
3 
7 

1.7 
1.4 
1.6 

1.7 
1.4 
1.6 

1.2 
1.0 
1.0 

1.2 
1.0 
1.0 

3 
1 
3 
7 

2.8 
2.4 
2.4 

2.8 
2.4 
2.4 

2.2 
2.0 
1.6 

2.2 
2.0 
1.6 

えだまめ 
［露地］ 

(さや) 
2008 年 

2 
11 g ai/L SG 

原液8 mL/kg種子 
塗抹処理 

1 83   <0.01 <0.01 

1 69   <0.01 <0.01 

オリーブ 
［露地・無袋］ 

(葉) 
2014 年 

2 

2,200 SC  

散布 

2 

59  
90  

120 
  

24.1 
13.5 
9.75 

23.9 
13.4 
9.58 

1,500 SC  

散布 

60  
90  

120 
  

47.1 
23.7 
14.5 

45.5 
23.3 
14.5 

未成熟ささげ 
［露地］ 

(さや) 
2003 年 

2 
400 SC 

散布 

3 
1 
3 
7 

0.91 
0.22 

<0.05 

0.90 
0.22 

<0.05 
  

3 
1 
3 
7 

1.28 
0.56 
0.23 

1.26 
0.55 
0.22 
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作物名 
［栽培形態］ 

(分析部位) 
実施年 

試 
験 
ほ 
場 
数 

使用量 
(g ai/ha) 

回

数

(回)

PHI
(日) 

残留値（mg/kg） 

フルジオキソニル 

公的分析機関 社内分析機関 

最高値 平均値 最高値 平均値 

食用金魚草 
［施設］ 

(花) 
2012 年 

2 
267 SC 
散布 

2 
3 
7 

14 
  

5.12 
1.53 
0.28 

5.00 
1.52 
0.28 

2 
3 
7 

14 
  

14.9 
3.56 
0.88 

14.6 
3.52 
0.87 

温州みかん 
［施設・無袋］ 

(果肉) 
1998 年 

2 

460 WG 

散布 
3 

7 
14 
21 

0.022 
0.005 
0.005 

0.022 
0.005 
0.005 

0.013 
0.006 
0.005 

0.012 
0.006 
0.005 

920 WG 

散布 
3 

7 
14 
21 

0.017 
0.012 
0.024 

0.016 
0.012 
0.023 

0.011 
0.005 
0.011 

0.010 
0.005 
0.010 

温州みかん 
［施設・無袋］ 

(果皮) 
1998 年 

2 

460 WG 

散布 3 
7 

14 
21 

2.84 
3.45 
3.79 

2.83 
3.36 
3.77 

1.68 
1.38 
1.23 

1.67 
1.38 
1.22 

920 WG 

散布 3 
7 

14 
21 

3.84 
3.32 
2.99 

3.84 
3.30 
2.97 

1.63 
1.37 
1.38 

1.60 
1.30 
1.36 

温州みかん 
［施設・無袋］ 

(果肉) 
2006 年 

2 

460 WG 

散布 
3 

7 
14 
28 

0.01 
<0.01 
<0.01 

0.01 
<0.01 
<0.01 

0.01 
<0.01 
<0.01 

0.01 
<0.01 
<0.01 

958 WG 

散布 
3 

7 
14 
28 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

<0.01 
<0.01 
<0.01 

温州みかん 
［施設・無袋］ 

(果皮) 
2006 年 

2 

460 WG 

散布 
3 

7 
14 
28 

3.60 
3.58 
3.37 

3.58 
3.40 
3.32 

4.34 
2.36 
2.94 

4.32 
2.31 
2.94 

958 WG 

散布 
3 

7 
14 
28 

2.93 
3.82 
2.70 

2.82 
3.78 
2.62 

2.54 
2.97 
2.04 

2.50 
2.96 
2.04 

なつみかん 
［露地・無袋］ 

(果実) 
1999 年 

2 

575 WG 2 
45 
60 
91 

0.21 
0.24 
0.19 

0.20 
0.24 
0.18 

0.27 
0.19 
0.12 

0.26 
0.19 
0.12 

460 WG 2 
45 
60 
90 

0.27 
0.12 
0.12 

0.27 
0.11 
0.12 

0.26 
0.19 
0.11 

0.26 
0.17 
0.10 

なつみかん 
［露地・無袋］ 

(果肉) 
2 

575 WG 

散布 
2 

45 
60 
91 

0.007 
0.006 

<0.005 

0.006 
0.006 

<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 
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作物名 
［栽培形態］ 

(分析部位) 
実施年 

試 
験 
ほ 
場 
数 

使用量 
(g ai/ha) 

回

数

(回)

PHI
(日) 

残留値（mg/kg） 

フルジオキソニル 

公的分析機関 社内分析機関 

最高値 平均値 最高値 平均値 

1999 年 
460 WG 

散布 
2 

45 
60 
90 

0.007 
<0.005 
<0.005 

0.007 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.005 
<0.005 
<0.005 

なつみかん 
［露地・無袋］ 

(果皮) 
1999 年 

2 

575 WG 

散布 
2 

45 
60 
91 

0.78 
0.79 
0.63 

0.75 
0.77 
0.60 

0.942 
0.664 
0.414 

0.876 
0.635 
0.410 

460 WG 

散布 
2 

45 
60 
90 

1.03 
0.40 
0.41 

1.00 
0.38 
0.40 

0.947 
0.673 
0.382 

0.916 
0.608 
0.356 

すだち 
［露地・無袋］ 

(果実) 
1999 年 

1 
460 WG 

散布 
2 

44a 
59 
90 

  
0.038 
0.014 

<0.005 

0.032 
0.014 

<0.005 

かぼす 
［露地・無袋］ 

(果実) 
1999 年 

1 
460 WG 

散布 
2 

45 
60 
90 

  
0.044 

<0.005 
0.059 

0.042 
<0.005 
0.058 

ゆず 
［露地・無袋］ 

(果実) 
1999 年 

1 
845~958 WG 

散布 
2 

45 
60 
90 

  
<0.159 
0.173 
0.177 

<0.155 
0.162 
0.161 

うめ 
(果実) 

2001 年 
2 

345 WG 

散布 
2 

30a 
45 
60 

0.050 
0.030 

<0.005 

0.050 
0.029 

<0.005 

0.128 
0.034 
0.008 

0.124 
0.032 
0.008 

460 WG 

散布 
2 

29a 
45 
60 

0.522 
0.146 

<0.005 

0.516 
0.142 

<0.005 

0.768 
0.133 
0.010 

0.764 
0.130 
0.010 

いちご 
［施設］ 

(果実) 
1995 年 

2 
267 SC 

散布 

1 1 0.467 0.460 0.306 0.302 

2 1 0.815 0.810 0.628 0.604 

3 1 0.726 0.724 0.480 0.480 

1 1 0.786 0.782 0.576 0.554 

2 1 1.44 1.42 1.31 1.30 

3 1 1.45 1.41 1.35 1.32 

いちご 
［施設］ 

(果実) 
1995 年 

2 
400 SC 

散布 

1 1 0.693 0.682 0.811 0.789 
2 1 1.00 0.999 1.25 1.20 
3 1 1.07 1.04 0.990 0.979 
1 1 1.45 1.35 0.818 0.806 
2 1 1.22 1.21 1.38 1.37 
3 1 1.53 1.47 1.22 1.18 
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作物名 
［栽培形態］ 

(分析部位) 
実施年 

試 
験 
ほ 
場 
数 

使用量 
(g ai/ha) 

回

数

(回)

PHI
(日) 

残留値（mg/kg） 

フルジオキソニル 

公的分析機関 社内分析機関 

最高値 平均値 最高値 平均値 

いちご 
［施設］ 

(果実) 
2006 年､

2007 年 

2 
400 SC 

散布 

3 
1 
7 

14 

1.88 
0.72 
0.28 

1.86 
0.71 
0.28 

1.97 
0.72 
0.21 

1.94 
0.71 
0.20 

3 
1 
7 

14 

1.05 
0.45 
0.24 

1.05 
0.44 
0.24 

1.00 
0.36 
0.17 

0.99 
0.35 
0.16 

ぶどう 
［施設］ 

(果実) 
1999 年 

2 

345 WG 

散布 2 
30 
45 
60 

0.818 
1.18 

0.176 

0.810 
1.18 
0.172 

0.681 
1.75 

0.076 

0.632 
1.64 
0.076 

460 WG 

散布 3 
7a 

14a 
21 

0.948 
0.463 
0.430 

0.940 
0.460 
0.418 

1.33 
1.20 
0.95 

1.25 
1.14 
0.93 

ぶどう 
［施設］ 

(果実) 
2011 年､

2012 年 

2 

668 SC 3 
7a 

14a 
21 

  
0.72 
0.73 
0.61 

0.72 
0.70 
0.60 

604 SC 3 
7a 

14a 
21 

  
4.03 
3.59 
2.70 

3.91 
3.57 
2.68 

オリーブ 
［露地］ 

(果実) 
2013 年 

2 

2,200 SC  

散布 
2 

7
14 
21 

  
8.40 
5.74 
3.08 

8.05
5.66 
3.08 

1,500 SC  

散布 

7
14 
21 

  
5.73 
5.01 
4.34 

5.68
4.84 
4.27 

しそ 
［施設］ 

(葉部) 
2011 年 

2 
400 SC 

散布 

1 

3a

7 
14 
21 

  

22.1 
9.96 
3.20 
0.84 

21.2
9.68 
3.05 
0.83 

2 

3a

7 
14 
21 

  

34.9 
26.3 
5.02 
2.98 

33.8
25.1 
4.94 
2.83 

1 

3a

7 
14 
21 

  

21.6 
16.0 
9.68 
6.16 

21.4
15.4 
9.62 
6.02 

2 

3a

7 
14 
21 

  

41.9 
22.4 
17.6 
11.4 

40.1
22.3 
17.0 
11.4 

注）・試験には、WP：水和剤、SC：フロアブル剤、WG：顆粒水和剤が用いられた。 
・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値に<を付して記載した。 
・農薬の使用量、使用回数及び使用時期（PHI）が、登録又は申請された使用方法から逸脱している場
合は、使用量、回数又は PHI に aを付した。 
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＜別紙 4：作物残留試験成績（海外）（農薬としての使用）＞ 
作物名 

（分析部位） 
実施年 

使用量 
（g ai/ha） 

使用

回数
経過日数 

分析値(mg/kg) 

フルジオキソニル 

さやいんげん 
（さや+子実） 

2003 年 
40.2 g ai/ha WG 

4 7 0.04;0.04 

4 6～7 0.03;0.03 

4 7 0.04;0.05 

4 7 
0.11;0.10 
0.03;0.02 
0.02;0.02 

4 6～7 <0.02;<0.02 

4 7～8 
0.36;0.41 
0.21;0.25 
0.13;0.12 

4 7～8 0.05;0.05 

4 6～8 0.04;0.03 

いんげんまめ 
（乾燥子実） 

2003 年 
40.2 g ai/ha WG 

4 7 0.03;0.04 

4 7～8 0.29;0.17 

6 7～8 0.04;0.09 

4 6～8 0.02;0.03 

4 7 0.08;0.05 

4 7 0.13;0.12 

4 6～8 0.05;0.02 

4 6～8 0.02;0.02 

4 7 0.182;0.26 

ライマ豆 
（さや+子実） 

2003 年 
40.2 g ai/ha WG 

4 7 <0.02;<0.02 

4 7 <0.02;<0.02 

6 6～8 0.03;0.03 

5 6～8 0.21;0.21 

4 7 0.03;0.04 

5 7 <0.02;<0.02 

5 6～8 <0.02;<0.02 

5 7～8 0.04;0.02 

注）WG：顆粒水和剤 
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＜別紙 5：作物残留試験成績（海外）（添加物としての使用）＞ 

（１）かんきつ類 
 

表 1-1. オレンジ 

作物名 
（品種） 
試験年 

栽培場所 

使

用

回

数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果 (mg/kg)2) 

最大値 最小値 

オレンジ 
（バレンシア） 

2001 年 

米国 
フロリダ州 

1

2.2g ai/L 
Dip 処理 1.56 1.28 

2.4g ai/L 
Dip 処理 

（ワックス未処理） 
0.96 0.85 

米国 
カリフォルニア州

1

2.4g ai/L 
Dip 処理 3.39 2.21 

2.4g ai/L 
Dip 処理 

全果実：2.99 
果皮：1.92 
果肉：3.35 

1.41 
0.55 
0.92 

米国 
フロリダ州 

1
＋

1

2.2＋2.4g ai/L 
Dip 処理 

1.98 1.40 

米国 
カリフォルニア州

1
＋

1

2.4＋2.4g ai/L 
Dip 処理 

2.96 2.86 

1

0.096g ai/kg 果実

Spray 処理 
1.09 0.91 

0.097g ai/kg 果実

Spray 処理 
0.49 0.48 

1
＋

1

0.098＋0.097g ai
/kg 果実 

Spray 処理 
0.70 0.41 

オレンジ 
（バレンシア） 

2002 年 

米国 
カリフォルニア州

1

0.002g ai/kg 果実

Spray 処理 
全果実：0.85 
果 肉：0.08 

0.62 
0.03 

0.004g ai/kg 果実

Spray 処理 

全果実：1.0 
全果実(洗浄後)： 

0.19 
果 肉：0.11 

0.90 
 

0.06 
0.05 

1
＋

1

0.29g ai/L   
Drench 処理 

+ 
0.001g ai/kg 果実

Spray 処理 

冷蔵 6 日後： 
0.58 

冷蔵 14 日後： 
0.60 

 
0.33 

 
0.35 

1
＋

1

0.61g ai /L   
Drench 処理 

+ 
0.002g ai/kg 果実

Spray 処理 

冷蔵 6 日後： 
0.71 

冷蔵 14 日後： 
0.72 

 
0.53 

 
0.2 
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表 1-2．レモン 

作物名 
（品種） 
試験年 

栽培場所 

使

用

回

数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果 (mg/kg) 2) 

最大値 最小値 

レモン 
（ユーレカ） 

2001 年 

米国 
カリフォルニア州

1

2.4kg ai/L 
Dip 処理 3.29 2.45 

2.4g ai /L 
Dip 処理 

（ワックス未処理）
1.39 0.64 

2.4＋2.4g ai/L 
Dip 処理 

4.28 2.01 

0.093g ai/kg 果実 
Spray 処理 

0.54 0.53 
果実  ：0.65 
ジュース：<0.02 
オイル ：39.7 
絞り粕 ：1.39 

0.10g ai/kg 果実 
Spray 処理 

1.14 1.01 

0.10g ai/kg 果実 
Spray 処理 

（ワックス未処理）

0.47 0.46 

1
＋

1

0.105＋0.102g ai 
/kg 果実 

Spray 処理 
1.01 0.65 
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表 1-3．レモン 

作物名 
（品種） 
試験年 

栽培場所 

使

用

回

数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果 (mg/kg) 2) 

最大値 最小値 

レモン 
（ユーレカ） 

2004 年 

米国 
カリフォルニア州

1
0.61g ai/L  

Drench 処理 

処理当日 
(洗浄前)：1.1 
30-31 日後 
(洗浄後)：1.4 

 
0.80 

 
0.72 

処理当日 
(洗浄後)：0.55 
30-31 日後 
(洗浄後)：1.1 

 
0.46 

 
0.44 

1
＋

1

0.61g ai/L  
Drench 処理 

＋ 
0.002g ai/kg 果実 

Spray 処理 

処理当日：2.1 
14 日後 

(洗浄後)：1.5 

2.1 
 

1.2 

0.61g ai/L  
Drench 処理 

＋ 
14 日間冷蔵保存 

＋ 
0.002g ai/kg 果実 

Spray 処理 

処理当日：1.7 
14 日後 
(洗浄後)：1.8 

1.3 
 

1.6 

0.61g ai/L  
Drench 処理 

＋ 
0.004g ai/kg 果実  

Spray 処理 

処理当日：2.5 
14 日後 
(洗浄後)：2.1 

2.0 
 

2.1 
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表 1-4．グレープフルーツ 

作物名 
（品種） 
試験年 

栽培場所 

使

用

回

数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果(mg/kg) 2) 

最大値 最小値 

グレープフルーツ 
（ルビーレッド） 

2001 年 

米国 
カリフォルニア州

及びテキサス州 

1

2.4g ai/L 
Dip 処理 6.79 3.43 

2.4g ai/L 
Dip 処理 

（ワックス未処理）
1.42 0.92 

1
＋

1

2.4g ai/L   
Dip 処理 

＋ 
2.4g ai/L   
Dip 処理 

6.85 4.25 

米国 
カリフォルニア州

1

0.099g ai/kg 果実 
Spray 処理 

1.28 0.61 

0.10g ai/kg 果実 
Spray 処理 

0.62 0.40 

1
＋

1

0.10g ai/kg 果実 
Spray 処理 

＋ 
0.099g ai/kg 果実 

Spray 処理 

0.55 0.49 

グレープフルーツ 
（Marsh） 
2004 年 

米国 
カリフォルニア州

及びテキサス州 

1
0.002g ai/kg 果実 

Spray 処理 
全果実：0.92 
果 肉：0.04 

0.05 
<0.02 

1
0.004g ai /kg 果実 

Spray 処理 

全果実：1.5 
全果実(洗浄

後)：0.58 
果 肉：0.09 

1.5 
 

0.52 
0.09 
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（２）核果類 
 

表 2-1．おうとう 

作物名 
（品種） 
試験年 

栽培場所 

使
用
回
数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果 (mg/kg) 2) 

最大値 最小値 

おうとう 
（Bing） 
1998 年 

米国 
カリフォルニア州

1

0.21g ai/L  
Dip 処理 0.19 0.08 

0.29g ai/L  
Dip 処理 0.42 0.15 

0.61g ai/L 
Dip 処理 0.78 0.11 

おうとう 
（Hedelfingen） 

1998 年 

米国 
ミシガン州 1

0.21g ai/L  
Dip 処理 

（ワックス未処理）
0.15 0.08 

0.29g ai/L  
Dip 処理 

（ワックス未処理）
0.20 0.19 

0.61g ai/L 
Dip 処理 

（ワックス未処理）
0.27 0.11 

おうとう 
（Chinook） 

1998 年 

米国 
ワシントン州 1

0.21g ai/L  
Dip 処理 0.73 0.28 

0.37g ai/L  
Dip 処理 0.53 0.44 

1.29g ai/L  
Dip 処理 1.23 0.91 

おうとう 
(Montmorency 
及び Bing) 

2004 年 

米国 
ニューヨーク市 

及び 
カリフォルニア州

1

0.29g ai/L  
Dip 処理 

1.0 0.75 

全果実：1.7 
全果実 
(洗浄後)：1.4 

1.4
 

0.80 

冷蔵 5 日後：1.2 
冷蔵 10 日後：1.3 

1.0 
0.85 

0.61g ai/L   
Dip 処理 

1.9 1.5 

全果実：1.7 
全果実 
(洗浄後)：1.6 

1.1
 

0.96 

冷蔵 5 日後：1.7 
冷蔵 10 日後：1.7 

1.4 
1.1 
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表 2-2．もも 

作物名 
（品種） 
試験年 

栽培場所 

使

用

回

数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果 (mg/kg) 2) 

最大値 最小値 

もも 
（Goldcrest） 

1998 年 
メキシコ 1

0.21g ai/L   
Dip 処理 3.6 1.5 

もも 
（Elegant Lady） 

1998 年 

米国 
カリフォルニア州 

1

0.21g ai/L   
Dip 処理 冷凍 79 日後：0.16  

0.10 
0.29g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 79 日後：0.18  
0.05 

0.61g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 79 日後：0.55  
0.19 

もも 
（Jefferson） 

1998 年 

米国 
サウスカロライナ州

1

0.21g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 68 日後：0.21  
0.15 

0.29g ai/L   
Dip 処理 

冷蔵 3 日後：0.28 
冷蔵 7 日後：0.30 
冷蔵 10 日後：0.39 
冷凍 68 日後：0.37 

0.28 
0.20 
0.34 
0.17 

0.61g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 68 日後： 
0.49 

 
0.35 

もも 
（Elegant Lady） 

2000 年 

米国 
カリフォルニア州 

1

0.060g ai/L   
Dip 処理 3.8 3.0 

0.0012g ai/kg 果実 
Spray 処理（少水量）

1.7 1.2 

0.0018g ai/kg 果実 
Spray 処理（少水量）

1.9 1.3 

0.0025g ai/kg 果実 
Spray 処理（少水量）

2.8 2.7 

0.0025g ai/kg 果実 
Spray 処理（多水量）

1.8 1.3 

もも 
(Johnboy 及び

Elegant Lady) 
2003 年 

米国 
ニューヨーク市及びカ

リフォルニア州 
1

0.0012g ai/kg 果実 
Spray 処理 

3.9 1.4 

0.0025g ai/kg 果実 
Spray 処理 

全果実：5.5 
全果実(洗浄後)： 

4.3 

2.3 
 

1.2 
多水量は 100 gal（378.5 L）、少水量は 10-30 gal（37.8-113.6 L） 
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表 2-3．すもも  
作物名 

（品種） 
試験年 

栽培場所 

使
用
回
数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果 (mg/kg) 2) 

最大値 最小値 

すもも 
（Casselman） 

1998 年 

米国 
カリフォルニア州

1

0.21g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 54 日後： 
0.12 

 
0.09 

0.29g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 54 日後： 
0.05 

 
0.05 

0.60g ai/L   
Dip 処理 

冷凍 54 日後： 
0.10 

 
0.09 

0.00088g ai/kg 果実

Spray 処理 
冷凍 60 日後： 

0.14 
 

0.13 

0.0012g ai/kg 果実 
Spray 処理 

冷蔵 3 日後： 
0.59 

冷蔵 7 日後： 
0.47 

冷蔵 10 日後： 
0.47 

冷凍 60 日後： 
0.47 

 
0.41 

 
0.42 

 
0.17 

 
0.42 

0.0025g ai/kg 果実 
Spray 処理 

冷凍 60 日後： 
1.06 

 
0.79 

すもも 
（Loyal Diamond 
及び Casselman） 

2004 年 

米国 
カリフォルニア州

及び 
ニューヨーク市 

1
0.0012g ai/kg 果実 

Spray 処理 
0.71 0.19 

1
0.0025g ai/kg 果実 

Spray 処理 

処理当日：1.3 
処理当日 
(洗浄後)：1.7 

<0.02 
 

0.08 
冷蔵 5 日後： 

1.9 
 

0.31 
冷蔵 15 日後： 

1.7 
冷蔵 15 日後 

(洗浄後)：1.3 

 
0.12 

 
0.20 

冷蔵 25 日後： 
1.5 

 
0.24 
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（３）仁果類 
 

表 3-1．りんご 

作物名 
（品種） 
試験年 

栽培場所 

使

用

回

数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果(mg/kg) 2) 

最大値 最小値 

りんご 
（ふじ及び Red 

Delicious） 
2001 年 

米国 
カリフォルニア州

1

0.61g ai/L 
Dip 処理 1.1 0.72 

0.0025g ai/kg 果実 
Spray 処理 

1.7 0.57 

米国 
カリフォルニア州

及びワシントン州

1
＋

1

0.61g ai/L 
Dip 処理 

＋ 
0.0025g ai/kg 果実 

Spray 処理 

2.4 1.8 

りんご 
(Red Spur Delicious、
Red Delicious 及び

マッキントッシュ) 
2001 年 

米国 
アイダホ州、ミシガ

ン州及びニュージ

ャージー州 1
0.61g ai/L 
Dip 処理 

0.75 0.35 

米国 
ワシントン州 

全果実：1.1 
ジュース：0.10 
絞り粕：7.3 

りんご 
（Golden 

Delicious 及び

Empire） 
2004 年 

米国 
カリフォルニア州

及び 
ニューヨーク市 

1
＋

1

0.29g ai/L   
Dip 処理 

＋ 
洗浄 
＋ 

0.29g ai/L   
Dip 処理 

無洗浄：0.73 
洗浄後：0.30 

0.39 
＜0.02 

1
0.025g ai/kg 果実 

Spray 処理 
0.51 0.05 

りんご 
（Golden 

Delicious） 
2003 年 

米国 
カリフォルニア州

1
＋

1

0.61g ai/L   
Dip 処理 

＋ 
0.025g ai/kg 果実 

Spray 処理 

2.6 2.3 
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表 3-2．なし 

作物名 
（品種） 
試験年 

栽培場所 

使

用

回

数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果(mg/kg) 2) 

最大値 最小値 

なし 
（Bartlett） 

2000 年 

米国 
ニュージャージー州

1

0.48g ai/L   
Drench 処理 0.76 0.71 

0.48g ai/L   
Dip 処理 1.2 0.79 

なし 
（Shinko） 

2000 年 

米国 
カリフォルニア州 

1

0.61g ai/L   
Drench 処理 1.6 1.3 

0.61g ai/L   
Dip 処理 2.7 1.6 

1
＋

1

0.61g ai/L   
Dip 処理 

＋ 
0.60g ai/L   
Dip 処理 

2.8 2.7 

1
0.0025g ai/kg 果実 

Spray 処理 
2.5 1.4 

なし 
（Anjou） 

2000 年 

米国 
ワシントン州 

及び 
アイダホ州 

1

0.61g ai/L   
Drench 処理 3.5 1.1 

0.61g ai/L   
Dip 処理 1.4 0.67 

米国 
ワシントン州 

1
0.0029g ai/kg 果実 

Spray 処理 
1.6 1.3 

1
＋

1

0.61g ai/L   
Drench 処理 

＋ 
0.0029g ai/kg 果実 

Spray 処理 

1.6 1.5 

なし 
（Bosc 及び

Bertlett） 
2004 年 

米国 
カリフォルニア州 

及び 
ニューヨーク市 

1
＋

1

0.29g ai/L   
Drench 処理 

＋ 
洗浄 
＋ 

0.0012g ai/kg 果実 
Spray 処理 

無洗浄：0.97 
洗浄後：0.63 

0.42 
0.09 

1
0.0025g ai/kg 果実 

Spray 処理 
1.6 0.12 

なし 
（Bartlett） 

2003 年 

米国 
カリフォルニア州 

1
＋

1

0.61g ai/L   
Dip 処理 

＋ 
0.0025g ai/kg 果実 

Spray 処理 

1.2 1.1 
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（４）キウイフルーツ 
 

表 4 

作物名 
（品種） 
試験年 

栽培場所 

使
用
回
数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果(mg/kg) 2) 

最大値 最小値 

キウイフルーツ 
（Hayward） 

2000 年 

米国 
カリフォルニア州

及びオレゴン州 
1

0.61g ai/L   
Dip 処理 9.5 4.2 

米国 
カリフォルニア州

1
0.0025g ai/kg 果実

Spray 処理 
13.9 0.6 

キウイフルーツ 
（Hayward） 

2004 年 

米国 
カリフォルニア州

1

0.29g ai/L   
Dip 処理 4.2 0.67 

0.29g ai/L   
Dip 処理 

処理当日：5.1 
30 日後：4.5 

2.5 
3.5 

0.61g ai/L   
Dip 処理 

処理当日：7.5 
30 日後：8.0 

5.5 
3.7 

 

 

 

（５）ざくろ 

 

表 5 

作物名 
（品種） 
試験年 

栽培場所 

使
用
回
数

防かび処理量 1) 
処理方法 

分析結果(mg/kg) 2) 

最大値 最小値 

ざくろ 
（Wonderful） 

2002 年 
及び 2003 年 

米国 
カリフォルニア州

1
0.61g ai/L   
Dip 処理 1.13 0.50 

1）フルジオキソニル原体の含量を示す。 
2）特記しない限り、処理当日に無洗浄の全果実を分析した。 
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＜別紙 6：家畜残留試験成績＞ 
①産卵鶏－卵中及び組織中の残留値（g/g） 

試料 試料採取日 
0.3 mg/羽/日投与群 

（1 倍用量） 
0.9 mg/羽/日投与群 

（3 倍用量） 
3.0 mg/羽/日投与群 

（10 倍用量） 
最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 

卵 

投与 0 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
投与 1 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
投与 3 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
投与 5 日 <0.01 <0.01 0.0133 0.0101 0.0359 0.0239 
投与 7 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.0322 0.0259 
投与 10 日 <0.01 <0.01 0.0115 <0.01 0.0398 0.0324 
投与 14 日 <0.01 <0.01 0.0124 0.0102 0.0406 0.0354 
投与 16 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.0276 0.0258 
投与 21 日 <0.01 <0.01 0.0104 <0.01 0.0324 0.0293 
投与 24 日 <0.01 <0.01 0.0109 <0.01 0.0397 0.0362 
投与 28 日 <0.01 <0.01 0.0132 0.0113 0.0516 0.0397 

筋肉 

投与 28 日 

－ － － － <0.01 <0.01 
皮膚及び

脂肪 
－ － 0.0139 0.0119 0.0386 0.0347 

腹部脂肪 － － <0.01 <0.01 0.0242 0.0197 
肝臓 0.0760 0.0462 0.209 0.119 0.284 0.283 
－：分析されず 

 
②泌乳牛①－乳汁中及び組織中の残留値（g/g） 

試料 試料採取日 

0.55 mg/kg飼料投与群 
（1倍用量） 
動物番号 

1.6 mg/kg飼料投与群 
（3倍用量） 
動物番号 

5.5 mg/kg飼料投与群 
（10倍用量） 
動物番号 

2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 

乳汁 

投与 0 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
投与 1 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
投与 3 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.016
投与 7 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.011
投与 14 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.019 <0.01 0.010
投与 21 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.012 <0.01 0.014
投与 26 日 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

円回内筋 

投与 28 
~30 日 

－ － － － － － <0.01 <0.01 <0.01
大腰筋 － － － － － － <0.01 <0.01 <0.01
肝臓 － － － － － － <0.05 <0.05 <0.05
腎臓 － － － － － － <0.05 <0.05 <0.05

腎周囲 
脂肪 

－ － － － － － <0.05 <0.05 <0.05

大網周囲

脂肪 
－ － － － － － <0.05 <0.05 <0.05

－：分析されず 
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③泌乳牛②－乳汁中及び組織中の残留値（g/g） 

試料 試料採取日 
20 mg/kg 飼料投与群 

（36 倍用量） 
100 mg/kg 飼料投与群 

（180 倍用量） 
最高値 平均値 最高値 平均値 

乳汁 

投与 1 日 0.0292 0.015 0.100 0.071 
投与 3 日 0.0488 0.025 0.134 0.103 
投与 7 日 0.0514 0.026 0.182 0.112 
投与 10 日 0.0373 0.023 0.180 0.130 
投与 14 日 0.0412 0.022 0.218 0.143 
投与 17 日 0.0555 0.029 0.255 0.153 
投与 21 日 0.0535 0.028 0.192 0.128 
投与 24 日 0.0471 0.027 0.216 0.141 
投与 28 日 0.0670 0.030 0.208 0.133 

筋肉 a 

投与 28 日 

<0.01 <0.01 0.0124 0.009 
肝臓 0.0791 0.055 0.349 0.293 
腎臓 0.0819 0.062 0.289 0.266 
脂肪 b 0.0109 0.006 0.0333 0.032 
a：大腰筋及び大腿筋の等量混合 
b：腎周囲脂肪、腸間脂肪及び皮下脂肪の等量混合物 
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＜別紙 7：推定摂取量＞ 

農畜水産物 
残留値 
(mg/kg) 

国民平均 
（体重：55.1 kg） 

小児（1~6 歳）
（体重：16.5 kg） 

妊婦 
（体重：58.5 kg） 

高齢者(65 歳以上)
（体重：56.1 kg） 

ff 
(g /人/日) 

摂取量
(g /人日) 

ff
(g /人/日) 

摂取量
(g /人/日)

ff
(g /人/日) 

摂取量 
(g /人/日) 

ff
(g /人/日) 

摂取量
(g /人/日)

小豆類 0.08 2.4 0.19 0.8 0.06 0.8 0.06 3.9 0.31 

ばれいしょ 6.0** 38.4 230 34 204 41.9 251 35.1 210 

キャベツ 0.304 24.1 7.33 11.6 3.53 19.0 5.78 23.8 7.24 

ブロッコリ
ー 

3.34 5.2 17.4 3.3 11.0 5.5 18.4 5.7 19.0 

その他の 
きく科野菜 

0.78 1.5 1.17 0.1 0.08 0.6 0.47 2.6 2.03 

たまねぎ 0.014 31.2 0.44 22.6 0.32 35.3 0.49 27.8 0.39 

ねぎ 2.98 9.4 28.0 3.7 11.0 6.8 20.3 10.7 31.9 

にら 5.97 2.0 11.9 0.9 5.37 1.8 10.8 2.1 12.5 

わけぎ 4.66 0.2 0.93 0.1 0.47 0.1 0.47 0.2 0.93 

にんじん 1.68 18.8 31.6 14.1 23.7 22.5 37.8 18.7 31.4 

トマト 2.8 32.1 89.9 19.0 53.2 32.0 89.6 36.6 102 

ピーマン 1.98 4.8 9.50 2.2 4.36 7.6 15.1 4.9 9.70 

なす 0.468 12.0 5.62 2.1 0.98 10.0 4.68 17.1 8.00 

きゅうり 0.678 20.7 14.0 9.6 6.51 14.2 9.63 25.6 17.4 

すいか 0.04 7.6 0.30 5.5 0.22 14.4 0.58 11.3 0.45 

 メロン類果実 0.02 3.5 0.07 2.7 0.05 4.4 0.09 4.2 0.08 

未成熟 
えんどう 

2.21 1.6 3.54 0.5 1.11 0.2 0.44 2.4 5.30 

未成熟 
いんげん 

1.60 2.4 3.84 1.1 1.76 0.1 0.16 3.2 5.12 

えだまめ 2.8 1.7 4.76 1.0 2.80 0.6 1.68 2.7 7.56 

その他の野菜 45.5 13.4 610 6.3 287 10.1 460 14.1 642 

みかん 0.023 17.8 0.41 16.4 0.38 0.6 0.01 26.2 0.60 

なつみかん
の果皮 

1.00 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1 0.10 

なつみかん
の果実全体 

0.27 1.3 0.35 0.7 0.19 4.8 1.30 2.1 0.57 

レモン 4.28* 0.5 2.14 0.1 0.43 0.2 0.86 0.6 2.57 

オレンジ 3.39* 7.0 23.7 14.6 49.5 12.5 42.4 4.2 14.2 
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農畜水産物 
残留値 
(mg/kg) 

国民平均 
（体重：55.1 kg） 

小児（1~6 歳）
（体重：16.5 kg） 

妊婦 
（体重：58.5 kg） 

高齢者(65 歳以上)
（体重：56.1 kg） 

ff 
(g /人/日) 

摂取量
(g /人日) 

ff
(g /人/日) 

摂取量
(g /人/日)

ff
(g /人/日) 

摂取量 
(g /人/日) 

ff
(g /人/日) 

摂取量
(g /人/日)

グレープ 
フルーツ 

6.85* 4.2 28.8 2.3 15.8 8.9 61.0 3.5 24.0 

その他の 
かんきつ類

果実 
0.162 5.9 0.96 2.7 0.44 2.5 0.41 9.5 1.54 

りんご 2.6* 24.2 62.9 30.9 80.3 18.8 48.9 32.4 84.2 

西洋なし 3.5* 0.6 2.10 0.2 0.70 0.1 0.35 0.5 1.75 

もも 5.5* 3.4 18.7 3.7 20.4 5.3 29.2 4.4 24.2 

すもも 1.9* 1.1 2.09 0.7 1.33 0.6 1.14 1.1 2.09 

うめ 0.142 1.4 0.20 0.3 0.04 0.6 0.09 1.8 0.26 

おうとう 1.9* 0.4 0.76 0.7 1.33 0.1 0.19 0.3 0.57 

いちご 1.94 5.4 10.5 7.8 15.1 5.2 10.1 5.9 11.5 

ぶどう 2.68 8.7 23.3 8.2 22.0 20.2 54.1 9.0 24.1 

キウィー 13.9* 2.2 30.6 1.4 19.5 2.3 32.0 2.9 40.3 

パパイヤ 5.0** 0.2 1.00 0.3 1.50 0.1 0.50 0.1 0.50 

アボカド 5.0** 0.3 1.50 0.1 0.50 0.1 0.50 0.4 2.00 

パイナップ
ル 

20** 1.7 34.0 2.3 46.0 1.4 28.0 1.7 34.0 

マンゴー 5.0** 0.3 1.50 0.3 1.50 0.1 0.50 0.3 1.50 

その他の果実 8.05 1.2 9.66 0.4 3.22 0.9 7.25 1.7 13.7 

その他の 
ハーブ 

25.1 0.9 22.6 0.3 7.53 0.1 2.51 1.4 35.1 

その他の 
スパイス 

4.32 0.1 0.43 0.1 0.43 0.1 0.43 0.2 0.86 

鶏・肝臓 0.076 0.7 0.05 0.5 0.04 0.0 0.00 0.8 0.06 

魚介類 0.040 93.1 3.72 39.6 1.58 53.2 2.13 114.8 4.59 

合計  1,350  907  1,250  1,440 

注）・農薬として使用した場合の残留値は、登録又は申請されている使用時期・使用回数による各試験区の平均値
のうち最大値を用いた（参照 別紙 3）。 

・添加物として使用した場合の残留値（*印）及び畜産物の残留値は最大値を用いた（参照 別紙 5 及び 6）。 
・食品添加物の規格基準改正案の値（**印）を用いた（参照 77）。 
・「ff」：平成17～19年の食品摂取頻度・摂取量調査（参照69）の結果に基づく食品摂取量（g/人/日）。 
・「摂取量」：残留値から求めたフルジオキソニルの推定摂取量（g/人/日）。 
・定量限界未満であった作物及び畜産物については、摂取量の計算に含めていない。 
・「小豆類」については、あずき及びいんげんのうち残留値の高いいんげんの値を用いた。 
・「その他のきく科野菜」については、ふきの値を用いた。 

- 1033-



88 

・「トマト」については、トマト及びミニトマトのうち残留値の高いミニトマトの値を用いた。 
・「メロン類果実」については、メロンの値を用いた。 
・「その他の野菜」については、オリーブ（葉）、未成熟ささげ及び食用金魚草のうち残留値の高いオリーブ

（葉）の値を用いた。 
・「その他のかんきつ類果実」については、すだち、かぼす及びゆずのうち残留値の高いゆずの値を用いた。 
・「その他の果実」については、オリーブ（果実）及びざくろのうち残留値の高いオリーブ（果実）の値を用
いた。 

・「その他のハーブ」については、しその値を用いた。 
・「その他のスパイス」については、みかんの皮の値を用いた。 
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70 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 28 年 5 月 17 日付け府食第 328 号） 

71 食品健康影響評価について（平成 29 年 4 月 19 日付け厚生労働省発生食 0419 第 4 号） 

72 農薬抄録フルジオキソニル（殺菌剤）（平成 27 年 10 月 14 日改訂）：シンジェンタ

ジャパン株式会社、一部公表 

73 フルジオキソニル作物残留試験成績：シンジェンタジャパン株式会社、2011 年～2013
年、未公表 

74 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平

成 29 年 7 月 18 日付け平成 29 年厚生労働省告示第 249 号） 

75 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 29 年 7 月 4 日付け府食第 448 号） 

76 食品健康影響評価について（平成 29 年 10 月 26 日付け厚生労働省発生食 1026 第 10

号） 
77 フルジオキソニル 指定要請資料概要（平成 29 年 4 月 17 日作成）：シンジェンタジ

ャパン株式会社 未公表 

78 農薬抄録フルジオキソニル（殺菌剤）（平成 29 年 4 月 17 日改訂）：シンジェンタジ

ャパン株式会社、一部公表 
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平成３０年２月２２日 

 

薬事・食品衛生審議会 

食品衛生分科会長 村田 勝敬 殿 

 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 

食品規格部会長 大前 和幸 

 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 

食品規格部会報告について 

 

 

平成 28年 11月 21日付け厚生労働省発生食 1121第１号及び平成 29年９

月 20日付け厚生労働省発生食 0920第９号をもって諮問された、食品衛生法（昭

和 22年法律第 233号）第 11条第１項の規定に基づく清涼飲料水の規格基準の

改正について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、

これを報告する。 
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清涼飲料水の規格基準の改正について 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 

食品規格部会報告書 

 

１．経緯 

「清涼飲料水」は昭和 34 年に「食品、添加物等の規格基準」（昭和 34 年厚

生省告示第 370 号。以下「告示」という。）の第１食品の部Ｄ各条において規

定され、必要に応じ所要の見直しが行われてきた。 

平成 14 年、コーデックス委員会におけるナチュラルミネラルウォーター等

の規格の設定及び我が国の水道法の水質基準改正の動きを受け、薬事・食品衛

生審議会食品衛生分科会食品規格部会（以下「部会」という。）において清涼

飲料水の規格基準の改正について審議し、平成 15 年の内閣府食品安全委員会

の発足とともに、化学物質 48項目等について食品健康影響評価を依頼した。 

その後、平成 21 年より食品健康影響評価の結果が得られた物質等について

順次部会において審議し、平成 26年 12 月に、それまで審議された物質等につ

いて成分規格を改正した。このとき、食品健康影響評価が未答申であること等

から部会で審議しなかった物質については、食品安全委員会からの答申状況を

踏まえ、規格基準の改正を行うこととした。 

今般、新たに食品安全委員会からの答申があった物質に係る清涼飲料水の規

格基準の改正について、厚生労働大臣から薬事・食品衛生審議会長宛てに平成

28年 11 月 21日付け及び平成 29年９月 20日付けで諮問され、平成 28 年 11月

29日、平成 29 年２月 23日及び平成 29 年９月 22日に部会で審議された。 

 

２．審議の結果 

「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの」及び「ミネラ

ルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」並びに「ミネラルウォーター

類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水」の化学物質等について、

平成 22 年 12 月 14 日開催の部会で決定した「ミネラルウォーター類における

化学物質等の成分規格の設定等について」を考慮し、別紙に示す改正案のとお

り改正することが妥当である。 
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ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないものの化学物質等の成分規格 

 

（単位：mg/L） 

物質名 現行基準値 改正案 

セレン 0.01 0.01 

ヒ素 0.05 0.01 

フッ素 ２ ２ 

ホウ素 ホウ酸として 30 ５ 

マンガン ２ 0.4 

アンチモン 基準値なし 0.005 

亜鉛 ５ 基準値なし 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 10 

亜硝酸性窒素 基準値なし 0.04 

※下線部は現行の基準値と値が異なるもの。 

 

 

 

ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うものの化学物質等の成分規格 

 

（単位：mg/L） 

物質名 現行基準値 改正案 

セレン 0.01 0.01 

ヒ素 0.05 0.01 

フッ素 ２ ２ 

ホウ素 ホウ酸として 30 ５ 

マンガン ２ 0.4 

アンチモン 基準値なし 0.005 

亜鉛 ５ 基準値なし 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 10 

亜硝酸性窒素 基準値なし 0.04 

（別紙） 
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※下線部は現行の基準値と値が異なるもの。 

 

 

 

ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水の製造基準 

 

（単位：mg/L） 

物質名 現行基準値 改正案 

鉄 0.3 基準値なし 

カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300 基準値なし 

※下線部は現行の基準値と値が異なるもの。 
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（参考） 

これまでの経緯 

平成 15年７月１日   内閣府食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼 

平成 21年～     答申が得られた物質等について随時改正 

平成 28年 11月 29日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会開催 

平成 29年２月 23日  薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会開催 

平成 29年９月 22日  薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会開催 

 

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会委員名簿 

氏  名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所 属 ・ 役 職 

明 石  真 言 ｱｶｼ ﾏｺﾄ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構執行役 

浅 見  真 理 ｱｻﾐ ﾏﾘ 国立保健医療科学院生活環境研究部上席主任研究官 

阿 部  郁 朗 ｱﾍﾞ ｲｸﾛｳ 東京大学大学院薬学系研究科天然物化学教室教授 

畝 山 智 香 子 ｳﾈﾔﾏ ﾁｶｺ 国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長 

大 前 和 幸 ｵｵﾏｴ ｶｽﾞﾕｷ 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授 

小川 久美子 ｵｶﾞﾜ ｸﾐｺ 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター病理部長 

苅 田  香 苗 ｶﾘﾀ ｶﾅｴ 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授 

阪 口  雅 弘 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 麻布大学獣医学部獣医学科微生物第一研究室教授 

下 村 吉 治 ｼﾓﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 名古屋大学大学院生命農学研究科教授 

寺  嶋    淳 ﾃﾗｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部長 

二 村 睦 子 ﾌﾀﾑﾗ ﾁｶｺ 日本生活協同組合連合会組合員活動部長 

堀 端  薫 ﾎﾘﾊﾞﾀ ｶｵﾘ 女子栄養大学給食システム研究室准教授 

渡 辺 麻 衣 子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲｺ 国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部第三室長 

※所属・役職は平成 29年９月 22日部会開催時のもの 

- 1046-



- 1047-



- 1048-


	☆アセフェート部会報告書案_川原.pdf
	☆アセフェート_別紙１.pdf
	☆アセフェート_別紙2.pdf
	☆アセフェート_別紙3.pdf
	☆アセフェート_別紙4-1.pdf
	☆アセフェート_別紙4-2.pdf
	☆アセフェート_答申案.pdf

	アセフェート.pdf
	（案３）【頭紙＋別添】アセフェート .pdf
	☆アセフェート部会報告書案_川原.pdf
	☆アセフェート_別紙１_川原.pdf
	☆アセフェート_別紙2.pdf
	☆アセフェート_別紙3_川原.pdf
	☆アセフェート_別紙4-1.pdf
	☆アセフェート_別紙4-2.pdf
	☆アセフェート_答申.pdf


	2-2 シアゾファミド参考資料.pdf
	180205シアゾファミド部会報告書案.pdf
	180207シアゾファミド別紙1-1.pdf
	180207シアゾファミド別紙1-2.pdf
	180207シアゾファミド別紙1-3.pdf
	180207シアゾファミド別紙2.pdf
	180207シアゾファミド別紙3.pdf
	180207シアゾファミド答申案.pdf

	（案６）【頭紙＋別添】シアゾファミド .pdf
	180205シアゾファミド部会報告書案.pdf
	180207シアゾファミド別紙1-1.pdf
	180207シアゾファミド別紙1-2.pdf
	180207シアゾファミド別紙1-3.pdf
	180207シアゾファミド別紙2.pdf
	180207シアゾファミド別紙3.pdf
	180207シアゾファミド答申案.pdf



	2-3 ピフルブミド参考資料.pdf
	ピフルブミド部会報告書案.pdf
	ピフルブミド別紙1.pdf
	ピフルブミド別紙2.pdf
	ピフルブミド別紙3.pdf
	ピフルブミド別紙4-1.pdf
	ピフルブミド別紙4-2.pdf
	ピフルブミド答申案.pdf

	（案８）【頭紙＋別添】ピフルブミド .pdf
	ピフルブミド部会報告書案.pdf
	ピフルブミド別紙1.pdf
	ピフルブミド別紙2.pdf
	ピフルブミド別紙3.pdf
	ピフルブミド別紙4-1.pdf
	ピフルブミド別紙4-2.pdf
	ピフルブミド答申案.pdf



	2-4 フルバリネート参考資料.pdf
	【部会報告書頭紙（仮）】フルバリネート .pdf
	171220フルバリネート部会報告書案ｍ.pdf
	1-1.pdf
	1-2.pdf
	1-3.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4-1.pdf
	4-23.pdf
	t.pdf
	t.pdf


	フルバリネート.pdf

	2-5 メタミドホス参考資料.pdf
	☆メタミドホス_部会報告書案_川原.pdf
	☆メタミドホス（アセフェート）_別紙１_川原.pdf
	☆メタミドホス_別紙2_川原.pdf
	☆メタミドホス_別紙3川原.pdf
	☆メタミドホス_別紙4-1_川原.pdf
	☆メタミドホス_別紙4-2_川原.pdf
	☆メタミドホス_答申案_川原.pdf

	メタミドホス.pdf
	（案４）【頭紙＋別添】メタミドホス .pdf
	☆メタミドホス_部会報告書案_川原.pdf
	☆メタミドホス（アセフェート）_別紙１_川原.pdf
	☆メタミドホス_別紙2.pdf
	☆メタミドホス_別紙3.pdf
	☆メタミドホス_別紙3.pdf
	☆メタミドホス_別紙4-1.pdf
	☆メタミドホス_別紙4-2.pdf
	☆メタミドホス_答申案.pdf



	2-6 センデュラマイシン参考資料.pdf
	センデュラマイシン部会報告書案.pdf
	【別紙1】センデュラマイシン.pdf
	【別紙2】センデュラマイシンTMDI.pdf
	【答申】センデュラマイシン.pdf

	（案２）【頭紙＋別添】センデュラマイシン .pdf
	センデュラマイシン部会報告書案.pdf
	【別紙1】センデュラマイシン.pdf
	【別紙2】センデュラマイシンTMDI.pdf
	【答申】センデュラマイシン.pdf



	2-7 カナマイシン参考資料.pdf
	【部会報告書頭紙（仮）】カナマイシン .pdf
	カナマイシン部会報告書案.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	t.pdf



	2-8 ジシクラニル参考資料.pdf
	☆ジシクラニル部会報告書案.pdf
	☆【別紙1】ジシクラニル.pdf
	☆【別紙2】ジシクラニルTMDI.pdf
	☆【答申】ジシクラニル.pdf

	（案１）【頭紙＋別添】ジシクラニル .pdf
	☆ジシクラニル部会報告書案.pdf
	☆【別紙1】ジシクラニル.pdf
	☆【別紙2】ジシクラニルTMDI.pdf
	☆【答申】ジシクラニル.pdf



	2-9 メチルプレドニゾロン参考資料.pdf
	【部会報告書頭紙（仮）】メチルプレドニゾロン .pdf
	☆メチルプレドニゾロン部会報告書案.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	t.pdf



	2-10,3-3 フルジオキソニル参考資料.pdf
	【部会報告書頭紙（仮）】フルジオキソニル .pdf
	フルジオキソニル_部会報告書案.pdf
	1-1.pdf
	1-2.pdf
	フルジオキソニル_別紙1-3　収穫後使用に係る作物残留試験(前審議から変更なし).pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4-1.pdf
	4-2.pdf
	t.pdf



	挿入元ファイル:"180312フルバリネート部会報告書案 -.pdf"
	0000188848.pdf
	別紙1-1.pdf
	別紙1-2.pdf
	別紙1-3.pdf
	別紙2.pdf
	別紙3.pdf
	別紙4-2.pdf
	答申案.pdf
	re別紙1-1.pdf
	Re別紙1-3.pdf
	Re別紙1-2.pdf
	Re別紙2.pdf
	別紙4-1.pdf
	別紙4-2.pdf



